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発刊にあたって
―特集「讃岐国府を考える」―

　香川県埋蔵文化財センターでは平成21年度から４年計画で、讃岐国府跡探索事業（以下、探索事業）を
実施している。この事業は、未だ所在が確定していない讃岐国府跡を発掘調査のみならず、地名・地形・
水利・文献などを加えた総合的な観点から、その実態に迫ろうというものである。また当センターの専門
職員だけではなく、広く県民（ボランティア）にも調査への参加を求め、調査の内容・過程を共有し、と
もに考えながら讃岐国府跡を探索して行くところに特徴がある。参加した県民（ボランティア）はミステ
リーハンターと呼称して、現在38名が当センター職員とともに活動を行っている。
　本事業においてこれまで平成21年度には『讃岐国府跡を探る』、平成22年度には『讃岐国府の時代』の
２冊の小冊子を刊行し、讃岐国府のこれまでの研究史と現状での讃岐国府像について紹介し、さらに讃岐
国府が設置されていた同時代および直前の讃岐国の様相を紹介してきた。また、ミステリーハンターも積
極的に自主研究へ取り組んでおり、その成果の一部については毎年度末に行われる報告会で発表してき
た。
　このような調査の進展を踏まえ、平成23年度については研究紀要において「讃岐国府を考える」と題し
て特集を組み、これまでの調査研究の成果の一部を公表するとともに、専門職員と活動・研究を行ってき
たミステリーハンターの有志による自主研究の成果を発表してもらうこととした。専門職員とは異なった
一般県民の視点から考えたことは、今後、讃岐国府跡探索事業の成果を地域へ還元してゆく際に必ず役立
つものと考えたからである。

　本紀要掲載の原稿は、大きく３つの内容に分かれる。①讃岐国府周辺の歴史的環境、②讃岐国府跡に関
する調査成果への検証、③関連する史料の紹介である。

【地域史への基礎作業】
　「讃岐国府周辺における『大道』地名と南海道」では、坂出市府中町での地名調査を踏まえ、古い道路
を示唆する「大道」地名の現地比定を行い、地形との関わりを検討するために実施した現地踏査の内容を
紹介する。この作業により、近世段階の「大道」のルートが明確化されたことは大きな成果である。なお

「大道」という呼称は、県内では14世紀の秋山家文書に「伊予大道」と記される例があり、個別の検証は
必要であるが中世まで遡る可能性ももつ。したがって、今回明確化したルート周辺に南海道の痕跡を見出
し得るかどうか、踏査と地形の分析を進めていくことが必要であろう。
　「綾川河口域における開発史」・「検地帳の古地名からみた坂出市林田町」は、平成23年度の探索事業に
おいて坂出市林田町で実施した、地形・水利・地名調査の成果の一部である。林田町は古代の阿野郡林田
郷に相当する地域であり、綾川河口を含む海浜部では古代から近代に至るまで、様々な形の「開発」が及
んでいる。それらを総合し、讃岐国府との関連性を考えていくまでには及ばないが、ここではそのための
基礎作業として個別史料や事象の紹介と検討を行った。「綾川河口域における開発史」では、議論の前提
として「古・坂出湾」という海域世界を考える。その上で、古代（総社神社遺跡）・中世（梶取名と碇石）・
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中世末～近世初頭（村切り）の諸事象を取り上げた。取り上げた素材は、遺物散布地・石造物・地名・地
割など、様々な形で土地に刻まれた痕跡であるが、素材の違いを超えた総合が課題となろう。また「検地
帳の古地名からみた坂出市林田町」は、地元に残されていた旧林田村役場文書（史料）で見出された近世
の検地帳をもとに近世地名を復元し、開発年代と開発エリアを整理した。また地名の由来についても検討
を行い、その場所のもつ役割についても考察した。現地調査は、出発点を現在に設定せざるを得ないとい
う点で、遡及的な方法にならざるを得ない。そのための足がかりとして、近世地名を確定させることは重
要な作業であり、基礎史料として位置付けられる。
　「『悪魚退治伝説』にみる阿野郡沿岸地域と福江の重要性」は、古・坂出湾において林田とともに重要な
役割を果たしたであろう福江浦の役割について、中世から近世にかけて形成された「悪魚退治伝説」を手
がかりに考える。伝説が、古・坂出湾における福江浦の機能を背景とした空間認識によって形成された、
と結論する。
　「讃岐国の位置と国府の立地を考える」では、まず讃岐国が国家にとってどのように位置付けられてい
たかを歴史的な諸事象から考える。その上で讃岐国府の立地の特性について、実際の事象との比較や、

「あり得たかもしれない」適地（国分寺平野）での仮説の構築を通じて、改めて考えてみようとする。結
論は、従来の地域史で語られてきた考えを改めて確認することとなったが、資料の蓄積や研究状況の進展
に伴い、自由な発想を交えつつ、このような検証・確認作業を行うことは必要であろう。

【調査成果への検証】
　「讃岐国府周辺における土地利用形態」では、29次36年間に及ぶ讃岐国府の発掘調査で得られた知見を
再吟味し、現段階における解釈を試みた。箇条書きにせざるを得ないのは、調査成果の総合に向けた個別
資料の位置付けに、なお課題が多いことを示唆する。
　「微地形分類の視点と方法」では、探索事業の大きな柱として進められている地形調査の視点や方法に
ついて、坂出市川津町を素材として取り上げ、紹介している。既に『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年
度　地形地名調査報告』の中で、国府周辺の地形分類や坂出市加茂町を対象とした10㎝等高線図が公表さ
れているが、本稿ではその背景をなす考え方や方法が紹介されているので、両者の併読をお勧めする。ま
た、その検証のために発掘調査における練磨が強調されるなど、今後の発掘に向けての提言が含まれる。

【関連史料の紹介】
　『南海流浪記』は、鎌倉時代の国府について記した、数少ない史料である。「史料紹介『南海流浪記』洲
崎寺本」では、1597年（慶長２）の写本の翻刻、書き下し作業を行った。また、著者である道範が詠んだ
和歌24首のうちいくつかに評釈を施し、記載内容から読み取れる事象について整理した。

　以上の論考は、いずれもミステリーハンターとの協働の成果である。大方のご教示を賜るよう、お願い
申し上げたい。なお、挿図の作成にあたり、門脇範子氏の協力を得た。
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讃岐国府周辺における「大道」地名と南海道
―ミステリーハンターの活動報告―

高橋利秋・古田博子

１．はじめに

　平成21年に開始された讃岐国府跡探索事業は、香川県埋蔵文化財センターがミステリーハンターと呼ば
れるボランティアを募集しての画期的な企画で発足した。香川県下一円から集まった老若男女31名の考古
学大好きな人たちが結集して始まった。その取り組みと、成果について報告する。
　第一の事業目的は、讃岐国府跡の所在を明らかにするために、地名、地形、発掘調査を実施することで
ある。第二・三の目的は調査成果および進捗状況について、報道機関への情報提供や、ボランティアの研
修会の開催と地域住民を対象にした学習会の実施等である。
　地形・地名調査は平成21年６月から11月の６ヶ月間、木下文化財専門員・松本文化財専門員の指導によ
り実施した。
　今回の報告は地名・地形調査において、ボランティアが各班に分かれて調査した内容のうち、江戸時代
末から明治時代前期の順道帳による古地名「大道」（呼び名はだいどうかおおみちかは不明である）の抽
出にしぼった内容を、讃岐国府周辺の現在地形に当てはめて、近世の大道を追った活動を報告する。
　この大道は何なのか、推定南海道の痕跡はないか、近世の伊予街道か、疑問散在する中で調査作業は始
まった。活動の成果は如何になったか。大変興味ある調査となった。

２．調査の内容

　坂出市府中町の讃岐国府跡推定地付近の綾川の屈曲した場所の右岸にある、坂出市府中出張所に保管さ
れていた江戸時代の『阿野郡府中村田畑順道帳』や、明治時代の『壬申地券地引絵図』・『地租改正地引絵
図』・『地押調査更生地図』等々の膨大な資料があり、目の当たりにすると、たちまちに近世・近代の時代
へタイムスリップした感動を覚えた。
　職員の閲覧方法の説明・指導のもと、一枚一枚慎重に開封してデジタルカメラに撮影した。府中出張所
の他、綾川沿い下流にある加茂出張所・林田出張所にも保管されていた資料を調査した。
　調査は、地名グループと地形グループに分かれて取り組んだ。地名グループは順道帳から古地名の解読
に努めた。地形グループは解読できた古地名の地番を抽出し、現在の公図に転記する作業を進めた。
　地名グループの手順は、近世（文化年間）の『阿野郡府中村田畑順道帳』の４冊と明治６・７年の『壬
申地券地引順道帳』を比較した結果、地権者名以外は同じ内容であったため、『阿野郡府中村田畑順道帳』
の古地名349ヶ所を解読した。
　地形グループの手順は、前谷・迯田地区の壬申地券地引絵図に記されている旧地番（赤文字）と現在の
地番に通じる地番（黒文字）を根拠に地点を特定して、136ヶ所の場所を比定し公図に記入した。その後、
公図から坂出市都市計画図にインプット作業を行った。
　以下に調査作業に使用した資料のサンプルを列記する。

－ 3 －



・『阿野郡府中村田畑順道帳』表紙　　　　　　　　　　　・『阿野郡府中村田畑順道帳』部分　
　（坂出市府中出張所保管）　　　　　　　　　　　　　　　　（坂出市府中出張所保管）

・地番が判明した場所を『公図』に記入。公図から坂出市都市計画図にインプット。

　下記は、木下・松本両文化財専門員の調査日誌より引用した。
　　近世順道帳　　　　　　壬申図順道帳　　　　地租改正順道帳
　　　地番　　　←対応→　　　旧地番
　　　　　　　　　　　　　　　地番　　←対応→　　旧地番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地番　　←対応→　　現在の地番
　地租改正順道帳があれば、地点確定が可能と判明するので、地番対照表を作成した。
　壬申順道帳は近世順道帳の丸写しであることが判明した。
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免名 比定 古地名

本村 屋敷ノ前

本村 まとは

本村 同所北谷免さかい

本村 同所南谷免さかい

本村 上谷

本村 鼓岡

本村 かきの内六畝歩之内

本村 同所東道西添

本村 同所東道西添

本村 同所南道西添

本村 同所南坊

本村 同所南道添

本村 同所屋敷ノ前

本村 同所北屋敷

本村 同所屋敷ノ内

本村 海宝寺池堤下

本村 同所御供田

本村 同所東台目﨑川ふち

本村 南川原

本村 尾崎川中

本村 南川原道添

本村 同所西道東下

本村 同所北窪古屋敷

本村 同所西道下

本村 川中

本村 川中

本村 同所川中

本村 同所川中

本村 同所南道下

本村 同所北坊屋敷

本村 同所西道東添

本村 蔵ノ前道東添

本村 同所西道北

本村 同所南蔵西添

本村 同所東蔵北添

本村 同所西道東添

免名 比定 古地名

本村 同所北道東添

本村 同所北道東添

本村 同所東道西添

本村 天神北

本村 帳継

本村 大町

本村 同所北池田

本村 同所道添

本村 □道東添

本村 百分

本村 窪田

本村 大木下

本村 大ケ口

本村 窪内

本村 あんたい

本村 同所西道添

本村 鴨向

本村 同所北道東添

本村 蔵之内

本村 同所西道添

本村 西池田

本村 ○ 弘法寺

本村 ○ 御領岸上

本村 同所北池田

本村 ほうし道下

本村 同所北道下

本村 同所南道添

本村 御領

本村 正仏

本村 同所西池田

本村 同所南正仏

本村 御領

本村 同所南道下

本村 同所南道下

本村 近元

本村 同所西道添

『順道帳』記載の古地名の比定状況
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免名 比定 古地名

本村 同所道添

本村 同所東道添

本村 同所西道添

本村 同所南道添

本村 同所北道添

本村 同所西道添

本村 同所西山谷免さかい

本村 ○ 近元屋敷

本村 ○ 北谷屋敷

本村 ○ 同所前場

本村 ○ 本村やしき

本村 ○ 西かくち

本村 ○ 王子ノ西

本村 ○ 同所まとは壱畝三歩之内

本村 ○ 同所西道下

本村 ○ 同所西道下

本村 ○ 同所西道下

綾坂 ○ 大道南添

綾坂 ○ 同所大道北添

綾坂 ○ 井出上大道添

綾坂 ○ 宮ノ浦

綾坂 ○ 大川鴨井手間

綾坂 ○ 往還上西鼻

西山谷 御領山延宝弐寅新興

西山谷 道上新開

西山谷 御霊南山下明和三戌新興

西山谷 同所小道上昭和三戌新興

西山谷 同所南小道下明和三戌新興

西山谷 同所南小道下明和三戌新興

西山谷 同所南池田新開

西山谷 山ノ奥

西山谷 宮ノ北

西山谷 山の三称（みね？）小道南明和三戌新興

西山谷 同所北谷川南

西山谷 同所南道下

西山谷 うての﨑西

免名 比定 古地名

西山谷 山神北新開

西山谷 三塚

西山谷 中ノ谷新開

西山谷 大塚前新開

西山谷 はかなと新開

西山谷 堀（？）田谷延宝弐寅新興

西山谷 むかい五畝廿四歩之内

西山谷 南浦林中

西山谷 南浦林中

西山谷 岡壱畝拾八歩之内

西山谷 同所南道添

西山谷 鼓岡

西山谷 深さと池内新開

西山谷 同所南道下新開

西福寺 ○ 千代松

西福寺 ○ 同所小道南明和三戌新興

西福寺 ○ すほき田

西福寺 ○ 浦谷

西福寺 ○ 宮ノ前

西福寺 ○ 福宮下明和三戌新興

西福寺 ○ 同所馬場下明和三戌新興

西福寺 ○ 大畝まち

西福寺 ○ 同所馬場脇

西福寺 ○ 同所さと

西福寺 ○ 川津田道添

西福寺 新池波（は？）さし

鴨入作 ○ はやの

鴨入作 上所さかい新開

鴨入作 上所さかい新開

鴨入作 二天壱反三畝歩之内

鴨入作 ○ 神ノ元北新開

鴨入作 弘法寺井手上

鴨入作 ○ 同所小道南明和三戌新興

新宮 及生峰川端

新宮 同所西浦谷

新宮 ○ 馬場西
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免名 比定 古地名

新宮 ○ 同所北馬場

新宮 ○ 同所大道南

新宮 ○ 上ノ屋敷

新宮 ○ 同所北大道添壱反廿七歩之内

新宮 ○ 大道北

新宮 同所上ノ屋敷

新宮 ○ 同所往還ふち

新宮 ○ 大石山添

新宮 ○ 見徳寺五畝九歩之内

新宮 ○ 大道添

新宮 ○ 同所南大道添

新宮 ○ 同所東大道添

新宮 ○ 同所大道南添

新宮 ○ 新次郎屋敷

新宮 ○ 三郎左衛門屋敷

新宮 ○ 安（？）楽寺

新宮 ○ おく屋敷

新宮 ○ 勘定林添

新宮 屋敷ノ前人道川添

新宮 同所南大道添

新宮 ○ 見徳寺

新宮 ○ 同所東大道添

新宮 ○ 同所大道南添

新宮 ○ 同所大道南添

新宮 ○ 勘定大道南

新宮 ○ 山ノ下平志（し）ん

新宮 ○ 三反地

新宮 勘定谷延宝弐寅新興

新宮 ○ 平志（し）ん

下野原 浦ノ谷

下野原 川西浦ノ谷

下野原 中塚

下野原 蛇渕谷

下野原 藪ノ内宝永元申新興

下野原 亀焼谷小池尻

下野原 亀焼谷尻

免名 比定 古地名

下野原 亀焼谷北山原弐畝三歩之内

下野原 浦ノ谷

下野原 半（？）地谷

下野原 細谷

下野原 おり口谷

下野原 向田谷壱反六畝廿七歩之内

下野原 やけん谷

下野原 長通り

下野原 北谷

下野原 鷲山谷

下野原 かきかけ壱畝拾五歩之内

下野原 大谷

下野原 大あれ壱反廿壱歩之内

下野原 同所東小道ノ上明和三戌新興

下野原 百舌鳥谷延宝弐寅新興

下野原 登々路（とゝろ）口

下野原 向田谷

前谷上所 ○ 池大道南添

前谷上所 ○ 同所北大道西添

前谷上所 ○ 走（？）出口北道東

前谷上所 ○ 同所西道添

前谷上所 ○ 同所西さと道西

前谷上所 ○ 出い内

前谷上所 ○ 同所西大道南添

前谷上所 ○ 国延大道北南延宝弐寅新興

前谷上所 ○ 同所北大道南添

前谷上所 ○ 大道北添文化八末新興

前谷上所 ○ 同所西大道北添文化弐丑新興

前谷上所 ○ 同所西大道北添文化二丑新興

前谷上所 同所池尻大道南添文化二丑新興

前谷上所 ○ 同所西大道南添文化二丑新興

前谷上所 ○ 同所西大道南添文化二丑新興

前谷上所 ○ 大道南添文化八未新興

前谷下所 ○ 上所境小道添文化八未新興

前谷下所 深谷大道北文化九申振興

前谷下所 同所東大道北南新開
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免名 比定 古地名

前谷下所 同所東大道南添新開

前谷下所 ○ 同所東大道南添新開

前谷下所 ○ 同所南大道北南新開

前谷下所 ○ 同所東大道北添新開

前谷下所 同所東大道北添新開

前谷下所 ○ 同所東大道北添新開

前谷下所 同所南大道北添新開

前谷下所 ○ 同所東大道北添新開

前谷下所 ○ 市ノ井手大道下新開

前谷下所 ○ 同所大道下新開

前谷下所 ○ 同所西大道ふち

前谷下所 ○ 同所北道上壱畝拾弐歩之内

前谷下所 同所東大道北添

前谷下所 同所大道下新開

前谷下所 同所東大道下新開

前谷下所 ○ 同所東大道下新開

前谷下所 ○ 同所東大道下新開

前谷下所 ○ 同所東大道下新開

前谷下所 ○ 同所東大道下新開

前谷下所 ○ ちやゑんノ南新開九畝六歩之内

前谷下所 同所東大道添

前谷下所 大道北添

前谷下所 ○ 同所南大道添

前谷下所 ○ 同所東大道北添中畑壱畝拾五歩

前谷下所 同所南大道添

前谷下所 ○ 同所大道北添

前谷下所 ○ 同所東大道下新開

前谷下所 ○ 同所東大道下新開

前谷下所 ○ 向原大道添

前谷下所 ○ 大道南添文化八未新興

前谷下所 ○ 同所南大道南添文化八未新興

前谷下所 ○ 同所大道添

前谷下所 ○ 野神尻新開

前谷下所 ○ 野神うてめ﨑

前谷下所 ○ 同所池うてめし（志）り新開

前谷下所 ○ 赤尾道東大道池跡文化三寅新興

免名 比定 古地名

前谷下所 新宮松岡元禄六酉振興

前谷下所 ○ 西原立道上文化二丑改検地

落合 とゝ路（ろ）上山中明和三戌新興

落合 とゝ路（ろ）新開廿七歩之内

落合 笠仏ノ前元禄六酉新興三畝拾五歩之内

落合 仏坂延宝弐寅新興

落合 同所大道北添中畑五畝拾八歩之内

落合 同所道南中畑○○

落合 同所大道添中畑壱畝九歩

落合 仏坂道池北

迯田上所 ○ 流田

迯田上所 ○ 同所西大道東添

迯田上所 ○ 同所東大道下

迯田上所 ○ 大道上

迯田上所 ○ 同所西大道上

迯田上所 ○ 同所南大道添

迯田上所 ○ 同所西大道添

迯田上所 ○ 中塚

迯田上所 ○ 同所東道南方

迯田上所 なら谷下池上

迯田上所 ○ 同所南薬師下

迯田上所 ○ 同所北道窪

迯田上所 同所東大道上添

迯田上所 同所南大道上添

迯田上所 ○ 同所東大道上添

迯田上所 ○ 同所南大道上添

迯田上所 同所南大道下

迯田上所 同所北大道下

迯田上所 ○ 同所北大道下

迯田上所 ○ 同所北大道下

迯田上所 ○ 同所東大道下

迯田上所 ○ 同所北大道添

迯田上所 ○ 同所北大道添

迯田上所 ○ 同所南額免さかい

迯田上所 柳坂東ノ原

迯田上所 ○ 山姥下
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免名 比定 古地名

迯田上所 ○ 同所北道添

迯田上所 ○ 同所西道添

迯田上所 ○ 堀ノ内

額谷 せいご原

額谷 ○ せいご原

額谷 ○ 同所西小道西

額谷 ○ 同所南小道添西

額谷 ○ 樋元

額谷 ○ 垣坪井手ノ上

額谷 ○ いやノ谷

額谷 ○ 額谷

額谷 ○ 同所北大道下

額谷 ○ 同所西大道下

額谷 池内南谷大道上下

額谷 壱里山北元禄六寅新興

額谷 ○ 薬師前小池波さし

額谷 ○ 同所南道添

額谷 ○ 荒神ノ南道ノ上天明弐寅新興

額谷 ○ 同所西道下天明二寅新興

額谷 同所南道添天明二寅新興

額谷 同所東道南天明二寅新興

額谷 同所東大道添右同断

額谷 同所大道添右同断

額谷 笹谷うてめ﨑右同断

額谷 同所大道北右同断

額谷 同所大道南右同断

額谷 大さ連尾谷右同断

額谷 大さ連尾谷右同断

額谷 大さ連尾谷右同断

額谷 壱里山根延宝二寅新興

額谷 山峰下往還上

額谷 赤坂

額谷 安永四未新興北八道堀切未網西吉田切

額谷 同所北八道切

額谷 同所南往還切

額谷 同所東南往還切東道切

免名 比定 古地名

額谷 同所北西八道切

額谷 同所北西八道切

額谷 同所北東八道切

額谷 同所北上北八道切

額谷 文化七年新開道池上額御林ノ内

横山 浦ノ谷

横山 同所道下

横山 同所道下

横山 道南右同断

横山 同所道北右同断

横山 同所北道北右同断

横山 同所道北右同断

横山 同所北道北右同断

横山 同所道西右同断

横山 同所道下右同断

横山 同所道文化三寅新興

横山 同所道西右同断

横山 同所東道下右同断

横山 四手打越瀧宮道添

横山 同所北瀧宮道下

横山 同所西小道ノ上

横山 同所西小道ノ下

横山 山鼻

横山 同所下道上

横山 同所北道下

横山 同所南道上

『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年度　地形・地名調
査報告』香川県埋蔵文化財センター　2011　より転載、
一部改変
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３．現地踏査

　平成23年度に「大道」古地名を探して、ミステリーハンターの皆さんと、現地踏査を数回実施した。現
地踏査は３ルートに分けて説明したい。推定南海道と同じく、東から西方面へのルートを説明する。
　①ルートは、高松市国分寺町国分と坂出市府中町前谷の市境旧道三叉路の石灯篭から西方面の綾坂を目
指して旧道側を出発する。ほどなく前谷上所地区に「大道北添文化八未新興」（西暦1811年）の地筆が旧
道右側上段に見えてくる。その左前方下段には「出い内西大道南添」の地筆がある。右手に上所池が見え
てくると土手東側の裾野が「国延大道北南延宝弐寅新興」（西暦1674年）の地筆が土手を巻くようにある。
その先の左側に上所池の道下側に「大道西大道南添文化二丑新興」（西暦1805年）の地筆が二枚並んでい
る【写真Ａ】。さらに進み国道11号線の高架下を通過し西へ行くと坂道を降りた左側下段に「深谷東大道
南添新開」の地筆がある。この先は、綾坂に向けて行くが峠付近前後には「大道」の古地名は見当たら
ない。国道11号線と接する綾坂峠を下ると綾坂地区の民家が見えてきた当たりの旧道左側が「大道南添」、
右側が「大道北添」の地筆がある【写真Ｂ】。その先の綾川手前の左側に「井出上大道添」の地筆がある。
このルートは綾川に架かる綾坂橋を越えて府中町本村地区に入るが、壬申地券地引絵図が遺存していない
ため現地比定が出来ないので、ここまでとなる。

�������������
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　②ルートは、市境旧道三叉路の石灯篭から県道33号線（旧国道11号線）を横断して細道に入り、JR予
讃線踏切を渡り、関ノ池の西側土手を目指して南下する。国道11号線の高架下を西に抜けると「大道南添
文化八未新興」の地筆がある。その向こう側が「向原大道添」の地筆がある。JR予讃線の高架下付近が「東
大道下新開」で、堀割の坂道を登っていくと左側に「ちやゑんノ南新開九畝六歩の内」の地筆がある。坂
を下っていくと、右側に「深谷東大道北添新開」の地筆が三枚並んでいる。また、左側には「市ノ井出東
大道下新開」の地筆が、この付近に四枚ある【写真Ｃ】。この先の県道三叉路の南側付近に「市ノ井出大
道下新開」と「市ノ井出西大道ふち」の地筆がある。さらに西方面へ向かい県道から左側の田んぼへ降り
るとJR予讃線手前に「見徳寺東大道添」一枚と水路をはさんで「見徳寺大道南添」二枚の地筆がある

【写真Ｄ】。JR予讃線高架下をくぐると「勘定大道南」の地筆があり、JR予讃線沿いに西へ向かうと「大
道添大道南添」・「大道添東大道添」・「大道添南大道添」・「大道添」と並んでいる。JR讃岐府中駅付近で「大
道北」・「上ノ屋敷北大道添壱反廿七歩之内」・「馬場西大道南」の地筆がある。ここから石井方面へは、壬
申地券地引絵図の地番と地租改正の地番の整合性がとれないため、現地比定が出来ないので、ここまでと
なる。

【地元の古老Ｓさん話：讃岐府中駅の東方面の方】昔はこの前の道を仏生山とか白峰寺の祭りなどに行く
ため、たくさんの人が往来していた。
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　③ルートは、坂出市立府中小学校から県道を西へ向かい綾川に架かる石井橋を渡って「妻子の鼻」（め
ごのはな「菅原道真が妻子と別れ城山へ雨乞いに登山した地と言い伝わっている」）を通ると、ここから
③ルートの始まりである。県道の右側に「大道上」・「大道上西大道上」の地筆が並んでいる。左側には

「流田東大道下」の地筆がある【写真Ｅ】。さらに進むと右側に「なら谷東大道上添」・「なら谷南大道上添」
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の地筆が並んであり、左側には「なら谷北大道下」二枚が並んでいる地筆がある【写真Ｆ】。松池の土手
を通り、県道の右カーブを過ぎると、地元の方に聞いた古道が県道の北側に少し見える。県道坂道を額坂
に向かって登ると左側の耕地整理された田の中に「額坂西大道下」・「額坂北大道下」の地筆がある。ここ
から額坂方面へは、壬申地券の地番と地租改正の地番の整合性がとれないため、現地比定が出来ないの
で、ここまでとなる。
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　最後に、額坂の道切状況について記載する。往還の地名が残っている。
額谷の古地名に、山峰下往還上、安永四末新興北八道堀切南西吉田切、同所北八道切、同所南往還切、同
所東南往還切東道切、同所北西道切、同所下東八道切、同所北上北八道切。

　往還や大道表記の大多数は近世の街道をさすものと考えられるが、南海道に由来する可能性もあり、そ
れを示すように推定南海道が縦断する額谷では往還表記が多く確認できる。

（松本和彦「第３章　地名調査の成果　第１節　平成21年度の調査」『讃岐国府跡探索事業平成21・22年度　地形・地名調

査報告』香川県埋蔵文化財センター　2011より抜粋）

【地元の古老Ｏさん談：額坂付近の方】昔は額坂が切り通しでなく、峠の頂上が山の稜線まであった。急
な坂道だったので、馬が喘ぎながら登っていた。
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　府中村の『順道帳』記載の古地名から、今回調査により判明した状況を数量で表すと、下記のとおりである。
①免名の内訳は、本村、綾坂、西山谷、西福寺、鴨入作、新宮、下野原、前谷上所、前谷下所、落合、迯

田上所、迯田中所、額谷、横山の14ヶ所となる。
②順道帳の古地名は、349ヶ所解読した。
③比定されたのは、136ヶ所で古地名全体の39％判明した。
④古地名の内「大道」という名がつくのは86ヶ所で古地名全体の25％判明した。
⑤大道名の内、比定出来たのは62ヶ所で、大道名の72％が都市計画図上に記録できた。
　24ヶ所は地番不明のため比定出来なかった。

（松本和彦「第３章　地名調査の成果　第１節　平成21年度の調査」『讃岐国府跡探索事業平成21・22年度　地形・地名調

査報告』香川県埋蔵文化財センター　2011より抜粋）
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『順道帳』記載の古地名の比定図（１）

『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年度　地形・地名調査報告』
香川県埋蔵文化財センター　2011　を一部改変

0 500m

①ルート

②ルート

〔写真Ｂ〕

〔写真Ｄ〕

〔写真Ｃ〕

〔写真Ａ〕

大道南添

同所大道北添

同所東大道添

同所大道南添 同所大道南添

同所東大道北添新開

同所東大道下新開

国延大道北南延宝弐寅新興

同所西大道添文化二丑新興
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『順道帳』記載の古地名の比定図（２）

『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年度　地形・地名調査報告』
香川県埋蔵文化財センター　2011　を一部改変
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４．考　察

　大道の古地名から、推定南海道に想いをはせて調査に取り組んできた。江戸末期から明治時代初期にお
いての、我々ボランティアではなかなか見ることができない順道帳や絵図を目の当たりにして、大変興奮
した想いが思い出された。今回の「大道」名の名残は「伊予街道」と思われるが、南海道と重ねてほしい
と思い、以下の５点の考察を行う。
　①順道帳と絵図の地番突き合わせの困難さや、地番の方向はどう行っていたかなど、暗中模索しなが
ら、近世大道の一部ではあるが確実に確定することができたことは大変喜ばしいことである。しかしなが
ら、現在の道沿いに大道の古地名がある場所は、比較的簡単に比定することができたが、田畑に変わって
いる場所は、水路沿い等から比定したが、大変困難であった。たくさんの場所を比定しての経験が望まれ
ると感じた。
　②現地踏査を繰り返すうちに、大道北添・南添の場所は現在の道の方向と一致し、大道上添・大道下の
場所は現在の道の一段上側・一段下側と一致することがわかった。地元の古老に聞き取りで判明した旧古
道を発見したり、前谷の見徳寺東大道添と見徳寺大道南添の間には水路が確認されたことは、大変な有意
義であった。
　③今後の課題として、往還名が判明した額坂付近の現地踏査等の調査と、大道・往還名を探して高松市
国分寺町と丸亀市飯山町の検地帳や絵図の調査を行ってみたい。南海道とはどのルートであったかを推定
し、讃岐国府跡探索事業に貢献できればと思う。
　④「大道」の呼び名は「だいどう」か「おおみち」なのかは判明していないが、「だいどう」の呼び名
の場所を２点確認した。第１点は、ミステリーハンターの皆さんと南海道調査「南海道を歩く」の第４回

（平成23.10.2実施）で、東かがわ市の坪井遺跡の西側で大川バス停留所の「だいどうばし」名をみつけた。
第２点は、ボランティア仲間からさぬき市大川町富田に「だいどう」という地名があるとの情報を得た。
香川県下から「だいどう」名を探すのも「推定南海道」を探っていく一つの足がかりになればと思う。情
報をお待ちしております。
　⑤約140年～150年前の資料に基づき、「大道」の調査を続けてきたが、その困難さと面白さは大変意義
深いものであった。讃岐国府跡は約1300年ほど前の遺跡であるが、140～150年前の資料の調査と比較する
と、調査の困難さと面白さは比較出来ぬ程の壮大なスケールであることに改めて気づいた。

　最後になりますが、今回の報告は香川県埋蔵文化財センターの職員方、並びにボランティア諸氏ととも
に行った調査成果の一端です。本稿を作成するにあたり、多大なご協力をいただきました。紙面をおかり
して厚く御礼申し上げます。

参考文献・引用文献
　『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年度　地形・地名調査報告』香川県埋蔵文化財センター（2011）
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綾川河口域における開発史
―古代から中世の林田郷周辺―

西村尋文・佐藤竜馬

はじめに

　平成23年度の讃岐国府跡探索事業では、林田地区（坂出市林田町）の地形・水利・地名調査を行った。
その過程で、古代から近世初頭の事象と考えられる要素をいくつか見出すことができた。そこで以下で
は、それらの要素について現段階での検討内容を記すことにしたい。

Ⅰ．海域世界としての古・坂出湾

１．古・坂出湾

　国土地理院「５mメッシュ標高データ」で標高３m以下にグラデーションを付けると、我々が見慣れた
地図世界とは異なった、古い海域世界が現れる。備讃海峡の東西両側の平野部に、大きく湾入するような
低地が浮かんでくるのである。
　備讃海峡東側では、高松市街地と屋島の間に大きく湾入する低地が認められ、近世の干拓の範囲と概ね
整合する。中世以前に存在した海域「古・高松湾」である。ここでの歴史的推移については、近年、いく
つかの研究成果が示されている１。
　海峡の西側にも、坂出市街地を最深部とする湾入する低地が認められる。大屋富―青海―高屋―林田―
西庄―江尻―福江―坂出―御供所と集落が連なる旧海岸線と、その中央に乱流しつつゆったりと注ぎ込む
綾川からなる地形の存在がうかがえる。これらの西外側には宇多津、東外側には木沢・王越が控える。以
上の海域世界を「古・坂出湾」と呼称したい。

２．古・坂出湾の構成とヘゲモニー争い

　古・坂出湾には、港が複数展開している。このうち、中世の史料に名前が見える港としては、松山津と
福江がある。これに加えて近世の地誌や地図などから、中世における港湾機能が想定される場所として、

 
１　松本和彦 2009「野原の景観と地域構造」『中世讃岐と瀬戸内世界　港町の原像・上』岩田書院
　　上野　進 2009「中世野原をめぐる寺社と領主」『中世讃岐と瀬戸内世界　港町の原像・上』岩田書院
　　乗松真也 2009「中世港町の漁撈集団」『中世讃岐と瀬戸内世界　港町の原像・上』岩田書院
　　渋谷啓一 2009「古・高松湾と瀬戸内世界」『中世讃岐と瀬戸内世界　港町の原像・上』岩田書院
　　松田朝由 2009「中世石造物の流通から見た讃岐の地域性と野原」『中世讃岐と瀬戸内世界　港町の原像・上』岩田書院
　　佐藤竜馬 2009「初期高松城下町の在地的要素」『中世讃岐と瀬戸内世界　港町の原像・上』岩田書院
　　上野進・佐藤竜馬 2009「中世港町・野原について」『歴史に見る四国－その内と外と－』雄山閣
　　市村高男 2007「中世讃岐の港町と瀬戸内海海運－近世都市高松を生み出した条件－」『海に開かれた都市～高松－港湾都市900年

のあゆみ～』香川県歴史博物館
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大薮浦・林田浦・江尻浦・御供所浦などがある。
　「松山津」の史料上の初見は、「讃岐に詣でて、松山の津と申所に、院おはしましけん御跡尋ねけれど、
形も無かりければ」と記す『山家集』（鎌倉時代）である。これに続いて『白峯寺縁起』（1406年、応永
13）において、「松山津」と見える。これら以外で、「津」を付さずに「松山」とのみ記す中世史料がある。

『とはずがたり』（1313年、正和２までに成立）や、『新葉和歌集』（1381年、弘和元）、『鹿苑院殿厳島詣記』
（1389年、康応元）などである。
　12～14世紀に「松山津」が存在したことは、事実として認めてよいであろう。しかし、大山氏が指摘す
るように、『菅家文草』において菅原道真は「津」と記すにとどまることから、「松山津」と無前提に同一
視することには問題がある２。松ケ浦や梶取（東梶・西梶）、あるいは「林津（林田津？）」（「石清水八幡
宮文書目録」）、「国津」との関係も不分明である。旧地形や遺跡の分布などから作られるイメージと、ど
のように整合するのか、突き合せていく必要がある。
　福江は、「綾氏系図」（南北朝期）に「福江湊浦」と見え、兵庫関に入った船に「福江丸」があったこと
が見える（1460年、長禄４、「六波羅蜜寺文書」）ことから、崇徳院御影堂領北山本新庄の年貢積み出し港
としての役割をもっていたことがうかがえる。また、『玉藻集』（1677年、延宝５）には、天正７年の香川
民部少輔（西庄城主）の讃岐復帰のこととして、以下のような記述を載せる。
　　讃州宇足津の浦にわたる。香川、潮を計て遠干潟の坂出の浜魚の御堂より八町計沖の方を一文字に渡

し、西ノ庄へ押着ける。（中略）彼中道と云は、聖通寺山より西ノ庄の間一里なり。外は道なく、陸路
の方より八町計は歩の者足も立たざる深江なり。沖は満汐にてなけれ共、猶足入なり。

　海の中道（現在の寿町２丁目、本町２丁目、元町２・４丁目の砂堆）が形成途上で、福江の浜との間は
水深が深かったことが分る。なお、後述するように、福江の港湾機能は古代までは確実に遡ることができ
る。
　江戸時代においてもなお、古・坂出湾沿いの諸浦が存在することからすれば、地形環境の変化に対応し

図１　古・坂出湾概念図（国土地理院５mメッシュ図を加工）

 
２　大山真充 2010「菅原道真・『菅家文草』研究」『讃岐国府跡を探る』香川県埋蔵文化財センター

香西浦香西浦
野原野原

高松高松方本方本松山津？松山津？
大藪浦大藪浦

林田浦林田浦

福江浦福江浦
御供所浦御供所浦

江尻浦江尻浦

古・坂出湾古・坂出湾

古・高松湾古・高松湾
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つつ港湾機能の維持（延命）が図られていたと見るべきであろう。
　このため、単純で一方向的な図式で解釈することは難しいことはもちろんである。しかし同時に、個別
の港湾にとどまらずに様々な地域レベル（古・坂出湾―備讃海峡―中・東部瀬戸内海）での位置付け（役
割）を考えるならば、そこにはかなりの変動を見出すことができる。
　《レベル１：古・坂出湾》
　湾の東側＝「松山津」と、西側＝福江浦のち御供所・平山・宇多津の対抗関係である。西側では内部の
対抗関係がある。古・坂出湾における地形環境の変化（砂堆形成、潟湖埋積、河道変化）を主な背景に進
展したと考えられる。
　図式としては、両者の並立（７世紀）→「松山津」の優勢（８～12世紀）→宇多津・平山・御供所の優
勢（13～17世紀）→坂出浦の興隆（18～19世紀）という流れが考えられる。
　《レベル２：備讃海峡》
　海峡の西側（古・坂出湾）と東側（古・高松湾）における、讃岐国内での中心的な港湾機能をめぐる対
抗関係である。政治拠点の位置と密接に関連しており、その背景となる中央政権の指向性に、強い影響を
与えられていると推測される。
　図式としては、両者の並立（７世紀）→古・坂出湾の優勢（８～14世紀）→両者の並立（14～16世紀）→古・
坂出湾の優勢（16世紀末葉）→古・高松湾の優勢（16世紀末葉～17世紀中葉）→古・坂出湾外周地域の拡
張（丸亀城下町建設）と、両者の並立（17世紀中葉～19世紀）、という流れが考えられる。
　レベル１・２の二つの要因が関わり合いつつ、古・坂出湾の諸浦の機能が変動していくのではなかろう
か。

Ⅱ．総社神社遺跡の性格

１．遺物の散布状況と特徴

　総社神社は旧林田村の郷社であり、926年
（延長４）に国府近傍で創祀されたとの社伝を
もつ３。現在地を社地とした年代については不
明だが、1597年（慶長２）に新社殿が建てられ
たといい、近世には現在のような状況で固定さ
れたと考えられる。国府近傍での創建という伝
承も信憑性を検討する必要はあるが、いずれに
しても讃岐一国の総社として存在したのは10世
紀以降のこととしてよかろう。
　ところで境内には総社神社遺跡があり、弥生
時代中期中葉の壺形土器がほぼ完形で出土して
いることから、これまで弥生時代の遺跡として

写真１　総社神社境内

 
３　川野正雄・武田明監修 1989『香川県の地名』平凡社
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認識されてきた。しかし、地表面で採集できる土器は、古代から中世、特に８～９世紀代を主体としてお
り、弥生土器の散布はほとんど認められない。遺物は、境内のほぼ全域で採集できるが、特に北半部に多
く散布する傾向がある。
　８～９世紀の土器には、土師器杯Ａ・甕、須恵器杯Ａ・杯Ｂ・杯Ｂ蓋・壺Ｋ・甕などがある。須恵器が
主体で土師器が少数にとどまっている点は、讃岐国府跡を含めた県内の古代遺跡と同じであるが、中に畿
内系の土師器杯Ａを伴うことは、やや異質な点である。中世の遺物としては、Ⅰ期の楠葉型瓦器椀が出土
していることが注目される。

図２　総社神社遺跡出土遺物（Ｓ＝1/3）

２．遺跡の立地

　改めて遺跡の立地を見ると、総社神社境内と東側・北側にまとまる総社集落は、周囲の土地とは明瞭な
高低差を伴う微高地であることが分る。国土地理院「５mメッシュ標高データ」でも、このエリアが小高
い場所であることが明瞭に読み取れる。林田町周辺の地形分類は今後の課題であるが、総社神社周辺の微
高地は自然堤防もしくは砂堆と考えられ、古代の古・坂出湾において最も海側に突出した安定した地形面
に遺跡が所在するということができる。
　現在の土地利用形態による制約もあり、林田町における遺物散布状況の把握は容易ではないが、総倉神
社・八坂神社の境内では古代の遺物の散布を認めることはできず、中世の遺物も八坂神社境内で十瓶山窯
産須恵器甕（12世紀）の細片が採集できたのにとどまる。浜中・浜西集落が乗る規模の大きな砂堆上でも、
古代～中世の遺物は採集できなかった。
　一方、雲井御所伝承地周辺は南北に細長い微高地であるが、伝承地の北側一帯では12～15世紀の土師質
土器杯・小皿、楠井産須恵質擂鉢などが採集できた。また細片であるが、８世紀頃の須恵器甕片も採集さ
れている。この地点の西側には、綾川の旧河道を介した微高地上に東梶遺跡があり、龍泉窯系青磁碗・皿
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1・2　東梶遺跡
3　「雲井御所」

が出土している４。
　また、原資料の所在は不明であるが、洲崎寺（高松市牟礼町）所蔵の拓本資料に「雲井御所」と注記さ
れた軒丸瓦拓本がある。瓦当文様は八葉重弁蓮華文であり、外区に鋸歯文帯と連珠文帯が巡る。いわゆる

「備中式」軒丸瓦に近い要素をもつものであるが、「備中式」の分布域である備中や摂津には同笵例はない。
出土地点・状況が不明なため評価が難しいが、今回の現地調査でも雲井御所伝承地周辺では瓦の散布は確
認できなかったため、付近に古代寺院が存在したと考えることはできない５。いずれにしても、同種の軒
丸瓦は讃岐の古代寺院では類例がないため、もし雲井御所伝承地周辺から出土したとすれば、他地域から
の搬入と見ることができる。
　以上のように、総社神社遺跡は８～９世紀の林田郷において、ほとんど唯一の臨海性遺跡であり、同時
期の製塩土器や漁撈具が見られず、畿内系土師器が見られることを最大限評価すれば、外部との交通関係
を指向する機能を有していたと考えることもできる。
　古・坂出湾における同時期の臨海性遺跡としては、福江浦に近接する文京町二丁目西遺跡があるが、漁
撈活動（飯蛸漁）よりも若干遅れた８世紀後半頃から交易機能を担うようになったことが想定されてお
り６、総社神社遺跡の顕在化とほぼ軌を一にしているといえよう。

３．想定される遺跡の性格

　『菅家文草』巻第三の「寒早十首」に見える、「賃船の人」（206）・「魚を釣る人」（207）・「塩を売る人」・「商（塩
商人）」（208）は、津頭（港のたもと）に集い売買や廻漕の請け負いをする存在として詠われている。886
年（仁和２）に作られたと見られるこの漢詩は、都市人（都人）としての菅原道真のまなざしが投影され

図３　東梶遺跡出土磁器と「雲井御所」の軒丸瓦

 
４　蔵本晋司 2010「関連調査の成果」『香川県埋蔵文化財センター年報　平成21年度』。資料は鼓岡文庫所蔵。
５　間壁葭子氏が讃岐の古代寺院として「長命寺」を挙げているのは、当該資料の存在によるものであろうか。間壁 1970「官寺と私寺」
『古代の日本　中国・四国』（後、『吉備古代史の基礎的考察』（1992）に再録）

６　本紀要の乗松原稿を参照。
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図４　綾川下流域の旧地形想定図
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ていることに注意する必要があり、実際には必ずしも憐れむべき存在ではない、たくましい庶民の暮らし
を読み取るべきだとの意見がある７。
　彼等が集った「津頭」とは、どこを指すのであろうか。まず最初に思い浮かぶのは、「予れ近会、津の
頭なる客館に、小松を移し種ゑて、遊覧に備へたりき」との自註（234）があり、別の詩（222）で「小松
を分ち種ゑて」と詠んだ「官舎」＝「松山館」に程近い「松山津」である。しかし、松山津は雄山・雌山
の東麓に広がる入江に面した閉鎖的な港湾と考えられ、「松山館の主要機能は要人の接待・逗留であるこ
とから、限られた人的な移動（交通）を前提にするものであり、一般的な流通とは一応切り離される」８。
これに対して林田郷周辺は、綾川の河川交通と海運の結節点として位置付けられ、「石清水八幡宮文書目
録」（石清水文書）において1023年（治安３）の文書で讃岐国の石清水領として見える「林津」が、林田
の港湾（林田津）のことを指す可能性がある。したがって「寒早十首」のいう「津頭」とは、林田（林津）
の一角と捉えた方が妥当であり、２．での状況を踏まえると、総社神社遺跡周辺が最もふさわしい場所と
考えられる。
　ところで「津頭」には、「塩を売る人」が塩商人を訴えることを考えた「吏」がいたことが詠われてお
り（208）、港湾の管理を行う役人と役所が存在したことがうかがえる。具体的な分析は今後の課題とせざ
るを得ないが、総社神社遺跡の性格の一端をここに見出すことができるのではなかろうか。

Ⅲ．梶取名の開発と碇石

１．西碇石と東碇石

　林田町字西梶には、地元で「碇石」と
呼称される石造物が２基存在する。西碇
石は総倉神社の西約150mの水田に、東
碇石は同神社の東約100mの宅地にある。
これらは『綾北問尋鈔』（1755年、宝暦
５）に、以下のような記載が見られる。
　　　纜

ともづな

石　　〔神功〕皇后御船の纜取
し石迚

とて

東西にあり。其間十町計
り。

　神功皇后がここに着岸したのは、「三
韓征伐」の際に強風が吹き航行が危険に
なったためと、同書の「東梶・西梶」の
項で記す。同種の説話は、幕末の『讃岐
国名勝図会』にも記されている。また、総倉神社境内の石製注連柱（1888年、明治21）の片側には、「霊
区碇石表神威」と刻されており、総倉神社との関わりを示唆するが、これは牛頭天王（惣蔵天王、現在の

 
７　渋谷啓一 2009「『寒早十首』が描く民衆の姿について」『歴史評論』第710号、歴史科学協議会
８　香川県歴史博物館・香川県埋蔵文化財センター共同調査・研究班2007「調査メモ４　松山津周辺の景観」『四国村落遺跡研究会シ

ンポジウム　港町の原像－中世港町・野原と讃岐の港町』

写真２　総倉神社境内と注連柱
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総倉神社）が神功皇后の船の右楫を守護したとす
る伝承（『綾北問尋鈔』「東梶・西梶」「牛頭天王」
の項）に由来するものであろう。
　ところで『綾北問尋鈔』では、両碇石（纜石）
の間隔は10町（約1,100m）とされており、現在
の約250mとは著しく異なっている。同書におけ
る神功皇后伝承では、皇后の船を守護した神は東
梶（楫取宮、近代の東梶神社９か）と西梶（総倉
神社）がセットになっていることを踏まえると、
同書編纂時は東の纜石が東梶神社周辺にあったの
ではないかと推測される。ちなみに西碇石から東
梶神社旧境内地までは800m程度であり、字「城
ノ角」の東限までは約1,100mであることから、上
記の想定は距離の点では整合する。東碇石が現在
の石造物とされるようになったのは、地方改良運
動により明治末期頃に東梶神社が総社神社に合併
され、拠るべき伝承地が失われたことによるので
はなかろうか。その際、東碇石が東梶から移転さ
れたのか、新たに西梶の石造物が東碇石とされた
のかは不明である。
　東西の碇石を現在の考古学的知見で見ると、西
碇石は五夜ケ嶽産の凝灰角礫岩で作られた六角石

幢であり、東碇石は五夜ケ嶽産凝灰角礫岩の五輪塔水輪と考えられる。両者ともに15～16世紀の所産と思
われ、伝承で語られるような係船石柱ではないことは明確である。
　したがって、碇石（纜石）というのは事実無根な伝承ということになるが、近世にいわれていた纜石に
相当するかどうか不明な東碇石はしばらく措くとして、西碇石はどのような事情で纜石として語られるよ
うになったのであろうか。西碇石は、水田の中に斜めに埋没して存在しており、この地域の石造物の多く
が総社神社・薬師院（総倉神社）に集められているのとは異なるあり方を示している。つまり水田の中に
あり、そこから動かされていないという不自然さが、伝承の付会をもたらしたともいえるのである。

２．中世の梶取名と「潮入新開」

　中世の東梶・西梶は、八坂神社文書や「昭慶門院領目録案」、薬師院所蔵の鰐口銘（1390年、明徳元）
によれば「梶取名」と呼ばれていたことが分る。
　京都の祇園社は、文永年間（1264～74年）に林田郷内の「湖（潮カ）入新開」を寄進され、開発を進め
ている（「社家条々記録」）。「湖（潮）入新開」については、「林田郷内并梶取名内潮入新開」という記述

写真３　西碇石の現状

写真４　東碇石の現状

 
９　坂出市林田出張所保管の「社寺檀家氏子信徒総代名簿」（明治24年起）に綴じられた「神社明細帳訂正願」（明治42年９月10日）には、

東梶神社が字城角2,198番地にあることが記されている。
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がある（「八坂神社記録」）ため、①林田郷内で梶取名内、②梶取名内と梶取名以外の林田郷内、という二
通りに読める。当初、「讃岐国林田郷内湖入新開」と見えること、また梶取名が1306年（嘉元４）の「昭
慶門院御領目録案」によると別の者が知行していること、などから、②の可能性を考えておきたい。つま
り、「湖（潮）入新開」は、梶取名の一部とそれ以外の林田郷内にまたがって存在している、と推測される。
　「湖（潮）入新開」の比定地は、現在の林田町新開とする説もある10。しかし、香川県内の「新開」地名
は、そのほとんどが近世以降の開発による地名であり、中世まで遡る地名は確認できない。立地が海浜部
と内陸部に分けられ、海浜部は干拓による新田・塩田開発が、内陸部は新たな用水源確保による丘陵部の
開発や、河道の固定による平野部の再開発、という事情が考えられる。本紀要掲載の森下原稿で明らかに
されているように、林田の「新開」は江戸時代に継続的な耕地開発が行われたエリアであり、やはり中世
まで遡らせることは困難である。
　さて、祇園社関係の史料を見ると、1340年（暦応３）の「顕増譲状」に以下のような注目される記載がある。
　　　讃岐国■（潮カ）入新開田内壱町塩浜五段内三反坪附等在之
　塩浜５反のうち、３反分に条里の坪付がある、と記されている。このことから、塩浜（塩田）の一部は
条里による所在把握が可能な場所であったことがうかがえ、条里型地割の広がるエリアに近接して存在し
ていたことが推測される。あるいは塩浜自体も、条里型地割に規制された形態をとっていた可能性があ
る。５反分の田については、条里坪付の記載がないため、２反の塩浜と同じく条里型地割の規制を受けな
い形状だったと考えられる。
　ところで祇園社領の新開田が、「湖入新開」あるいは「潮入新開」と記されていることに、留意する必
要がある。「湖入」については、現状では「潮入」の誤記の可能性が想定されているものの、綾川旧河道
と砂堆の間のラグーン状の水域を考慮すれば、「湖入」という表現もあり得る表現といえよう。
　以上を踏まえると、八坂神社領として新田・塩浜の開発が行われたのは、東梶・西梶・川向（以上、林
田町）、東条・南条（以上、江尻町）付近のエリアの範囲内で捉えるのが妥当であろう。
なお「顕増譲状」には、「潮入者、可被止隆晴法眼之押領之儀旨」と記されているところから、隆晴とい
う者が押領行為を働いていたことが分る。隆晴が単に顕増の所領を押領しただけとも読めるが、わずか１
町の土地であることからすれば、この狭小な土地だけにとどまらない動きが考えられる。押領者は、開発
者として地域に基盤をもつことがしばしば見られ、隆晴自身もこのエリアを積極的に開発する小領主の一
人と位置付けた方がよいかもしれない。
　条里型地割の延伸による開発と、地形に応じた不定形な開発単位。この二者が、綾川河口エリアにおけ
る中世の開発パターンと捉えることができる。祇園社はそうした土地を、飛び地を含む形で少しずつ開発
したことが分る。

３．傍示石の可能性と記憶の継承

　祇園社領に表れたような小面積で錯綜した土地領有形態の中で、複数の領主が並立し、開発の進展で新
たな土地が追加されるような状況下では、各所に境界を明示する標識が必要になったであろう。境内など
の結界を示す役割をもつ石幢としての西碇石が、傍示石（境界柱）として使われた可能性を考えることは
できないだろうか。

 
10　註３文献
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　古代～中世の庄園関係史料（絵図など）には傍示として、「石柱」（「額安寺伽藍并条里図」）・「石塔」（「大
和国百済庄絵図」）という表記が見られ、笠塔婆形の傍示を描いた例もある（「丹波国吉富庄絵図」）。さら
に傍示ではないが、所領内の目印として石塔（犬塚）が描かれた例もある（「善通寺伽藍并寺領絵図」）。
　境界表示という、本来の役割が江戸時代には忘れ去られたものの、地域にとって重要な意味をもつとい
うイメージだけが記憶に残った。そしてその意味付けが、江戸時代の郷土意識の高揚の中で、改めて行わ
れたのではなかろうか。 （佐藤）

Ⅳ．近世初頭の村切り

１．林田地区周辺の町境

　坂出市林田町は綾川河口周辺に位置し、周囲は高屋町、加茂町、西庄町、江尻町に接している。林田町
と接する町境のうち東辺の高屋町及び南辺の加茂町とは、周辺域に広がる条里型地割の坪境をもとに直

図５　現在の林田町域と綾川・条里型地割
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線状に区切られている。一方、西辺の西庄町、江
尻町との町境のうち、近年の埋立地を除く地域で
は、綾川西岸部を川筋に沿うように取り込んでお
り、綾川を西へ超え飛び地状になっている点で特
徴がある。そのため、ここでは、その地域の町境
の成立過程について考えてみたい。
　
２．林田町西辺部の地形・地名から考えられる村
境の問題

　
　林田町西辺部にあたる林田町綾川西岸部の地形
は総体的に地盤が低い。また、この地域の地割り
は複雑に乱れているが、傾向として綾川の流路に
沿うように乱れている地域もあり、綾川の旧流
路が重複した氾濫原であることが推定できる。ま
た、綾川西岸部の古地名を、近世の検地帳をも
とに調べれば、「●●新開」などの地名が数多く
残っている地域であることが解る。「新開」地名
は主に近世以降に開墾された地域に付けられる地
名であることから、この地域は江戸時代以降に開墾された地域であることが推測される。おそらく、古代
から中世までの長期間、この地域は綾川の流路に幾度となく侵食され、荒地ないし湿地状を呈していた
が、近世以降に新たに農地として開発された地域と考えられる。
　現在の町境は近世初頭に定められた、所謂村切りを踏襲していることが一般的と言われている。これら
事と先述した、林田町綾川西岸部の地理的特徴や、古地名等を考慮すれば、近世初頭の綾川の川筋は、現
在の位置より西側にあたる、林田町の綾川西岸部に流れていて、その川筋が現在の村境へと踏襲される境
界として定められていたのであるが、近世初頭以降に川筋を東へ移し現在の位置に固定された可能性が考
えられる。
　
３．二つの資料

　林田町綾川西岸部の地域史を詳細に検討するうえで、資料としてあげられるものに、鎌田共済会郷土博
物館所蔵の「阿野郡北絵図」と、江戸時代の文献である「綾北問尋鈔」の記録がある。
　
●鎌田共済会郷土博物館所蔵「阿野郡北絵図」（本紀要森下原稿第４図）
　鎌田共済会郷土博物館には昭和12年の写本であるが、江戸時代後半（19世紀前半）の綾北条郡（阿野郡
北）を描いた「阿野郡北絵図」がある。この絵図には、久米栄左衛門による坂出塩田（文政12年、1829）
が描かれておらず、木沢浜塩田（明和・宝暦頃）や高屋浜（明和以前）が描かれていることから、おおよ
そ18世紀末～19世紀初頭の景観が描かれているようである。
　この絵図からは、当時の村境、社寺・旧跡の位置、綾川から派生する小河川ないし灌漑網等が読み取れ

写真５　綾川左岸に建つ長命寺碑
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る。その記録は比較的正確で、現在まで継続して使用されている灌漑水路網も確認できる。なお、この絵
図に記された林田町の綾川西岸部の村境についてであるが、概観する限り現在の町境とさほど差がない。
そのため、川筋が移動したのは、この絵図を描く前の出来事と推定できる。

●「綾北問尋鈔」
　江戸時代の文献である「綾北問尋鈔」（宝暦五年、1755）には、綾川の西岸にある「長命寺」について
の記録がある。この文献では、「長命寺」は綾川の左岸西庄町原にあり、境内は方四町を測り、仏閣建ち
並び名高き霊場であったと記されている。また、長命寺は保元の乱（1156）の後、崇徳上皇が一時滞在し
ていた「雲井御所」と推定している。上皇はこの長命寺境内に武士を集め射芸を楽しまれたり、歌を詠
まれたりして過ごしていたような伝承がある。天正年間この寺院は長曽我部氏の讃岐侵攻に伴い兵火によ
り大部分は焼失するが、焼け残っていた崇徳上皇ゆかりの柱が一本あったようである。しかし、萬治年間

（江戸時代前半、1658～1660）に洪水で堤が崩れ完全に流失したことが、この記録に記されている。
　なお、長命寺が所在していた場所については、大正六年に林田村により建立された長命寺跡碑の周辺と
も考えられるが、近世の検地帳によればこの石碑の南約100mの地点に、「長命寺新開」の古地名があり、
おそらく、この地点辺りに所在していた可能性が高い。

４．推定される村境の成り立ち

　林田町の綾川西岸部に流れていた川筋が、東へ移し現在の位置に至る経緯については、先述した「綾北
問尋鈔」に記された萬治年間（17世紀中頃）の水害以降の川普請により、流路を東に付け替えた可能性が
考えられる。しかし、それを証明する詳細な資料は見出せないが、おそらく、この水害以降の川普請の際
に、堤を修築し人為的に川筋を現在の位置に付け変えた可能性が高い。
　また、萬治年間（17世紀中頃）の水害との時期差がかなりあるが、18世紀末～19世紀初頭の景観を描い
た「阿野郡北絵図」は、現在の村境とさほど差がなく、川筋が移動したのは、この絵図を描く前の出来事
と推定できるため、少なくとも、この川普請の下限期を示す資料であろう。
　なお、この地域の南端から加茂町にかけての綾川の川筋は、古代の土地区画である条里地割の方向に概
ね合致している。そのため、この方向に揃えた人工的な河川改修が考えられる。この改修工事がいつ頃お
こなわれたのかは不明であるが、讃岐国府の時代を考えるうえで重要な課題にあげられる。
　こうした、地形・地名・文献調査をとおして、広い視野から讃岐国府周辺の地域史をたどれば、新たな
事実も明らかになる。また、その積み重ねにより、少しでも讃岐国府の時代にせまりたいものである。
 （西村）

おわりに

　以上述べてきた４つのテーマは、いずれも試論であり、林田の調査成果を今後まとめながら検証作業を
行っていきたい。
　なお、検討作業の過程で、乗松真也・松田朝由の各氏には有益な御教示を得た。記して感謝申し上げた
い。
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第１図　坂出市林田町位置図

検地帳の古地名からみた坂出市林田町

森下　友子

１．はじめに

　坂出市は香川県のほぼ中央にあり、林田町は坂出市の中でも北部に位置する（第１図）。林田町の北は
瀬戸内海に面し、南は坂出市加茂町、東は坂出市高屋町に隣接する。西は阿讃山脈から流れを発する二級
河川の綾川の西側まで広がり、坂出市西庄町に隣接する。林田町の東部には標高140～160mを測る雄山・
雌山があり、雄山・雌山の頂部より西側が林田町域であるが、林田町の大部分は標高５m以下を測る平地
である。現在、林田町は坂出市に属するが、昭和17年７月綾歌郡坂出町と綾歌郡林田村が合併して、坂出
市となり、坂出市林田町となった。綾歌郡は明治32年阿野郡と鵜足郡が合併したもので、それ以前は阿野
郡林田村であった。
　香川県埋蔵文化財センターでは平成21年度から讃岐国府跡探索事業を行っており、讃岐国府跡推定地で
ある坂出市府中町の周辺も含めて調査を実施している。平成21年度は坂出市府中町、平成22年度は府中町
に北接する加茂町を調査した。平成23年度は坂出市林田町の水利調査・地形調査・地名調査などを実施し
た。平成23年春、坂出市林田出張所に保管されている江戸時代の検地帳や明治時代から昭和初期の資料の
調査を行った。江戸時代の検地帳には古地名の記されたものが数冊みられた。ここでは検地帳に記された
古地名からみた江戸時代以前の林田町の地形・開発・構造物などについて検討する。
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２．林田出張所保管資料

　坂出市林田出張所には検地帳など江戸時代の資料が35冊保管されている（第１表）。検地帳の中で、最
も古いものは寛文年間（1661～1672）に作成された『北條郡林田村畑方検地帳』・『北條郡林田村田方検地
帳』・『北條郡林田村新開田畑検地帳』である。そのほか、元文５年（1740）作成の『阿野郡北林田村順道
帳』８冊、文化２年（1805）に作成された『阿野郡北林田村田畑順道帳』８冊、文化５年（1808）に作成
された『阿野郡林田村田畑順道帳　旧白峯寺領』、延宝年間（1673～1681）から喜永元年（1848）に作成
された検地帳がある。
　これらの検地帳には地目・地位等級・面積・耕作者のほか、田畑の呼び名（古地名）などが記されてい
るものがある。古地名が記されているのは宝永６年（1709）の『阿野郡北林田村高調市十郎開発検地帳』、
文化２年（1805）と元文５年（1740）年の『阿野郡北林田村順道帳』、文化５年（1805）の『阿野郡林田
村田畑順道帳　旧白峯寺領』、文化７年（1807）の『文化七午年　阿野郡北林田村女山御林之内新開検地
帳』、弘化２年（1845）の『弘化二巳年十月阿野郡北林田村宮武清八被下高之内御取上ゲ田地検地帳』、喜
永元年（1848）の『嘉永元年申年三月阿野郡北林田村宮武清八持高と同人江被下高之内抜替ニ付興高田地
検地帳』である。これらの検地帳を比較してみると、元文５年（1740）の検地帳８冊と文化２年（1805）
の検地帳８冊に記された古地名は同じものが多く、年貢徴収の単位である免の名まえもほぼ同じである。
文化２年（1805）の検地帳は元文５年（1740）の検地帳をもとにして作成されたことがわかる。
　これらの古地名が記された検地帳の中でも、文化年間（1804～1817）に作成された検地帳には紙が貼ら
れ、貼り紙の上には赤字で地番、黒字で耕作者または所有者の姓名、耕作者または所有者の変更理由など
が記されている。貼り紙には「明治十三年四月買受」などが書き記されていることから、明治13年（1880）
頃まで加筆されており、行政資料として使用されていたことがわかる。
　林田出張所にはそのほか土地に関する台帳として、愛媛県時代に作成された『地引順道帳』７冊が保
管されている（第２表）。その中の１冊である『字瀧新開　諸堤方　順道帳』の末尾には「明治十年六月
　第五大区一小区区長　松尾善九郎〔朱印〕　同区長濱本喜三八〔朱印〕　同副小区長　鶴身権八〔朱印〕
　同小区長　植松並平〔朱印〕　愛媛縣権令岩村高俊殿」とあることから、この順道帳は明治10年（1877）
に作成されたことがわかる。
　この地引順道帳には「元千五百十〔赤字〕　千三百二十〔黒字〕　一田○反○畝○歩　○○○○〔姓名〕」
というように「元」の赤字の地番と黒字の地番、田畑の面積、土地所有者または耕作者の姓名が記されて
いる。この地引順道帳と『阿野郡北林田村田畑順道帳』に記されている赤字の地番と土地所有者または耕
作者の姓名を見比べてみると、一致しているものが多い。このことから、文化年間（1804～1817）に作成
された『阿野郡北林田村田畑順道帳』の貼り紙に記された赤字の地番とこの地引順道帳の赤字の地番が同
じであることがわかる。元は、赤字の地番が振られていたが、地引順道帳が作られた明治10年ごろ赤字の
地番を黒字の地番に振り替えたので、これらの地引順道帳が作成されたのであろう。おそらく、地租改正
に伴う改正地券発行時の地番振り替えによって黒字の地番が振られたものと思われる。
　また、坂出市林田出張所には明治時代に作成された数種類の絵図が保管されている。これらの中でも

『名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内三十一　興北』などと表題の付いた
字ごとの絵図が31鋪（第３表）ある。表題から名東県時代の明治６～８年（1873～1875）に作成された地
引絵図であると考えられる。これらの絵図をみると、田畑１筆ごとに赤字で地番、黒字で地目・地位等級・
面積・人名（所有者）がある。絵図の赤字の地番と所有者、文化年間に作成された『阿野郡北林田村田畑
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順道帳』に添付された貼り紙に記された赤字の地番と所有者を見比べると、ほぼ一致している。また、明
治10年に作成された地引順道帳ともほぼ一致している。
　これらのことから、文化年間の検地帳の貼り紙に記された赤字の地番とこれらの地引絵図や地引順道道
と対照させることによって、検地帳に記された古地名の場所を比定することができ、どの田畑にどのよう
な古地名が付いていたのかを知ることができる。

３．検地帳に残る古地名

　検地帳に残る古地名を第４表に列挙した。これらの古地名をみると、①構造物または付近の構造物、②
地形、③土地利用、④田畑開発の時期に由来するものが多いことがわかる。
　①には「寺ノ西」・「祇園前」・「宮ノ脇」・「宮武新開堤」などがある。前三者は寺や神社の近隣であるこ
とを示している。また、「宮武新開堤」は宮武氏が開発した堤であることを示している。②には「須が端
り（すがべり）」・「さこ」などがある。前者は砂州の端、後者は低地を表している。③には「新開畑」・「茶
薗」などがある。「新開畑」は新たに開発した畑、「茶薗」は茶畑であろう。
　④には「元禄六酉新興」・「延宝二寅新興」・「宝永元申新興」などがあり、年紀が入る。「興」は開発を
表すので、「新興」は新開発した田畑を表している。林田出張所に保管されていた検地帳の中で、新開ま
たは新興の検地帳は『北條郡林田村新開田畑検地帳』（寛文10年）・『北條郡北林田村新開検地帳』（延宝２
年）・『阿野郡北林田村畑方検地帳』（元禄６年）・『阿野郡北林田村新興シ畑方検地帳』（宝永元年）・『阿野
郡北林田村高調市十郎開発検地帳』（宝永６年作成正徳３年追記）・『阿野郡北林田村新興シ畑方検地帳』（正
徳５年）がある。なお、検地帳に記された「新興」・「興」の付く田畑には「宝永六巳新興」・「延宝二寅新興」・

「安政二卯新興」・「正徳五未新興」・「宝永元申新興」・「元禄六酉新興」・「明治四辛未興」・「元禄八亥新興」・
「夘ノ興」がある。「夘ノ興」は夘の年であることしかわからないが、年紀の記されている地名の中で、宝
永６年・延宝２年・宝永元年・正徳５年・元禄６年が新開または新興の検地帳の作成年と一致している。
江戸時代の検地帳すべてが現存しているわけではないと思われるので、該当年の検地帳がないのも当然で
あるが、新開または新興の検地帳の作成年と地名の年紀の一致するものが多い。このことから、検地帳の
田畑に記された年紀はその年に新たに検地されたことを表しており、開発の年紀を表しているのではない
ことがわかる。だが、開発の時期は検地された時期とあまり隔たるものではなく、少し遡る程度と思われ
る。
　これらの古地名の中で文化年間に記された検地帳と地引絵図の地番と対照させて、坂出市都市計画図に
記したものが第６図である。第６図をもとに、検地帳に記されている江戸時代の免と明治時代初めに定め
られた小字の範囲が一致するかどうかを検討した。免とは年貢徴収の単位であるが、それぞれの免の分布
範囲と小字名・小字の境界を示したのが第５図である。この図をみると、江戸時代の免と明治時代初めに
作成された小字の範囲は一致しないことがよくわかる。また、「川向」・「中川」・「川原」・「前場」・「上」
の小字名は江戸時代の検地帳には記されていない。

４．古地名からみた林田町

　第７図は坂出市都市計画図から現地表の標高を読み取り、微高地に当たると思われる部分を網目で示し
た図である。（１）第７図をみると、林田町の南東部（標高2.5～5.0mの平地）には条里型地割りが広がるこ
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とがわかる。また、第６図をみると、林田町の北部、標高2.0m以下の平地には江戸時代に開発された田
畑が多いことがわかる。
　以下、（ａ）林田町南東部（字下所・上・東下所・角戸・東梶甲付近）、（ｂ）綾川西岸（字川向・長明寺・
野末）、（ｃ）雄山の麓から綾川東岸の林田町中部から南西部（字中川・東梶乙・城ノ角・三十六・川原・西梶・
前場・惣社・馬場北・馬場南付近）、（ｄ）林田町北部（字大番南・大番北・州鼻前、番屋前・浜・北須賀・
与北・新開・古川付近）、の４地区に分けて、古地名からみた林田町について検討を行う。

（ａ）林田町南東部（字下所・上・東下所・角戸・東梶甲付近）
　現地表の標高は2.5～5.0mを測る。字上の中央部から角戸中央部にかけて、南北に細長い微高地があり、
微高地上には集落がみられる。その東方は、条里型地割りの田畑が広がり、新興住宅が点在する。
　付近の構造物を示す地名には「蔵尻」・「地蔵ノ元」・「道西」・「今井井手西ノ上」・「三時今井井手東」がある。「蔵
尻」は字上の南端にある。クラは崖の意味もある（２）が、周囲には平地が連続することから、崖ではなく、倉庫
のことを意味すると思われる。「地蔵ノ元」は字上のほぼ中央部にあり、「蔵尻」の北西方200mに位置する。こ
の付近に地蔵があったのではないかと思われるが、現在では見当たらない。「道西」は「地蔵ノ元」の南100m
に位置する。道の西からきた地名であると思われるが、この田の東を南北に走る道に「地蔵ノ元」は隣接する。

「道西」や付近に地蔵があることから、この道は当時の幹線道路であると思われる。第３・４図は江戸時代末
に描かれた『阿野郡北絵図』で、この絵図には「今井井手」にあたると思われる水路と、西招寺の西を南北に
海岸まで走る道が描かれている。この南北道が「道西」・「地蔵ノ元」に接する道であると思われる。
　「今井井手西ノ上」は字上の南西部にある。現在でも、今井井手（３）と呼ばれる用水路がこの田畑の東を
走る。今井井手は林田町の南方の府中町で綾川から取水し、林田町を潤している。「三時今井井手東」は
字中川にあり、「今井井手西ノ上」の北400mにある。この付近の田で使用されている堰板には「三時」と
書かれていることから、この付近は「三時」と呼ばれていることがわかる。今井井手の東に当たることか
ら、「三時今井井手東」となったのであろう。
　地形との関りが深い地名には「流田」がある。「流田」は字角戸の南東端、坂出市立白峰中学校の西方
150mにある。「流田」の名称からかつて洪水により田が潰されたことがうかがわれる。この付近は南北の
細長い微高地の東側の低位部に当たる（第７図）。

（ｂ）綾川西岸（字川向・長明寺・野末）
　綾川の西岸の字野末・川向・長明寺には「寺ノ西」・「寺裏」・「寺東」・「寺前新開」・「長命寺新開」がある。「寺
ノ西」・「寺裏」・「寺前新開」・「寺東」は主要地方道高松王越坂出線の北方200m付近にある。『阿野郡北絵図』（第
３・４図）をみると、江戸時代末この付近に高照院という寺があったことがわかる。現在、高照院はこの場
所から1.2㎞ほど南の坂出市西庄町にある。真言宗の寺院で、四国霊場79番札所である。現在の高照院のある
場所は江戸時代には摩尼珠院妙成就寺があった。摩尼珠院妙成就寺は保元の乱によって讃岐へ配流された崇
徳上皇を祀る御廟の別当であったが、明治初年（1868）の神仏分離令によって廃寺となった。その後、末寺
の高照院がこの場所に移転し、79番札所を引き継いだ（４）。現在、「寺ノ西」などの周辺には高照院があった
ことを示す遺構は見当たらないが、これらの古地名から移転する前の高照院の場所がよくわかる。

 
１　讃岐国府跡探索事業では１筆ごとの田畑の標高を測る地形調査を行なっている。平成23年度は林田町を対象とした。現在、調査

途中ではあるが、その成果をもとに地形の復元を行なった。
２　『技術ノート　No.39 特集：東京の地名と地形』社団法人東京都地質調査業協会　2006
３　香川県では井手は用水路のことを指す。現在でも日常的に使用されている語句である。
４　『香川県の地名』日本歴史地名大系38 平凡社　1989
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　また、寺院の名称をもつ地名として「長命寺新開」がある。「長命寺新開」は綾川に架かる長命寺橋と
新雲井橋間に挟まれた綾川西岸の堤防のすぐ西にある。長命寺は保元の乱に敗れ、讃岐に流された崇徳
上皇が３年間過ごした場所であるといわれている。長命寺は戦国時代長曽我部氏の襲来の兵火により消失
し、崇徳上皇御親筆の柱だけが１本残ったが、万治年間（1658～1660）の洪水で綾川の堤防が崩壊し、こ
の柱は流失してしまったという伝承がある（５）。「長命寺新開」の北方100mの地点には崇徳上皇がこのあ
たりで過ごしたことを示す「崇徳天皇駐蹕長命寺舊趾」と刻まれた石碑が大正時代に建立されている。
　開発を表す地名もこの付近に多くみられる。先述した「長命寺新開」以外にも「二天新開」・「新開」・「道
下新開」・「大名口新開」・「道西新開」・「寺前新開」・「裏道之端新開」・「帰佐古新開」などがあり、この当
たり一帯は新開発された田畑が広がっていることがわかる。この付近は標高２m代を測る。年紀の入る地
名には字野末に「正徳五未新興」がある。ここは現在堤防となっている場所であるが、地名から正徳５年

（1715）に新たに検地された田畑であることがわかる。『綾北問尋鈔』には正徳５年（1715）の50年ほど前
に当たる万治年間（1658～1660）に大洪水がおこり、この付近は荒廃したことが記されている。おそらく、
洪水で田畑が崩壊し、その後再開発したことから、新開という地名が数多く残っているのであろう。

（ｃ）雄山の麓から綾川東岸の林田町中部から南西部（字中川・東梶乙・城ノ角・三十六・川原・西梶・前場・
惣社・馬場北・馬場南付近）
　綾川の東岸では付近の構造物を示す地名が多数ある。字東梶乙には「蔵ノ元」・「蔵元」、字城ノ角には

「蔵佐古」・「城屋敷」・「蔵前苫屋敷」・「馬場」、字馬場北から字惣社にかけては「弁財天西」・「弁財天裏」・
「宮添」・「宮添井手東」・「井手東」・「井手西」・「道北井手内西」、字東梶乙には「ゑび堤添宝永六巳新興」、
字西梶には「宮ノ脇」・「宮ノ東堤下屋敷」・「寺裏」・「祇園前」・「祇園前新開」・「祇園東さこ新開」がある。
　字東梶乙の「蔵ノ元」・「蔵元」は綾川の東岸の堤防から100mほど東に位置する。この付近から字城ノ角の林
田小学校付近にかけて南北に細長い微高地が存在する（第７図）。微高地上にあり、水運に便利な綾川から近
い場所に「蔵ノ元」・「蔵元」の地名があることは興味深い。綾川を利用した物資の運搬用の倉庫があったので
あろうか。また、坂出市立林田小学校の北方の「蔵佐古」・「城屋敷」・「蔵前苫屋敷」は微高地の北端に当たる。
小高い場所に「城屋敷」などの古地名があることは中世城館の存在を示唆しているように思えるが、かつて城
があったという記録や伝承は残っていない。今後、文献資料などを調べて、地名の由来を調査したい。
　字馬場北から字惣社にかけては「弁財天西」・「弁財天裏」・「宮添」・「宮添井手東」がある。昭和７年作
成の『綾歌郡林田村全図』（第２図）や『阿野郡北絵図』（第３・４図）をみると、「弁財天西」・「弁財天裏」
付近には弁財天を祀る厳島神社があったことがわかる。現在、厳島神社の社域の一部は県道大屋富・築港・
宇多津線の路線内になり、厳島神社は東隣する惣社神社に合祀されている。「宮添」・「宮添井手東」は字
惣社にある惣社神社の北にある。この名は惣社神社に隣接することを表すものと考えられる。惣社神社は
微高地上にあり、社伝によれば延長４年（926）の創建である（６）。境内には古代のものと考えられる土器
片が散布しており、古来より安定した地盤であることを物語っている。
　字西梶の「宮ノ脇」・「宮ノ東堤下屋敷」は綾川の右岸堤防沿いにある地名である。「宮」は隣接する總
倉神社を指しているのであろう。總倉神社は『綾北問尋鈔』に「西梶の牛頭天王」、「神功皇后の右舵を守
らせ玉ふ神」、「威神天王とも、又は惣蔵天王とも云す」と記されている。「宮ノ脇」の北方100mにある「寺
裏」は薬師院総倉寺の北にある。薬師院総倉寺は總倉神社の北に位置し、總倉神社の別当であった。薬師

 
５　「綾北問尋鈔」（『香川叢書』第３　香川県　1972）による。「綾北問尋鈔」は宝暦５年（1755）成立。本条貴伝太著。
６　「綾北問尋鈔」による。  
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院総倉寺の所蔵する鰐口には「明徳元年」（1390）、「讃岐国北条郡林田郷梶取名惣蔵天皇御社」の銘がある。
　字西梶の「祇園前」・「祇園前新開」・「祇園東さこ新開」は県道大屋富築港宇多津線（通称さぬき浜街道）
の南方100mに位置し、「寺裏」の100m北西に位置する。この付近には八坂神社がある。八坂神社の旧名は祇
園社であることから、これらの地名は祇園社に由来するものと考えられる。祇園社は寛文年間（1661～1672）
に備後鞆の祇園宮から勧請した（７）ので、これらの地名は寛文年間（1661～1672）以後のものと思われる。
　字前場にある「鞍敷之内」は林田町東端の雄山・雌山に挟まれた谷部、神谷川の東岸に位置する。クラ
は谷の意味もあるが、ここでは鞍敷は馬の鞍壺の上に敷く敷物を指すのであろう。雄山・雌山を横からみ
ると、その間の凹み部分が鞍壷にみえることから、この付近を鞍敷と呼ぶようになったのではないだろう
か。なお、鞍敷の名をもつものに鞍敷池がある。高松藩の溜池・出水の調査を寛政９年（1797）にまとめ
た『池泉合符録』には阿野郡北の林田村には「鞍敷池　水掛高五拾石」とある（８）。この資料から、林田
村に鞍敷池があったことがわかるが、現存しない。この池は地引絵図にも描かれていないので、明治時代
までには池が消滅したことがわかる。「鞍敷之内」が雌山と雄山にはさまれた谷部にあることから、鞍敷
池は谷の水を溜めていたものと考えられる。
　地形を表すものは字川原に「川」・「道西佐古ノ上」、字馬場南には「さこノ上」・「さこ」・「前佐古」がある。
字川原の「川」は県道大屋富築港宇多津線（通称さぬき浜街道）の南方50mに位置する。「川」の周辺は
帯状に蛇行する地割りがみられることから、かつて河川が存在したものと思われるが、「川」という地名
は湧水を表すこともあることから（９）、この付近に湧水地があったことから付いた地名なのかもしれない。
　佐古（さこ）は一般的に低地を表す。字馬場南の「さこノ上」・「さこ」は県道大屋富築港宇多津線（通
称さぬき浜街道）のすぐ北で、林田町交差点の西に位置する。「さこノ上」・「さこ」を含む周辺の地割を
みると、細長く蛇行していることから、この付近は河川跡であると考えられる。「前佐古」は綾川東岸か
ら林田小学校付近までのびる微高地と、惣社神社付近の微高地の間の低地に位置する。字川原の「道西佐
古ノ上」は綾川東岸から林田小学校付近まで南北にのびる微高地の西側に位置する。
　また、開発を示す地名として神谷川東岸と雌山・雄山の間には「堤下延宝二寅新興」・「水口東延宝二寅
新興」・「水口西延宝二寅新興」・「橋之元延宝二寅新興」・「夘ノ興」・「夘ノ興ノ元」・「夘ノ興八王神下川中瀬」、
神谷川西岸には「宝永元申新興」・「夘ノ興シ東佐古」がある。これらの地名から、この周辺は江戸時代に
開発したことがわかる。「夘ノ興」は夘年に開発されたことを示していると思われるが、夘の方位は東で
あることから、林田の東を開発したことを示しているのかもしれない。神谷川は流れの方向が不自然であ
ることから付け替えを行なったのではないか思われるが、記録や伝承は見当たらない。神谷川周辺の開発
と川の付け替えの関連については今後の検討を有する。

（ｃ）林田町北部（字大番南・大番北・番屋前・浜・北須賀・与北・新開・古川付近）
　この付近は標高２m以下を測る。第５図の緑色で塗られた範囲はすべて興・新興・新開の名がつくとこ
ろで、新開発された田畑である。また、橙色で塗られた範囲も新開発された田畑である。新開発された田
畑は綾川の東岸にある祇園社（現在は八坂神社）から雄山西側にある惣社神社を結ぶ線より北側に広がっ
ている。また、新開発された田畑の場所を第14図でみると「上田」・「中田」もあるが、「下田」・「下々田」・

「下畑」・「下々畑」が圧倒的に多く、田畑の等位が低いことがわかる。
　林田町の北端に位置し、瀬戸内海に面する字大番南・大番北・州鼻前・番屋前には開発を表す地名として「元

 
７　『香川県の地名』日本歴史地名大系38 平凡社　1989
８　「池泉合符録」『香川県史』資料編10 近世資料２　1987
９　 『技術ノート　No.39 特集：東京の地名と地形』社団法人東京都地質調査業協会　2006　
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禄六酉新興」・「元禄八亥新興」・「道東角地元禄六酉新興」・「立道東■元禄六酉新興」（■は字不明）・「中井手ノ
北道添元禄六酉新興」・「屋敷元禄六酉新興」・「元禄八亥新興」・「裏ノ堂元禄六酉新興」・「墓ノ堂元禄六酉新興」・「屋
敷北元禄六酉新興」・「道下元禄六酉新興」がみられることから、字大番南・大番北・番屋前の大部分と字惣社
の北部は元禄年間に開発されたことがわかる。この付近の現地表の標高は０～１mを測り、比較的平坦である。
　また、字大番南・大番北・番屋前の海岸部には細長い高まりが南西から北東に向かってのびている。（10）

この高まりの上には「明治四辛新興」・「文政十一子新開水門裏源八屋敷」の地名があることから、幕末か
ら明治初期にかけて開発したことがわかる。
　字浜・字北須賀・字古川・新開・与北には「宝永元申新興」・「延宝二寅新興」・「新開」・「新開畑」・「中
須が新開」・「須が前新開」・「安政二卯新興」・「宝永六巳新興」・「明治四辛興」がある。この付近の現地表
の標高は０～２m弱を測り、ところどころ標高１m代の微高地がある。この付近は小規模な開発が点在し
ており、延宝２年（1674）頃・宝永年間（1704～1710）・安政年間（1854～1859）頃・明治初期と数時期わたっ
て開発されたことがわかる。字浜の中央付近、字新開の中央付近には微高地が存在する。字浜の微高地は

「宝永元申新興」の地名が付いていることから、宝永元年（1704）ごろ畑として開発されたことがわかる。
また、字新開の微高地には「須が前新開」・「新開畑」が付いていることから新開発されたことがわかるが、
年紀はないので、開発の時期はわからない。
　また、綾川にかかる雲井橋の北東付近から北西方向、字川原・字古川・字北須賀に向かって、新開発の
水田が細長く、蛇行しながら連続する。ここは周囲に比べると、現地表の標高も低く、細長い窪みとなって
いることから、綾川の支流の河川跡であると思われる。この部分には南から「ゑび堤添宝永六巳新興」・「宝
永元申新興」・「正徳五未新興」・「延宝二寅新興」がある。地名の年紀から河川の下流側のほうが早く開発さ
れたことがわかる。先述したようにこれらの年紀は開発した年ではなく、初めて検地された年を示している
が、地名からこの河川跡の開発は延宝２年（1674）ごろから宝永６年（1709）ごろであったことがうかがわ
れる。
　旧地形を表す地名として字番屋前には「東須が端」・「米須端り西」がある。須とは海岸部の砂州のこと
を表しており、「東須が端」は東の砂州の裏（南側）の端のほうを表している。これらの北側は細長い微
高地があり、「東須が端」付近の標高は0.6mとこのあたりで最も低くなっている。
　字大番北にある現在の林田港は江戸時代にも港として機能していたと思われ、明治初期に作成された地
引絵図にもＬ字状の突堤がみられる。突堤の南側には「米下道須が端」・「米下通寅添」・「米須端り西」・「米
下道東」がある。幕末に作成された『讃岐国松平領海岸絵図』の中の「林田浦　大番新開」の図（第８図）
には林田港付近が描かれているが、この絵図には、「女山」の北側に四角に飛び出した部分があり、この
部分に「打場」、その先端に「米出場」とある。この絵図にも「米出場」とあることから、林田の港から
米を積み出していたころがわかる。おそらく「米下道」というのは米を港へ運ぶ運搬道路であることから
付いた名であろう。
　なお、この付近の様子を記した資料に「海上湊之記」がある。これは寛文７年（1667）幕府の海辺巡検
使高林又兵衛の視察記である。この中には「林田　拾軒、遠干潟也、舟掛り無。是ヨリ白峯ヘ上ル一リ程
有、此ノ辺ノ浜ヲ綾ノ浜ト云。」（11）とある。この資料をみると、林田付近には遠干潟が広がっており、「舟

 
10　この細長い高まりは「海岸線に沿って下畑、下々畑が帯状に連続いているけれども、自然形成の砂堆であるのか開発のため人為

的に築造された堤防であるのかを判断するためには堆積物の観察が必要である」（木下晴一「地目・地位等級分析図の作成」『讃岐
国府跡探索事業平成21・22年度　地形・地名調査報告』香川県埋蔵文化財センター　2011）とされ、その性格については今後の調
査が必要であると思われる。
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掛り」はなかったとあることから、字大番北にある港は寛文７年（1667）には築造されていないことがわ
かる。「遠干潟」は字大番北・大番南・洲鼻前・番屋前の平坦地を指していると思われるが、「遠干潟」の
干拓と同時に、港も築造したのではないかと思われる。したがって、港の築造は元禄年間（1688～1703）
頃で、米下道・米下道と呼ばれたのは港築造後のことであろう。
　江戸時代の検地帳では中世以前の開発に関する記録は見当たらなかったが、『八坂神社記録』には中世
に林田を開発した記録がある。この資料の後深草院の条によると、文永年間（1264～1274）四季天神供并
常灯料所として「郷内潮入新開」が京都祇園社に寄進されている。また亀山院の条にも「潮入新開田」半
分が祇園社に寄進されている（12）。この「潮入新開」は坂出市林田町字新開に比定する説もある（13）。しかし、
検地帳の古地名から字新開の大部分は江戸時代に新田開発されたことがわかったので、「潮入新開」は字
新開よりも内陸部ではなかったかと思われる。字新開よりも内陸部には總倉神社があるが、總倉神社では
牛頭天王を祀っており（14）、京都八坂神社ともかかわりが深いことから、「潮入新開」は總倉神社付近だっ
た可能性も考えられよう。
　以上のように、林田町の北部は中世に「潮入新開」として海浜部の一部が開発されたが、大部分は「綾
ノ浜」と呼ばれる遠干潟が広がっていた。検地帳の古地名の調査によって17世紀後半以降に干潟の開発や
港の築造が行われ、港では米をはじめとする物資の積み出しが盛んに行なわれたことがわかった。
　
５．おわりに

　以上のように、江戸時代の検地帳に記された地名を調査し、付近の構造物や地形、田畑の開発について
検討した。しかし、古地名が記されている検地帳はいずれも18世紀以降のものであり、古地名の由来を調
べるうちに、古地名は江戸時代の前半の自然環境・文化環境を反映しているものが多く、中世以前の由来
をもつものは数少ないことがわかった。
　だが、古地名の場所から、崇徳上皇が過ごしたとされる長命寺の位置や、坂出市西庄町に移転して、79番札
所を引き継いだ高照院の元の位置を知る手がかりがつかめた。また、字城ノ角には「城屋敷」「城西角」など
の地名があることから、城または館が存在した可能性があることがわかった。林田町の北部では江戸時代初期
まで海浜部に遠干潟が広がっており、17世紀後半以降に遠干潟が開発されたことがわかった。
　平成23年度の讃岐国府跡探索事業は調査途中であり、林田町の調査も引き続き行なう。今後調査を行
い、林田町の地形や開発について、さらに検討を進めたい。本稿を成すにあたり、千葉幸伸先生には検地
帳の解読についてご教授いただいた。また、検地帳の調査を共に行った香川県埋蔵文化財センター讃岐国
府跡探索事業担当職員・讃岐国府跡探索事業ボランティア調査員安藤みどり、犬飼直美、垣本保、梶英憲、
金倉修、金倉留美子、葛原知子、佐々木宏、住谷善慎、十河裕之、高橋利秋、高橋德、竹嶋真理、田村源
一、野口美智子、長谷川宏、藤田和康、古田博子、宮本義彦各氏には多大な御協力をいただいた。記して
感謝いたします。
　

 
11　『坂出市史』市史編纂委員会　1952
12　『香川県の地名』日本歴史地名大系38 平凡社　1989
13　『角川日本地名大辞典37 香川県』角川書店　1985
14　『香川県神社誌』香川県神職会　1938
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番号 資料名 作成年代 その他 古地名
の有無 地番の記載の有無

林田出
張所資
料番号

1
北條郡林田村畑方検地帳 寛 文10年（1670）

作 成 延 宝 ５ 年
（1677）改め

無
貼り紙に赤字と黒字で地番

（？）書き込み（「は一〔赤
字〕へ六十四〔黒字〕」など）

1944

2 北條郡林田村田方検地帳 （作成年不明 寛文
年間？） 無 貼り紙に黒字で地番（？）

書き込み（「は三」など） 2272

3 北條郡林田村新開田畑検
地帳

寛文10年（1670） 無 貼り紙に黒字で地番（？）
書き込み（「を十」など） 2403

4 北條郡北林田村新開検地
帳

延宝２年（1674） 無 無 1819

5

貞享元子年十一月　阿野
郡北林田村永引帳

貞享元年（1684） 貞享４年（1687）・
元禄９年（1696）・
宝永７年（1710）・
享保８年（1723）・
享保９年（1724）
追記あり

無 無 1820

6 阿野郡北林田村畑方検地
帳

元禄６年（1694） 無 無 1822

7 阿野郡北林田村新興シ畑
方検地帳

宝永元年（1704） 無 無 1261

8
阿野郡北林田村高調市十
郎開発検地帳

宝永６年（1709）
作 成 正 徳 ３ 年

（1713）追記
有 無 1826

9
阿野郡北林田村新興シ畑
方検地帳

正徳５年（1715）
無

貼り紙に赤字と黒字で地番
（？）書き込み（「をニ〔赤
字〕「を拾七〔黒字〕」など）

1955

10 北條郡林田村田方検地帳 作成年代記載なし
正徳年間か？ 無 貼り紙に黒字で地番（？）

書き込み（「い十一」など） 1817

11
享保十四年　阿野郡北林
田村御林郷酉年新開田畑
検地帳

享保14年（1729）
無 無 1818

12 元文五申年三月　阿野郡
北林田村順道帳

濱免　濱畑　 元文５年（1740） 有 無 1216

13 元文五申年三月　阿野郡
北林田村順道帳

本村上所　本
村下所

元文５年（1740）
３月 有 無 984

14 阿野郡北林田村順道帳 興免 元文５年（1740） 有 無 980

15 元文五年申年三月　阿野
郡北林田村順道帳

新興免　新興
畑　興シ畑

元文５年（1740） 有 無 981

16 元文五申年三月　阿野郡
北林田村順道帳

西梶上所　西
梶中所

元文５年（1740） 有 無 982

17
元文五申年七月　阿野郡
林田村白峯寺領順道帳

元文５年（1740）
無

貼り紙に黒字で地番（？）
書き込み（「六十一〔改行〕
二十九」など）

2273

18 元文五申年三月　阿野郡
北林田村順道帳

西梶下所　野
末免

元文５年（1740） 有 無 1242

第１表　林田出張所保管検地帳
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番号 資料名 作成年代 その他 古地名
の有無 地番の記載の有無

林田出
張所資
料番号

19 元文五申年三月　阿野郡
北林田村順道帳

東梶免　惣社
免

元文５年（1740） 有 無 1245

20 阿野郡北林田村永引跡興
返新検地帳

寛延２年（1749） 無 無 1824

21 阿野郡北林田村田畑順道
帳

東梶　惣社　 文化２年（1805） 有 貼り紙に赤字で地番書き込
み 1215

22
阿野郡北林田村田畑順道
帳

西梶上所　 文化２年（1805） 「明治十二年十二
月相続」貼り紙
あり

有
貼り紙に赤字で地番書き込
み 1943

23 阿野郡北林田村田畑順道
帳

本村上所　同
下所　

文化２年（1805） 「十三年ニ月買
受」貼り紙あり 有 貼り紙に赤字で地番書き込

み 1217

24 阿野郡北林田村田畑順道
帳

濱免　 文化２年（1805） 「十二年十二月相
続」貼り紙あり 有 貼り紙に赤字で地番書き込

み 1218

25
阿野郡北林田村田畑順道
帳

西梶下所　野
末免

作成年記載なし
文化２年（1805）
か？

「十三年一月買
受」貼り紙あり 有

貼り紙に赤字で地番書き込
み 977

26
阿野郡北林田村田畑順道
帳

古川　興畑 作成年記載なし
文化２年（1805）
か？

「十三年一月買
受」貼り紙あり 有

貼り紙に赤字で地番書き込
み 983

27

阿野郡林田村林順道帳 作成年記載なし
文化２年（1805）
か？

「明治十三年四月
買受」貼り紙あ
り　30とこより
綴じ

有

貼り紙に赤字で地番書き込
み 1815

28 文化二丑年　阿野郡北林
田村田畑検地帳

文化２年（1805） 無 無 1821

29 阿野郡林田村田畑順道帳
　旧白峯寺領

文化５年（1808） 「十二年十月相
続」貼り紙あり 有 貼り紙に赤字で地番書き込

み 1262

30
文化七午年　阿野郡北林
田村女山御林之内新開検
地帳

文化７年（1810） 27とこより綴じ
有 無 1815

31 文政十一子年十月阿野郡
北林田村畑方新開検地帳

文政11年（1828） 無 無 1813

32
天保六未歳七月　阿野郡
北林田村■地新御検地内
順道帳

天保６年（1835）
無 無 1823

33
天保十五年辰正月　阿野
郡北林田村辰興土免御定
内免別帳（1844）

天保15年（1844） その他２つの免
別帳あり 無 無 1827

34
弘化二巳年十月阿野郡北
林田村宮武清八被下高之
内御取上ゲ田地検地帳

弘化2年（1845）
有 無 1814

35

嘉永元年申年三月阿野郡
北林田村宮武清八持高と
同人江被下高之内抜替ニ
付興高田地検地帳

嘉永元年（1848）

有 無 1825
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第２表　林田出張所保管地引順道帳

番号 資料名 作成者 林田出張所資料番号
1 東梶乙　中川　角戸　上　長明寺　地引順道帳 林田村 27
2 城ノ角　前場　雄山　大番南　大番北　地引順道帳 愛媛県下讃岐国林田村 28
3 洲鼻前　惣社　馬場南　馬場ノ北　番屋前　地引順道帳 愛媛県下讃岐国阿野郡林田村 29
4 下所　東下所　三十六 雄山　東梶甲　地引順道帳 林田村 30
5 濱　古川　北須賀　興北　地引順道帳 林田村 31
6 川向　野末　新開　西梶　川原　地引順道帳 林田村 32
7 字瀧新開　諸堤方　順道帳 林田村 58

第３表　林田村地引絵図

番号 資料名
1 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内一 下所
2 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二 東下所
3 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内三 東下所二
4 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内四 三号男山
5 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内五 四号三十六
6 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内六 東梶甲
7 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内七 東梶乙
8 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内八
9 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内九 角戸
10 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十 上
11 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十一 上二
12 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十二 長明寺
13 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十三 川向
14 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十四 野末
15 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十五 字新開
16 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十六 西梶
17 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十七 川原
18 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十八 十六号城ノ角
19 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内十九 十七号前場
20 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十 十八号女山
21 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十一 十九号大番南
22 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内ニ十二 二十号大番北
23 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十三 二十三号洲鼻前
24 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十四 二十二号惣社
25 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十五 二十三号馬場南
26 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十六 二十四号馬場先キ
27 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十七 二十五号番屋前
28 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十八 西濱
29 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内二十九 古川
30 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内三十 字北塚
31 名東県管下讃岐国阿野郡第十九大区一小区林田村地図三十弐号之内三十一 字興北
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免 検地帳作成年 検地帳に記された古地名 検地帳

西梶新開 宝永６年（1709） 東屋敷ノ隅・同所北・同所西屋敷・同所北・同所西・
同所南堤添・屋敷・同所西堤添・同所北・東堤添
同所北・同所西・同所北・同所西堤添・同所北西
北堤添隅・同所東北堤添・同所東・同所北・同所
北堤添揺前・同所東北堤添・同所南・東堤添

阿野郡北林田
村高調市十郎
開発検地帳　
　

西梶上所 元文５年（1740） 宮脇・宮西屋敷・西ノ原・巡り田・高畑ケ・祇園前・
唐戸・小林前・祇園東・小林ノ東・柳ノ内・柳内
井手端・屋敷ノ西・屋舗・柳内古川端・川・寺ノ
浦・屋敷・屋敷前・宮ノ東堤下屋敷

元文五申年三
月　阿野郡北
林田村順道帳
　西梶上所　
西梶中所

文化２年（1805） 宮ノ脇・宮西屋敷・高畑ケ・祇園前・唐戸・祇園
前・小林前・祇園東・中所・小林東・溝添・柳ノ
内・屋舗ノ西・川・屋敷・寺裏・宮ノ東堤下屋敷

阿野郡北林田
村田畑順道帳
　西梶上所

野末 元文５年（1740） 帰佐古 元文五申年三
月　阿野郡北
林田村順道帳
　西梶下所　
野末免

文化２年（1805）？ 帰佐古新開・新開 阿野郡北林田
村田畑順道帳
　西梶下所　
野末免

西梶下所 元文５年（1740） 二天・長命寺・道下・大名口・屋敷東・荒神畑・
屋敷・裏道之端・久保田・窪田・紺屋畑・道西・
寺ノ東・屋敷・寺裏・鶴か内・帰佐古

元文五申年三
月　阿野郡北
林田村順道帳
　西梶下所　
野末免

文化２年（1805）？ 二天新開・新開・長命寺新開・道下新開・大名口
新開・屋敷東・荒神畑・屋舗・裏道之端新開・寺
前新開・久保田新開・道西新開・寺東・屋敷・寺
裏・寺ノ西・帰佐古新開・正徳五未新興

阿野郡北林田
村田畑順道帳
　西梶下所　
野末免

本村上所 元文５年（1740） 蔵元・垣添・かミ坪・勢いり・上塚・宮田・丸田・
五反田・新屋・道西・北うら・茶薗・板屋・岸ノ内・
もんかう・小苗代・桃ノつほ・川窪・井地・三時
今井井手東・東川原・道ノ上・皿田・蔵取・居屋
敷・地蔵ノ元・屋舗・道西・道東・今井井手西ノ
上・道東・井手東・馬場・堤之内・堤之外・ゑび・
川窪

元文五申年三
月　阿野郡北
林田村順道帳
　本村上所　
本村下所

第４表　検地帳に残る古地名

■は字不明
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免 検地帳作成年 検地帳に記された古地名 検地帳

本村上所 文化２年（1805） 蔵元・新はく・三反田・垣添・かみ坪・かみ塚・
勢いり・上塚・宮田・丸田・新屋・五反田・道西・
北うら・茶薗・板屋・岸ノ内・小苗代・桃ノ坪・
川窪・屋敷前・三時今井井手東・屋敷・東川原・
皿田・道ノ上・井ノ尻・蔵尻・地蔵ノ元・道西・
今井井手西ノ上・井手東・馬場・堤ノ内・堤外・
蔵ノ元・ゑび・から田

阿野郡北林田
村田畑順道帳
　本村上所　
同下所　

弘化２年（1845） 宮武屋敷前森ノ北北境ハ小道・宮武屋敷前馬場よ
り東南ハ往還井手添・宮武屋敷前馬場より東南ハ
往還井手添東ニテ東境ハ井手

弘化二巳年十
月阿野郡北林
田村宮武清八
被下高之内御
取上ゲ田地検
地帳

本村下所
　

元文５年（1740） 畔道・忠五郎・ひなた・安さね・杉免・流田・堂
上・下こもん・孫之丞・踊田・馬田・竹石・くお
う・上からす・下からす・猿楽・首打・三十六仏前・
垣田・垣田道下・三拾六道ノ下

元文五申年三
月　阿野郡北
林田村順道帳
　本村上所　
本村下所

文化２年（1805） 畔道・ひなた・居屋敷・安さね・北之角・杉里・流田・
踊田・ゑ田・馬田・竹石・くおう・上からす・下
からす・猿楽・三十六仏前・垣田道下・三十六道
ノ下

阿野郡北林田
村田畑順道帳
　本村上所　
同下所

東梶
　

元文５年（1740） 蔵さこ・是を上り・地蔵前・城屋敷・城西角・道
西さこ上・屋しき・屋舗東新ばく・堂ノ元・馬場・
蔵ノ前とま屋敷・墓元・むかい・松元・東畑ケ

元文五申年三
月　阿野郡北
林田村順道帳
　東梶免　惣
社免

文化２年（1805） 蔵佐古・是ヲ上リ・地蔵前・城屋敷・城西角・道
西佐古ノ上・屋敷前・屋舗東新ハク・堂ノ元・馬場・
蔵前苫屋舗・墓ノ元・むかい・松元・東畑ケ

阿野郡北林田
村田畑順道帳
　東梶　惣社

惣社
　

元文５年（1740） 是を上り・高畑ケ・志た地・川はた・道ノ北・道
北屋敷・道南屋敷・惣社前道内・志めノ次郎・い
わい神・米下ヶ道西さこノ上・西原・はちそこ・
さこ

元文五申年三
月　阿野郡北
林田村順道帳
　東梶免　惣
社免

文化２年（1805） 是ヲ上リ・高畑ケ・道北屋敷・道南屋敷・惣社前道内・
前佐古・門屋敷・志めノ次郎・いわ井神・西ノ原・
はちそこ・さこノ上・さこ

阿野郡北林田
村田畑順道帳
　東梶　惣社

（旧）白峯
寺寺領

元文５年（1740） 男山へ廻り道上・上沼・馬泊（泊カ？）下・谷尻
ノ原・弁財天ノ西・杉の・三間屋ノ裏・平助西浦・
三間屋ノ東・茂三郎西裏・三間屋裏井手南・善左
衛門屋布・小宿・池ノ西・片山清兵衛東・東さこ・
川東たく地

元文五申年七
月　阿野郡林
田村白峯寺領
順道帳
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免 検地帳作成年 検地帳に記された古地名 検地帳

（旧）白峯
寺寺領

文化５年（1805） 宮添・馬場北・弁財天西・道ノ北・井手西・井手
東・屋敷東・米下ケ道東・弁財天裏・井手間・西手・
米下ケ道東・宮添・宮添井手東・道北井手内・道
北井手内西・間ノ通西・大関元・大関裾・夘ノ興
シ東佐古・高畑ケ屋敷・高畑ケ下・鼻口・塩口添・
男山下・夘ノ興シ八王神下川中瀬・夘ノ興シノ元・
無常場北・松之下・夘ノ興・樋之口・川東樋ノ元・
道ノ北・鞍敷之内・男山端り

阿野郡林田村
田畑順道帳　
旧白峯寺領　

古川 文化２年（1805）か？ 古川上新開・新開・正徳五未新興・延宝二寅新興・
新開畑・南新開揺前延宝二寅新興・安政二卯新興・
高畑・祇園前新開・祇園東さこ新開・同所北祇園
東さこ新開・新開・須が前新開・須賀遍り新開・
中須が新開・北原・はしの元・古川東屋敷・新開
井手東上・■田惣社より飛入・佐古上惣社より飛
入・佐古ノ上・馬場先南・惣社より飛入・馬場北
新開・又助屋敷・十兵衛屋敷・馬場先新開・屋敷・
須加屋敷■■■・水口東延宝二寅新興・橋之元延
宝二寅新興・堤下延宝二寅新興・畑へり延宝二寅
新興・享保壱寅新興・宝永六己新興・ゑび堤添宝
永六己新興・庄蔵林延宝二寅新興・庄蔵林延宝二
寅新興・明治四辛未興

阿野郡北林田
村田畑順道帳
　古川　興畑

嘉永元年（1848） 綾川堤添・綾川堤添北東は宮武用水井手添・綾川
堤添北宮武用水井手添・綾川堤添宇多津道より北
堤は小道・綾川堤添権平衛東道添北境ハ汐溜

嘉永元年申年
三月阿野郡北
林田村宮武清
八持高と同人
江被下高之内
抜替ニ付興高
田地検地帳

浜 元文５年（1740）　 甚太郎裏さこ・さこの上・北須か端・東洲か端・
つ崎・屋敷・裏さこ・墓ノ東道下・北須か端・米
下道西須か端・米下ケ道東端・須か前米下ゲ道端・
中井手北道添・横田・立道西井手ノ内・立石西・
立道東小濱・水門前・立石屋敷東・道南垣添

元文五申年三
月　阿野郡北
林田村順道帳
　濱免　濱畑

文化２年（1805） 甚太郎裏佐古・甚太郎裏佐古ノ上・元禄六酉新興・
須が裏・東須が端・墓ノ堂元禄六酉新興・屋敷内・
屋敷北元禄六酉新興・高畑ケ元禄六酉新興・北須
が端元禄六酉新興・墓ノ東道・北須が端元禄六酉
新興・米下道須か端・米下通寅添・中井手東道端・
中井手道端・須か前米下道元禄六酉新興・中井手
ノ北道添元禄六酉新興・立道西井手ノ内・立石西
元禄六酉新興・立道東■元禄六酉新興・元禄八亥
新興・須が端り・道東角地元禄六酉新興・立石東
屋敷元禄六酉新興・屋敷元禄六酉新興・元禄八亥
新興・道下元禄六酉新興・道南堤添元禄六酉新興・
文政十一子新開水門裏源八屋敷・文政十一子新開
水門裏留八屋敷・米須端り西・明治四辛未興

阿野郡北林田
村田畑順道帳
　濱免
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免 検地帳作成年 検地帳に記された古地名 検地帳

新興免　 元文５年（1740） 北新開古畑・ゑび堤添 元文五年申年
三月　阿野郡
北林田村順道
帳　　新興免
　新興畑　興
シ畑

興シ免　 元文５年（1740） 古川上・新開畑・南新開・唐戸林浦次か端り新開
畑・高畑ケ・祇園前・祇園東さこ・須賀前・中須賀・
北原・ほうの元・古川東屋敷・新開井手東上・惣
社免巡り田・惣社免佐古ノ上・佐古ノ上・馬場崎南・
惣社免・十兵衛屋敷・馬場崎・惣社免・古川端り・
須カ屋敷前道下・水口東・道北・中筋・道下・畑
端

阿野郡北林田
村順道帳　興
免

興畑 文化２年（1805）か？ 宝永元申新興・文政十一子新開川南山端屋敷 阿野郡北林田
村田畑順道帳
　古川　興畑

〔林〕 鞍敷之内南揺（ゆる）之肩・惣社橋北・洲賀・立
石・北浦・大番・洲鼻・新波戸西・与北水門南汐
溜西堤・宮武新開堤・与北・西ノ原・西梶・中川原・
上林田・二天ノ北・長明寺・川向・野末・中川原・
与北之内北ノ中堤西ノ角・与北之内北ノ中堤西ノ
角東・与北之内北ノ中堤西ノ角東南・番屋東六三
郎前・米積場西・洲鼻・大番・女山裾・女山・田
中・乃生崎水■谷・前門川原堤添・西梶橋之上門外・
米積場西土手下・女山■■

阿野郡林田村
林順道帳　
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第２図　綾歌郡林田村全国（昭和７年）
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第４図　阿野郡北絵図（部分）（鎌田共済会郷土博物館所蔵）

第３図　阿野郡北絵図（鎌田共済会郷土博物館所蔵）

－ 49 －
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第５図　林田町の小字と免
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第８図　讃岐国松平領海岸絵図　林田浦　大番新開（部分）

（瀬戸内海歴史民俗資料館所蔵）

第７図　林田町の地形図（推定）
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第９図　林田町南東部の古地名
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第14図　林田町地目・地位等級図

　　　　　　「加茂・林田・高屋・神谷町　地目・地位等級図（壬申地券地引絵図による）」

『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年度　地形・地名調査報告』香川県埋蔵文化財センター　2011　を一部改変
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「悪魚退治伝説」にみる阿野郡沿岸地域と福江の重要性

乗松　真也

はじめに

　讃岐国の始祖とされる讃留霊王の由緒を語る伝説がある。この伝説は「悪魚退治伝説」、「讃留霊王伝
説」などと呼ばれ、中世から近世にかけての系図や地誌などにもしばしば登場する。以下は『綾氏系図』
の記載をもとに悪魚退治伝説を意訳したものである。

　景行天皇23年、土佐の海に鰐のような姿をした大きな悪魚がいた。船を飲み込み、人々を食べた。ま
た、船が転覆するため諸国から都へ運ばれるはずの税が海の中へと消えていった。天皇は兵士を派遣した
ものの、兵士たちはことごとく悪魚に食べられてしまった。天皇が息子であるヤマトタケルに悪魚退治を
命じたところ、ヤマトタケルは15歳になる自分の息子・霊公に命じて欲しいと言った。天皇は喜び、ただ
ちに霊公に命じた。
　霊公はわずか10日で土佐に到着、そこにとどまった。悪魚は阿波の鳴門へと移動、24年１月に霊公も鳴
門へ向かった。３月１日、讃岐の槌の門に悪魚が現れ、船や積んでいた税を飲み込み、人々を食べた。２
日後、霊公は讃岐に移動し、軍船をつくって1,000人の兵士を集めた。
　25年５月、霊公らは船を漕いで悪魚へと立ち向かうが、大口を開けた悪魚に飲み込まれてしまった。兵
士は悪魚の胎内で酔って倒れたが、霊公は倒れず10日経っても平然としていた。そして霊公は胎内から火
を焚いて悪魚を焼き殺し、剣を振るって肉を裂き、胎外へ出た。
　悪魚の死体は福江湊の浦へと流れ着いた。そこで一人の童子が波打ち際に現れ、瓶に入った水を霊子に
捧げた。霊公がこの水を飲んでみると甘露のように美味だった。霊公が「この水はどこにあるのか」と問
うと、童子は「八十場の水です」と答えた。霊公は「早く私をそこに連れて行って欲しい。そしてその水
を兵士たちに飲ませ、元気にさせてやりたい」と言った。霊公と童子は水をくみ、悪魚の死体を破り、兵
士に水を飲ませた。すると兵士達はすぐに目を覚ました。５月５日14時、霊公は兵士を連れて上陸した。
　霊公は薬師如来の威神力で悪魚を退治することができた。霊公は病を除け九横の難を排することを誓
い、浦の陸地に精舎を建てて薬師如来像を安置し、法勲寺と名付けた。以後、人々は貢物をおさめられる
ようになり、船舶や船員の煩いはなくなった。
　童子は日光菩薩が姿を変えた横潮明神であった。この童子の姿にちなみ浦を児ヶ浜と名付けた。水は瑠
璃水、瓶は薬壺であるため、薬壺水と言った。
　霊公は鵜足郡に移住し、兵士たちから讃留霊公（讃留霊王）と呼ばれた。また、井戸の行部、田比の里
布、師田の宇治、坂本の秦胤の四人の将軍がいた。人々は彼らを四天王と呼んだ。
　霊公は三男一女をもうけた。現在の首領、郡司、戸主、長者たちは、すべて三男一女の子孫である。霊
公の胸には阿耶の黒点があったため、子孫は綾姓を名乗った。仲哀天皇８年９月15日、霊公は123歳で亡
くなった。

　悪魚退治伝説はこれまでにも研究対象として取り上げられてきた。桂孝二氏は「火」、「酔い伏すこと」、
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「霊水」に着目して、『香川叢書』（昭和14～18年、1939～1943）に収録されている伝説10編を比較、検討
した（桂1982・1983）。冨士原伸弘氏は『香川叢書』収録の伝説をすべて書き下し、悪魚の姿や悪魚を退
治する人物の比較などを行った（冨士原2009）。両氏はともに諸説を比較して何かを導く研究手法である
が、比較とその結果が個別にとどまっている感は否めない。野中寛文氏は『綾氏系図』記載の伝説から古
代の豪族・綾氏の「鵜足郡への進出」を読み取った（野中1990）。しかし、阿野郡に基盤をもっていた綾
氏が鵜足郡へ進出したという形跡が直接古代の史料にはみえないなか、『綾氏系図』だけをよりどころに
するには心許ない。
　本稿では、桂・冨士原両氏に倣い、中世から近世の史料に記載された諸説を比較し、特に地名に重点を
置いて分析する。地名の分析から、伝説を伝え聞いてきた人々が共有していた空間範囲や重要視された場
所を明らかにする。さらには野中氏が指摘した綾氏の動向についても考えてみたい。

第１図　関連地位置図（S＝1/130,000）
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１　分析対象となる史料

　前述のとおり、悪魚退治伝説は中世から近世にかけての複数の史料に記載されている。このうち最も古
いとみられるのは『綾氏系図』である。『綾氏系図』は景行天皇に連なる綾氏の系図であり、その前段に
綾氏の成立にかかわる悪魚退治伝説が掲載されている。成立時期は15世紀中葉から17世紀後葉と考えられ
ている（野中1990）。新しい史料は下限を明治２年（1869）とする『讃岐国名勝図会』である。また、成
立時期は不明ながらもおおむね近世のものと考えられる３点の史料がある。
　これらの史料に記される諸説では、讃留霊王、もしくはヤマトタケルが讃岐の海で悪魚を退治して讃留
霊王が讃岐国を治める、という根幹のストーリーは共通する。悪魚の形容や退治方法など記述が異なる部
分があり、エピソードの有無もみられる。『綾氏系図』と嶋田寺本「讃留霊公胤記」の記述はほとんど同
じであり、同一の記録を参照しているか、『綾氏系図』を参考に嶋田寺本「讃留霊公胤記」が作成された
としか考えられない。細部にある若干の相違を考慮すれば、前者の可能性が高い。また『綾北問尋鈔』（宝
暦５年、1755）では、「一説に曰」として一部異なる話が記される。『南海通記』（享保４年、1719）は「綾
讃留王記」として伝説を記述した後、「綾姓系譜曰」として『綾氏系図』にある伝説を述べる。これらは
史料成立時点においても諸説あったことを示している。以上の点を踏まえると、中世以前、後述するよう
に綾氏との関連で伝説を捉えるならば古代までを含めたイメージが、さまざまなかたちで諸説に残存して
いるとみられる（註１）。よって諸説を合わせて検討することで、伝説の背景を探ることができると考え
る。
　なお、『南海通記』にある御供所の由来や、63人の兵が福江山に登り植松姓を名乗るくだり、船長の楫
取の大明神との呼称は『全讃史』（文政11年、1828）に引き継がれる。『全讃史』では1000人の兵のうち
800人が八十場の水で蘇生したとしているが、これは『綾氏系図』などによる1000人の兵と八十場の由来
である「８」の数字を合理的に説明するために創作された可能性がある。『讃岐国名勝図会』では悪魚退
治伝説そのものに疑いの目を向けており、その視点で伝説が紹介されている。このように、19世紀以降の
史料については、それまでの記録を参考にしたうえで内容の取捨選択、改変が目立つものもある。しか
し、伝説にかんする情報が断片的にでも入っている可能性を考慮し、これらの史料も積極的に分析対象と
して使ってみたい。

２　諸説の比較

　諸説を要素ごとに比較したのが第１表である。要素
により異同にばらつきがある。ここではおおむね共通
する項目を挙げてみたい。
　悪魚出現地には土佐、鳴門、水崎などが登場する
が、『綾北問尋鈔』を除く12史料に共通するのが槌の
門（椎門、槌途など）である。同じ12の史料では、讃

写真１　槌の門

 
１　羽床正明氏は、『南海通記』に記された「綾讃留霊記」と『無量寿院縁起』は14世紀に法勲寺の僧が作成した伝説が基になってい

るとする。さらにその伝説は『日本書紀』を下敷きにしているという（羽床 1998・1999）。伝説にバリエーションがあることからす
れば、すでに伝説の諸説が伝わっており（必ずしも記録という形式ではなく）、ある段階で法勲寺に関係の深い人物がそれらをまと
めたとみるのが妥当ではないだろうか。
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第１表　要素比較表

『綾氏系図』 『讃岐国大日記』 『南海通記』 嶋田寺本
「讃留霊公胤記」 『綾北問尋鈔』 『三大物語』 『全讃史』 『金毘羅参詣名所図会』 『西讃府史』 『讃岐国名勝図会』 豊原道隆寺本

｢讃留霊公胤記略｣
中尾本

｢異本讃留霊記｣ 『讃陽綱目』

成立年 15c中葉～17c 1652 1718 1735 1755 1768 1828 1847 1858 1853～1869 ？ ? ？

悪魚を退治する人物 霊公 霊子 小碓尊 霊子 小碓皇子 倭建尊 武鼓王 日本武尊 神櫛王 日本武尊 霊公または神櫛尊 霊子 大碓命（讃留霊公）

悪魚の形容 鰐 嶋巒 鰕、嶋崖 鰕 － － 嶼 － － － 島、鰕、鰐口龍尾 鱣 嶋巒

悪魚出現地 土州、鳴戸、椎門 土国、鳴門、椎の途 土佐、鳴門、椎の門、
水崎 土佐、鳴途、槌途 讃岐の海 土佐、鳴門、椎の門、

水崎 椎の門 椎戸 土佐、鳴門、槌門 椎門、阿波、伊予 土州、鳴渡、槌の渡 土佐、鳴門、椎の途 四国の海、椎の戸

造船の場所 － － 阿野川の上 － － － － 阿野の山邑の木で造船 － － － － －

悪魚と対峙する場所 椎門 椎の途 椎の門 槌途 讃岐の海 椎の門 椎の門？ 椎戸 － － 槌の渡？ 椎の途 椎の戸

率いる兵士数 1000余人 1000余人 63人 1000余人 80人 80人 1000人 － 1000余人 － 1000人 1000余人 80余人

悪魚退治の方法 胎内から火で焼く 胎内から剣で切り破る 火のついた船を呑ま
せ、胎内から剣で刺す 胎内から火で焼く 胎内から剣で切り裂く 悪魚に火のついた船を

呑ませる、刃で刺す 胎内から剣で切る 鉾・剣で斬る － － － 胎内から火で焼く、剣
で破る 剣で裂く

悪魚が流れ着く場所 福江湊浦 福江の浦 福江 福江の浦 福江・児カ浜 福江の浦 福江の浦に悪魚の死骸
を埋める 福江 福江の浦で悪魚を倒す 福江の浦で悪魚を倒す 福江に悪魚の死骸を埋

める 福江の湊 福江の磯辺

兵士が倒れる場所 悪魚胎内 悪魚胎内 福江 悪魚胎内 福江・児カ浜 福江 胎内 福江 福江の浦 ？ 海上？ 胎内 福江

童子出現地 福江の浜 福江の浦 福江 福江の浜 福江 福江 福江 福江 － － 福江の浦 福江の浜 福江

児浜の由来 あり － － あり あり － － － － － あり － －

児ヶ嶽の由来 － － － － あり － － － － あり － － －

蘇生の水の場所 安庭 安場 樵夫の休み場→八十庭 安庭 安庭 八十蘇 八百蘇波→八十蘇 樵夫の休み場→八十
生・八十八 － 八十蘇 安場→八十蘇 安庭 八蘇場

八十場の由来 － － あり － 80人 80人 800人 80人または88人 － 80人 80人 － 80余人

横潮明神建立地 － － － － 童子が乗った白雲の留
まるところ － － － － 童子が乗った白雲の留

まるところ 魚御堂の東の山の中腹 － －

悪魚の死骸の処理 － 村人が悪魚の死骸を切
り分ける － － － － － － － － － 官吏と村人が悪魚の死

骸を切り分ける －

悪魚の霊の処理 福江の浦に法勲寺を建
立 魚の御堂建立

屍を砂に埋めて木を植
えた、後に魚霊堂を建
立

福江の浦に法勲寺を建
立

450年後、行基が骨で
薬師如来をつくる、魚
御堂または法軍寺

－ 魚霊の御堂を建立 魚御堂を建立 － 魚御堂を建立 魚御堂の建立（ただし
霊はない） － －

上陸地 陸地 鵜足津 陸地 － － － － 陸地 － － － 鵜足津 －

その後の居住地 鵜足 香西 － 鵜足 城山 － － － 城山 － 香川郡 鵜足津 －

生存年数 125 － 125 123 － 125 115 － － － 122 125 －

葬られた場所 － － － － 嶋田 玉井 鼓丘 － － － － －

子ども、子孫 ３男１女、子孫が要職
を占める － － ３男１女、子孫が要職

を占める － － － 子孫は代々山田郡に領
地をもつ － － － －

将軍 ４人の将軍 － － ４人の将軍 － － － － ４人の将軍 ４人の将軍 －

綾氏との関係 祖先、綾氏の由来 － － 祖先、綾氏の由来 － 綾の始祖 － － － － － 祖先、綾氏の由来 －

御供所の由来 － － 平山漁人の提供 － 漁人の提供 浦人の提供 あり －

兵士のその後 － －
63人の兵が福江山に登
り松を植える、植松姓
を名乗る

－ － －
63人の兵が福江山に登
り松を植える、植松姓
を名乗る

－ － － － － －

船長・船員のその後 － － 船長は楫取の大明神と
呼ばれる － － － 舟子の祠を楫師大明神

とする － － － － － －

讃留霊王の呼称 霊公→讃留霊公 霊子→讃留霊公 武殻王→讃留王 霊子→讃留霊公 霊公→讃留霊親王 武殻王→讃留王→武明
王 武殻王→讃留霊王 武殻王→讃留王 神櫛王→讃留王 － 霊公・神櫛尊→讃留霊

公
霊子→讃留霊公→讃留
天皇 大碓命→讃留霊公

その他

当初、播磨武夫が命じ
られる

当初、播磨武夫が命じ
られる

当初、播磨武夫が命じ
られる

吉備武彦の娘との間に
子をもうける

吉備武彦の娘との間に
子をもうける

江口、江尻の地名の由
来

穴戸武媛との間に子を
もうける

功績を讃霊王に譲る 功績を讃霊王に譲る 功績を讃留霊王に譲る 功績を讃留霊王に譲る 功績を讃留霊王に譲る

別の説としてヤマトタ
ケルが吉備武彦の娘と
の間に霊公をもうける
ことが記される

大伴建日・吉備武彦の
二人の将を伴う 伝説を疑う 悪魚の死骸が山（松山）

になる

法軍寺を福江から嶋田
に移す

別の説では槌ノ途に悪
魚が現れる

別の説では霊公を武明
王とも武鼓王とも呼ぶ
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第１表　要素比較表

『綾氏系図』 『讃岐国大日記』 『南海通記』 嶋田寺本
「讃留霊公胤記」 『綾北問尋鈔』 『三大物語』 『全讃史』 『金毘羅参詣名所図会』 『西讃府史』 『讃岐国名勝図会』 豊原道隆寺本

｢讃留霊公胤記略｣
中尾本

｢異本讃留霊記｣ 『讃陽綱目』

成立年 15c中葉～17c 1652 1718 1735 1755 1768 1828 1847 1858 1853～1869 ？ ? ？

悪魚を退治する人物 霊公 霊子 小碓尊 霊子 小碓皇子 倭建尊 武鼓王 日本武尊 神櫛王 日本武尊 霊公または神櫛尊 霊子 大碓命（讃留霊公）

悪魚の形容 鰐 嶋巒 鰕、嶋崖 鰕 － － 嶼 － － － 島、鰕、鰐口龍尾 鱣 嶋巒

悪魚出現地 土州、鳴戸、椎門 土国、鳴門、椎の途 土佐、鳴門、椎の門、
水崎 土佐、鳴途、槌途 讃岐の海 土佐、鳴門、椎の門、

水崎 椎の門 椎戸 土佐、鳴門、槌門 椎門、阿波、伊予 土州、鳴渡、槌の渡 土佐、鳴門、椎の途 四国の海、椎の戸

造船の場所 － － 阿野川の上 － － － － 阿野の山邑の木で造船 － － － － －

悪魚と対峙する場所 椎門 椎の途 椎の門 槌途 讃岐の海 椎の門 椎の門？ 椎戸 － － 槌の渡？ 椎の途 椎の戸

率いる兵士数 1000余人 1000余人 63人 1000余人 80人 80人 1000人 － 1000余人 － 1000人 1000余人 80余人

悪魚退治の方法 胎内から火で焼く 胎内から剣で切り破る 火のついた船を呑ま
せ、胎内から剣で刺す 胎内から火で焼く 胎内から剣で切り裂く 悪魚に火のついた船を

呑ませる、刃で刺す 胎内から剣で切る 鉾・剣で斬る － － － 胎内から火で焼く、剣
で破る 剣で裂く

悪魚が流れ着く場所 福江湊浦 福江の浦 福江 福江の浦 福江・児カ浜 福江の浦 福江の浦に悪魚の死骸
を埋める 福江 福江の浦で悪魚を倒す 福江の浦で悪魚を倒す 福江に悪魚の死骸を埋

める 福江の湊 福江の磯辺

兵士が倒れる場所 悪魚胎内 悪魚胎内 福江 悪魚胎内 福江・児カ浜 福江 胎内 福江 福江の浦 ？ 海上？ 胎内 福江

童子出現地 福江の浜 福江の浦 福江 福江の浜 福江 福江 福江 福江 － － 福江の浦 福江の浜 福江

児浜の由来 あり － － あり あり － － － － － あり － －

児ヶ嶽の由来 － － － － あり － － － － あり － － －

蘇生の水の場所 安庭 安場 樵夫の休み場→八十庭 安庭 安庭 八十蘇 八百蘇波→八十蘇 樵夫の休み場→八十
生・八十八 － 八十蘇 安場→八十蘇 安庭 八蘇場

八十場の由来 － － あり － 80人 80人 800人 80人または88人 － 80人 80人 － 80余人

横潮明神建立地 － － － － 童子が乗った白雲の留
まるところ － － － － 童子が乗った白雲の留

まるところ 魚御堂の東の山の中腹 － －

悪魚の死骸の処理 － 村人が悪魚の死骸を切
り分ける － － － － － － － － － 官吏と村人が悪魚の死

骸を切り分ける －

悪魚の霊の処理 福江の浦に法勲寺を建
立 魚の御堂建立

屍を砂に埋めて木を植
えた、後に魚霊堂を建
立

福江の浦に法勲寺を建
立

450年後、行基が骨で
薬師如来をつくる、魚
御堂または法軍寺

－ 魚霊の御堂を建立 魚御堂を建立 － 魚御堂を建立 魚御堂の建立（ただし
霊はない） － －

上陸地 陸地 鵜足津 陸地 － － － － 陸地 － － － 鵜足津 －

その後の居住地 鵜足 香西 － 鵜足 城山 － － － 城山 － 香川郡 鵜足津 －

生存年数 125 － 125 123 － 125 115 － － － 122 125 －

葬られた場所 － － － － 嶋田 玉井 鼓丘 － － － － －

子ども、子孫 ３男１女、子孫が要職
を占める － － ３男１女、子孫が要職

を占める － － － 子孫は代々山田郡に領
地をもつ － － － －

将軍 ４人の将軍 － － ４人の将軍 － － － － ４人の将軍 ４人の将軍 －

綾氏との関係 祖先、綾氏の由来 － － 祖先、綾氏の由来 － 綾の始祖 － － － － － 祖先、綾氏の由来 －

御供所の由来 － － 平山漁人の提供 － 漁人の提供 浦人の提供 あり －

兵士のその後 － －
63人の兵が福江山に登
り松を植える、植松姓
を名乗る

－ － －
63人の兵が福江山に登
り松を植える、植松姓
を名乗る

－ － － － － －

船長・船員のその後 － － 船長は楫取の大明神と
呼ばれる － － － 舟子の祠を楫師大明神

とする － － － － － －

讃留霊王の呼称 霊公→讃留霊公 霊子→讃留霊公 武殻王→讃留王 霊子→讃留霊公 霊公→讃留霊親王 武殻王→讃留王→武明
王 武殻王→讃留霊王 武殻王→讃留王 神櫛王→讃留王 － 霊公・神櫛尊→讃留霊

公
霊子→讃留霊公→讃留
天皇 大碓命→讃留霊公

その他

当初、播磨武夫が命じ
られる

当初、播磨武夫が命じ
られる

当初、播磨武夫が命じ
られる

吉備武彦の娘との間に
子をもうける

吉備武彦の娘との間に
子をもうける

江口、江尻の地名の由
来

穴戸武媛との間に子を
もうける

功績を讃霊王に譲る 功績を讃霊王に譲る 功績を讃留霊王に譲る 功績を讃留霊王に譲る 功績を讃留霊王に譲る

別の説としてヤマトタ
ケルが吉備武彦の娘と
の間に霊公をもうける
ことが記される

大伴建日・吉備武彦の
二人の将を伴う 伝説を疑う 悪魚の死骸が山（松山）

になる

法軍寺を福江から嶋田
に移す

別の説では槌ノ途に悪
魚が現れる

別の説では霊公を武明
王とも武鼓王とも呼ぶ
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留霊王もしくはヤマトタケルが悪魚と対峙する場所も
槌の門となっている。槌の門とは小規模な円錐形の２
島――大槌島と小槌島に挟まれた海峡を指す。その独
特の景観のためか、槌の門にはさまざまな逸話が残さ
れている（田井2002）。特別な地としての意識が悪魚
出現の舞台として槌の門を選ばせたのだろうか。
　退治された悪魚が流れ着く場所は９史料で福江とさ
れている。残りの４史料でも福江に悪魚の死骸が埋め
られる、または福江で悪魚が倒される、となってい
る。すなわち、悪魚の最期の地は福江、ということに
なる。福江は、西の金山・常山、東の角山に挟まれた
現在の坂出市福江町周辺を指す。それぞれの史料で福
江の浦、福江の磯部といった表現が使われているよう
に、近世の埋め立て以前には大きく湾入し、瀬戸内海
に面する地であった。
　童子の姿をした横潮明神は11史料で登場し、いずれ
も福江の浜に現れる。
　その童子が持ってくる蘇生の水は12史料で八十場

（安庭、八十蘇など）の水となっている。現在の坂出
市西庄町にある八十場の湧水は、『金毘羅参詣名所図
会』（弘化４年、1847）で「国中第一の清水」と評さ
れており、近世には広く知られていたようだ。
　以上、多くの史料で共通するのは、槌の門、福江、八十場の地名である。これらの地名を地図上でみる
と阿野郡の沿岸地域に点在していることがわかる（第１図）。伝説の伝承が、必ずしも記録によらないの
であれば、伝えられる側が地名の示す場所をある程度把握していないと、次へ伝えられる可能性は少な
くなる。つまり、この伝説が伝わった地域では、少なくとも槌の門、福江、八十場の地名とその位置関係
が広く共有されており、この３地点を結ぶ阿野郡沿岸地域が人々の「最大公約数」的な空間範囲としてイ
メージされていたと推測できる。
　さらに悪魚退治伝説では福江で複数のイベントが発生する。悪魚の死骸がなんらかの理由で福江にあ
り、横潮明神の化身である童子が現れて倒れた兵士を蘇生させ、魚御堂、もしくは法勲寺が建立される。

『南海通記』などでは讃留霊王が悪魚退治後に上陸する地名は記されていないものの、文脈からは福江で
あるようにも読み取れる。これらの点からは福江が伝説における最重要地とみられる。

３　福江に所在する遺跡と下川津遺跡の検討

　前述のとおり、福江は現在の坂出市福江町を遺称地とする。木下晴一氏は、角山北東麓から西に伸びる
浜堤（「浜堤Ａ」とする）前縁を縄文海進時の海岸線とし、以後の陸地化も遅く、古代にも浅海が広がる
景観を復元する（木下2009）。『玉藻集』（延宝５年、1677）には天正７年（1579）、香川民部少輔が宇多津
を経由して西庄城に戻るくだりがあり、ここでは「中道」と呼ばれる海側の浜堤（「浜堤Ｂ」とする）が

写真２　福江

写真３　八十場
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浜堤Ａ

浜堤Ｂ

※木下2009を一部改変

●●

●

●●

●

大束川

下川津遺跡

文京町二丁目遺跡文京町二丁目西遺跡

旧河道

阿野郡阿野郡

鵜足郡鵜足郡

福江福江

第３図　遺跡位置図（Ｓ＝1/25,000）

第２図　福江周辺地形復元図
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ようやく渡ることが可能な状態であること、「中道」と陸地側の浜堤Ａとの間が足も立たない「深江」で
あることが記されている（註２）。
　さて、浜堤Ａには文京町二丁目遺跡と文京町二丁目西遺跡がある（西岡ほか2002、木下2009）。文京町
二丁目遺跡からは備讃Ⅵ式の製塩土器と製塩炉の存在を推定させる被熱の状況が確認されている。備讃
Ⅵ式は６世紀後葉～７世紀中葉に比定されるが、中心は７世紀前葉以降である（大久保1994）。また、８
世紀の須恵器も出土している。文京町二丁目西遺跡では、浜堤前縁から８世紀中～後葉を中心とする土器
が、その前面の堆積層からは畿内産とみられる９世紀の緑釉陶器や中世後半までの土器が出土している。
また、浜堤前縁ではまとまった量の飯蛸壺が確認されている。８世紀のものが多数を占めるが、７世紀後
葉の特徴を有する資料もある（乗松2004）。出土状況からは飯蛸壺漁が行われていたとみてもいいだろう。
両遺跡の調査成果によれば、陸地側の浜堤上では７世紀前半を中心とする時期に製塩活動が行われ（開始
は６世紀後葉にさかのぼる可能性もある）、やや地点を違えて７世紀後半に飯蛸壺漁が開始、８世紀まで
は継続される。この間、８世紀中～後葉には、生産用具（飯蛸壺）に加えて日用雑器（須恵器など）が多
くみられるようになる。量は減少するものの、日用雑器の出土は中世後半まで続く。遺構が確認されてい
ないため具体的な内容は不明だが、東西を山に挟まれて北向きに湾入する復元景観を含めて考慮すれば、
８世紀中葉以降には港湾機能をもっていたとも考えられる。なお、『綾氏系図』には「福江湊浦」とあり、
少なくとも『綾氏系図』成立期（中世後半～近世初頭）には福江が港として認識されていたようだ。
　両遺跡のある浜堤Ａから約1.5㎞南西、大束川下流の右岸には下川津遺跡が立地する（藤好ほか1990）。
古代以前には遺跡の直近まで海岸線が湾入し（佐藤1998）、大束川の河口に近い場所であったと思われる。
遺構が展開するのは、東西を低地帯に挟まれた四つの微高地上である。６世紀後葉に集落が出現し、７世
紀中葉には建物が急速に増加、企画性をもつ大型建物も現れる。８世紀後半から９世紀中葉にかけて集落
規模が縮小するものの、９世紀後葉以降には再び建物群がみられるようになる。建物規模や配置の企画
性などから、７世紀～８世紀中葉、および９世紀後葉～10世紀前半には官衙的な性格を有する。また、７
～８世紀には土師器や飯蛸壺の製作、鍛冶、紡織などの諸生産活動が行われることを特徴とする（佐藤
1998）。
　ここで浜堤Ａと下川津遺跡を合わせて概観してみよう。下川津遺跡に集落が出現した時点、またはやや
遅れる時期に浜堤Ａは製塩の場であった。下川津遺跡が官衙的性格をもつ７世紀後葉～８世紀中葉には浜
堤Ａで飯蛸壺漁が行われると同時に港湾機能が充実されたとみられる。「断絶期」を挟み、再び官衙的性
格が下川津遺跡に付与された９世紀後葉以降も、８世紀段階ほどではないが浜堤Ａは継続して利用された
ようだ。遺物量や集落の性格のピークに多少のズレはあるものの、７世紀から中世まで両者が共に継続す
ることをここでは重要視したい（第２表）。前述のとおり両者の間は直線距離で約1.5㎞しかなく、途中に
旧河道を挟むものの地形的に大きな障壁がない。これらの点を考慮すれば、両者の間には高い関連性が

表２　遺跡消長表

遺跡名 ６ｃ ７ｃ ８ｃ ９ｃ 10ｃ 11ｃ

文京町二丁目・
文京町二丁目西

下川津

※文京町二丁目・文京町二丁目西遺跡は遺物の相対的な出土量を濃淡で示している。
　下川津遺跡は遺構・遺物を合わせた総合的な性格を濃淡で示している。　　　　　

 
２　福江の地名は深い江、深江が転じたものとされる（藤田 1989）。
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あったとみるのが自然だ。

４　阿野・鵜足両郡の媒介地としての福江

　さて、福江の検討を踏まえて再び悪漁退治伝説をみてみよう。悪魚退治伝説は『綾氏系図』に記され、
主人公である讃留霊王もしくはヤマトタケルは綾氏の祖先とされる。このことから、悪魚退治伝説が綾
氏にゆかりが深い点は間違いないだろう。『日本書紀』、『続日本紀』などの史料からみれば、綾氏は少な
くとも７世紀後半には有力豪族であり、８世紀にかけて阿野郡で大きな力を持っていたと考えられている

（渡部1998）。国府が阿野郡に設置された背景には綾氏の政治力の影響をみる向きもある（大山2010）。伝
説の諸説の多くに共通する槌の門、福江、八十場がいずれも阿野郡にあるのは、伝説と綾氏との関連性を
裏付けるものとみてよい。
　一方、野中氏は『綾氏系図』にある法勲寺や鵜足郡の地名（註３）には、綾氏の「鵜足郡への進出」が
表現されているとする（野中1990）。『綾氏系図』以外にも、鵜足郡関連の事項が登場するものがいくつか
ある。『綾氏系図』に酷似する嶋田寺本「讃留霊公胤記」にも讃留霊王が鵜足に居住したとあり、『讃岐国
大日記』では讃留霊王が鵜足津（宇多津）へ上陸したとする。また嶋田寺本「讃留霊公胤記」では法勲寺
が登場し、『綾北問尋鈔』でも悪魚の霊を鎮めるために魚御堂または法軍寺を建てたとある。法勲寺は鵜
足郡の内陸部に位置する丸亀市飯山町上法軍寺・下法軍寺を遺称地とする。この地には飛鳥時代～奈良時
代初期の建立とされる寺院跡があり、この寺院跡が古代の法勲寺であった可能性は高い（註４）。『讃岐国
名勝図会』では同地を法勲寺跡とし、福江にあった魚御堂を移して法勲寺とした旨の文を『宇野忠春記』
から引用する。一部の伝説にしかみられないとはいえ、讃留霊王の居住地や上陸地、法勲寺跡の立地と
いった事項からは、野中の指摘どおり綾氏と鵜足郡との関係を読み取ることができる。
　さらに福江の位置づけも同様に捉えたい。古代の阿野郡には、福江のほかに現在の綾川河口付近（坂出
市林田町）にも港湾施設があった可能性がある（西村・佐藤2012）。これらの位置を比較すると福江は阿
野郡でも西端に位置し、国府との距離もややある。しかし、３で検討したように福江は鵜足郡へのアクセ
スが容易な地であり、鵜足郡を流れる大束川下流域との関係も深そうだ。つまり、悪魚退治伝説で福江が
重要視されているのは、福江が阿野郡と鵜足郡を媒介する地であるためと考えられる。綾氏が阿野郡に本
拠地をもちながらも鵜足郡への影響を強めていたとするならば、伝説の中で福江が強調されていても不思
議ではない。

おわりに

　本稿では、悪魚退治伝説諸説に共通して登場する阿野郡沿岸地域を、伝説の伝承に関わった人々が共有
していた空間範囲と推測した。また阿野郡沿岸地域の中でも特に重要なのは福江であり、福江が阿野・鵜
足両郡を媒介する場所であった可能性を指摘した。それはさらに、直接古代の史料にはみられないもの
の、綾氏の鵜足郡への関与が伝説の背景にあると考えた。
 
３　福江も鵜足郡とされているが、『南海通記』に「阿野の福江」、『讃岐国名勝図会』に「阿野郡福江浦」などとあることから福江は

阿野郡に属すると考えていいだろう。
４　安藤文良氏は『綾氏系図』に法勲寺が登場することを根拠に、法勲寺が綾氏の氏寺の可能性を指摘している（安藤 1988）。また川

畑聰氏は、『綾氏系図』の記述に加えて、法勲寺跡と開法寺跡から同文の軒瓦が出土していることを挙げて綾氏と法勲寺との関係を
考えている（川畑聰 1996）。国府に近接する開法寺は阿野郡にあり、綾氏との関連が深い寺院とされる。
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　本稿を作成するにあたり、悪魚退治伝説にみられる地名をもとに古代から中世にかけてのイメージを構
築する佐藤竜馬氏の視点は大変参考になった。
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讃岐国の位置と国府の立地を考える

住谷善慎・十河裕之・佐藤竜馬

Ⅰ．本稿の目的

　本稿では、讃岐国府跡の立地をめぐる歴史的な評価を試みたい。
　讃岐国府の位置については、江戸時代より府中（坂出市府中町）に比定する見解が支配的であり、諸資
料に拠る限り、現状においても府中説が最も妥当な「解釈」であることは動かないであろう。国府がこの
場所に置かれた理由については、ここが讃岐のほぼ中央で南海道に沿い、松山津にも近いという地理的条
件が挙げられることがしばしばであるが、そうした特性が讃岐の他地域よりも優れた「特性」なのかとい
う点、つまり讃岐における国府所在地の相対的評価については、これまでほとんど行われていないのが現
状である。
　国府所在地の相対的評価を行うためには、地形などの自然条件に加えて、古代讃岐国における地域単位

（≒領域）がどのように設定され、構成（編成）されているか、という人文地理的な視点も必要である。
しばしば７世紀後半における在地首長層の勢力関係（朝臣姓を賜与された綾氏の優勢）が、国府設置の背
景として引き合いに出されるが、それは地域編成の問題を前提にして初めて、有効な解釈となるはずであ
る。
　こうした地域編成や官衙の設置には、地域間あるいは地域内での事情が反映されているのはもちろんで
あるが、国家が讃岐国をどのように位置付け、また讃岐国の構成をどのように認識していたのか、という

「中央からの目線」も同時に必要である。律令国家によって初めて明確な形を現した「中央と地方」とい
う枠組みの中で、地方の編成が行われたのである。国府の位置決めは、こうした枠組みと無関係では理解
できないであろう。そこでまず、讃岐国自体に対して律令国家がどのような格付けを行っていたか、検討
してみたい（Ⅱ）。
　ところで、相対的評価のためには、比較材料が必要である。本稿では、（ａ）実際の歴史的事象との比
較検討と、（ｂ）作業仮説としての国府適地の分析、という二通りの方法で比較を試みる（Ⅲ・Ⅳ）。（ａ）
では①郡・郷（特に郷）の構成から見た国府所在地、②国府とほぼ同時期に設定された東大寺封戸の立地
との比較を、（ｂ）では③府中よりも適地に見える讃岐国分寺周辺地域における立地の可能性の検討、を
行う。
　以上の検討を通して、讃岐国府の位置や立地の特性について、整理することとしたい（Ⅴ）１。

 
１　ところで、国府に先立つ７世紀後半～８世紀前半の「初期国府」として、坂出市川津町周辺（令制の川津郷）を当てる見解が、

大林達夫氏により提示されている（大林 1999）。大林氏は、①下川津遺跡に代表される７～８世紀の「官衙的遺跡」群が特記される
内容をもつこと、②朝鮮式山城である城山城の防御対象を東麓（国府）側ではなく、西麓（川津郷）側と見る方が蓋然性があること、
の２点に注目している。その上で、令制の国司制度の成立以前の総領制下において、伊予総領による統治を支える拠点としての「国
府」が存在した、という見解である。大林氏の見解の検証を行うためには、発掘調査の成果を前提にしつつも、考古学的知見だけ
にしばられない議論が求められる。やや遠回りであるが、本稿をそのための序論として位置付けたい。

　　大林達夫 1999「周防国府の成立期の土器の年代観・序章」『瓦衣千年―森郁夫先生還暦記念論文集―』
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Ⅱ．「地方」としての讃岐の位置

１．讃岐国の成立

　領域を伴った形での「中央と地方」は、646年（大化２）の大化改新詔による「畿内」の画定に始まる
と考えてよいであろう。「東は名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山より以来、西は赤石の櫛淵より以来、
北は近江の狭狭波の合坂山より以来」が、「畿内」とされた。『日本書紀』（孝徳紀）のこの記載については、
概ね実際の政策を示していると理解されており、まだ明瞭な領域を伴っていたかどうかは明らかでない国

（国境）による区分ではなく、山や川などの地形による四至が示されているところが特徴的である。領域
的な国は、その下部構造である評（後の郡）の設置や、より広域の軍管区としての総領（大宰）制の実施
などを通じて、670～690年代にようやく確定したとされている。
　こうしたことを踏まえると、667年（天智６）の「讃吉国

4 4 4

の山田郡の屋島城」、671年（天智10）の「讃
4

岐国
4 4

の山田郡の人の家」、689年（持統３）の「讃吉国
4 4 4

の御城郡に獲たる白燕」など『日本書紀』に見える「讃
吉（岐）国」という表記が、書紀編纂時の潤色なのか実態を表したものなのかが問題になる。例えば奈良
県石神遺跡出土の讃岐関係の木簡（７世紀後半）には、「多土評難田」（多度評方田五十戸）とのみ表記さ
れ、「讃岐国」が冠されていないものがあり、あくまで徴税単位としては評が重視されていたことが窺え
るのである。
　これに関連して、大化前代の国造の支配領域についても、一考を要する。周知のように、讃岐の国造に
関しては①神櫛王－鷲住王を始祖とする讃岐凡直、②大伴健日を始祖とする佐伯直、という２系列の伝承
が存在する。『日本書紀』に見える伝承は前者であり、やや下る時期であるが791年（延暦10）に凡直が讃
岐公に改姓された時に、先祖が敏達朝（571～586年）に国造の業を継いだと上奏している（『続日本紀』）。
また、901年（延喜１）には讃岐公が神櫛命の子孫であると主張している（『日本三代実録』）。伝承その
ものは史実ではないが、８世紀よりも以前に讃岐凡直に国造伝承があったことは認めてよいであろう。一
方、後者は『日本書紀』には見えず、861年（貞観３）に佐伯直豊雄らが提出した上奏文に初めて見える

（『日本三代実録』）。景行紀には、日本武尊が熱田神宮に住まわせた蝦夷を播磨・讃岐・伊予・阿波・安芸
に分置した記事があることから、この記事に触発されて日本武尊に従った大伴健日を結び付けた、新たな
伝承とするのが妥当であろう。
　ところが讃岐凡直の先祖が国造を継いだとされる６世紀後葉には、石室・墳丘ともに傑出した規模をも
つ古墳は、凡直の本拠とされる讃岐東部（令制寒川郡）ではなく、讃岐西端部（令制刈田郡）の母神山・
大野原古墳群に存在しており、こうした状況が７世紀中葉まで続いている。母神山・大野原古墳群は「お
そらく讃岐全域から伊予東部にかけた広域的な政治秩序の頂点を順次踏襲した単一の築造系譜」と見なさ
れており２、伝承から想定される国造のあり方とは著しい齟齬をきたす。かつて議論が展開された「凡直
国造制」という広域支配的なあり方で捉えることは困難であろう。「讃岐」国造が令制讃岐国と同じ領域
を管轄していたのかどうかは、なお検討を要する課題といえるが、いずれにしても国造制下の「讃岐国」
がそのまま令制讃岐国へと移行したと見ることは難しいであろう。
　成立後の讃岐国の「格付け」は、10世紀編纂の『延喜式』によると国の規模（等級）としては上国であ
り、都からの距離区分としては中国に位置付けられている。ただし国司の定員や国守の位階（Ⅱ－３参照）

 
２　大久保徹也 2004「讃岐の古墳時代政治秩序への試論」『古墳時代の政治構造　前方後円墳からのアプローチ』青木書店
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からすれば、上国に準じた扱いを受けていたことが窺える。また、対岸の備前国の距離区分は近国である。
こうしたことからすれば、讃岐国は畿内外縁における重要国として、律令国家が認識していたと評価する
ことができよう。ただし、そうした認識には７世紀以前の歴史的経緯により生成されてきた部分と、令制
国成立後に讃岐が新たに獲得・蓄積してきた実績の２者が含まれていると見られる。また背景としては、畿
内から比較的近いという単純な地理的条件にとどまらない、政治的・経済的条件が存在すると考えられる。

２．模範的実践の場

　７世紀中葉～８世紀代の讃岐では、新たなインフラや産業基盤の充実が図られるような施策が実施され
ている。こうした動きは、讃岐一国に限定されるものではなく畿内近国や西国の複数の国で実施されてい
るものの、讃岐国がその中でも重要な役割を果たしていることが窺える。近年の発掘成果も踏まえつつ、
以下に列記する。

【直線道路と地割・郡界の設定】
　南海道は、平野部では直線道路として敷設され、それを基準線として条里型地割が施工され、さらに郡
界も設定された３。その施工時期については、丸亀平野各地の条里型地割関連遺構の状況から７世紀末葉
～８世紀初頭と捉えられている４。四国学院構内遺跡では、南海道想定ライン上で側溝を伴う幅員８m前
後の道路遺構が検出されたが、側溝出土遺物の年代は７世紀中葉～８世紀初頭であり、上限についてはな
お検討の余地を残すものの、７世紀末葉～８世紀初頭を大きな画期とすることは動かないであろう５。
　官道を基準線とした条里型地割の設定は、全国各地で指摘されているものの、讃岐はその施工年代が早
い事例といえよう。また平野毎の方位の違いはあるが、東西に長い讃岐平野と南海道のルートは非常に親
和的であり、広域で面的な条里プランが施工されることとなった。これを前提にした郡界は、河川水系を
無視して極めて機械的に設定されている。

【新技術の応用による勧農】
　764年（天平宝字８）、藤原仲麻呂政権は畿内近国に使者を派遣して池を築かせた（『続日本紀』）。この
時、使者が派遣された畿外の国に、近江・丹波・播磨・讃岐がある。７世紀以前の讃岐では、低地を塞き
止めた堰堤高１m程度の小規模溜池は存在しており、続紀のこの記事は堰堤の造成に高度な技術を要する
満濃池のような大規模溜池の建設を国家が推進したことを示していると推測される。
　大宝年間（701～704）、中規模河川の金倉川を塞き止めた本格的なアース式ダムとして満濃池を創築し
たのは、讃岐国守の道守朝臣（名不明）であった。道守氏は河内・和泉を本貫地とする氏族であり、天武
朝の八色の姓道で朝臣姓を得ている。恐らく狭山池などでの技術や経験の蓄積を活かして、満濃池の築造
が行われたのではなかろうか。８世紀代を通じて、先進的な土木技術が讃岐に注ぎ込まれたことが分る。
　また７世紀代の讃岐では、川津地区遺跡群や旧錬兵場遺跡など平野部の中核的遺跡において、牛馬の骨
の出土量が急増する傾向が明確である。恐らく農耕用の家畜として飼われていたのであろう。これに関連
 
３　金田章裕 1998「条里と村落生活」『香川県史１　原始・古代』
４　森下英治 1997「丸亀平野条里地割の考古学的検討」『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター研究紀要　Ⅴ』特集　７世紀の讃岐
５　条里にもとづく土地呼称法は、讃岐国では761年頃（天平宝字５）頃にようやく始まるが、基礎的な単位をなす「坪」の呼称の定

着はさらに遅れることが指摘されている。
　　伊藤寿和 2010「『条坊呼称法』と『条里呼称法』の導入・整備過程に関する基礎的研究」『日本女子大学紀要　文学部』60号
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して、下川津遺跡では７世紀中葉～後葉の唐犂が出土しており、牛馬耕が急速に普及したことが窺える。
　条里型地割の施工に伴い、湧水を利用する出水（溜井）を組み込んだ灌漑網が段階的に整備され、地域
の伝統的な灌漑方式６がいち早く転換することとなった。

【生産基地の役割】
　日本初の瓦葺き宮都としての藤原宮の造営（680～690年代）にあたり、讃岐国が瓦を貢進している。西
讃地方（旧三野郡）の宗吉窯跡群では、山田寺（吉備池廃寺）系軒瓦や凸面布目平瓦などを焼成して、妙
音寺（三豊市豊中町）や宝幢寺（丸亀市郡家町）など在地の寺院へと大量供給を行った段階の後、藤原宮
式軒丸瓦6278B型式と、軒平瓦6647D型式を生産している。７世紀中葉から本格化した須恵器生産（三野
窯跡群・高瀬窯跡群）を技術基盤に、また眼前の郡津（三野津）を交通基盤とした生産が行われた。藤原
造宮瓦窯は、東讃地方（旧寒川郡）においてもその存在が推定されており、軒丸瓦6278C・Ｅ型式、軒平
瓦6647E型式が該当するという７。
　これらに先行する７世紀中葉～後葉には、旧鵜足郡川津郷に当る川津地区遺跡群において、畿内系土師
器の生産が行われた。官衙的な建物配置と遺物内容をもつ遺跡の一角で、方形基調の焼成土坑が群在して
おり破損品や有黒斑製品、さらに「覆い焼き」に使用された可能性のある粘土塊などが出土した。同時期
の他遺跡とは明らかに異なる畿内系優位の土器組成の背景に、畿内への供給という可能性が考えられてい
る８。８世紀後半～９世紀前半に、旧練兵場遺跡（旧多度郡）において赤彩土師器のような特殊品の在地
生産・流通が行われている９。既述した藤原造宮瓦の生産が、引き続き地域内での藤原宮式瓦の定着をも
たらしたことと併せ、地方への技術・意匠の定着過程を示していると捉えられよう。
　製塩においても、讃岐を含めた備讃地方が有力な生産基地としての役割を担った。６世紀～７世紀中葉
が特に生産が集中しており、西国における大規模生産であったが、７世紀後葉になると遺跡数は激減す
る。ただし激減は備前の邑久郡などで特に著しく、備讃海峡の島嶼部（行政区分上は大半が備前に含まれ
た）では減少傾向は緩やかとされる10。製塩用具の変化（土器から鉄釜へ）の具体的様相が課題として残
るが、全国的規模での重要度を相対的に低下させつつ、なおも主要な製塩国として畿内の経済を支えたと
見ることはできよう。
　陶器（須恵器）生産８ヶ国の一つとして、「筥杯」（直立気味の口縁部をもつ平底の杯か）に重点を置い
た貢納が行われていたこと（『延喜式』）、讃岐を含めた21ヶ国で綾錦を織らせたこと（712・和銅５年、『続
日本紀』）、崑崙人のもたらした綿種を讃岐ほか13ヶ国で栽培させたこと（800・延暦19年、『続日本後紀』）、
山埼橋の材料を讃岐・阿波・伊予に納めさせたこと（784・延暦３年、『続日本紀』）などの記事にも、讃
岐が果たした生産基地としての役割と、それに端を発する産業振興の動きを見て取ることができるのでは
なかろうか。

 
６　出水と小規模河川による複合した灌漑網は、既に弥生時代にその端緒が認められる
７　山崎信二 1995「藤原宮造瓦と藤原宮の時期の各地の造瓦」『文化財論叢Ⅱ』奈良国立文化財研究所
８　片桐孝浩 1997「讃岐の土師器」『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター研究紀要Ⅴ　特集　７世紀の讃岐』
９　松本和彦 2011「調査メモ　旧練兵場遺跡　11区土師器焼成坑（SK01）について」（香川県埋蔵文化財センターのウェブサイトで

閲覧可能）
10　大久保徹也 1992「古墳時代以降の土器製塩」『吉備の考古学的研究　下』山陽新聞社

－ 74 －



３．台閣構成員による讃岐国司の兼任

　太政大臣・左右大臣・大納言・中納言・参議で構成された台閣（議政官）は、国家中枢の太政官におけ
る政策決定機関である。その構成メンバーは、上記の官以外にも中央・地方の官職を兼ねる（兼任）する
ことが多いが、特に参議を中心に地方官である国司を兼任する事例が、８世紀後半以降、急増していく。
例えば、929年（延長７）の台閣メンバーの兼任状況は、以下の通りである（『公卿補任』より、名前の後
の（）内の数字は年齢）。
　　　左大臣　　正二位　　　　藤原忠平（50）　　　（兼）左大将・皇太子傅
　　　右大臣　　従二位　　　　藤原定方（55）　　　（兼）右大将
　　　大納言　　正三位　　　　藤原清貫（62）　　　（兼）民部卿
　　　　　　　　　　　　　　　藤原仲平（55）　　　（兼）按察使
　　　中納言　　従三位　　　　藤原保忠　　　　　　（兼）左衛門督
　　　　　　　　　　　　　　　藤原恒左　　　　　　（兼）右衛門督
　　　権中納言　従三位　　　　藤原兼輔（53）
　　　参議　　　従三位　　　　源　　悦（74）　　　（兼）伊予守
　　　　　　　　正四位下　　　源　清蔭（46）　　　（兼）大蔵卿・備前権守
　　　　　　　　　　　　　　　藤原玄上（74）　　　（兼）刑部卿・近江守
　　　　　　　　従四位上　　　藤原邦基（56）　　　（兼）左大弁・春宮大夫・讃岐権守
　　　　　　　　　　　　　　　藤原扶幹（66）　　　（兼）中宮大夫・大宰大弐
　　　　　　　　　　　　　　　橘　公頼　　　　　　（兼）弾正大弼・播磨権守
　　　　　　　　　　　　　　　藤原当幹（66）　　　（兼）治部卿・讃岐守
　　　　　　　　　　　　　　　平　伊望　　　　　　（兼）式部大輔・中宮権大夫・越前権守
　８名の参議のうち７名が国司を兼任していることが分る。７名が現地に赴任した可能性は極めて低いた
め、正官・権官の別は問題にならない。遙任国司としての、経済的な特典（収入）が期待されてた措置と
いう側面も否定はできないであろう。そうしたことを踏まえつつも、何らかの形で国司を兼任しているこ
と自体に、国家としての意図が反映されていると見られる。そしてこのことは、台閣が国司を兼任した国
に大きな偏りが認められる点からも検討に値する問題である。
　そこで以下では、『公卿補任』をベースにしつつ『国司補任』を参照して、701年（大宝元）から941年（天
慶４）に至る240年間の台閣メンバーの国司兼任国の傾向について、時期別に整理したい。

【カウント方法】
　集計にあたっての方針としては、台閣メンバーがどの程度、国司の地位を占めているかが分るようにカ
ウントした。集計の単位は１年毎であるので、１年の中で該当役職をダブルカウントしないように考慮し
た。具体的には、以下の通りである。
　①当該年（１年単位）において、国司の兼任が見られる場合には、人数の単複に関わらず１件とした。
例えば、ある年の讃岐守をＡが兼任していたが、死去したためＢが新たに兼任することになった場合は、
２件としてではなく１件（つまり讃岐国１件）とした。
　②同一人物が、当該年に複数の国司、あるいは同一国の守・権守・介などを経験した場合には、その都
度１件とカウントした。例えば、ある年にＡが讃岐守と播磨守、または讃岐権守と讃岐守に任じられてい
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た場合は、それぞれを１件（つまり前者は讃岐国１件・播磨国１件、後者は讃岐国２件）として数えた。
　③当該年に同一国で異なる人物が異なる役職を勤めている場合には、その都度１件とカウントした。例
えば、ある年にＡが讃岐守でＢが讃岐権守を勤めていた場合は、それぞれを１件（つまり讃岐国で２件）
とカウントした。
　①を優先したため、②・③のケースでも他者が既に同じ役職を勤めていた場合には、２件ではなく１件
とカウントした。

【時期設定】
　各年の集計を一覧表にした段階で、特定の国への偏在傾向が明瞭になる。この偏在傾向は、複数の国へ
の偏在として現れる。このため、「偏在国のセット関係」として捉えることが可能である。このセット関
係が安定している期間を、一つの「時期」として扱った。したがって、「時期」は何らかの政治的出来事
に連動する可能性もあるが、それは「偏在国のセット関係」の把握とは別の話である。
　セット関係をもとに時期設定を行うと、Ⅰ期（701～751年）・Ⅱ期（752～853年）・Ⅲ期（854～941年）
という３つの「時期」設定が行える。さらにⅡ・Ⅲ期ではやや小さな変動が認められるため、それぞれを
２つの小「時期」に細分することが可能であろう。
　以下、こうした認識にもとづいて、各「時期」の傾向を記述する。

【Ⅰ期（701～751年：大宝元～天平勝宝３年）】
　台閣構成員の国司兼任が、ほとんど見られない時期である。地方制度も含めた律令国家の完成期であ
り、地方統治の枠組みを定着させるために国司の果たした役割がいかに重要であったかを窺わせる。
　例外的に見られる兼任国が、畿内とその近国に存在する。畿内では、「山背国摂官」（大伴旅人）や「知
山背国事」（大伴旅人）・「知河内和泉国事」（阿倍広庭）のような国司の監督を行う地方官や、「摂津大夫」（大
伴牛養）のような京官（内官）が大多数であり、国司としての兼任は「大養徳守」に任じられた大野東人

（740・天平12年）が挙げられるのみである。
　また近国では、但馬国守が１例（732・天平４年、藤原弟貞）、近江守（745・天平17年、藤原仲麻呂）
が挙げられる。藤原弟貞は長屋王の子であるが、母が藤原不比等の娘であるため、長屋王の変の後に藤原

表１　台閣構成員による国司兼任件数一覧

８～12世紀における公卿（参議クラス）の国司兼任件数一覧（『公卿補任』による）

畿内 東国

遠国 中国 近国 近国 中国 遠国

伊予 出雲 備後 備中 讃岐 阿波 因幡 美作 備前 但馬 播磨 丹波 大和 河内 摂津 山城 和泉 近江 伊勢 尾張 美濃 越前 加賀 越中 信濃 遠江 相模 武蔵 上総 下総 上野 下野 常陸 越後 陸奥

Ⅰ期 701～751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ⅱ－１期 752～805 6 2 0 0 5 0 0 9 2 13 8 3 14 2 13 4 0 19 1 1 1 12 0 0 0 0 0 5 4 13 0 0 21 0 4

Ⅱ－２期 806～853 5 0 0 2 7 2 0 18 10 5 11 0 4 2 4 4 1 21 10 8 9 4 3 2 9 1 22 13 0 5 7 15 6 2 2

Ⅲ－１期 854～897 16 0 0 17 28 1 1 4 18 0 29 0 1 1 0 0 0 45 6 0 10 9 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0

Ⅲ－２期 898～941 24 0 4 5 49 0 0 0 40 0 32 0 2 0 0 0 0 36 7 0 8 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

51 2 4 24 89 3 1 31 70 19 80 3 22 9 23 10 1 123 24 9 28 37 3 2 10 1 25 18 4 18 7 18 27 2 6

国別合計 102 4 8 48 178 6 2 62 140 38 160 6 44 18 46 20 2 246 48 18 56 74 6 4 20 2 50 36 8 36 14 36 54 4 12

凡例 １～４件

５～９件

10件以上
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姓となり、その後30年近く台閣に位置を占めた経歴をもつ。長屋王の父である高市皇子の妃（もしくは養
女）に但馬皇女がおり、長屋王邸に居住していたことを考慮すると、弟貞が但馬国守となった理由の一半
を想定したくなる。しかし但馬が、畿内から山陰・山陽道へと分岐する陸上交通の要衝であることに注意
する必要があろう。畿内から東国（北陸・東山・東海道）に向かう要衝であり国力も高い近江国を、藤原
氏が国守として掌握し続けたのと共通した認識が働いていたのではないだろうか。

【Ⅱ期（752～853年：天平勝宝４～仁寿３年）】
　台閣構成員の国司兼任例が急激に増加する。その範囲は、東は陸奥国、西は伊予国にまで及ぶ。特に集
中する地域が、①畿内と近国周辺、②坂東（関東）周辺である。そして各地域において、主体となる国が
変化する点に着目して、Ⅱ－１期（752～805年：天平勝宝４～延暦24年）とⅡ－２期（806～853年：大同
元～仁寿３年）の細別が可能である。
　畿内と近国周辺では、Ⅱ－１期には近江を最多として、大和・摂津・但馬・越前に特に集中する傾向が
見られる。大和は平城京期が４例、長岡・平安京期が10例であり、旧都となってからの兼任例が増加して
いることが分る。一方で、畿内西縁の播磨・美作・讃岐・伊予にも一定数の兼任例が認められることも注
目される。Ⅱ－２期になると、畿内での事例が激減し、畿内東縁（近江・伊勢・尾張・美濃・信濃）と畿
内西縁（播磨・美作・備前・但馬・讃岐・伊予）に、やや分散気味に集中する傾向が見られる。畿内東縁
では、近江を筆頭としている点で、Ⅰ期・Ⅱ－１期からの連続性が認められる。一方、畿内西縁では、但
馬に代わって美作・播磨・備前が急増しており、山陰道に目配りしつつも山陽道、さらに一定数が見られ
る讃岐・伊予を加えると瀬戸内沿岸へと重点が移っていることが指摘できる。
　坂東（関東）周辺では、Ⅱ－１期には常陸を最多（当該期では全国最多）として、下総にもかなりの数

図１　台閣構成員の国司兼任件数分布図（1）
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図２　台閣構成員の国司兼任件数分布図（2）

Ⅱ期 -2 期　806 ～ 853

土佐土佐
阿波阿波

讃岐讃岐

佐渡佐渡

越中越中

能登能登

加賀加賀

飛騨飛騨

信濃信濃

上野上野

武蔵武蔵

下野下野

甲斐甲斐

遠江遠江
駿河駿河

伊豆伊豆
安房安房

上総上総

下総下総

常陸常陸

越後越後

相模相模

三河三河

志摩志摩

伊勢伊勢
機内機内

大和大和
紀伊紀伊

河内河内
摂津摂津 近江近江

伊賀伊賀

山城山城

和泉和泉
淡路淡路

尾張尾張

越前越前

美濃美濃

伊予伊予

安芸安芸

隠岐隠岐

出雲出雲 伯耆伯耆

美作美作
備中備中

備前備前

播磨播磨 丹波丹波

若狭若狭

丹後丹後
但馬但馬因幡因幡

備後備後
石見石見

長門長門

周防周防

日向日向薩摩薩摩

大隅大隅

肥後肥後

豊前豊前

筑前筑前

対馬対馬

壱岐壱岐

肥前肥前

筑後筑後

豊後豊後 卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍

卍卍
卍卍 卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍 卍卍 卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍 卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍

卍卍
卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍

卍卍
卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍

卍卍

南　海　道南　海　道

山　陽　道山　陽　道

西　海　道西　海　道

山　陰　道山　陰　道

北　陸　道北　陸　道

東　山　道東　山　道

東　海　道東　海　道

Ⅱ期 -1 期　752 ～ 805

土佐土佐
阿波阿波

讃岐讃岐

佐渡佐渡

越中越中

能登能登

加賀加賀

飛騨飛騨

信濃信濃

上野上野

武蔵武蔵

下野下野

甲斐甲斐

遠江遠江
駿河駿河

伊豆伊豆
安房安房

上総上総

下総下総

常陸常陸

越後越後

相模相模

三河三河

志摩志摩

伊勢伊勢
機内機内

大和大和
紀伊紀伊

河内河内
摂津摂津 近江近江

伊賀伊賀

山城山城

和泉和泉
淡路淡路

尾張尾張

越前越前

美濃美濃

伊予伊予

安芸安芸

隠岐隠岐

出雲出雲 伯耆伯耆

美作美作
備中備中

備前備前

播磨播磨 丹波丹波

若狭若狭

丹後丹後
但馬但馬因幡因幡

備後備後
石見石見

長門長門

周防周防

日向日向薩摩薩摩

大隅大隅

肥後肥後

豊前豊前

筑前筑前

対馬対馬

壱岐壱岐

肥前肥前

筑後筑後

豊後豊後 卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍

卍卍
卍卍 卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍 卍卍 卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍 卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍

卍卍
卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍

卍卍
卍卍

卍卍

卍卍

卍卍

卍卍
卍卍

卍卍

南　海　道南　海　道

山　陽　道山　陽　道

西　海　道西　海　道

山　陰　道山　陰　道

北　陸　道北　陸　道

東　山　道東　山　道

東　海　道東　海　道

－ 78 －



の事例が見られる。Ⅱ－２期になると、相模を最多（当該期では全国最多）として、武蔵・下野が特に多
くなる。兼任例の最多国がⅡ期を通じて坂東にあることは、それ自体が一考を要する問題であるが、ここ
では陸奥に至る経路や蝦夷政策の後背地としての坂東諸国の何らかの位置付けが反映している可能性を指
摘するにとどめたい11。

【Ⅲ期（854～941年：斉衡元～天慶４年）】
　坂東での国司兼任事例が急激に減少し、僅かに相模・下野（各３例）のみに見られる程度となり、Ⅱ期
のような集中地域ではなくなる。また、Ⅱ－２期で見られた畿内での減少傾向もさらに明瞭になり、畿
内の近国である東縁・西縁エリアという２地域での集中傾向が際立つようになる。この２地域内での主体

（多数）事例の変化から、Ⅲ－１期（854～897年：斉衡元～寛平９年）とⅢ－２期（898～941年：昌泰元
～天慶４年）に細別することができる。
　畿内東縁では、近江（71例）を圧倒的多数による筆頭にして越前（21例）・美濃（18例）・伊勢（13例）
の４ヶ国が多数を占める状況が見られる。近江を結節点とし、より東側の東山道（美濃）・北陸道（越前）・
東海道（伊勢）諸国を配するという組み合わせである。Ⅲ－１・２期では越前・美濃・伊勢の順位が入れ
替わる程度にとどまることから、極めて安定した兼任国の選定が行われていることが分かる。この安定状
況は、Ⅱ期に一定数を占めた尾張と信濃を欠落させ、より対象国を絞り込む形で現出している。
　畿内西縁では、讃岐（77例）・播磨（61例）・備前（58例）の３ヶ国が圧倒的に多く、Ⅲ－１期では播磨・
讃岐がほぼ同数で筆頭に位置し、Ⅲ－２期は讃岐・備前が若干の差をもちながら卓越するという状況が認
められ、３ヶ国を基軸に兼任国の選定が行われたことが分かる。これに加えてⅢ－１期には備中（17例）・
伊予（16例）、Ⅲ－２期には伊予（24例）が３ヶ国に迫る兼任数をもちながら推移している。畿内東縁と
は逆に、対象国を拡大しつつ近江と同等の兼任国を複数生み出している。
　兼任国の範囲としては、ほぼ同規模のエリアが畿内の東側と西側に固められていく傾向にあるといえる
が、東側が絞り込みによって量（兼任数）的まとまりを生み出すのに対し、西側は複数国で量を拡大し、
東側を凌ぐようになった。兼任国の選定が、畿内の外縁で行われるようになったこと、その中でも「西高
東低」的な指向をもつことに注目しておきたい。

【讃岐国の格付け】
　以上Ⅰ～Ⅲ期における讃岐での国司兼任数は、89例である。これは近江（123例）に次ぐ多さであり、
播磨（80例）・備前（70例）・伊予（51例）よりも多い。讃岐での事例を時期別に見ると、Ⅰ期が０件、Ⅱ
－１期が５件、Ⅱ－２期が７件、Ⅲ－１期が28件、Ⅲ－２期が49件であり、８世紀後半から兼任対象国と
して次第に事例を増やし、９世紀後半以降に激増することが分る。Ⅰ期以来の近江の安定的な状況とは異
なっており、播磨・備前・伊予と共通する傾向である。
　既に述べたように、台閣構成員の国司兼任の背景には、それに伴う権益などの要素も挙げられるであろ
うが、９世紀後半に始まる「西高東低」的な指向は、単に台閣構成員の収入源というだけでなく、生産力
や交通関係に裏打ちされた地方支配の実が挙げられるエリアとして、畿内西縁部＝東部瀬戸内地域が重視
されていたことを物語るのではないだろうか。

 
11　例えば、太平洋沿いに進み勿来関に至るルート（上総－下総－常陸－陸奥）と、内陸を進み白河関に至るルート（相模－武蔵－

下野－陸奥）の拮抗関係など。
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図３　台閣構成員の国司兼任件数分布図（3）
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　ところで、讃岐への国司兼任事例が増加するⅢ期に、菅原道真が国司として讃岐に赴任している。道真
の讃岐赴任については、従来は藤原氏との対抗関係などが伏線にあり、京官から外官へと「外された」人
事と評価される向きがあった。しかし近年では、地方支配の建て直し政策の一環として、能吏の道真を重
要国である讃岐国司として派遣したという見解が示されている12。
　道真にとどまらず、９世紀後半には地方経営を積極的に行う実務型の能吏が、讃岐に多く赴任してい
る。満濃池の修築を行うことで、勧農政策を積極的に推し進めたと見られる弘宗王（讃岐権守、852～855
年：仁寿２～斉衡２年）、やはり勧農政策を推進してその実を挙げた紀夏井（讃岐守、858～863年：天安
２～貞観５年）・阿倍興行（讃岐介、878～880年：元慶２～４年）・藤原保則（讃岐権守、882～885年：元
慶５～仁和元年）などが、該当する。
　また、長官・次官職の時には遙任の可能性が高く、特に長官職の時には台閣構成員としての兼任となる
が、讃岐権少目から讃岐掾を経て、讃岐介・讃岐権守・讃岐守を歴任した紀長谷雄のような能吏の存在も
注目される。現地赴任の讃岐国司に能吏を重点的に充てる政策と、台閣構成員の讃岐国司兼任は、ほぼ同
時進行で行われたことを象徴的に示していよう。
　讃岐の近国でも紀伊・淡路・土佐・安芸などでは、10世紀以前には台閣構成員による国司兼任は見られ
ないし、阿波・備後なども極めて少数例にとどまっている。これらを踏まえると、９世紀後半～10世紀中
葉において、讃岐国は中央政府からかなり重要視されていた地方と見ることができる。７世紀中葉から８
世紀代において、様々な施策の模範的な実践が繰り返され、一定度の成果を挙げてきたことが、その前提
の一部をなしているといえよう。
　10世紀後葉～12世紀前半も、讃岐国は有力な兼任国として続く13。その一方で11世紀初頭から、掾・目
に佐伯・綾・凡など在地の有力氏族が散見されるようになる。やがて彼らが在庁官人として国衙の実務を
分掌していくようになるが、鎌倉時代いっぱいまで続く留守所の活動も、模範的実践で鍛えられ、蓄積さ
れた一つの成果といえるであろう。

Ⅲ．歴史的事象における国府の立地

１．郷の構成から見た阿野郡甲智郷

【甲智郷の中の国府・府中】
　讃岐国府が置かれたと考えられる府中は、近世には阿野郡南（南条郡）府中村と呼称されていたが、『寛
永十年讃岐国絵図』には新宮・迯田・陶村・畑田とともに「甲知郷」として一括されている。甲知郷は、『和
名類聚抄』に見える「甲智郷」の近世における遺称地名である。国府が甲知郷に属するとの認識は、遡っ
て1406年（応永13）に成立した『白峯寺縁起』にも「国苻甲知郷鼓岳」と記されており、15世紀初頭には
既に存在したことが確認できる。14世紀初頭までは留守所などの国府の施設が存在したことを踏まえれ
ば、少なくとも中世の国府が甲知（甲智）郷に存在したことは認めてよいであろう。
　問題になるのは、国絵図で示されるような甲知郷の範囲が、どの程度古代の状況を伝えているか、とい
うことである。近世初頭の甲知郷は、綾川中流域と支流の富川流域を領域の主体にしているが、府中・新
 
12　平田耿二 2000『消された政治家　菅原道真』文芸春秋
13　ただし982～1019年（天元５～寛仁３年）には僅か２例と激減し、その後再び急増している。
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宮周辺の平野部以外は綾川・富川に沿った狭長な開析谷と、それを囲む比高差の大きな丘陵から成ってお
り、まとまった地理的単位とはいい難い。その意味では、近世の陶村・畑田村・府中村の方が地理的なま
とまりをもつ地域単位といえる。
　取りあえずは、近世初頭の郷を参考にしつつ、讃岐国内の郷の領域のあり方を整理し、その中で甲智郷
の特質を検討することとしたい。

【郷域と居住域】
　『和名類聚抄』に記載された讃岐国90郷には、９～10世紀に新たに立てられたものもあり、逆に『和名
類聚抄』には見えない郷名が８世紀の木簡で明らかになった事例もある。このため、『和名類聚抄』記載
郷がそのまま７世紀後半の「五十戸」に対応するのではなく、また国家の税制が人頭税から地税に変化し
ており「郷」のもつ意味合いが変化していることも考慮に入れる必要がある。特に広大な山野や海浜部と
いった生活後背地を抱える郷の場合、このことを念頭に置くため、郷（里、その前身の五十戸）を構成す
る集団の居住域を、遺跡の分布や地名などを参考に想定した（図４）14。
　その結果、①郷域と想定居住域がかなり近い範囲をもつ類型（類型１）、②郷域が想定居住域を上回る
範囲をもつ類型（類型２）、③郷域が想定居住域を大幅に上回る範囲をもつ類型（類型３）の３者に大別
することが可能である。
　　　　《類型１》　長尾・高松・坂出・丸亀・三豊の各平野の、主に中央部で見出すことができる。この

類型の郷の領域は概ね１～２㎞四方であり、後背地たる山野を直近に伴わない場合もあ
る。

 ●寒川郡中央部　　神埼郷

 ●三木郡中央部　　高岡郷

 ●山田郡中央部　　本山郷・田中郷・拝師郷・宮処郷・池田郷・坂本郷・蘇甲郷

 ●香川郡中央部　　大野郷・多配郷・大田郷・笑原郷・成相郷・河辺郷・中間郷・飯田郷・百相郷

 ●阿野郡北部　　　林田郷・鴨部郷・氏部郷

 ●鵜足郡中央部　　小川郷・二村郷

 ●那珂郡中央部　　良野郷・高篠郷・櫛无郷・垂水郷・喜徳郷・郡家郷・柳原郷・金倉郷

 ●多度郡北部　　　良田郷・葛原郷・三井郷・吉原郷・弘田郷・仲村郷

 ●三野郡中央部　　高野郷・熊岡剛・本山郷

 ●刈田郡中央部　　紀伊郷・柞田郷・坂本郷・高屋郷

　　　　《類型２》　長尾・高松・国分寺・坂出・丸亀・三豊の各平野の周縁部に見られる。郷の領域は、
概ね幅２㎞、長さ５㎞程度であり、領域の一方以上に丘陵部を伴うものが多い。

 ●寒川郡中央～北部　　　長尾郷・造太郷・多和郷

 ●三木郡北～南部　　　　幡羅剛・井上郷・池辺郷・田中郷

 ●山田郡北・南部　　　　喜多郷・高松郷・三谷郷

 ●香川郡中央部　　　　　坂田郷

 ●阿野郡中央～北部　　　山本郷・新居郷・松山郷・羽床郷

 ●鵜足郡中央～北武　　　津野郷・川津郷・坂本郷・井上郷・栗隈郷
 
14　あくまで「安定した居住が可能な条件を備える地域」という意味であり、実際にその地域全体に集落が認められるというわけで

はない。
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 ●那珂郡南部　　　　　　子松郷

 ●多度郡南部　　　　　　生野郷

 ●三野郡北部　　　　　　高瀬郷

 ●刈田郡中央部　　　　　山本郷

　　　　《類型３》　引田・大内各平野の全域、長尾・高松・坂出・丸亀・三豊の各平野の外周部に見られ
る。郷の領域は、５㎞四方を大きく超えるか、長く延びる場合では長辺で10㎞以上に達
する。領域の大半が山野であり、想定居住域は領域の一端にとどまる。

 ●大内郡全域　　　　　　引田郷・白鳥郷・入野郷・与泰郷

 ●寒川郡北・南部　　　　難破郷・石田郷・長尾郷・鴨部郷

 ●三木郡北・南部　　　　牟例郷・氷上郷

 ●山田郡南部　　　　　　殖田郷

 ●香川郡北・南部　　　　笠居郷・井原郷

 ●阿野郡中央～南部　　　甲智郷・山田郷

 ●鵜足郡南部　　　　　　長尾郷

 ●那珂郡南部　　　　　　真野郷

 ●三野郡西・東部　　　　託間郷・勝間郷・大野郷

 ●刈田郡南部　　　　　　姫江郷

　以上の類型の分布を見ると、平野部のほぼ中央に類型１が集中し、その縁辺に類型２、さらにその外周
に類型３という形で、同心円状に郷の配列が見られることが分かる。同心円構造が典型的に認められるの
は丸亀平野と高松平野であり、長尾平野では類型１が、三豊平野では類型２が低調な傾向にある。しか
し、これらの平野では、同心円のほぼ中央を南海道が通過するという傾向が明確である点で共通する。
　国府推定地の所在する坂出平野における郷の構成を見ると、類型１（鴨部・氏部・林田３郷）を中心に
して、その東西に類型２（松山・山本２郷）、南側に類型３（甲智郷）が存在する点で、やや不整形なが
ら同心円構造を取ることが分かる。ところが南海道は、類型１のエリアではなく類型３のエリアを通過し
ており15、坂出平野のみが同心円構造の中央を通過しないことになる。
　南海道が広域にわたる官道であることを考慮すると、坂出平野のみが南海道のルートと地域構造が不整
合である理由として、その両側の高松・丸亀平野での南海道の位置決めを前提としている可能性が指摘で
きる。

【遺跡の消長と甲智郷エリア】
　ところで、坂出平野における古墳の分布状況を検討した渡部明夫氏は、甲智郷周辺である「平野南西端
において、白砂古墳から新宮古墳に至る有力古墳を、４世紀から６世紀にかけて一貫して築造し続けた集
団が最も強い勢力をもち、この集団が坂出平野における指導的地位を保っていたと考えられる」と見なし
ている16。しかし、これらの古墳が眺望の効く平野背後の丘陵上に立地していることや、坂出平野周辺の
古墳の分布が臨海部の松山地区周辺に見られる以外は、平野南半部に連続的に集中・累積しており、その

 
15　詳細な位置については、本紀要掲載の佐藤原稿（67～71）で記したように不明とせざるを得ないが、「河内駅家」の存在から考

慮すると、甲智郷内を通過していたことは間違いないであろう。
16　渡部明夫 1998「考古学からみた古代の綾氏（１）－綾氏の出自と性格及び支配領域をめぐって－」『財団法人香川県埋蔵文化財調

査センター研究紀要Ⅵ』
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内部での細分がむしろ困難であることを踏まえると、特定の小地域（この場合は郷単位程度）を念頭に置
いたグルーピングが適切なのかどうかを、再考する必要があろう。
　その点、古墳時代の状況が不分明であるものの、弥生時代において歴代の中核的な集落が形成されたの
が、鴨部郷（氏部郷含むか）のエリアであることは、本鴨遺跡（前期～中期前半・後期）、烏帽子山遺跡・
明神原遺跡（中期後半）、樋ノ本遺跡（弥生時代後期）などの存在からうかがうことができる。一方で、
甲智郷における弥生時代集落が小規模で継続性に欠けることは、讃岐国府の発掘調査から推測される17。
材料不足の感はあるが、このように見ると甲智郷内での集落構成は、鴨部郷・氏部郷のように安定した平
野部の微高地を中心にしたコンパクトなまとまりではなく、散在的な傾向にあることが考えられる。
　例えば十瓶山窯跡群に近接した陶台地の西村遺跡において、銅製巡方が出土していることは、須恵器の
生産集団とその管掌者の存在をうかがわせる材料であるし、同様に『菅家文草』巻第三　196に詠われた
杣人のような存在も注目される。このように見ると、甲智郷では山間部の生業を行う集団が多数存在して
いた可能性がある。甲智郷を阿野郡の中心的なエリアと見なす見解は、８世紀以降に国府が置かれたこと
からの逆読みであり、むしろ坂出平野における中心部（鴨部郷・氏部郷）ではなく縁辺部に国府が置かれ
たと見なす方が妥当なのではなかろうか。

２．東大寺封戸と讃岐国府

【南海道における東大寺封戸】
　讃岐国府が置かれた頃とほぼ同時期か、若干後出する時期に、東大寺の封戸として讃岐国内の３郷が施
入された。東大寺封戸は、各地の郷（里、50戸）をまるごと東大寺封戸に指定している点が特徴的であり、
７世紀に建立された寺院（法隆寺・川原寺など）の封戸（寺封）が、郷の一部を充てたものの集積である
のとは異なっている。
　東大寺封戸については複数の史料があり、その記載内容に若干の矛盾も認められるが、讃岐の３郷は
752年（天平勝宝４）の大仏開眼供養後に、「寺家のさまざまな経費に永く充てるため」施入された1,000
戸に含まれる（「造東大寺司牒」東大寺文書）。この時、封戸に指定されたのは、西国では丹後国の４郷

（200戸）を除くと全て南海道（四国）であり、阿波国２郷（100戸）・讃岐国３郷（150戸）・伊予国２郷（100
戸）・土佐国２郷（100戸）となっている。これらの封戸指定地の立地には、共通性を認めることができる
ので、以下に列記する。
　《阿波国》　板野郡高野郷　旧吉野川河口部よりやや遡った一帯で、南海道の郡頭駅家（こうづのうま

や）が近くに置かれる。郡頭＝郡津・国府津で、板野郡ないし国府の津があった
可能性がある（現・板野郡板野町・藍住町付近）。

　　　　　　美馬郡御津郷　吉野川上流域の南岸一帯で、郷名と大きく蛇行する吉野川の形から、川津が
あったと推定される。北は阿讃山脈を真鈴峠・東山峠を越えて讃岐に出ることが
でき、南は四国山地経由で土佐方面にアクセスできる（現・三好郡東みよし町付
近）。

　《讃岐国》　山田郡宮処郷　新川河口から遡り、吉田川との合流点を控える一帯で、南約２㎞を南海道が
走る（現・高松市前田東町、前田西町付近）。

 
17　本紀要掲載の佐藤原稿（05）参照。
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　　　　　　香川郡中間郷　本津川河口から遡り、古川との合流点を控える一帯で、東側には香東川も流
れる。郷域内を南海道が通る。隣接する飯田郷内の「津内山」から、合流点付近
での川津があった可能性（現・高松市檀紙町、御厩町付近）。

　　　　　　鵜足郡川津郷　大束川河口をやや遡った一帯で、南約1.5㎞を南海道が走る。郷名から、川
津があったことは確実（現・坂出市川津町付近）。

　《伊予国》　温泉郡橘樹郷　重信川と支流の石手川を遡り、小野川（上流に斉明天皇仮宮の可能性が指摘
される久米官衙遺跡群）との合流点一帯。郷内を南海道が通る（現・松山市立花
町・小栗町付近）。

　　　　　　風早郡粟井郷　粟井川と高山川河口にはさまれた臨海性の小平野。郷内を南海道が通る
（現・松山市粟井河原周辺）。

　《土佐国》　土佐郡鴨部郷　鏡川を遡り、神田川との合流点を控えた一帯で、郷内もしくは直近を南海道
が通る。合流点付近に郡頭神社（郡津？）があり、川津が存在した可能性がある

（現・高知市石立町、城山町、鴨部町周辺）。
　　　　　　吾川郡大野郷　仁淀川河口と、やや遡った左岸一帯。郷内を南海道が通る（仁淀川を渡る）。

やや下った場所に「フナト」（岐）地名があり、各所に川津が存在した可能性（現・
高知市春野町、吾川郡いの町）。

　以上のように、①川を少し遡ったところにあり、川津の存在をうかがわせる地名が多く見られること、
②郷内もしくは近くに南海道が通っていること、③比較的安定して開けた平野部にあり、背後（周囲）に
山を控えていること、など共通した立地の特徴を備えていることが分かる。
　①・②は水陸の交通の要衝であることを、③は安定した農業生産地で山の生業を控えていることを示す。

図５　四国における東大寺封戸分布図
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東大寺への貢納品目には糸・絹・綿・米・大豆・小麦・油・紙のような物品と、仕丁つまり労働力提供が
あるが、必要に応じて塩・鉄・干鯛・桧皮なども求められているから、交易によって入手しなければなら
ない物品もあったと思われる。
　 国家は、交易には好条件の①・②のような場所についての情報をもっており、そうした場所を地方支
配の足がかり（拠点）候補地として認識し、留保していたのではないだろうか。

【讃岐国府の立地との共通性】
　ところで、上記特徴①・②は、讃岐国府の立地とも共通する。特徴③については、既述のように山の生
業という点では共通した部分をもつ。
　宮処・中間・川津の３郷が、讃岐の中央部に位置していることも注目される。３郷の存在するエリアは、
国府以後の中世守護所（宇多津）や建武政権の拠点（高松郷）、近世城下町（平山・高松）など、讃岐一
国の支配拠点が置かれた範囲に収まり、歴史的に中央政権（国家）との関わりが深い地域である。このエ
リアが支配拠点の地として選ばれたのは、瀬戸内海の難所である備讃海峡があり、その東西にある平野部
が国家にとって重要なポイントと認識されたからであろう18。
　以上のように見てくると、讃岐における東大寺封戸の選定地は、「あり得たかもしれない」国府の候補
地とも評価できるのではないか。
　讃岐中央部で特徴①～③を備える讃岐国分寺も、これに加えることができるかもしれない。そこで次
に、作業仮説として国分寺周辺での立地の特性を考えてみることにしたい。 （佐藤）

Ⅳ．国府立地の検討～作業仮説としての国分寺平野～

１．立論にあたっての考え方

【基本的スタンス】
　思えば、2009年４月にボランティアに応募、５月25日に第１回の研修会に参加以来微力ではあるが続い
ている活動である。2010年、そして2011年と職員の皆さんには丁寧なご指導いただき、また、ボランティ
アの熱心な皆さんと一緒に、アレコレと時間の許す限り国府に想いを馳せたり、現場を歩いたりする時間
であった。ゼネコン出身の小生としては、まずこの探索事業をプロジェクトとしてとらえることからス
タートした。つまり、最初の数年は頭仕事と位置付けて、アイディアの書き消しをやってみよう。で、そ
こそここれなら行ける、と見通しがつけば手足を動かし力仕事にはいろう、と漠然をした流れを形成して
いた。
　この頭仕事とは、スタート（始点）は、もし私が国府の施設計画者とすれば、どう計画するか、という
極めて大胆な想いをベースにし、計画条件、事例調査、必要機能の確認、施設規模のイメージ、立地条
件、アクセス（官道、駅家）、港湾、市などをできるだけ具体的にイメージすることである。年代的には
数百年間の国府存在期間（西暦700年頃から1000年頃か？）ではあるが、一応、情報として国府所在につ
いて比較的豊富な漢詩を残した讃岐国守菅原道真時代（西暦888年前後）に設定した。道真の心境になれ

 
18　渋谷啓一 2009「古・高松湾と瀬戸内世界」『中世讃岐と瀬戸内世界　港町の原像・上』岩田書院
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ば、とも思うがとても私の文学的センスでは無理である。
　一方、当面のゴール（終点）は讃岐国府の所在をピンポイントで、できれば、施設計画の考えをベース
にして、その配置図を描くこととした。究極のゴールは無論、国府跡を発掘し、出土物を検証し、特定す
ることである。
　それと同時に、考古学のコの字、発掘のハの字も知らない私ができることは一体何なのだろうか？どん
な方法であればゴールに到達できるだろうか？何かまとまった形を成すにはどうすればいいのか？とば
口はどこだろうか？等々自問自答の悩ましい日々も続いた。ただ、希望観測的には何事も石の上にも３年
で、がんばれば素人の域を卒業でき、多少はアマチュアの領域に入れるかもしれないという、ほのかな希
望があるのみであった。

【経緯】
　国府探索ミステリーハンターの活動を開始してから、しばらくして頭の底に生じた素朴な疑問は「古代
阿野郡は現在の坂出市東部、高松市国分寺町、綾歌郡綾川町の範囲だったことが推定できるのである」と
いう『讃岐国府跡を探る』24頁の一文である19。
　なぜ、今までに、国分寺町の話がないのだろう？ひょっとすると、国分寺にもいくばくかの可能性があ
るのでは？1/3である国分を切り捨てるのはなんだか惜しい気が漠然としていた。
　そうこうするうち、３年目の2011年に入り、それまで何度も車で往復した高松－鬼無－端岡－国分寺－
新宮－埋文センターの往復において、国分が南に広く開け、しかも、府中とはゾーニング的に住み分けて
いる。これは立地するにふさわしい、とますます自信を深めた。そこで、５月に一気にジャストアイディ
アとして計画書をとりまとめた。さらに、たまたま６月初旬、国分尼寺の僧坊跡礎石の説明会を聞き、現
地周辺を歩いたりして、大地の雰囲気を味わったりした。
　６月下旬ころ、Yahoo地図で国分や中居周辺を見ていると、小河川４本の南へ下る流路に90度の曲がり
箇所があったり、なかったりしていることに気付いた。なぜ90度の曲がりがあるのだろう？しかも、３か
所もある川もある。特に、注目したのは、現在の国分寺の東側の地域である。地名では中西である。これ
は何かありそうだ、と直感した瞬間である。
　７月にはいり、体調をくずして調子がよくなかったが、デスクワークで令制下の諸国の国府、国分寺、
国分尼寺、国司館、官道、駅家等をトレペに落とし込んで、立地事例として、その距離感や標高イメージ
などを掴んだ。約60国である。
　いよいよ８月、佐藤氏、十河氏、葛原さん、11月には佐藤氏、十河氏とともに現地の中西を中心に探
索、瓦片を収集、地元の人にヒヤリング、地勢調査、国分八幡神社参拝（神社由緒に多大な関心を持つ）、
小河川の流路実見、などの活動を精力的に行った。結果、社伝にいう「当社は、当国國分寺の鎮護並びに
阿野七郷の産土神として創祀された」とのことから、この国分八幡宮の所在する地が阿野郡の範囲であっ
たこと。また、国分八幡宮という名称は、「爾来、岩川（岩河）八幡、国府八幡と称えられ、昭和に入り、
國分八幡宮と改名した」とあることから、元は国府八幡と呼ばれていたこと、などが分かった。
　10月には、島根大学大橋泰夫教授の「国府を考える－国司館を中心に－」の講座を実にタイミングよく、
聞くことができ、出雲国や下野国の国府・国司館等の具体的な立地にかかわるイメージを目にすることが
できた。

 
19　大山真充 2010「讃岐国府とは」『讃岐国府跡を探る』香川県埋蔵文化財センター
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２．施設としての国府を計画するとすれば

【議論の前提】
　以下の事項が考えられる。
　①「現在の国分・中西・新居は古代阿野郡に含まれていた」とする。
　　　この根拠については、江戸時代の寛永国絵図、国分八幡宮の社殿にいう「阿野七郷の産土神云々」

とする。いずれも文献史料上、あるいは考古学上、当時の明確な国境、郡境、里境が不明の状況では
あるが、阿野郡の範囲であるとすることの有力な根拠と考えられる。

　②道真の貴重な漢詩から下記の位置情報を重視する。
　　　「開法寺の中　暁にして鐘に驚く」の註として、「開法寺は府衙の西に在り」という記述があり、逆

に、国府（府衙）は開法寺の東に在った、といえる。
　③国分台の南麓、あるいは、蓮光山東麓、端岡丘陵には古墳は所在しない。即ち、国分寺立地にふさわ

しい、清浄な空間のイメージを維持している場所であろう。
　④国分寺、国分尼寺、国府の瓦は、近在する府中山内瓦窯跡から搬入したとする。

【フロー】
　国府の所在をピンポイントで比定めるための道筋（フロー）を立ててみた。議論が可能な実体の伴う内
容を中心に道筋を組立てることを念頭に置いた。霧の中を手さぐりで進むにしてもなにがしかの道しるべ
は必要である。間違えたと思えば、少し後戻りをして、そこで、新たな方向を考えればよいだろう、と極
めておおらかな道中である。
　①現時点で明確な国分寺と国分尼寺の位置は、国府所在がどこに所在しようと、ほぼ当時の原位置であ

ろう。つまり、創建以降の移設はないものとして、アンカー（固定）点とする。
　②この２定点をもとに、当時の官道である南海道を推定する。
　③現地の地形で、微高地を探るためにザックリあたりを付ける意味合いで、Google Earthから等高線を

落とし込む。
　④全国の国府所在、郡衙所在の事例を調査して、比較的標準的なものを代表例とする。これにより、国

庁を中心とする国府域、あるいは、郡庁を中心とする郡家域の面積をイメージする。
　⑤中西地域に上記の国府域を無理偏にゲンコツで落とし込んでみる。どんな配置（レイアウト）図にな

るか？周辺との折り合い（納まり）はどうか？不都合が生じた場合は、修正してより合理的な配置を
求めればよい、としよう。この配置図が目指すゴールである。

【基本的な施設計画条件】
　施設計画をするとすれば考えられる基本条件について述べる。
　施設を計画する際に重要な要素は、国府としての必要機能、官人の人員配置、現地採用の人員配置、必
要施設（特に、国庁は正殿、脇殿、後殿、庭。他に国司館、駅家、厨など）、建屋仕様・規模・面積・棟数・
配置、門位置、外構（柵、塀、溝など）、官道からのアクセス、現況（開発前は森、林などのいわゆる未
墾の地であっただろう）、資材搬入路、水利（排水、防火水、井戸からの飲料）、国府市

いち

などである。
　赴任国司、倉庫（正倉）、駅路・駅家については運用も含めて延喜式、『令集解』に職員令、倉庫令、厩
牧令で規定している。また個々の建築物については現在の建築基準法のような令があったかもしれない。
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【計画するに際して考慮する条件】
　①在地の既存勢力として評以来、郡となってもその領域を支配した象徴である郡家域（郡庁、曹司、氏

寺、正倉）には、国の施設は近寄らないだろう。中央からの派遣官人の国守施設とはいえ、無用の摩
擦を避けるための住み分けである。こうした国施設の建設用地についても、既存勢力の開発地（郡
衙、氏寺は無論のこと、人家、田畑などの郡民施設）に影響を与えずに、新たな開発地を手当てし、
切り開いたであろう。ちなみに国分寺、国分尼寺、官道（南海道）、駅家も国の施設である。

　②南に開く地勢とすること。ほとんどの国庁は南北を中軸線とし、南門を設置。国司は南に向って、郡
司等に対峙する。元旦の朝賀儀式空間を維持するためである。

　③国府立地は国分寺、国分尼寺から数㎞程度離れている事例が多い。数10㎞も離れての立地はまれであ
る。この場合は何かの事情により、国府が遠く離れて移転したと思われる。

　④できれば国分寺、国分尼寺との距離については中軸線間距離を完数とすること。国府が近接している
場合には、国分寺中軸線から例えば、１里とか２里とかの完数である方が、立地設計しやすい。あえ
て、1.35里などと複雑にする必要もない。かといって、この辺りに、適当に国府を配置すれば、とも
思えない。そこに決定した理由はそれなりにあっただろう。

　⑤水害・洪水に備えること。河川近くに立地する場合には、攻撃斜面を避けるだろう。
　⑥地盤強固。建築物の地盤基礎は版築法で突き固めたり、荷重のかかる柱基礎には礎石を置いたりした

だろう。
　⑦正倉には火災に備え側に池や渠を置く。正倉には50丈の離隔距離をとる。風通しのいい場所とする。

実際には、もう少し詳細に倉庫間の離隔距離などを規定している。50丈はいくらなんでも離れすぎな
ので、５丈（約15m）かもしれない。

図６　讃岐国分寺周辺の４本の河川
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　⑧建設資材（瓦、木材。石材など）が近場から調達できること。
　⑨建設資材運送に適する水運などが使えること。
　⑩国庁のほかに、国司館、客館、曹司、厨、駅家、雑舎など、機能上、必要とする諸施設を配置すること。
　⑪国庁と国司館は何㎞も離れない。土佐国（国司紀貫之）、近江国、あるいは、越前国（国司大伴家持）

の事例でも、比較的近接している。
　⑫水利。井戸からの飲料水、雨水・生活排水、正倉付設するばあいには防火水利の確保。
　⑬施設必要面積は国庁域でザックリ100m四方。正倉を有したとすると、ザックリ200m四方の面積は要

したであろう。他に、国司館、曹司等を考慮すると、別途100m四方程度の居住空間が必要であった
だろう。

３．現地での検討結果

【４本の小河川】（図６）
　小河川①、②、③の90度曲がりは人為的に付け替えたものと思われる。この扇状地の小河川の流れとし
て④の中流以降の流れが自然であろう。付け替えたとすればいつ、誰が、ということは不明ではあるが、
特に、①の国分寺側は、常識的には国分寺建設前であろう。建設した後に、小河川とはいえ、洪水に見舞
われて、被害を受けたのであわてて流路を変更した、とは思えない。とすれば、②の河川についても、そ
の曲がりの南側に河川の流れを変える程の何か重要な施設があっただろう、と推測できる。

【等高線から見た微地形】（図７）
　いきなり、現地の測量をかけても意味がないので、微高地や地形イメージのあたりを付けるために
Google Earthを使って住宅地図（ゼンリン）に等高線を落とし込んだ。（正式には国土地理院の水準点情

図７　讃岐国分寺周辺の等高線
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報が基準となる。ちなみに、中西のいずみ保
育園近辺では31.6mとある。）その結果、G.E
数値で32m等高線がやや北東－南西方向の細
長い帯状の微高地が見つかった。ザックリで
はあるが、周辺地形を目に見える形にした。
むろん、奈良・平安時代を経て現在にいたる
までに、用地開発のために人手がはいり、人
為的に削平された可能性は十分にある。

【国分寺・国分尼寺・国府中軸線】（図８）
　天平13年（741年）聖武天皇により国分寺
建立の詔が出され、各国には国分寺と国分尼
寺が一寺ずつ、国府域内か周辺に置かれた。
僧寺は僧20人、尼寺は尼僧10人をおいた。多
くの場合、国庁とともにその国の最大の建築
物であった、といわれる。
　国の施設として、国分寺、国分尼寺、国府
の創設順、あるいは、時期については特定す
ることは困難ではあるが、私は下記のように
想定する。
　讃岐国分寺については、
　　『続日本紀』天平勝宝８歳（756）12月20 
　日条
　　越後。丹波。丹後。但馬。因幡。伯耆。 
　出雲。石見。美作。備前。備中。備後。安

藝。周防。長門。紀伊。阿波。讃岐。伊豫。土左。筑後。肥前。肥後。豊前。豊後。日向等廿六國。
國別頒下潅頂幡一具。道塲幡四十九首。緋綱二條。

　と記載されているので、この時期（西暦756年以前）には堂宇が完成していたと思われる。
　とすると、国分寺建設に先立ち、選地が実見され、伐採・整地・縄張りが行われたであろう。と同時に、
この国分寺建設に先立ち、予算・工事工程、品質、調達等の施工管理責任を持つ国司が現地に赴任し、建
設の指揮・監督をしたであろう。つまり、国司は建設組織の長として、官人や郡司などを率いて指導・監
督し完成させたのである。とすれば、国府はこの近くに、国分寺建設に先だって所在、機能していたとし
て良いだろう。
　結果、国府⇒国分寺⇒国分尼寺の順に建設された、としたい。ただし、用地選定上、最重視されたのは
国分寺と思われる。敷地規模（寺域）が東西220m、南北240mと広大な故、一度、その配置を決定すると、
堂宇の再建を含めて移転が極めて困難だからである。建設計画上での、特に注目すべきは国分寺の中軸線
と東西の測量基準線の設定である。古代に限らず、現在においても施設建屋の中軸線は動線とともに重要
な決めごとである。施設の善し悪しを制する。
　以上の推定から、まず国分寺の用地、および、中軸線を決定し、つづいて、国府・国庁の中軸線を、さ

図８　国分寺周辺での想定施設中軸線
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らには国分尼寺の中軸線を決定したものと考えられる。ただし、私は３施設の正確な方位データを持ちあ
わせていない。
　しからば、これら３施設の中軸線間距離はいかほどか？即ち、国府（国庁）の中軸線をどこに置くか？
頭を悩ませた課題の一つである。現国分寺と国分尼寺の中軸線間距離を地図上から求めると３里となる。
奈良時代の１里を535mとして、1605mである。
　そこで、国府の中軸線が国分寺間を１里、国分尼寺間を２里とわけるとした。当初は、1.5里、1.5里の
等間隔では？と予想していたのだが、現地調査した折の佐藤氏の地形の実見からこの案だと旧河川路と思
われる崖跡が敷地を抜けているので無理だろう、との見解による。
　結果、国分寺と国府の中軸線間距離は１里、国府と国分尼寺の中軸線間距離は２里、ということで納め
た。

【讃岐国府配置図】（図９・10）
　国府は国庁（規模を80m×100m）、正倉（50㎡クラスを10棟）、南門の配置とする。讃岐国は上国であ
るので、門は瓦葺きの八脚門だったかもしれない。規模的には肥前国事例を参考として、強引に落とし込
んでみた。納まりとして、そう無理はないものと思われる。
　正倉には離隔距離の確保、近場に防火水利が必要とのことだが、一つの案として無理偏にゲンコツで配
置をした。結果を絵にしたのが下図である。バックヤードの具体的距離は史料上で不明だが、ザックリ感
覚的に許容しているだろう。
　また、国司館（現在の天津神社周辺）、南海道、河内駅家（新宮か前谷あたり）も参考までに落とし込
んでいる。

図９　讃岐国分寺周辺での官衙の可能性（イメージ図）

4343

4242

4040
3939

3838
3737

3636 3535

3535

3535
3535
3434

3434

3535

3535

3737

3737

3737

3737

3636

3636

3636

3636

3636

3636

3636

3535

3939

3838

3838

3838

3939

3939

3939

3939

3434

3434

3434

3434

3333

4040

4040

4040

4545

4949

5050

4848

5151
5252

5353

5454

5555

5656
5757

5252

5252

52525353

5151

4545

4545

4545

4646

4646

4747

47474848

4949

5151

5252
5353

5353

5353

5555

5555

5454

5454

5050

5757

5757

5757

5656

5656

5555
5454

6060

6060

6565

4444

4343

4343

4343

4343

4444

44444444

4141

4141

4141

4242

4242

4242

4343 4343

3030

3131

2929

2929

2828

2727

2727

2626

26262525

3030

3030

2929

3030

3131

3131
3131

3232

3232

3232

3232

3333

46464646464646464646464646464646
47474747474747474747474747

56565656565656 55555555
54545454

5252525252525252525252525253535353535353535353

離隔距離
50丈＝50m
離隔距離
50丈＝50m

十字街
チマタ
十字街
チマタ

国庁  中心軸  原案国庁  中心軸  原案

国庁  中心軸  国庁  中心軸  

国司館
天津神社
国司館
天津神社

当初、直感的には
この周辺。
当初、直感的には
この周辺。

曹司群
　散在か？
曹司群
　散在か？

離隔距離
50丈
離隔距離
50丈

国庁国庁

正倉正倉

離隔距離
100 丈として＝100m
離隔距離
100 丈として＝100m

100 丈100 丈

神崎池

国分八幡宮

讃岐国分寺

宮池

－ 93 －



【課題】
　歴史の教えるところによれば、律
令制以前、地方支配のトップであっ
た国造は645年の大化の改新（乙巳
の変）まで続く。その後は701年の
大宝律令により評（こうり）が郡に
変更となり、郡司が地方支配のトッ
プとなる。そして、中央から国の等
級に応じた国司が赴任・常駐するよ
うになる。国分寺建立は750年頃で
ある。
　本試案では時相を道真時代（888
年前後）に設定をしたが、「讃岐国
府」は当然にそれ以前から阿野郡内

に所在していた。とすれば、国分寺建立以前の国府はどこに所在したのか？今の私には大きな課題として
残る。当初から、中西に所在し、何期かの変遷を経たのか、あるいは、坂出府中のどこかから、移転をし
たのか？
　ひとつのヒントとして思い浮かぶことは綾公氏に関することである。文献史料によれば綾公人足（山田
郡外正八位大領、763年）、綾君（香河郡、聖武朝、坂田里の人）、綾公菅麻呂（阿野郡正六位、791年）と

図10　国分寺・国分尼寺・国府・南海道配置図

写真１　踏査風景
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讃岐の中央部の３郡に綾氏の名前が見られることである。綾氏は香河郡、山田郡にも一族が在地してい
た。とすれば、750年頃以前には、ひょっとして香河郡坂田郷、あるいは、山田郡某所に「国府」が置か
れていたかもしれない。 （住谷・十河）

Ⅴ．結語

　古代国家成立期における讃岐国は、畿内の外縁地域として模範的な実践場としての役割を担い、それを
前提として能吏が国司に任命され、また台閣構成員の頻繁な国司兼任により重要エリアとして把握されて
いた。
　国府の設置にあたっては、讃岐中央部の諸地域（東大寺封戸指定地や国分寺所在地）が重要な候補地で
あった可能性があるが、阿野郡甲智郷に置かれた。甲智郷は、坂出平野という地理的な単位としては南端
に位置しており、伝統的な地域社会の中では中心地機能をもつとはいえない場所と評価できる。しばしば
国府設置の在地における要因として綾氏の存在が取り沙汰されるが、仮にそのような力学が働いたとして
も甲智郷は綾氏の本拠地と見ることは難しいであろう。
　南海道と綾川の水運の交差する地点であり、背後に多様な生産基盤を抱えるという要素が、国家をして
この地点を選定させた一因ではなかったか。しかしこうした要素は、東大寺封戸や国分寺が置かれた地域
にも共通する。これら諸地域と異なる特徴を挙げるとすれば、讃岐国府所在地は３方を山で囲まれた狭隘
で閉塞的な場所にある、という点があろう。
　東大寺封戸・国分寺所在地は、一方に山を控えるものの開けた平野部にあるといえるが、これは全国各
地の国府の立地にも共通する傾向である。讃岐国府のような「袋小路」型の立地を示すものは備後国府な
ど、極めて少数例にとどまる。
　とはいえ、讃岐国府も全くの「袋小路」でなはない。綾川沿いに南方（滝宮方面）に抜けることが可能

図11　飛鳥・太宰府型の拠点立地

0 2㎞
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であり、また東西に南海道が通過していることから、多方面に繋がる交通路が絞られる場所という評価も
可能である。
　こうした立地は、飛鳥諸宮や大宰府に近いものがある。仮にこれらをモデルとしたとすると、その年代

（７世紀）を問題にするよりも設置理念を問題にするべきであろうか。例えば、飛鳥や大宰府に認められ
る防御的な立地、という観点である。
　①讃岐のほぼ中央に位置するという地勢的な要素、②水陸の結節点を伴うという交通関係の要素、③交
通路が絞り込まれる防御的な地形という要素、などが考慮されて国府の位置が決められたのではないか。

「府中に国庁を置かれた事由」として、「１ 国の中央である事」「２ 自然の要塞である事」「３ 交通が便利」
とする『府中村史』（1963年、昭和38）に代表されるような通説を、改めて確認したということになる20。

　本稿作成にあたり、渋谷啓一氏には様々な御教示をいただいた。記して感謝申し上げるとともに、いた
だいた御教示を十分活かせなかったことをお詫びしたい。 （佐藤）

 
20　「４ 文化が進んで居た」とする要因は、今回の検討で微視的な観点としては再考を要すると考える。
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讃岐国府周辺における土地利用形態
―発掘調査成果からの素描―

佐藤　竜馬

Ⅰ．讃岐国府跡は「発見」されていないのか

01　讃岐国府跡は、1976年（昭和51）に行われた坂出市教育委員会による調査（第１次調査）を嚆矢に、
現在まで29次もの発掘が行われてきた。しかし、その位置や内容・構成について、十分な知見は得られて
いないのが現状である。

02　讃岐国府跡は「発見」されていないのだろうか。
　埋蔵文化財をはじめとする歴史的素材には、①即物的に何かが見つかる段階と、②それが歴史学的な解
釈や評価を経て一つのイメージが形づくられる段階があるが、一度既知の存在になると、それは「昔から
そこにあった」かのうように扱われる１。
　しかし、もう一つ付け加えなければならないのではなかろうか。すなわち、①に先立ち「そのようなも
のが存在した」と語り、記述する言説である。この言説があれば、①の段階を経なくとも②へ到達するこ
とが可能である。その言説は、江戸時代に端を発し、明治・大正期に盛んになった国府の顕彰と地名調査
に見ることができる。したがって、どこまで具体的ないし視覚的かという問題はあるものの、讃岐国府跡
は既知の存在であり、「発見」されていると主張することは、可能である。

03　ところで、即物的な「発見」を問題にする①の段階においても、土中から何物か（遺構・遺物など）
を見出すことが、「発見」に直結するわけではない。見出された何物かが国府を構成するものであるかど
うか、検討することが必要である。
　「何をもって国府と判断するのか」という判断基準が必要であるが、その判断基準を構成している国府
像（イメージ）が何かが問題となる。端的にいえば、第１次調査が行われた1976年と、第29次調査が行わ
れている2012年とでは、判断基準を構成するイメージが大きく変化していることは間違いない。
　加えて、８世紀の国庁の位置・内容を確定することだけが、「発見」の要件なのだろうか。1243年（仁
治４）２月12日、「サヌキノ国府ニ至る」と書き遺した道範の見た国府２の実態を考えることは、讃岐国府
の「発見」にはつながらないのだろうか。

04　以上を踏まえると、調査の進展にしたがい、以下の作業が求められる。（ａ）過去の発掘調査資料
（遺構・遺物）を新たな課題の前で再検証すること、（ｂ）「成立当初の国庁」という狭隘なイメージでは
なく、対象地域の土地の履歴を考える中で、逆に国府という存在を浮かび上がらせること。つまり、安易
な定式の適用ではなく、対象地域を歴史的実体として、ありのままに捉える作業がまずは必要と考える。

 
１　佐藤竜馬 2010「歴史的素材の『発見』」『香川考古』第12号、香川考古刊行会
２　本紀要掲載の高橋・安藤・佐藤原稿を参照されたい。
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これまで、「国府か否か」という二者択一的な視点で眺められてきた発掘調査成果を、再度読み直すこと
が肝要なのである３。

Ⅱ．既往の発掘調査の検証

１．古墳時代以前の遺構

【弥生時代の遺構】
05　これまでの発掘調査では、古墳時代以前（７世紀中葉以前）の遺構はほとんど見出されていないが、
第７次調査区において溝が検出されている。SD08は、緩く円弧状に延びる平面形態をもつ。①８～９世
紀頃に埋没したと推測される大溝（SD01）や、古代後半以降と推測される溝に先行する重複関係をもつ
こと、②埋土や周辺遺構から弥生時代中期後半頃と見られる弥生土器甕片やサヌカイト製石器・剥片が出
土すること、の２点から弥生時代の遺構の可能性が指摘できる４。溝の全形は明らかにされていないもの
の、内側に竪穴住居を伴う外周溝と考えられる。
　SD08は、城山から東に派生する丘陵先端部（鼓岡）の東裾部の緩斜面にあたる場所にある。こうした
立地は、ほぼ同時期と思われる南谷北遺跡・綾川河床遺跡・西福寺遺跡、あるいはやや下った時期の綾坂
遺跡・樋ノ本遺跡などと共通しており、綾川が貫流する狭長な坂出平野南部における小規模集落のあり方
を示しているのではなかろうか。

【古墳時代の遺構】
06　古墳時代の集落の存在を示唆する遺構・遺物は、国府推定域では未見である。周辺の丘陵部では、
前期の前方後円墳としてタイバイ山古墳・白砂古墳、中期に切石様の箱式石棺をもち銅鏡を副葬する弘法
寺古墳、後期の大型横穴式石室墳である新宮古墳・新宮東（安楽寺）古墳などが展開しており、平野部の
国府推定域での知見との齟齬が問題になる５。
　この点は今後の重要な検討課題とせざるを得ないが、城山を挟んだ反対側（西麓）の川津地区遺跡群に
おける大規模集落の展開（６～７世紀）とは大きく異なる事象といえよう。

２．遺構の指向する方位

【条里型地割を指向する遺構】
07　８～15世紀の遺構、特に建物・溝などは、坂出平野に見られる条里型地割（N－24°－Ｗ）に近似し
た方位をもつものが多い。国府に関連する遺構の可能性をもつ第６次調査SB01、第16次調査SB03・04６、
第28次調査のSD01～05・07・08、第29次調査29－３トレンチ北半部の柱穴群も、条里型地割と同じ方位
をもつ。開法寺の伽藍が条里型地割に規制されて設定されたと見られることと併せ、国府の諸施設には条

 
３　なお以下の記述で、各次調査の概要報告書とは異なる所見を記す場合には、その都度註記しているため、概報と対照されたい。
４　未報告遺構であり、発掘時の図面・写真・遺物を再検討した。
５　西岡達哉 2010「讃岐国府跡の遺物」『讃岐国府跡を探る』香川県埋蔵文化財センター
６　西村尋文の復元案による。
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図１　讃岐国府推定地付近の条里型地割

0 100 200m

－ 99 －



里型地割を基準とするものがあることを予測させる。

【正方位指向の遺構】
08　これとは異なり、正方位（真北方位）を指向する遺構が、少数ながら認められる。まず、建物遺構
としては、以下の４遺構（２調査区）がある。
　　　第16次調査区　　SB01　　１間以上×２間以上
　　　　　　　　　　　SB02７　　１間×２間
　　　第29次調査区　　SB01　　３間×７間
　　　　　　　　　　　SA01　　２間以上
　これらの年代については不分明な部分が多いが、第16次調査区SB02を構成するSP60からは飛鳥Ⅱ

（TK217型式）と考えられる須恵器杯Ｇ蓋が出土している。同調査区のSB01は、掘り方からの出土遺物が
なく、埋土が中世遺物包含層（第４層、12～14世紀）であることから、「12世紀後半から末頃と考えられ
る」（報告７）としている８。しかし概報でも指摘されているように、第16次調査区における数少ない隅丸
方形の掘り方をもっており、埋土の類似という点のみで12世紀に比定するには問題があると考える。

09　正方位の溝状遺構としては、以下の７遺構（３調査区）がある。
　　　第４次調査区　　SD7803
　　　第６次調査区　　SD05
　　　第29次調査区　　SD02～05
　このうち第６次調査区SD05は、条里型地割と一致するSB01と重複・先行しており、一部に中世遺物の
混入があるが飛鳥Ⅱ～Ⅴ（TK217～48型式）の須恵器杯Ｈ・杯Ａ・杯Ｂ蓋・高杯・長頸壺などが出土し
ている９。一方、第４次調査区SD7803・第29次調査区SD02～05は、14～15世紀の所産と見て間違いなく、
中世後期にも正方位の遺構が存在することを確認できる。

10　限られた調査事例ではあるが、讃岐国府跡での正方位指向の遺構には、７世紀中葉～８世紀初頭の
もの（ａ期）と、14～15世紀のもの（ｂ期）の２者が存在することが分かる。
　なぜ全く異なった２時期に、正方位への指向が認められるのか。両者に何らかの関連性はあるのか。

11　讃岐国府跡を含めた坂出平野南部における、現地表面に認められる正方位指向の地割を見ると、い
くつかのエリアに集中する傾向が認められる。①国府跡周辺の本村エリア、②綾川右岸の鴨庄エリア、③
同じく綾川右岸の山ノ神・杉尾エリア、④綾川左岸に接した弘法寺エリア、の４地区である。いずれも
１㎞未満（200～500m程度）の小範囲に認められ、立地としては丘陵裾部斜面（①～③）と、綾川の氾濫
原面（④）に分けられる。
　このうち、明らかに年代が下降すると捉えられるのが④であり、完新世段丘の形成（古代末）以後の施
工と見てほぼ間違いなかろう。讃岐国府跡でのｂ期に近い年代が考えられる。②では、下方（西側）の平

 
７　概報掲載の遺構配置図から新規に復元した。
８　概報では、第４層は暗黒褐色粘質土（ａ）、暗灰色粗砂（ｂ）に細別されているが、SB01掘り方埋土がいずれに相当するのかは明

記されていない。
９　報告６を参照。
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野部に条里型地割が展開しているが、両者は混在することなく明瞭に分離しており、正方位地割の中央付
近に鴨廃寺（正方位の寺域をもつと推測される）が存在することから、７世紀末葉～８世紀初頭まで遡る
可能性を指摘できる。讃岐国府跡でのａ期と同じ年代である10。

12　讃岐国府跡での正方位地割のあり方は、条里型地割と混在するところが②・④とは異なる。現状で
は条里型地割が主体であり、正方位地割はかなり断片的に認められるに過ぎない。
　正方位指向の遺構が検出された調査区のうち、第４・６・16次調査区では検出遺構と正方位地割との有
意な関わりは指摘できない。一方、第29次調査区では、ａ・ｂ期の遺構が検出された周辺に正方位の地割
が認められることから、比較的長期にわたる正方位指向の踏襲もしくは再施工された可能性がある。

【条里・正方位の中間の方位をもつ遺構】
13　第７次調査区で検出された築地状遺構を構成する溝（SD010・014）は、限られた調査区の幅の中で
ではあるが、条里型地割よりもやや北に偏した（正方位寄りの）、E－15°－S（N－15°－W）の主軸を
もつ。第29次調査区のSD01についても同様な状況が認められる。
　この方位は、条里型地割もしくは正方位地割の部分的な乱れ（偏り）と見ることもできる。しかし上記
 
10　③の地割は、傾斜方向が正方位と整合する扇状地の北側に多く見られることから、地形上の制約を原因とした形成が考えられ、

明確な指向性をもつ地割かどうかは不明である。

図２　坂出平野における正方位地割

鴨庄エリア

山ノ神・杉尾エリア

弘法寺エリア

本村エリア
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２箇所の溝が、後述するように同一区画（敷地）を囲鐃する境界構造物である可能性が考えられるため、
有意な方位と暫定的に捉えておきたい。

【ゆらぎを伴う地割の重層】
14　讃岐国府周辺の地割を検討した金田章裕氏は、そこに「①８・９世紀ごろの道路と国府の諸施設、②
10世紀ごろ以降の国府の諸施設ないしそこに構想された可能性のある方格プラン、③阿野郡条里プラン、と
いった少なくとも３種類以上の時期と契機に由来する地割形態が混在している可能性が高い」と指摘した11。
　ここで金田氏が問題にしているのは、いずれも坂出平野の条里型地割をベースにしつつ、条里阡陌線の
取り方や南海道・国府域の設定箇所に齟齬が認められるということである。つまり、基準線の位置はとも
かくとして、条里型地割と一致した方位の地割の存在が前提されている。

15　しかし発掘調査では、条里型地割と同じN－24°－Ｗ前後の方位を主体としながら、それとは異な
る２つの方位（正方位、N－15°－Ｗ）の存在が明らかとなった。したがって、金田氏の問題提起に加え、
異なる方位の地割の存否についても検討することが必要である。

16　国府周辺の条里型地割が、南北方向の阡陌線については綾川右岸の加茂地域と連続的な関係（阡陌
線の延長）にあるものの、東西方向の阡陌線の位置は右岸地域から連続しない（１町＝109mの倍数にな
い）可能性は、出石一雄氏12や金田氏が既に指摘しているところである。この齟齬は、木下良氏が存在を
指摘した、「青竜」と呼ばれるとされた東西道の位置が、加茂地域からの東西阡陌線から整数値の場所に
ならないことによって生じている。金田氏はその矛盾を解消するために、開法寺寺域の北側をかすめるよ
うな南海道ルートを想定している。
　いずれにしても「青竜」とされる東西道は、かつては現道よりも南約10mに存在した細い里道であり13、
1935年（昭和10）に綾坂橋が架設される前後から、現在のような形に付け替えと拡幅がなされたと見られ
る。18世紀末頃描かれたと推測される「阿野郡南絵図」（写本を鎌田共済会博物館が所蔵）には、綾坂か
ら綾川を渡って本村に入るような道は描かれておらず、現在のような交通量の多い幹線道としての位置付
けはなされていないことが分る。さらに「青竜」という道名ないし地名は、2009年（平成21）度からの聞
き取り調査では得ることができず、近世の順道帳などにも見出すことができないことからすれば、その資
料的価値について再吟味を経なければならないであろう。したがって、この東西道をもって条里の東西阡
陌線に当てたり、南海道に比定する先学の見解についても見直す必要がある。
　このように見てくると、東西阡陌線が綾川右岸と不整合をなすという見解自体、改めて検討を要するよ
うに思われる。そこで試みに検出遺構で見てみると、第７次調査区の築地状遺構付近が西鴨神社境内北側
に位置する東西阡陌線から15町にほぼ当ることが分る。このラインを西へ延伸すると、蔵本晋司氏が存在
を指摘した丘陵裾の直線的な削り込み14へと連続しており、地形を改変する単位としての阡陌線の可能性

 
11　金田章裕 1995「国府の形態と構造について」『国立歴史民俗博物館研究報告』第63集
12　出石一雄 1974「讃岐の古代中心地域における条里と国府」『五色台の自然』Ⅰ　香川県自然科学館
13　地元の方からの聞き取りによる。
14　蔵本晋司 2009「発掘調査の成果」『香川県埋蔵文化財センター年報　平成21年度』。なお、蔵本氏は「掘割状の平坦地」としており、

南海道の痕跡の可能性を示唆している。その当否は今後の課題だが、1947年（昭和22）の米軍撮影空中写真では、鼓岡北裾から西
方向に直線的に延びる直線的な裾部が認められることから、谷に面した丘陵裾部を直線的に削り込んだことによる人工的な地形改
変の痕跡、と見ることができる。
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を強く示す。

17　このことを踏まえ、第７次調査区築地状遺構付近を東西阡陌線と仮にすると、第29次調査区SD01は
南北阡陌線のちょうど中間（坪界から半町）の位置にあり、第２次調査区での整地層の存在（32）や「馬
さし大貫」側溝の不在（64）などを併せると、阡陌線Ｃを中軸線とした方１町の区画の存在が想定される。
　留意すべきは、第７次調査区築地状遺構と第29次調査区SD01は、条里型地割よりもやや北に偏した方
位をもっており、条里阡陌線に若干斜交するという点である。すなわち、区画の位置は阿野郡の条里に
よって決められているにも関わらず、具体的な区画の施工にあたっては条里プランの厳格な適用がなされ
ていない、という可能性が指摘できる。この区画は、９世紀前半～中葉に造成された可能性が高く、より
先行して創建された開法寺が条里プランに依拠しているのと極めて対照的である。
　こうした微妙な方位差の背景に、12で述べたような根強い正方位指向が関わっている可能性もある。

３．開法寺の再検討

18　現在、香川県史跡に指定されている開法寺跡は、18世紀末葉の「阿野郡南絵図」や19世紀初頭の『池
泉合符録』に見える「海宝寺池」の東側に、伽藍中心部をもつ古代寺院である。この寺跡が、『菅家文草』
巻第三の「客舎冬夜」の註「開法寺在府衙之西」に見える寺院と同一である可能性は高く、国府の位置や
構成を考える上で重要な手がかりとなっている。

【開法寺の創建年代】
19　これまで開法寺の創建は、「白鳳初期」すなわち７世紀後半よりも若干古い年代が当てられてきた。
最大の根拠は、出土した軒丸瓦の文様にある。出土した十葉素弁蓮華文軒平瓦（KH101）15が、弁間に珠文
を配していることから、大和・豊浦寺（７世紀前半）にも見られる「高句麗系」の事例16として取り上げ
られてきた。妙音寺（三豊市豊中町）とともに、讃岐で最も古い軒瓦として捉えられ、必然的に開法寺・
妙音寺を讃岐最古の寺院とする評価が定着しているのが現状である。

20　しかし、問題がないわけではない。①発掘された塔基壇には、凝灰岩を加工した束石と羽目石を立
てる壇上積基壇の存在が確認されている。一般には、壇上積基壇は８世紀以降に普遍化する構造物として
捉えられている17。②塔心礎は基壇上面に出ており、周辺の礎石とのレベル差がほとんどない。これは、
地中に埋められることの多い７世紀の事例（飛鳥寺など）とは異なり、薬師寺など７世紀末葉～８世紀の
事例と共通する傾向である。したがって、塔の基壇・心礎ともに、７世紀中葉頃とする軒丸瓦の年代観と
は折り合わない特徴をもつといえる。

21　KH101と塔の年代観が合わないことの理由として、次のような解釈が与えられる。
　（ａ）創建は７世紀中葉であるが、８世紀に大幅な改修が行われた。
　（ｂ）伽藍の建設が７世紀中葉に始まり、８世紀に入りようやく完成した。

 
15　川畑聡 1996『讃岐の古瓦展』高松市歴史資料館での分類による。
16　豊浦寺直近の平吉遺跡で多量に出土しているが、これを豊浦寺と区別して考える異論もある。
17　浅野清 1967「先進地域における寺院の成立と展開」『日本の考古学Ⅶ　歴史時代・下』河出書房
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　しかし、開法寺の伽藍中心部の規模は、讃岐の古代寺院としては格別大きなものではなく、むしろ小規
模な一群として理解されるものである18。半世紀にもわたる長期の建設は想定し難いのではなかろうか。
また、後述するように、堂塔は条里型地割と同じ方位をもつ19が、７世紀中葉の創建とするならば条里の
施工開始年代を７世紀中葉まで遡らせることになる。これは、現在までの県内での知見に拠る限り、かな
り困難な所見といわざるを得ない。さらに現在までの発掘調査では、８世紀以前での建て替えの痕跡は見
出されていない。
　このように見てくると、「白鳳期の特徴を有した瓦が出土するからといって、当地での建立を白鳳期に
までさかのぼらせて考えるのは無理がある」20とするのが、最も妥当性のある見解といえよう。

22　KH101については、これまでの発掘調査でも出土点数が少ないことや、セットとなるべき軒平瓦の
存在が明らかではないことから、まとまった量を必要とする創建瓦と見なしてよいのか、疑問である。堂
塔の方位や塔基壇・心礎などの年代観と整合的に捉えられるのは、川原寺式の変容型式である八葉複弁蓮
華文軒丸瓦（KH105）や、「開法寺式」21と呼称される八葉素弁蓮華文軒丸瓦（KH106）である。
　この２型式は出土量が多く、特にKH106は出土量の多い偏行唐草文軒平瓦KH202との組み合わせが明瞭
であるため、創建時のセットと捉えることができる。KH105は、瓦当の意匠としては先行する可能性が
あるが、同笵品の存在する鴨廃寺でセットをなす重孤文軒平瓦が出土していないことを考慮すると、同
時期とするか鴨廃寺所用瓦の再利用などの可能性が考えられる。いずれにしても、遺構の状況と矛盾しな
い、事実上の創建瓦はKH101以外の型式で確認できる。

23　KH101の瓦当文様は、原型に想定されている豊浦寺（平吉遺跡）や隼上り瓦窯跡出土の八葉素弁軒
丸瓦に見られる花弁の肉厚感や中央の見られる軸線が全く失われており、花弁を単に突線（陽刻線）で表
現しているだけになっているところに特徴がある22。妙音寺の十一葉素弁蓮華文軒丸瓦（MO101）も同様
に突線で表現された花弁をもつものの、軸線は表現されており、より豊浦寺に近い印象を受ける。ただ
し、隣接する花弁の輪郭線が結合している。
　上原真人氏は、これら讃岐の事例を「在地化（和様化）の過程」と見なす23。確かに「高句麗様式」の
素弁を輪郭線（突線）で表す事例は、管見の限り讃岐の事例以外で見出すことができず、強い地域色を認
めることができる。こうして見ると、KH101は原型式の年代（７世紀前半～中葉）から大幅に下降する年
代を想定する方が妥当であろう24。瓦当厚の薄いことが古い要素として認識されているが、同笵品にはや
や厚手のものも存在しており25、明らかに奈良時代の所産とされる県内の軒丸瓦に同種の厚さの事例は認
められる26。
 
18　讃岐国分寺を最大を最大として、善通寺などには及ばず、白鳥廃寺・始覚寺に近い規模をもつ。
19　川畑進・松本豊胤 1977「開法寺」『仏教芸術』116号では、条里とは異なる方位をもつとしているが、その後、訂正されている。
20　藤好史郎 1982「第４調査地」概報１
21　渡部明夫 2006「開法寺式偏行唐草文軒平瓦について～香川における７世紀末から８世紀前半の軒平瓦の様相～」『香川県埋蔵文化

財センター研究紀要　Ⅱ』
22　このことは多くの先学が指摘しており、文様を構成する属性の認識については共通しているといえよう。
23　上原真人 1996『日本の美術　第359号　蓮華文』至文堂
24　上原 1996では「高句麗系」軒丸瓦について、「朝鮮半島で同じ紋様の軒丸瓦は出土していないので、これらの呼称を使う場合には、

飛鳥寺創建瓦などを百済系と呼ぶ場合と次元が異なることをあらかじめ承知しておく必要がある」としている。加えて讃岐の２例
は、直接的な技術（デザインの作成）の伝習が行われたかも疑わしいものであり、畿内の諸例との直接的な系譜関係を設定でいる
かどうかが、問題にされなければならないと考える。

25　蔵本 2009において、薄手をKH101a、やや厚手をKH101bとしている。
26　例えば始覚寺SI103・宝寿寺HZ105など。やや遡る白鳳末期の事例には、坂田廃寺SK102・弘安寺KA101Bなどがある。
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　以上のように、開法寺の創建年代やその技術的背景を論ずる場合には、KH101をこれまでのように過
大評価することは難しいと考える。

【伽藍配置と周辺地割との関係】
24　開法寺の伽藍配置については、「南面するとした場合、（中略）川原寺や、法起寺にみられるような
伽藍配置が考えられてくる。ただし、塔と金堂が対面するのか、南面するのかなどは明らかでない」と捉
えられてきた27。その後の発掘調査により、講堂・僧坊・回廊などが検出されており、塔が中軸線よりも
東寄りに位置することが確定し、上記認識の正しさを裏付けることになったが、金堂の詳細な位置や平面
形は明らかになっていない。このため、「塔と金堂が対面するのか、南面するのか」という点が明らかに
なっていないのが現状である。

25　講堂・僧坊から想定される伽藍中心部の中軸線で東辺回廊を西側に折り返すと、東西約42mの範囲
が回廊で囲まれていたことが想定できる。この範囲で塔の西側に金堂を復元しようとすると、東西棟より
も南北棟を想定した方が収まりがよい。あくまで左右対称の境内を想定するという前提付きながら、塔と
金堂が並列する法起寺式ではなく、①川原寺式あるいはその系譜に位置付けられる観世音寺式、②塔の西
側に通常よりも小規模な小金堂を想定する南滋賀廃寺式、の可能性が考えられよう。
　なお、塔と講堂の間の中軸上には、詳細不明ながら瓦溜りが検出されている。まだ建物遺構の存在は確
認されていないものの、この付近が空閑地で塔が大きく南に寄る不自然な建物配置となる。もし、この瓦
溜り付近に建物を想定すれば、川原寺式とも理解できるし、③塔の東側にもう１基塔（西塔）を置く薬師
寺式とも理解できる28。伽藍配置の問題は、今後の検証を待つ必要がある。

 
27　註19文献
28　開法寺の創建瓦KH106・202のセットと同文例を創建瓦にもつ、河内・田辺廃寺も薬師寺式であり、回廊で囲まれた東西幅は約

53mと開法寺より若干大きい。

図３　開法寺関連軒瓦（MO101は、妙音寺出土瓦）
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26　ところで開法寺伽藍の中軸線は、
条里の南北阡陌線Ｂと一致する可能性が
高い。また寺域の北限は東西阡陌線に相
当するものと推測される。南限と東西限
はなお今後の検討課題であるが、寺域の
設定が条里プランを前提にして行われて
いることは明らかである。開法寺のこの
ような寺域の設定や、後述する「馬さし
大貫」の敷設が、国府諸施設の方位や配
置を規定する大きな要因になったのでは
なかろうか29。

４．旧地形と地形の改変

【旧地形の想定】
27　讃岐国府跡周辺の微地形分類予察
図が提示されている30。これによると、
讃岐国府跡は麓屑面と段丘面・氾濫原面
に立地していることになる。しかし、そ
れぞれの地形面に予察図では捉え切れな
い細かな起伏があることは、発掘調査の
成果からもうかがえる。

28　麓屑面Ⅱの上半部では明瞭な谷筋
は、麓屑面Ⅱ下半部から段丘面に至ると不明瞭になる。その要因として、①麓屑面に供給された土砂によ
る埋積の進行、②国府に関連する施設の造成や耕地化に伴う盛土整地、③主に耕地化による削平（切土整
地）、などが挙げられる。

29　第８次調査区では、①（９～13世紀に形成）・②（近世の耕地化による盛土）が認められ、北谷から
連続する浅い谷筋の存在が想定される。第２次調査区では、②（９世紀前半～中葉の整地土）が認められ、
尾根筋末端部での比較的勾配のある斜面と推測される。
　第29次調査区のうち、29－１・２トレンチでは遺構の残存状況から②が想定され、また地山直上に土壌
化層の可能性をもつ自然層が見られることから、①（８世紀以前）→②（９世紀前半）→③（14～15世紀）
という堆積環境の変化が復元される。29－３トレンチにおける顕著な③も、14～15世紀に行われた可能性
があろう。
 
29　これに対して、ほぼ同時期の建立と目される鴨廃寺では、周辺地割の状況から見て正方位指向の寺域が設定された可能性があり、

興味深い。鴨廃寺がわずかに開法寺よりも先行すると捉えるのか、あるいは造立主体の性格の違いが反映されていると見ることが
できるのか、考えていく必要があろう。

30　木下晴一 2010「地形調査の成果」報告３所収
　　木下晴一 2011「微地形分類予察図の作成」報告５所収

図４　開法寺伽藍配置推定図
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図５　国府推定地周辺における谷筋と微高地
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　一方、29－４トレンチでは河川堆積物と見られる砂礫層上に、１m前後の整地層と見られる褐色系砂質
土が堆積していた。出土遺物から12世紀前半頃の堆積と考えられ、上面で12～13世紀と見られる柱穴が７
基検出された。

30　上記した各調査区の状況を踏まえ、それぞれの地形面において相対的に高い面と谷筋を復元すると、
図５のようになる。

【第２次調査区における整地層と年代】
31　第２次調査区の第２遺構面（12～13世紀）を構成する第５層以下の層序は、以下のように整理できる。
《Ⅰ層》　概報第５層が相当する。概報では「暗灰褐色粘質土」とされるが、写真で見る限り基盤層である
黄褐色土がやや濁ったような色調を呈する。層厚は40～50㎝であり、やや東に傾斜するものの、Ⅱ層に比
して水平堆積に近い状況である。土器・瓦を多量に包含している。
《Ⅱ層》　概報第６～８層が相当する。層厚15～35㎝であり、Ⅰ層（概報第５層）よりも薄く、また東方向
への傾斜が明確であり、細分各層（概報８層）が短いピッチで下位層を被覆する。Ⅱ－３層（概報第６層）
は、有機質（炭化物）混じりの灰茶褐色粘質土とされており、土器・瓦を多量に包含している。Ⅱ－６層

（概報第７層）は、紫灰色砂質土とされており、Ⅱ－３～５層の直下で認められる薄層である。Ⅱ－７・
８層（後者は概報第８層）のグライ化したものの可能性もある。Ⅱ－６～８層にも、「須恵器、土師器が
少し包含されていた」。
《基盤層》　Ⅱ層の下には、東に向かって緩やかに傾斜する基盤層（黄褐色土）が堆積している。

32　概報ではⅠ層を平安時代、Ⅱ層を奈良時代後期としているが、出土遺物は取り上げ時の混乱の可能
性がある12～13世紀のもの31を除くと、Ⅱ層に近似した内容である。このことから、Ⅰ・Ⅱ層は土器型式
上は同時期に堆積したものと捉えられる。
　基盤層の傾斜を細かなピッチで埋積するⅡ層と、その上を水平方向に分厚く被覆する基盤層に似たⅠ層
という状況からは、Ⅰ・Ⅱ層が整地層である可能性を指摘できる。

33　Ⅰ層（概報第５層）・Ⅱ－３層（概報第６層）を主体に、かなりの量の土器・瓦が出土している。概
報（報告２）では「奈良時代後期～平安時代」としているが、「ほとんど整理が進んでいない」ため、詳
細な言及は見られない。
　渡部明夫氏は、第１次調査での出土須恵器を取り上げ、十瓶山窯跡群の定兼２号窯跡採集須恵器と「形
態・法量・技法が酷似するものがあり、このことは両者が同時期に属する」としている32。渡部氏は、定
兼２号窯跡の須恵器を平城宮や長岡京の土器と比較して、８世紀後半～末頃としている。もっとも定兼窯
跡採集須恵器は、「法量は讃岐国府跡出土資料に近似している。しかし杯蓋は天井部が丸みを帯びた笠形
のもので、古い様相を示している」という森格也氏の見解33もある。なお、森氏は概報第５・６層出土須
恵器を、高松市空港跡地遺跡SDb19出土資料に近似した様相と捉えているようである。

 
31　第５層として取り上げられている遺物には、本来、上位面である第２遺構面の遺構に伴うものが混在している可能性がある。
32　渡部明夫 1980「讃岐国の須恵器生産について」『鏡山猛先生古稀記念古文化論攷』
33　森格也 2007「SDb19出土遺物について」『空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第９冊　空港跡地遺跡　Ⅸ』香川県

埋蔵文化財センター
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　片桐孝浩氏は、第１次調査出土土器を「特に須恵器から８世紀後半と思われ」るとし、その中に「同時
期の東北地方の黒色土器と共通する特徴をもつ」ものがあるとした。またそれらの黒色土器に、搬入品の
可能性を示唆している34。

34　これら従来の研究の最大の問題点は、概報第５・６層出土土器を特定の種類（須恵器・黒色土器）
のみに注目し、個別に検討するにとどまっていることにある。このため、土器群総体としての編年的位置
付けや内容の評価が行われていない。
　大多数を占めるとされる須恵器の特徴の把握（窯跡資料との対応関係）が、渡部氏と森氏とでは微妙
に異なっているが、これは８世紀後葉～９世紀中葉（十瓶山窯Ⅱ－３～５期35）における須恵器の変化が、
かなり緩慢なものと推測されることにも一因が求められる。また、十瓶山窯をはじめとする県内の当該期
の須恵器窯では、畿内周辺で認められるような無紐蓋（杯Ｂ蓋）の存在は確認されていないため、緩慢な
形態変化と併せるならば、都城など畿内での資料や編年観をそのまま適用することは難しい。
　したがって、まずは土器群全体の組成を吟味し、その上で各土器の形態・技法的特徴を個別に検討し、
最後に畿内との異同を比較して併行関係と想定年代を考える、という基礎作業が必要である。

35　概報第５・６層出土土器の組成については、破片数や個体数のカウントは行っていないものの、須
恵器を主体としていることは一見して分る。感覚的な印象としては、須恵器が６～７割程度を占め、残り
の３～４割の過半を土師器が、次いで黒色土器、土師質土器（回転台土師器）の順に見出すことができる。
　機能分類別に見ると、供膳器種が７割、煮炊器種が２割、貯蔵器種が１割という印象である。供膳器種
では須恵器が圧倒的に多いが、小数派の土師器・土師質土器を凌いで黒色土器が一定量認められることが
特筆される。煮炊器種は全て土師器、貯蔵器種は全て須恵器である。
　産地別に見ると、須恵器はほとんどが十瓶山窯製品であるが、ごく少量、搬入（播磨ないし備前）と見

 
34　片桐孝浩 1995「讃岐出土の東北系土器について～特に黒色土器について～」『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター研究紀要　Ⅲ』
35　佐藤竜馬 1993「香川県十瓶山窯跡群における須恵器編年」『関西大学考古学研究室開設40周年記念　考古学論叢』

図６　第２次調査区土層断面図
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られるものが存在する。土師器煮炊器種は、畿内東部（摂津など）の影響を受けたタイプが主体だが、お
そらく在地産であろう。土師器の供膳器種については、搬入か在地産かは判断が難しいが、おそらく後者
であろう。土師質土器は在地産、黒色土器も在地産の可能性を考えている。
　全体の傾向としては、８世紀後葉～９世紀中葉の讃岐地方での一般的な傾向を表していると思われる
が、黒色土器杯や赤彩土師器杯、須恵器双耳杯・稜椀の存在は、やや異色な感を受ける。

36　概報第５・６層出土須恵器は、以下のような特徴をもつ。
《杯Ｂ蓋》　平坦な天井部から明瞭に屈曲し、斜め下方に伸びて口縁部に至る形状をもつものがかなりの頻
度で認められる。口縁部は、外反させて下方に折り曲げるものと、外反させずに直線的にさせて下方に折
り曲げるものの２者がある。
　天井部外縁の屈曲は、ヘラ切りにより生じた成形痕であり、それをどのように調整するかにより、最終
的な形態が定まると見てよい。調整手法には、以下の４種類がある。
　　　　　a１･････ヘラ切り痕に回転ヘラ削りを連続して面的に施す
　　　　　a２･････ヘラ切り痕に回転ヘラ削りをやや疎らに弱く施す
　　　　　b　･･････ヘラ切り痕の外周部分のみに回転ヘラ削りを弱く施す
　　　　　c　･･････回転ヘラ削りを施さない
　a１・a２・ｂ・ｃの順で、ヘラ切り痕を削り落とし形を整える度合いが強い傾向にある。これらの手法
の比率は、かなり明瞭に時間差を反映する可能性があり36、第５・６層出土例は空港跡地遺跡SDb19より
後出し、十瓶山西２号窯跡よりも先行するように見受けられる。
《杯Ａ》　深手と浅手の２群が認められる。いずれも底部外縁が明瞭に屈曲し、口縁部まで直線的に立ち上
がる。空港跡地遺跡SDb19では底体部の境が内弯して丸く立ち上がっており、口縁部～体部が国府よりも
直立気味であり、より古い様相をもつといえる。また空港跡地では、深手と浅手は法量の分布域が明瞭に
異なっているが、国府ではかなり重複する。
《皿Ａ・Ｃ》　杯Ａと同様、底部外縁が明瞭に屈曲し、薄く外反して伸びる口縁部をもつ。口径は14㎝台と
16～18.5㎝の２者がある。底体部の境が丸く内弯し、口径15～20㎝の幅がある空港跡地遺跡SDb19よりも
後出的である。

37　概報第５・６層出土の黒色土器は、杯Ａが主体である。外傾する口縁部～体部と平坦な底部をもつ。
口縁部外面は強くナデ調整されて外反する。胎土の色調は褐白色を呈し、内面と口縁部外面に炭素を吸着
させている。口縁部～体部の外傾が著しいものは、椀Ａに分類されるかもしれない。
　形態的な類例としては、平城宮SE311B、平安京右京三条三坊五町SD19、平安京右京三条四坊二町
SK10など、平安京Ⅰ期新（810～840年頃）の諸例に見出すことができる。

38　概報第５・６層出土の土師器は、以下の特徴をもつ。
《杯Ａ》　赤彩のものは、より古い時期の所産である可能性がある。それ以外は内面にヘラ磨きや暗文を伴
わず、外反してツマミ上げた口縁部をもつ。外面に削り調整が見られないことから、必ずしも都城（畿

 
36　庄屋原３号窯跡ではa１（86点）・a２（12点）・ｂ（０点）・ｃ（２点）、本村・横内遺跡SX101ではa１（62点）・a２（20点）・ｂ（９点）・

ｃ（９点）、空港跡地遺跡SDb19ではa１（26点）・a２（42点）・ｂ（15点）・ｃ（17点）、讃岐国府跡第２次調査第５・６層ではa１（７
点）・a２（16点）・ｂ（65点）・ｃ（11点）、十瓶山西２号窯跡ではa１（０点）・a２（４点）・ｂ（32点）・ｃ（64点）となる。
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内）と共通した特徴をもつわけではないが、既述した黒色土器の類例と矛盾する年代観ではない。
《甕》　８世紀後半頃から出現するタイプのものである。口縁端部を短くツマミ上げており、外面には凹面
が形成される。端部のツマミ上げが長いものではないため、９世紀後葉～10世紀代までは下らないと考え
られる。

39　以上から、概報第５・６層出土土器が８世紀中葉（庄屋原３号窯期）までは遡らず、９世紀後葉（す
べっと１号窯期）までは下らないことが想定される。須恵器杯Ｂ蓋の形態のバリエーションと技法、皿
Ａ・Ｃの形態や法量を併せると、やや実態不明ながら庄屋原４号期を中心とすると見るのが最も妥当であ
る。
　黒色土器は、既述のように平安京Ⅰ期新に類例が見出せる。また土師器甕は、８世紀後葉～９世紀中葉
の幅で捉えることが可能である。
　これらの知見を総合すると、第５・６層の想定年代は、９世紀前葉を中心とした頃と見てよいであろう。
すなわち、この時期に第２次調査区周辺で整地が行われたと考えられるのである。

40　第２次調査区周辺の整地土の供給源は、どこに求められるであろうか。直近では第29次調査で古代
の建物群を検出した29－３トレンチ周辺の微高地が、候補地となろう。

【いわゆる段丘崖の形成】
41　讃岐国府跡推定域の南・東・北側の現地表面には、綾川による段丘崖と考えられる地形変換点が認
められる。段丘崖の形成時期としては、①下位の氾濫原面に条里型地割が認められないこと、②上位面の
条里型地割を構成する水路に下刻されたものがあること、③開法寺伽藍の南側が側刻を受けている可能性
があること、の３点から、高橋学氏の指摘する完新世段丘形成期の一つである古代末（10世紀末～12世紀
初頭37）が考えられるとされている38。

42　上記推定を前提に考えると、「段丘崖」際までの上位面（完新世段丘Ⅱ面）には安定した基盤層が広
がり、古代末以前の遺構が展開する可能性がある。同時に、段丘下位の氾濫原面には、浸食により消失し
た古代末以降の遺構が展開していたと見ることも可能である39。

43　一方で、第29次調査29－４トレンチでは、現状で認められる「段丘崖」が12世紀の大規模な整地と、
14世紀以降の耕地化による整地の累積の所産として捉えられることが分った。安定した地形面の造成が長
期にわたって行われた結果、土地の境界での急激な段差が生み出されたのであり、本来はより緩やかな勾
配を伴う斜面が存在したと推測される。

44　29－４トレンチでの所見が周辺でも普遍化できるかどうかは、今後の検証が必要である。しかし、

 
37　高橋学 2003「縄文海進とその後の地形環境変化」『平野の環境考古学』古今書院
38　註30木下文献に同じ。
39　「綾川に沿う段丘崖の形成年代が主要な論点となる。推定通りに古代末に氾濫原面が形成されていたとすると国府の存続期に大き

な地形変化があったことになる。菅原道真の漢詩の自註に記されるように開法寺の東に府衙が存在したとすると、部分的に破壊さ
れていたり、移転したりしている可能性もある」。註30木下2010文献
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讃岐国府跡推定地周辺は地形面の勾配がかなり急であるため、現地表面のどの地形変換点（段差）を「段
丘崖」と認定するのかは、意外に難しい。特に不自然な屈曲を見せ、条里型地割と同じ方位を取る讃岐国
司庁址碑東側の「段丘崖」40は、人為的な造成の可能性を強く示唆しているともいえる。

【旺盛な地形改変】
45　以上を踏まえつつ、各調査区での所見を整理すると、讃岐国府跡周辺では①７世紀末葉～８世紀初
頭の開法寺の建立に伴う谷部の盛土整地、②９世紀前葉の方１町程度の官衙ブロックの盛土による整地

（第２・７・29次調査区付近）、③12世紀前半頃の綾川旧河道（氾濫原面）への盛土による整地、④14～15
世紀の大規模な削平による耕地化、⑤18世紀以降の盛土を主体とする耕地化、などの地形改変が行われた
ことが分かる。
　また、第８次調査区や第６次調査区では、谷の埋積による新たな地形面（平坦部）の形成という自然現
象が、③から④にかけて進行している。

46　こうした嵩上げによる地形変化は、完新世段丘の形成に現れるような浸食への動きを上回る速度で
進行したように見受けられる。綾川によって囲鐃された東西500m、南北700m程の限定された範囲での旺
盛な地形改変は、高松・丸亀・三豊平野などでのオープンで広がりのある土地開発過程とは、やや異質な
ものだったとも評価できるのではなかろうか。

５．建物関連遺構の分布状況

47　建物（掘立柱・礎石）と建物の復元には至らなかった柱穴群、また井戸や廃棄土坑などの分布を時
期別に整理すると、次第にその範囲が拡大する傾向にあることを指摘できる。以下、その分布状況を30

図８　讃岐国府推定地周辺の地形分類予察図

（木下2010・2011による）

 
40　註30木下 2011文献。なお、木下2010文献の予察図で示された「段丘崖」は、より東方の綾川旧河道沿いとされている。

木下 2010 木下 2011
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で示した地形図（図５）に依拠して概観することとする。

【７世紀中葉～８世紀初頭】
48　微高地Ⅲ・Ⅳに展開する正方位建物群が、この時期に属する可能性がある。第29次調査SB01（以下、
調査区名を先頭に付して29－SB01と略称）は、３×７間（約60㎡）の規模をもつ東西棟の掘立柱建物で
あり、７～９世紀の掘立柱建物としては大型の部類といえる。幅狭で瘠せた微高地Ⅳの中では最も安定し
た場所を選んで建てられていると考えられるが、直近での他の建物との組み合わせについては、今後の調
査・検討が必要である。
　29－SB01の周辺では、①北西約40mの29－SA01（東西に２間、建物となる可能性あり）、②北約150m
の16－SB01（東西棟、１×２間以上）・16－SB02（東西棟、１×２間）、の３棟が当該期の可能性をもつ。
これら３棟の柱穴は、16－SB01・02が方形の掘り方をもつものの一辺0.5m程度であり、29－SB01のそれ

（一辺1.0m）には及ばない。また29－SA01は、方形の掘り方を伴わない。この他、当該期の溝である6－
SD05は、何らかの区画を示す可能性がある。

49　これら建物群は、29－SB01を主体として、周辺に格差を伴う建物が分布する状況が認められるが、
これらの間には浅い谷部（谷Ⅳ）が介在しており、この時期に整地されたような形跡は認められない。ま
た、建物相互の位置関係に企画性を見出すことは難しい。
　また、正方位建物群の広がる範囲は、条里の方位をもつ開法寺寺域と接するか、一部重複する可能性も
ある。相互の関係を念頭に置いた追求が、讃岐国府跡・開法寺遺跡の発掘調査に求められよう。

【８世紀】
50　微高地Ⅱ・Ⅲ・Ⅳで検出された、条里方向を指向し方形の柱穴掘り方をもつ建物群が当該期の可能
性をもつが、出土遺物を伴わないものが大半であり、９～10世紀の建物との峻別が難しい。
　微高地Ⅱでは、３×４間（45㎡）の掘立柱建物（後に礎石建物に改築）である６－SB01が挙げられる。
側柱の柱穴は一辺1.2m前後の掘り方をもつが、内側の柱穴は1.0m前後とやや小振りであり、深さも浅い
とされることから、「束柱・通し柱構造」41の総柱建物と考えられ、倉の可能性が高い。８世紀後半以降に
倉の礎石化が進む42ことを考慮すると、創建は８世紀代と見てよいであろう。
　現在までに検出された古代讃岐の総柱建物としては、６－SB01は下川津遺跡SBⅢ65（45㎡）と並んで
最大規模をもつが、他地域での郡衙正倉と比較すると平均的な規模であることが分かる43。また、格式を
要する倉に新しい構造としての「総束柱構造」が採用されたらしいことが現存建物との比較と併せて示さ
れている44が、上記したように６－SB01は先行的な要素をもつ「束柱・通し柱構造」であることに留意し
ておく方がよいであろう45。
　なお、6－SB01がどのような建物群の一部を構成していたのかは不明だが、複数の倉がまとまって正倉

 
41　植木久 1991「高床式建築の変遷」『クラと古代王権』ミネルヴァ書房。「束柱・通し柱構造」は、５世紀代に出現して６世紀代に

普及するが、梁間３間でこの構造をもつものは７世紀以降と考えられている。
42　山中敏史 1991「古代の倉庫群の特徴と性格」『クラと古代王権』ミネルヴァ書房
43　註42山中論文
44　註41植木論文
45　古代讃岐での「総束柱構造」の倉は、上記した下川津の例と前田東・中村遺跡Ｂ区SB01、稲木遺跡Ｂ地区SB24・31などで知られる。

前２者の所在郷（川津郷・宮処郷）の全戸が東大寺封戸に充てられていることと関連するかもしれない。
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図９　７世紀中葉～８世紀初頭の国府推定地周辺
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図10　第６次調査区SB01平面・断面図
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図11　８世紀の国府推定地周辺
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群を形成していた可能性もある46。その場合、6－SB01は浅い谷部（谷Ⅱ）の北側に位置しており、第６
次調査区内では南側に古代遺構の分布が認められないことから、北側の１町分（阡陌線a－b－B－Cで囲
まれた範囲）を含めた東西109m、南北120m程度のエリアが検討対象となろう。

51　微高地Ⅲの16－SB03、微高地Ⅳの29－3トレンチ柱穴群（条里方向指向の一群）なども、当該期の可
能性はあるが、やはり９～10世紀のものとの峻別は難しい。
　前代に引き続き、谷Ⅳを整地した形跡は認められない。おそらく開法寺の創建（７世紀末葉～８世紀初
頭）を契機として、谷Ⅳに人為的な大溝SD31が開削され、８世紀を通じて機能していたと見られる。ま
た、微高地Ⅲ背後の鼓岡東斜面には、鍛冶炉などの可能性をもつ焼土坑が認められることから、付近が手
工業の生産域であった可能性がある。
　以上から、微高地Ⅲ・Ⅳでの掘立柱建物のあり方は、前代と同じく微地形に制約された配置を取ること
が推測される。

【９～10世紀】
52　第２・７次調査区と第29次調査区の29－１・２トレンチでは、古代の瓦が多量に出土している。こ
れらは７－SD10・14を除き、ほとんどが中世（12世紀以降）の遺構や遺物包含層からの出土であり、29
で述べたように国府廃絶後の遺構面の撹拌や削平による二次的な移動が認められる。
　しかし、より北側の調査区（第４・６・16・27・28次など）では瓦の出土量が極めて少なく、対照的な
あり方を示している。したがって、瓦の出土範囲と量については、当初の使用場所を一定度反映している
可能性が高い。

53　平・丸瓦の様相については、全く今後の課題としなければならない。これまで出土した軒瓦につい
て見ると、以下の文様が認められる（未報告資料含む、開法寺寺域は除く）。
　　　　《軒丸瓦》
　　　　KH101　　　７世紀末葉～８世紀初頭　　１点　　第２次調査
　　　　KH106　　　７世紀末葉～８世紀初頭　　１点　　第７次調査区西側採集
　　　　KH103　　　７世紀末葉～８世紀初頭　　１点　　第２次調査
　　　　KB102　　　８世紀後半　　　　　　　　１点　　第29次調査（29－１トレンチ）
　　　　KF101　　　８世紀末葉～９世紀前半　　４点　　第29次調査（29－１・２トレンチ）
　　　　KM107B　　12世紀　　　　　　　　　　１点　　第２次調査
　　　　《軒平瓦》
　　　　KH202　　　７世紀末葉～８世紀初頭　　１点　　第２次調査
　　　　KH203　　　８世紀後半～９世紀前半　　２点　　第２次調査
　　　　KF201　　　８世紀末葉～９世紀前半　　１点　　第７次調査（SD10）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２点　　第29次調査（29－１トレンチ）
　これらの多くは開法寺（KH）出土瓦と同笵と見られ、出土点数も少ないことから、開法寺との関連で
捉える47か、開法寺所用瓦の転用として理解することが可能である。これに対しKF101・201は、開法寺や
 
46　正倉群を形成するとすれば、阿野郡衙に伴う正倉とも考えられる。
47　29－１トレンチと開法寺との距離は、約100mである。
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県内の古代寺院では同范・同文が認められない特徴的なタイプであり、第29次調査区を中心としたエリア
のみで複数個体が出土している。17・39での所見を併せると、この付近に14～15世紀の削平で消失した
瓦葺き礎石建物が存在していた可能性を指摘できる。
　この建物群は、少なくとも北辺では築地（７－SD10・14を側溝とする）、また西辺でも版築状の整地層

（構造物地業か）を伴う溝による１町程度の区画が推　測され、条里型地割に規制されつつも若干斜交す
る方位をもつ（17）。なお、この区画を貫く位置関係にある７－SD31（谷Ⅳに伴う）は、この時期には埋
没しており、直近で隅丸長方形の柱穴掘り方をもつ29－SP14の遺存深度が極めて浅いことを考慮すると、
谷Ⅳにも盛土整地が行われた可能性がある。

54　谷Ⅱに位置する第８次調査区の遺物包含層（概報第８層）において、９世紀前半を中心とした時期
の土器が多量に出土した。讃岐国府跡では唯一の出土例となる「盃」墨書土器48（須恵器皿）や円面硯を
含むこれらの土器群の使用主体として、より上方（西側）の微高地ⅠないしⅡでの施設（例えば国司館や
曹司など）の存在をうかがわせる。

【11世紀】
55　当該期は、特に11世紀前半頃の土器様相について不分明なところが多いこともあり、明確さに欠け
る。しかし、前後の時期に比して新規の遺構数が少ない傾向は認めてよいようであり、遡って前代の末期
である10世紀後半頃に始まると見られる。
　微高地Ⅱでは、11世紀中葉の土器がまとまって出土した柱穴がある（６－SP081）。おそらく、総柱建
物（６－SB01）の廃絶後に形成された建物群の一角をなすものであろう。
　また、築地側溝SD10の埋土中に、当該期を含めて12世紀までの土器を見出すことができる。11世紀の
いずれかの段階までは、前段階の建物群が踏襲されていた可能性があろう。

 
48　香川県立ミュージアム・渋谷啓一氏の御教示による。

図12　KF101・201文様復元図

 （出土瓦をもとに合成）
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図13　瓦葺き官衙施設想定図（現地説明会資料より作成　下側は正方位の掘立柱建物SB01）
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図14　９～10世紀の国府推定地周辺
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【12～13世紀】
56　最も建物遺構や柱穴が増加する時期であり、分布範囲も広がる。発掘調査により確認された当該期
の建物群は、南北約450m、東西約300mの範囲に13群以上存在する。それぞれの単位の範囲や建物配置に
ついては明確ではないが、30m四方程度の広がりをもつことが推測される。これは、県内の中世集落にお
ける屋敷地の規模に近似した規模である。比較的面的な調査が行われた調査区（第２・６・７・16次調査）
において、井戸が検出されていることを踏まえると、１つの単位（各群）が屋敷地としての内容をもつこ
とが予測される。

57　建物群の分布状況を見ると、微高地Ⅱ～Ⅳに広がっている。建物群１での柵列の検出状況からすれ
ば、微高地Ⅰにも建物群が展開する可能性がある。発掘調査範囲が限定された状況にあるにも関わらず、
当該期遺構が検出されなかった調査区が極めて限られること、さらに未発掘ながら周辺に中世土器の散布
地（散布地①～③49）が認められることなどを総合すると、上記エリアでは屋敷地の密集度が極めて高い
状況が指摘できる。
　屋敷地の高い密集度や、高い頻度で屋敷地毎に井戸を伴うこと、また複数の土器型式にまたがる継続期
間の長さ、などの点で県内における同時期の集落遺跡とは異質な内容を備えていると評価できる50。

58　出土遺物の点でも、①灯明皿や燭台形土器51といった灯火具の普及、②輸入磁器の高い出現頻度52、
などの現象に同時期の一般集落とは異なる傾向を見出すことができる。

 
49　散布地①については、地元在住の工事関係者からの聞き取りで、県道33号（旧国道11号）の境界構造物建設工事（1957年）に際

して、素焼きの皿などが多量に出土したという情報を得た。
50　例えば面的な発掘調査が行われた空港跡地遺跡での中世集落のあり方と比較すると、讃岐国府跡とは対照的であることが理解で

きる。国府で見られる内容は、13世紀末葉以降（17世紀前葉まで）に普遍化していく。
51　手づくねで細身の円筒形の器体を作り、上部に皿形の受けを付ける土器であり、県内では讃岐国府跡のみで多量に出土している。

なお、灯明皿は浜ノ町遺跡や伊勢町遺跡など、13世紀末以降の港町の遺跡で普遍化しており、国府の事例はその先駆的な存在と見
ることができる。

52　註14蔵本文献

図15　讃岐国府跡出土の燭台形土器
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図16　12～13世紀の国府推定地周辺
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【14～15世紀】
59　建物関連遺構の分布範囲と単位数が、急速に縮小する。前代の建物群６・12において、この時期の
建物群が認められるのにとどまる。
　前代からの建物群が廃絶した地点では、当該期と考えられる水田耕作土の堆積を確認できる（建物群
３・７・８・10・12・13）。前代に建物群が見られなかった地点（29－１・２・５トレンチ）においても、
当該期の耕作土を認めることができることを踏まえれば、広域にわたる耕地開発の動きが指摘される。散
村状に分布する屋敷地と、その周辺に広く展開する耕地という景観が出現したのが当該期ということがで
きる53。

60　建物群６・12は、出土遺物の様相から16世紀代までは継続していた可能性がある。県内の中世後期
集落の一般的傾向と同じく、長期にわたる屋敷地の踏襲を示している。しかし、12～13世紀のような内容
の特異性は認めることができない。分布の変化以上に、性格の変化（「特異性」の消失）が反映されてい
るのではなかろうか。

Ⅲ．地表面調査との照合

１．「馬さし大貫」の存在と年代

61　坂出平野の条里型地割を検討した出石一雄氏は、「雌山の頂上（164.4m）の西端にみられる傾斜変換
点（140m）と、国府の南にある天満山の西頂上（82m）の東側に位置する中央の山（101m）の凹部（現
在は採石工事のために明瞭でないが、地図上で確認できる）を結ぶ線」を南北方向の条里基準線と見なし、
そこに見られる道路が坂出市加茂町で「馬さし大貫」と呼称されている、としている54。

62　「馬さし大貫」の存在は、綾川をはさんだ南側延長部の国府跡周辺でも認めることができる。阡陌線
Ｃがこれに該当するが、加茂町での阡陌線を延長すると現在見られる地割線は、阡陌線よりも10～15m程
度東に寄ったところに認められる。
　加茂町における「馬さし大貫」とされる道路は、幅員の西側が条里阡陌線にあたるようであり、幅員分
の余剰帯は認められない。したがって、府中町における上記のような阡陌線Ｃと地割線のギャップは、地
割線が「馬さし大貫」の東辺にあたると見なせば整合的に理解できる。

63　第28次調査では、阡陌線Ｃに平行する８～13世紀の溝が６本検出された。このうち、SD08（８～10
世紀頃）は想定される「馬さし大貫」の東側溝の可能性がある。また、砂や礫を充填したSD07（９～12
 
53　第６次調査区において行われた、6－SB01を被覆する層（黒灰色シルト、調査時の第６層と思われる、11～12世紀頃か）の花粉分

析によると、「まだ周辺にはカシ類の照葉樹林がかなり残存していたと推定される。また、ソバ属の花粉も１粒ながら検出され、ア
カザ科やキク科の草原とともに近くに畑地があったものとみられる。ただイネ科の出現率は低く、水田が近接していたとはみられ
ない」とされる（安田喜憲 1982「国府跡の泥土の花粉分析」『讃岐国府跡』香川県教育委員会）。古代後半には、周辺の大規模な水
田化は行われていなかったと見られ、59での推定と整合的に捉えられる。

54　出石一雄 1974「讃岐の古代中心地域における条里と国府」『五色台の自然　１』香川県自然科学館。「昔から広い道であったため
に馬を走らせる練習をしていた道だといわれているし、また、この道は、加茂から林田に行くのに最も広い道で、昔からの車道で
もあった」。
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世紀）や、粘土を埋土とするSD01（12～13世紀）は、SD08よりも深度が浅いことから、水路としての溝
の可能性のほかに路盤の可能性も検討する余地があろう。SD08と阡陌線Ｃとの間は10m程度と考えられ
る。

64　第２次調査区の西側にも「馬さし大貫」を南に
延長したような里道があるが、この付近から南側では
かなり蛇行するように延び、綾川旧河道（「段丘」下
位面）で大きく東に湾曲している。この里道の位置
は、条里阡陌線Ｃから約20m東にあるため、直線道と
しての「馬さし大貫」に関連する遺構が検出される位
置にはない。また、阡陌線Ｃの延長部でトレンチ調査
が行われている55が、側溝や路盤などの遺構は検出さ
れなかった。綾川旧河道での湾曲状況を見ると、蛇行
する現在の里道は中世以降に敷設されたと見られる。
　第２次調査では、調査区西半部で検出されたSDａ
～ｃ（12～13世紀）を境にして柱穴の分布状況が明瞭
に異なっており（東側に柱穴が集中）、これが里道の
側溝である可能性も指摘できる。仮に東側溝とした場
合には、段差を伴う現里道西側との間隔は最小で約
5.0m、最大で6.5m程度（内法）になる。
　第28次調査区では路盤の可能性をもつSD01・07の
両側に小溝SD02・04（12～13世紀）が検出されており、
幅員6.5m（内法）の道路と捉えることもできる。

65　以上から、「馬さし大貫」とされる道には、①８世紀頃に阡陌線Ｃを西辺にする幅員10m以上（12m
程度か）の直線道路、②12世紀頃に中軸を①と共有して幅員を5.0～6.5m程度に縮小し、地形の起伏が著
しい箇所では直線プランにこだわらない道路、の２時期の遺構が内包されていることが予測される。これ
に加え現里道は、状況的に見て14・15世紀から近世にかけて幅員をより減じる形で成立したと考えられる。

66　県内で検出された古代の道路状遺構の幅員（内法）は、推定南海道に該当すると見られる坪井遺跡
（東かがわ市）で８～10m、四国学院大学構内遺跡（善通寺市）で９mである。また、南海道から分岐す
る道路と考えられる松縄下所遺跡（高松市）56で２～３mである。
　これらと比較すると、古代の「馬さし大貫」は南海道並みの幅員をもつ道路ということになる。発掘調
査での知見は未だ断片的であるため、今後の検証が必要であるが、国府と国府津（松山・林田）をつなぐ
幹線道路としてはあり得ない規模ではない。

写真１　第２次調査区西側トレンチ

 
55　第２次調査において、讃岐国司庁址碑敷地の南側隣接地に東西方向のトレンチが設定されている（未報告）。
56　南海道から分岐して港湾の想定される海浜部に至る道路と推定される。
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２．国府周辺における南海道の位置

67　讃岐国府と南海道との関係は、多くの先学によって検討が行われているが、その比定地を整理する
と、①東西阡陌線ａ（厳密にはそのやや北側）57、②開法寺寺域の北端をかすめる東西線58、③綾川南岸の
石井地区（府中小学校付近に「堺石」がある）を河道に平行して延びる東西線、の３説に分けられる。

68　①については、発掘による検証は行われていないが、16で述べたように現道を阡陌線とすることは
困難であり、「青龍」地名の存否も含めてなお検討を要する。

69　②については、29－４トレンチと開法寺僧坊跡の調査地点が想定ラインにかかるが、どちらにおい
ても古代の道路の存在を示す遺構は検出されていない。開法寺では、想定ラインが僧坊の位置と重複して
おり、誤差を見込んでやや北側に想定したとしても29－２トレンチで検出した８世紀の大溝があるため、
成立し難い。

70　③については、発掘による検証が行われていないため、状況的な議論しか行えない。

71　以上から、国府周辺の南海道の位置は、現段階では全く不明といわざるを得ない。
　ただし最近の発掘調査により、南海道の成立は７世紀後半～８世紀初頭の幅の中59で捉えられることが

 
57　木下良氏の所説に代表される。木下良 1988『国府　その変遷を主にして』教育社
58　註11金田文献
59　四国学院大学構内遺跡では、側溝から７世紀中葉～８世紀初頭の土器が出土している。南海道そのものではないが、条里地

割と同じ方位をもつ松縄下所遺跡でも、道路側溝から同時期の土器が出土している。これらは南海道の敷設を７世紀後半にま

図17　３つの南海道比定地

推定南海道①推定南海道①

推定南海道②推定南海道②

推定南海道③推定南海道③
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図18　国府推定地付近の地名と地名から復元した模式図（松本2010より引用）
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明確になってきている。この時期に讃岐国府が成立していたかどうかは、48・49を踏まえるとかなり微
妙であることは、考慮に入れておく必要があろう。

３．地名によるイメージとの関係

72　平成21年度の府中町本村地区の地名調査を総括した松本和彦氏は、讃岐国府跡の復元模式図を提示
している60。近世の検地帳記載地名を抽出し、過去の採集地名の伝来や信憑性について分析した上での試
案であり、検証されるべき作業仮説として位置付けられる。

73　模式図を一見して気付くのは、12～13世紀の建物群の分布と重なる点である。「セイドウ」や「オオ
マチ」「ヒャクブ」などは、この時期に建物群の展開が見られるようになったエリアである。特に「オオ
マチ（大町？）」は、中世以降の地名と考えられ、古代までは遡らせることは困難である61。散布地②と重
複する「テンジン（天神？）」は、早くて10世紀代、おそらくは中世以降の地名と考えられる。「セイドウ

（聖堂・正堂・政堂・正道？）」は、様々な解釈がなされる余地がある地名だが、「聖堂」は漢語にない江
戸時代の用語であることが指摘されている62。また、松本氏が想定したような国庁の可能性も、第27次調
査の成果を見る限りでは否定的である。

74　「クラマエ（倉前？）」は、6－SB01の検出地点を含む地名であり、検出遺構と地名が整合するように
見受けられる状況にある。ただし50で述べたように、6－SB01は「束柱・通し柱」の掘立柱構造であり、
８世紀の建築と考えられることからすれば、地名と施設との整合性を高めるためには、周辺を含めたエリ
アでのより詳細な発掘成果の再検討が必要である。
　「クラマエ」に隣接する「インニャク（印鑰）」は、松本氏が注目するように近世には「陰若」と表記され、
訓みが伝来していることに注意したい。菅原道真が漢詩「客舎冬夜」に詠んだ「開法寺」の名称が、隣接
する「海宝寺池」として近世に遺存していたことを考慮すると、訓みが伝来した「インニャク」地名が付
近に「国印管理施設」が存在したことを示唆することは十分考えられ、阿波などの他国で印鑰社がかなり
認められること63も併せると、なお検討するに値する地名ということができる。

75　地名調査からの国府イメージには、古代の国府に関わる可能性を残す要素と、中世以降の国府に関
わる要素、さらに国府廃絶後に後付け的に形成されたイメージがなお混在している。発掘調査の進展や成
果の再評価の中で、混在した要素を腑分けしていく作業の継続が望まれる。

 
　で遡らせる根拠にもなり得るが、周辺から古い時期の土器が紛れ込むという可能性を排除できないであろう。したがって、森

下英治氏の研究成果（森下 1997「丸亀平野条里型地割の考古学的検討」『財団法人香川県埋蔵文化財センター研究紀要Ⅴ　特
集・７世紀の讃岐』）が現段階における整合的な理解といえ、７世紀末葉～８世紀初頭が南海道敷設の時期であると考えたい。

60　松本和彦 2011「地名調査の成果」『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年度　地形・地名調査報告』香川県埋蔵文化財センター
61　讃岐の地名で「マチ（町）」の初見は、「善通寺伽藍幷寺領絵図」（1307年、徳治２）に見える「くらのまち（倉之町？）」であろう。

しかし「町」の本来の意は、「土地の区画・区切り・仕切り」（『岩波古語辞典』）であることから、「くらのまち」が村に対置される
べき市街地としての町を表すのか、あるいは「倉が建ち並ぶ区画」という意味を表すのかは、検討を要する問題であろう。「オオマ
チ」に後者の意味が込められているとすれば、想定されるような居住地としての位置付けは難しくなる。

62　大山真充 2010「菅原道真が書き残した讃岐国府―漢詩を考古学するー」（香川県埋蔵文化財センター考古学講座資料、埋蔵文化財
センターのウェブサイトで閲覧可能）

63　註57木下文献
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Ⅳ．おわりに

76　以上記してきたように、過去の発掘成果については、常に再検証・再解釈といった読み直し作業が
必要であり、それにもとづいたイメージの総合を経なければ、讃岐国府跡という存在を明確にすることは
困難である。
　各調査地点で認められる14～15世紀の大規模な削平という現象から察すると、「成立当初の国庁」を即
物的に、遺存状況の良好な遺構群として検出し、「言わずもがな」的な、自明の存在として捉えることが
できる、と期待するのは、楽観的に過ぎるように思える。
　1970年代後半以来蓄積されてきた、讃岐における古代～中世の遺跡・遺物論、また地域論という視点か
らの歴史的評価こそが、最も求められるのである。

　本稿は極めて粗い素描にとどまったが、今後も検討を継続していきたい。なお、資料の検討にあたり、
信里芳紀・蓮本和博両氏の御教示・御協力をいただいた。記して感謝申し上げたい。

【讃岐国府跡に関する調査報告（概報等）】
報告１　岡田唯吉1929「讃岐国府庁跡」『史蹟名勝天然記念物調査報告』第４　香川県史蹟名勝天然記念物調査会

報告２　（第１～８次）　香川県教育委員会編1982『讃岐国府跡－国庫補助による国府跡確認調査概要－』

報告３ （第27次）　香川県埋蔵文化財センター2010「讃岐国府跡探索事業に伴う調査報告」『香川県埋蔵文化財センター年

報　平成21年度』

報告４ （第28次）　香川県埋蔵文化財センター2011『平成22年度香川県内遺跡発掘調査　讃岐国府跡発掘調査概報』

報告５ （地形・地名調査）　香川県埋蔵文化財センター2011『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年度　地形地名調査報告』

報告６ （第２～７次）　西岡達哉2011「資料紹介　讃岐国府跡の出土遺物」『香川県埋蔵文化財センター研究紀要Ⅶ』

報告７ （第13～15次）　坂出市教育委員会編1992『坂出市内遺跡詳細分布調査報告書－平成３年度国庫補助事業報告書－』

報告８ （第９～12・16次）　坂出市教育委員会編1993『坂出市内遺跡発掘調査報告書－平成４年度国庫補助事業報告書－』

報告９ （第17～20次）　坂出市教育委員会編1995『坂出市内遺跡発掘調査報告書－平成６年度国庫補助事業報告書－』

報告10 （第21次）　坂出市教育委員会編1996『坂出市内遺跡発掘調査報告書－平成７年度国庫補助事業報告書－』

報告11 （第22次）　坂出市教育委員会編2002『坂出市内遺跡発掘調査報告書－平成13年度国庫補助事業報告書－』

報告12 （第23次）　坂出市教育委員会編2003『坂出市内遺跡発掘調査報告書－平成14年度国庫補助事業報告書－』

報告13 （第24次）　坂出市教育委員会編2004『坂出市内遺跡発掘調査報告書－平成15年度国庫補助事業報告書－』

報告14 （第25次）　坂出市教育委員会編2005『坂出市内遺跡発掘調査報告書－平成16年度国庫補助事業報告書－』

報告15 （第26次）　坂出市教育委員会編2008『坂出市内遺跡発掘調査報告書－平成19年度国庫補助事業報告書－』

　なお、平成23年度発掘調査の概要については、平成24年度刊行予定である。
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図19　讃岐国府跡　歴代調査区位置図
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図20　第１・２次調査区平面図

図 6　断面図箇所

0 5ｍ

T･N

－ 131 －



図21　第６次調査区平面図
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図22　第７次調査区平面図
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図23　第16次調査区平面図
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図24　讃岐国府跡主要部調査区平面図（1）
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図25　讃岐国府跡主要部調査区平面図（2）
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図26　讃岐国府跡主要部調査区平面図（3）
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図27　讃岐国府跡主要部調査区平面図（4）
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微地形分類の視点と方法
―坂出市川津町西部を例に―

木下　晴一

はじめに

　香川県埋蔵文化財センターが平成21年度より実施している「讃岐国府跡探索事業」では、考古学的な調
査のほかに、綾川下流域平野の地名や地形に関する調査も行っている。このうち、地形調査については、
ボランティア調査員とともに水田一筆毎の標高測量や明治前期地籍図の地目・地位等級分析等を行い、平
成21・22年度の調査成果についてはすでに公表している（1）。しかし、これらの地形調査の視点や方法につ
いては十分に説明できていないので、小稿において記述する。

１．視点と方法

　写真１は、天竜川（静岡県浜松市）付近の白黒空中写真である（2）。写真の色調に注目すると、明るい色
調に写る部分と暗く帯状に写る部分が目につく。暗い帯は、右（東）側に写る天竜川の流路と比較するま

写真１　天竜川（静岡県浜松市）付近の空中写真

 
（１）　香川県埋蔵文化財センター『讃岐国府跡探索事業　平成21・22年度　地形・地名調査報告』2011年
（２）　MCB628-C4B-4（1962年国土地理院撮影）なお、この地域の微地形については、門村浩「扇状地の微地形とその形成」矢沢大二・

戸谷洋・貝塚爽平『扇状地－地域的特性－』（古今書院、1974年）に詳述されている。
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でもなく旧河道であり、明るい部分は微高地（旧中州）である。これは土地利用においても明瞭に区分で
きる。つまり、集落や宅地は微高地にのみ所在し旧河道には見られない。また、旧河道は水田、微高地は
畑に利用され、地域住民は水害に遭いにくい微高地に居住し、水掛りのよい旧河道に水田を造成している
ことが読み取れる。
　地域の歴史を考察しようとする時、時代を遡るほど、人間は自然と密着した生活を営んでいたと考えら
れるから、その地域の微地形やその変化を視野に入れることによって、人間と自然との関係の歴史を解き

写真２　川津町西部の空中写真
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明かそうとする視点は重要である。そして、この検討において空中写真はたいへん有用である。
　写真２は、小稿における検討対象地域である香川県坂出市川津町西部の空中写真である（3）。この地域で
は、耕地の大半が水田であり、宅地も集中して集落を形成する傾向が見られるものの、耕地の中に散在す
るものもある。また、写真の色調や形態・分布パターンからも明瞭な微地形を読み取ることはできない。
したがって、当地域の微地形を抽出するためには、空中写真を判読するだけでなく、その他の分析が必要
になってくる。
　小稿は、まず微地形を分類する手法について解説することから始め、発掘調査成果を援用しながら微地
形の変化について考えるものである。なお、本研究は個人のレベルで行っているものであり、できるだけ
低予算で進めることを念頭に置いている。

２．微地形分類

（1）　地形に対する考え方
　地形分類の手法や地形分類図を解説する書籍は多くあるけれども（4）、地形分類の基本的な考え方は、地
表面を①形態、②形成営力、③形成時期、④構成物質に着目し、それらが同じ区画を一つの地形単位と認
め、四つの要素の組合せにより地形を分類・表示するものである（5）。また、地形とか微地形とか呼ぶよう
に、地形には階層性がある。このため、分類を行う者が地形をどのように考えるのか、①～④のどの要素
を重視するか、あるいは得意とするかによって地形分類図に違いが生じることが多い。例えば①の形態を
重視する場合、地表面の平面的な把握を強調する傾向が生じ、④の構成物質を重視すると堆積状況、つま
り垂直的な把握を強調する傾向が生じる。
　しかし、このような考え方は実際に地形を観察することを継続するうちに醸成されるもので、はじめに
見方ありきということではないと思われる。そこで、高橋学氏の考え方をテキストとして検討を進めてい
くこととしたい（6）。これまでの作業において得られた見通しが、高橋氏の研究成果によって説明できるこ
とが多いと考えているためである。

（2）　空中写真判読
　空中写真の入手　
　作業は、まず対象地域の良質な空中写真を探すことから始まる。以前は、国土地理院の地方測量部など
で空中写真を閲覧したり、日本地図センターから取り寄せた標定図をもとに空中写真を購入したりする必
要があったけれども、近年、インターネット上に空中写真が公開されるようになり状況が大きく好転し
た。
　2003年から国土交通省国土政策局のホームページの「国土情報ウェブマッピングシステム」に、1974年

 
（３）　SI-62-4 C8-9（1962年国土地理院撮影）
（４）　地形分類や地形分類図を解説した書籍に、大矢雅彦編『地形分類の手法と展開』（古今書院、1983年）／国土調査研究会編『土

地・水情報の基礎と応用　国土の均衡ある発展と保全に向けて』（古今書院、1992年）／大矢雅彦・丸山裕一・海津正倫・春山成子・
平井幸弘・熊木洋太・長澤良太・杉浦正美・久保純子・岩橋純子著『地形分類図の読み方・作り方』（古今書院、1998年）／日本写
真測量学会編『空中写真の判読と利用－空からの調査－』（鹿島出版会、1982年）／武田裕幸・今村遼平『建設技術者のための空中
写真判読』（共立出版、1976年）などがある。

（５）　中野尊正「Land Form Type地形型の考え方」『地理学評論』第25巻第４号、1952年
（６）　高橋学『平野の環境考古学』（古今書院、2003年）／高橋学「臨海平野における地形環境の変貌と土地開発」日下雅義編『古代

の環境と考古学』（古今書院、1995年）など
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から1990年に撮影されたカラー空中写真約40万枚が公開されている。ここでは400dpiの解像度のデータを
ダウンロードすることができる。また、国土交通省国土地理院ホームページ中の2007年に公開された「国
土変遷アーカイブ」には、1936年から2010年までの100万枚を越える空中写真を閲覧することができる。
2008年11月にリニューアルされてからは、使い勝手も良くなった。「国土変遷アーカイブ」を閲覧するこ
とによって、良質な空中写真を探すことができるけれども、国土地理院が撮影あるいは保管するすべての
空中写真が公開されているわけではないため、対象地域の空中写真を悉皆的に調べようとすれば、標定図
の利用はまだ必要である。
　このほか、県や市町村のほか、関係する団体が独自に撮影した空中写真を保管していることがある。ま
た、奈良文化財研究所は民間が撮影した古い空中写真のネガを保管しており、以前は研究所を訪ねるとサム
ネイル画像を閲覧することができた。しかし、近年は所有権の問題等で自由に閲覧できないようである。
　実体判読　
　空中写真は、連続して撮影された２枚の空中写真を実体判読することにより多くの情報を得ることがで
きる。これまでは裸眼で実体視が出来るように訓練するほか、簡易実体鏡や反射実体鏡を購入する必要が
あった。しかし、近年のパーソナルコンピューターの性能向上により、パソコン画面上で簡便に実体視が
出来るようになった。実体視専用のソフトもあるようだが、アドビフォトショップなどの画像処理ソフト
に画像を並べて表示し、古今書院が販売するステレオミラービューワで実体視する。この際、画像の拡大
縮小や、色調の微調整も行えるほか、歪んだ画像を補正することも可能で効率的である。また、地形界の
記入などもパソコン上で行うことができるなど、様々な応用の道がある。

（3）　空中写真の濃度分析
　写真３は香川県坂出市西庄町付近の白黒空中写真である（7）。この写真を見ると、水田として土地利用さ
れている地筆に濃淡の差があることがわかる。暗く写る部分は細長く帯状になっており、先の天竜川流域
の白黒空中写真の事例と同じように旧河道の存在を示している。
　このような濃淡の差は、地表の含水量の差に起因するもので、水田のなかで暗く写る部分は含水量が多
く、明るく写る部分は低いことを示している。そして、天竜川流域のように、微地形の形成された時代が
新しい場合は明瞭にその差が現れるけれども、写真３のように、微地形の形成年代が古いと次第に不明瞭
になってくるのである。このような濃淡の差に着目することは、現状の地割には現れない埋没した微地形
の抽出に有効である。
　図１は、画像処理ソフト（アドビフォトショップ）
によって画像処理を施したものである。具体的には、
①分析のノイズとなる宅地や木立やその影などを白抜
きすることにより、分析対象から除外した後、②メ
ディアンフィルタ（ある範囲の画素の濃度値を小さい
順に並べ、真ん中の濃度値に置き換える）によるフィ
ルタ処理を行い、一定の範囲における濃度のまとまり
を抽出する。さらに、③シュードカラー画像を作成す
る手法で256段階に分けられる濃淡の色を16色程度に 写真３　坂出市西庄町付近の空中写真

 
（７）　1954年国際航業撮影（Ｍ3-38）
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まとめることにより、微地形界の抽出を試みたもので
ある（8）。これにより旧河道や自然堤防などの微高地の
所在が、より明瞭に把握できるようになる。
　図１の場合は、画像処理を行わなくても十分に微地
形を把握することができる。通常は、画像処理を行っ
ても見えないものが見えてくるわけではない。地形界
の認定に迷ったときの判断の根拠として使える程度の
ものと位置づけられる。

（4）　10㎝等高線図
　天竜川流域の旧河道と微高地には２mほどの明瞭な
高度差がある。このように地形形成が新しい場合は、
明瞭な起伏が見られるけれども、しだいに平坦化が
進み不明瞭になってくる。とりわけ、沖積平野におい
ては耕地開発による影響が大きい。写真２や３のよう
に香川県の平野はほとんどが水田化されており、地表
面の微起伏は不明瞭である。しかし、水田は灌漑用水
の確保が前提となるから、局所的に盛り土したり掘削

（地下げ）したりして造成するのではなく、ある程度
地表面の起伏に従う傾向があり、機械力の乏しかった
前近代においてはとくにこの傾向が顕著である。この
ことから水田の標高をもとに等高線を引くことによっ
て、もとの地形の微起伏の把握が見込まれるのであ
る。
　このように水田一筆毎の標高が分かれば、有用な情
報が得られるけれども、道路の建設や圃場整備など広域な土木工事の際に作成される縮尺1000分の１程度
の工事用図面、市町の役所が管理する市町道の管理図面等、限られた地域のものしか無く、入手も難し
かった。また、実際に現地で水準測量を行う方法もあるけれども、地元への周知の問題や複数必要な測量
者の確保の問題など、個人研究のレベルでは実施困難である。しかし、近年公開が進んでいる詳細な標高
データが、この問題を解決することとなった。
　国土地理院では、数値地図・数値情報として提供するデータとして1994年より数値地図５mメッシュ（標
高）の刊行を開始している。これは、航空レーザ測量によって取得した標高データから、家屋等の人工構
造物や樹木等をフィルタリング処理等により除去し、５mメッシュの数値標高モデル（DEM）としたも
ので、2010年までに15地域のデータが刊行されている。また、2007年から整備を進めている基盤地図情報
にも数値標高モデルが含まれており、５mメッシュについては、航空レーザ測量によって作成されたもの
と写真測量によって作成されたものの公開が進んでいる。航空レーザ測量による誤差は標高点の標準偏差

旧
河

道

図１　画像処理写真

 
（８）　ここで試みた方法は、田中邦一・青島正和・山本哲司・磯部邦明『フォトショップによる衛星画像解析の基礎　手軽にできる

リモートセンシング』（古今書院、2003年）を参考とした。
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で0.3m以内、写真測量による誤差は0.7m以内とされている（9）。
　このデータをパソコンに描画し、分析をすれば微地形の抽出は容易なことと思われるけれども、今のと
ころ道路や宅地など盛り土した部分など、微地形を判読する際のノイズとなるものを捨象することができ
ないこと、例えば10㎝間隔で色分け表示しようとすると、３mの標高差に30色が必要となり、広域を色分
け表示しようとすると色差が認知できないほど細かい区分が必要となることなどの問題に直面する。した
がって、将来的には改良の余地があるけれども、パソコンに描画した画像から必要な水田の標高のみを抜
き出して、改めて等高線図の作成を行っている。

（5）　明治前期地籍図の地目・地位等級図
　白黒空中写真に写る濃淡は、地上の含水量に影響されるものであるけれども、灌漑用水が管理されてい
る場合には、含水量の多い水田は湿田、少ない水田は乾田に分類される。これは等級のうえでは湿田が等
級の低い田、乾田が等級の高い田に相当することになる。したがって、明治時代前期に作成された地籍図
に記される地目・地位等級を地図上に色分けして示せば、その分布状況が微地形の相違を示す可能性が考
えられる。また、宅地も近年の地形条件を無視した宅地開発以前には、地形条件に順応した立地であった
と考えられるから、宅地の分布状況なども微地形を考える資料になる可能性がある（地租改正以前の屋敷
は上畑並みに課税されていたことから、上畑として表記されることがある）。
　地目・地位等級図は、これまでに高松市の香東川扇状地上の一宮・成合・三名・鹿角町と香川町大野地区、
林町の一部地域、善通寺市の善通寺町、上吉田町、稲木町と生野町の一部地域などで作成実績がある（10）。
このうち、香東川扇状地上では上畑－上々田－上田が同心円状にまとまる地域が複数存在し、帯状に下田
や下々田が分布する状況も現れた。前者が旧中州（微高地）、後者が旧河道に相当すると考えられ、地目・
地位等級図が微地形判読に有用であることが示された。
　しかし、一方では明らかに旧河道の存在が知られる場合でも地目・地位等級図には存在が推定できない
場合があるほか、村境によって大きく地位等級が異なる場合があり、微地形を考える際に、逆にマイナス
の要素となる場合もあり得る。村境によって地位等級が異なるのは、村（正確には免）によって年貢総量
が決められ、それに基づいて地位等級を割り振られていた可能性が考えられるけれども、地目・地位等級
の分布と微地形の関係は直接的なものではないことから、参考程度に用いる必要がある。なお、明治前期
地籍図は香川県内でどの程度遺存しているのか分かっておらず、また、遺存している地域についても個人
情報が記載されている等の理由から、一般の閲覧は難しいのが実情である。地籍図による地目・地位等級
分析は、都市化が進んだり圃場整備等により土地改変が為されたりした地域で、空中写真判読等の分析で
は成果があがらない場合の参考資料程度の位置づけとなろう。

（6）　旧版地形図・各種の主題図
　上記のほか、過去に刊行された旧版地形図にも有用な情報が含まれていることが多い。例えば、大正６
年式の地形図の水田は、乾田・水田・沼田に分けられており、マクロの視点にはなるけれども湿地の抽出
などに有用である。また、感潮記号が記され、沿岸部の地形形成を考える資料となる。旧版地形図は、国

 
（９）　国土地理院ホームページ（主題図（地理調査）航空レーザ測量）参照。
（10）　拙稿「江戸時代初めの香東川治水工事（2）　－分岐付近の微地形－」『香川地理学会会報』№28　2008年／拙稿「弘福寺領讃岐

国山田郡田図の比定地について」『条里制・古代都市研究』第23号　2008年／拙稿「「善通寺□□絵図」の再検討」『条里制・古代都
市研究』第27号　2012年
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土地理院ホームページに図歴のリストが公開されており、国土地理院に謄本交付を申請すれば有料で入手
できる。
　このほか、国土地理院が刊行する土地条件図や沿岸海域条件図も参考資料となるので購入しておくと便
利である。なお、これらには調査報告書も刊行されている。調査報告書は一般ではほとんど閲覧すること
はできないが、国土地理院地方測量部などで閲覧できる場合がある。地形界の認定の根拠などが記されて
おり有用である。また、治水地形分類図が国土地理院のホームページで公開されている。
　さらに土地分類基本調査もインターネット上で閲覧することができる。土地分類基本調査は、国土地理
院発行の地形図を基図として、地図（地形分類図、表層地質図、土壌図、土地利用現況図、傾斜区分図な
ど）と簿冊（説明書）からなり、国土交通省土地・水資源局国土調査課のホームページで閲覧できる。こ
の調査成果は、小稿で問題とするような大縮尺の地形分類には参考となることは多くないけれども、地形
に関する様々な見方を勉強することができ有用である。
　最後に、関連する地域などの研究成果も調べておく必要がある。独立行政法人科学技術振興機構が運用
するサイト（Journal@rchive）には500誌以上の雑誌が公開されており、地理学評論、人文地理、第四紀
研究などの雑誌論文を閲覧することができ便利である。
　以上のように、インターネットの普及により地理的な情報の入手は飛躍的に便利になっており、研究を
行う環境が整ってきている。そして、これらの情報を総合しながら微地形分類作業を進めていくことにな
る。

３．川津町西部の形態的特徴による微地形分類

　香川県坂出市川津町は丸亀平野の東部に位置し、町域の西部に東側の城山山塊、南の飯野山、北側の角
山や青野山などに囲まれた盆地状の平野が広がっている。平野は巨視的には土器川の影響下にあるけれ
ども、現在は大束川（流域面積55.1平方㎞、流路延長51.4㎞）が北流している。1980年代後半から四国横
断自動車道建設、瀬戸中央自動車道坂出インターチェンジと四国横断自動車道とのジャンクション路線建
設、国道438号改良、大束川改修などの土木工事が行われ、それに先立つ埋蔵文化財調査も数多く行われ
た地域である。
　最初に、当地域の10㎝等高線図を見てみたい。図３は四国横断自動車道路建設工事、大束川改修工事に
際して作成された縮尺1000分の１の設計図面をもとに作成したものである。自動車道の中心線から500m
程の幅の水田標高を知ることができる。図4は基盤地図情報の５mメッシュのDEM（航空写真測量による
データ）から水田と畑の標高を抜き出して作成したものである。なお、両者の標高値には差があり、その
まま接合させることはできない。
　図３、４の等高線は微起伏に富んだパターンを示しており、旧河道や微高地の存在を推定することが可
能である。また、大束川の沿岸に沿って比高２m程の崖が続いている。
　図５は、1954年に国際航業が撮影した空中写真の濃度を強調させたうえに、メディアンフィルタによる
フィルタ処理を施し、図３の等高線を重ねたものである。等高線から推定される旧河道と濃く写る部分、
微高地と明るく写る部分との間に相関関係があることがわかる。図６は、10㎝等高線図と空中写真濃度分
析と空中写真判読によって作成した微地形分類予察図である。これは地表面の形態的特徴に注目して行っ
た微地形分類図ということになる。

－ 145 －



下川津遺跡

川津中塚遺跡

川津下樋遺跡

川津二代取遺跡

川津一ノ又
遺跡Ⅲ・Ⅳ区

川津東山田遺跡

0 500ｍ

弘光

中塚

下川津

大

束

川

川津一ノ又
遺跡Ⅰ区

川津一ノ又
遺跡Ⅱ区

図２　検討対象地域（基図は坂出市都市計画図）
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図５　画像処理写真
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４．発掘調査成果との関係

　次に、発掘調査によって確認された微高地や旧河道との関係について検討したい。前掲の図３には、
10㎝等高線図に下川津遺跡の発掘調査によって検出された旧河道と微高地も図示している。これによる
と、10㎝等高線図に現れる微起伏と旧河道の存在はよく対応していることがわかる。下川津遺跡の調査成
果をもとに、さらに詳細に検討する（11）。
　下川津遺跡の微地形は遺跡の東西にある旧河道と、その旧河道に挟まれた微高地からなる。微高地上に
は弥生時代前期から室町時代にかけて、一時的な空白期を挟みながら連綿と集落が営まれている。なお、
微高地の成因や変遷については確定させる資料がない。一方、検出された旧河道の埋没のおおまかな年代
は、古い順に第２・３低地帯（弥生時代前期の埋没）、ＳＲ1-1（古墳時代前期の埋没）、ＳＲ1-5（古墳時
代末の埋没）、ＳＲ1-2（奈良時代前
半までに埋没）、ＳＲ4-2（平安時代
前半までに形成、ほとんど開析され
ていない）、ＳＲ2-2（平安時代中頃
の埋没）、ＳＲ4-6（平安時代後期に
埋没）、ＳＲ3-3（平安時代末までに埋
没）、ＳＲ4-1（平安時代末に埋没）、
ＳＲ4-7（鎌倉時代に埋没）のように
整理される。
　旧河道の埋没年代と10㎝等高線図
の凹地との関係を見ると、埋没の新
しい旧河道ほど地表面の凹地の明瞭
な連続として捉えることができる。
反対に弥生時代前期埋没の旧河道は
地表面に凹地として痕跡を残してい
ない。弥生時代前期の旧河道は川津
二代取遺跡や川津下樋遺跡でも検出
されているけれども、地表面の凹地
とは、関連は想定できるものの明確
な対応関係にはない。このことから、
形成年代の新しい微地形は明瞭に捉
えられるけれども、時代を遡るほど、
また、近くに新しい微地形変化が生
じていると不明瞭になってくること
がわかる。
　形態的特徴から分類された大束川

 
（11）香川県教育委員会・㈶香川県埋蔵文化財調査センター・本州四国連絡橋公団『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ　

下川津遺跡』1990年（大久保徹也執筆「下川津遺跡における地形的変遷」ほか関連項目）　

図７　下川津遺跡　地形分類模式図
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沿岸に帯状に拡がる氾濫原面が見出されている。これは
地表面に最も明瞭な段差として把握できるものであるが、
下川津遺跡で検出された第４低地帯の旧河道（ＳＲ4-6、
4-7）が氾濫原面を流下する旧河道となる。ＳＲ4-6と4-7
は、河床が下方に抉り取られ、砂礫といった粗粒の堆積物
で埋没している。同じような状況は、川津一ノ又Ⅰ・Ⅱ区
でも観察されている（12）。川津一ノ又遺跡Ⅰ・Ⅱ区は、遺
構遺物が希薄であったためトレンチ調査のみで終了した
が、概要報告によると、氾濫原面
においては現耕作土直下にシルト
質細砂がほぼ水平に堆積し、その
下にはシルト・細砂・粗砂が現河
道方向に緩やかに落ち込んで堆積
している。一部のトレンチでは、
その下（現地表より2.3m以深）で
グライ化したシルトが堆積し、こ
の層中より古代末～中世の黒色土
器片が出土している。一方、段
丘面は現耕作土下に厚さ２mほど
シルトが堆積し、その下に層厚
0.4mほどの粘土・粘質土、層厚
1.2mほどの木質を含む黒色粘土
がおおむね水平に堆積している。
以上のことから図８のような状況
に整理できる。
　大束川沿岸の段丘崖を、空中写
真判読によりやや広域に追跡する
と、図９のような状況になる。段
丘崖が現地表に認められるのは下
川津遺跡付近より南で、攻撃斜面
側で明瞭、滑走斜面側でやや不明
瞭となるが、200mほどの幅で蛇
行しながら連続し、大束川支流の
四つの流路が合流する「島田」集
落付近まで追跡できる。島田より
上流は、土器川方面に向かう西南

図８　氾濫原と段丘面の模式図
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（12）「川津一ノ又遺跡Ⅰ・Ⅱ区」香川県教育委員会・㈶香川県埋蔵文化財調査センター・日本道路公団高松建設局『四国横断自動車

道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　平成２年度』1991年

図９　大束川流域の地形分類図

－ 152 －



方向の明瞭な旧河道に連続している。この旧河道は土器川付近では土石流堆状の高まりを形成しており、
土器川の主流が激しく流れ込んだことが推定される。
　氾濫原面と段丘面は、比高0.5～２mほどの段丘崖で画され、空中写真判読でも比較的容易に判読する
ことができる。また、段丘面に拡がる条里型地割が氾濫原面ではほとんど確認されないことも判読の際の
着眼点となる。氾濫原面に条里型地割が見られないのは、氾濫原面が条里施工以後に形成されたからにほ
かならない。
　下川津遺跡検出の旧河道と氾濫原面の形成との関連を考えると、ＳＲ4-2とＳＲ2-2との間に画期が求め
られる。ＳＲ2-2とＳＲ3-3は、遺跡東側に推定される旧河道に合流する旧河道で西側は消滅している。こ
れは氾濫原面が形成された結果、東側の旧河道も谷頭浸食を起こした結果、東側に合流するＳＲ2-2とＳ
Ｒ3-3も谷頭浸食を起こしたと見られる。ＳＲ2-2とＳＲ3-3の流路内には、木群１（ＳＲ2-2）・木群３（Ｓ
Ｒ3-3）が検出されている。いずれも軽度の加工を施した木材などの集積で、打ち込んだり組み立てたり
した形跡はないと観察されている。これは谷頭浸食の進行を防ぐための護岸の役割を担うものであった可
能性がある。このように見ると、大半は調査地の東側を流れる旧河道の最終埋没は氾濫原面形成以後と判
断され、谷頭浸食を起こしたＳＲ2-2とＳＲ3-3の埋没年代から平安時代の中頃から末までの年代が想定で
きる。一方、微高地上の微凹地には「平安時代洪水砂層」と呼ばれる細砂層の堆積が確認されている。平
安時代のある時期に大きな洪水が起こったことを示しているけれども、氾濫原面が形成されると洪水は氾
濫原面に集中し、段丘面上に洪水が流下することは稀になると考えられるから、「平安時代洪水砂層」は
氾濫原面形成以前の堆積層の可能性が高い。なお、ＳＲ4-1とＳＲ4-2は「平安時代洪水砂層」以前に形成
された旧河道である。以上のことから氾濫原面形成の年代は絞り込めていくと思われるが、旧河道の詳細
な年代を決めるためには慎重な分析が必要であり、今後の課題としたい。
　大束川に見られた氾濫原面の形成は、高橋学氏が瀬戸内海東部の沖積平野の詳細な研究を通して指摘し
た「完新世段丘Ⅱ面」の形成と同じ地形変化である（13）。高橋氏によると、瀬戸内海沿岸の平野は弥生時
代前期－中期前半に段丘化した完新世段丘Ⅰ面と、古代末に段丘化した完新世段丘Ⅱ面に細分されるけれ
ども、高松平野においてはⅠ面とⅡ面を区別する崖は確定できていないとされている。大束川流域におい
ても、古代末の段丘化は把握でき
るけれども、弥生時代前期－中期
前半の段丘化現象は把握できてい
ない。
　以上のことから、大束川下流域
平野の微地形の形成について一定
の年代観を得ることができた。こ
のことを念頭に発達史的観点から
改めて微地形分類図の凡例を図10
のように表示できる。
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図10　発達史的微地形分類図　凡例

 
（13）　前掲註（6）文献
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図11　壬申地券地引絵図による地目・地位等級分析図
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５．地目・地位等級図との関係

　微地形分類図が完成した段階で、明治前期地籍図により作成した地目・地位等級との関係を検討してお
きたい。
　図11は、明治７年頃に作成された壬申地券地引絵図に記された一筆毎の地目と地位等級をパターン分け
して表示したものである。この分布図を分析するに際し、まず注意しておかなければならないのは、「上
畑」、「中畑」の中には宅地が含まれているということである。これは、近世において屋敷地が上畑並みの
年貢が課せられていたことの名残りである。
　地目・地位等級の分布をみると、畑は大束川沿岸部（氾濫原面）と東山山麓部にやや集中的に分布して
いる。氾濫原面は洪水が頻発することから、用水路などの広域の復旧を放棄して畑として土地利用してい
る。しかし、この中には現在の下川津、中塚、弘光などの集落が含まれている。土地条件の良くないとこ
ろに集落が立地するのは、宅地よりも水田を重視するためという近世社会の政策の影響の可能性が考えら
れるけれども、詳細はよくわからない。なお、氾濫原面には畑のほか、下田や下々田が目立つけれども、
上々田もあり、明瞭な線引きは難しい。
　つぎに段丘面上の水田について見る。下川津遺跡付近では、微高地に当たる部分が上々田、東側の旧河
道が上田、中田の分布と対応している。ここでは微高地を東西に横断する第２低地帯の東北側も識別でき
る。また遺跡東側の旧河道の全体的な状況と地位等級の分布は巨視的に合致している。
　このように、地籍図の地目・地位等級図は、空中写真判読、10㎝等高線図、空中写真濃度分析などに
よって分類した微地形分類と巨視的に合致することが指摘できる。しかし、精度の点では前者の方が高
く、地目・地位等級図は劣ると評価できよう。地目・地位等級図は、先述したように、都市化が進んだり
圃場整備等により土地改変が為されたりした地域で、空中写真判読等の分析では成果があがらない場合の
参考資料程度の位置づけとなろう

６．まとめ

　以上、微地形分類の視点と方法、川津町西部の微地形分類図、遺跡検出の旧河道や微高地との関係など
について述べてきた。最後に、指摘しておきたいのは、このような微地形分類を行って遺跡立地などを論
ずる研究は多いが、中には非常に杜撰な地形分類図をもとに検討を進めている事例があることである。最
低でも本章に述べた程度の分析を行う必要があると考える。また、微地形分類を行うにあたって、遺跡の
堆積状況は非常に重要な情報であって、このような研究は、遺跡調査の場の中で練磨していく必要があ
る。
　なお、このような視点からの検討によって、当地域南部の微地形と遺跡立地について記述した拙文があ
るので併読いただければ幸いである（14）。

註
　図７、８、９は、香川県教育委員会ほか『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第十六冊　川津二代取遺跡』（1995

年）掲載の図を改変したもの、図11は香川県埋蔵文化財センター『平成21年度　讃岐国府跡探索事業概報　－地形調査及び地名調
査の成果』（2010年）掲載の図を改変したものである。なお、図中のパターンは森三紀氏作成のものを利用した。

 
（14）　拙稿「坂出市川津町の古代のため池跡」『香川県埋蔵文化財センター研究紀要Ⅴ』2009年
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此
間
雖
　
弱
不
虧
法
則
同
七
日
立
白
峯
至
白
山
路
六
里
同
八
日
立
白
山
至
引
田
路
六
里
同

九
日
立
引
田
越
阿
波
大
坂
至
紀
津
路
六
里
即
日
酉
始
乗
船
渡
牟
野
口
付
福
良
海
路
四
里
即

子
時
許
至
淡
路
国
賀
集
一
里
同
十
四
日
立
賀
集
至
由
良
七一
里
同
十
五
日
立
由
良
渡
戸
又
云

加
多
渡
海
路
三
里
至
大
谷
亥
時
陸
地
十
一
里
十
六
日
立
大
谷
至
麻
生
津
十
一
里
同
十
七
日
登
山

五
里
即
日
没
後
開
御
影
拝
見
慈
顔
頂
戴
御
物
等
拭
歓
喜
涙
着
住
坊
云
云

同
廿
一
日
奥
院
参
詣
病
身
忘
命
参
詣
之
処
上
下
無
為
不
可
云
云

此
事
写
之
外
種
々
事
等
多
之
右
筆
ニ
不
遑
仍
畧
之
殊
以
為
肝
要
之
所
許
を
事
云
云
脱
ノ

于
時
正
嘉
第
二
之
暦
仲
秋
上
旬
之
候
聊
為
後
摸
之
執
筆
畢
巧
披
見
可
被
唱
念
仏
者
也

　
　
私
云
建
治
三
年
二
月
十
八
日
書
写
畢

む
。
此
の
間
、
　
弱
と
雖
も
法
則
を
虧
か
ず
。
同
七
日
、
白
峯
を
立
ち
て
白
山
に
至

る
。
路
六
里
同
八
日
、
白
山
を
立
ち
て
引
田
に
至
る
。
路
六
里
同
九
日
、
引
田
を
立
ち
て

阿
波
の
大
坂
を
越
へ
、
紀
津
に
至
る
。
路
六
里
即
日
酉
、
始
め
て
船
に
乗
り
牟
野
口
を

渡
り
、
福
良
に
付
く
。
海
路
四
里
即
ち
子
の
時
許
り
、
淡
路
国
賀
集
に
至
る
。
一
里
同

十
四
日
、
賀
集
を
立
ち
て
由
良
に
至
る
。
七
里
同
十
五
日
、
由
良
渡
戸
又
加
多
渡
と
云
ふ
。

海
路
三
里
を
立
ち
て
、
大
谷
に
至
る
。
亥
の
時
、
陸
地
十
一
里
十
六
日
、
大
谷
を
立
ち
て
麻

生
津
に
至
る
。
十
一
里
同
十
七
日
、
山
に
登
る
。
五
里
即
ち
日
没
の
後
、
御
影
を
開
け
慈

顔
を
拝
見
し
、
御
物
等
を
頂
戴
す
。
歓
喜
の
涙
を
拭
い
て
住
坊
に
着
く
と
云
々
。

同
廿
一
日
、
奥
院
参
詣
す
。
病
身
命
を
忘
れ
て
参
詣
の
処
、
上
下
無
為
﹇
言
ふ
﹈
べ
か

ら
ず
と
云
々
。

此
の
事
写
す
の
外
、
種
々
の
事
等
之
多
く
、
右
筆
遑
あ
ら
ず
。
仍
て
之
を
畧
す
。
殊
に

以
て
肝
要
た
る
の
所
許
り
を
事
脱
の
云
々
。
時
に
正
嘉
第
二
の
暦
仲
秋
上
旬
の
候
、
聊

か
後
の
た
め
、
之
を
摸
し
執
筆
巧
み
に
畢
ぬ
。
披
見
、
念
仏
を
唱
へ
ら
る
べ
き
者
な

り
。

　
　

私
云
ふ
、
建
治
三
年
二
月
十
八
日
書
写
し
畢
ぬ
。

　

凡
例

　
一
．
翻
刻
は
、
洲
崎
寺
本
に
な
る
べ
く
忠
実
に
行
っ
た
。
こ
の
た
め
、
返
り
点
等
の
抜
け
や
誤
り
、

ま
た
筆
写
時
の
脱
字
・
誤
字
・
重
複
が
あ
っ
て
も
校
訂
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。

　
二
．
書
き
下
し
は
、
洲
崎
寺
本
の
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
筆
写
時
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
部
分
は
、

他
の
写
本
や
刊
本
を
参
考
に
訂
正
し
た
。
そ
の
際
、
洲
崎
寺
本
の
脱
字
を
補
っ
た
箇
所
は
﹇

　
﹈

内
に
入
れ
、
洲
崎
寺
本
で
の
同
じ
文
言
の
重
複
部
分
は
（

　
）
内
に
入
れ
て
、
文
意
が
通
じ
る

よ
う
に
し
た
。
誤
字
に
つ
い
て
は
適
当
な
文
字
に
訂
正
し
た
が
、
個
別
に
は
表
示
し
て
い
な
い
。
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来
浄
飯
王
宮
生
処
塔
ノ
而一
五
百
廻
ノ
星
霜
相
遷
之
間
唯
遺
基
跡
ヲ
尚一
無
礎
石
于
茲
行
蓮

上
人
去
寛
元
三
年
木
像
御
影
建
立
之
時
即
与
寺
僧
共
評
議
シ
テ
於
此
御
誕
生
処
建
立
一

堂
ヲ
可一
安
置
之
云一
云

因
茲
或
ハ
ハ
ケ
マ
シ
自
力
ヲ
或一
ハ
唱
テ
勧二
進
以一
今
年
建
長
元
年
正
月
十
日
手一
斧
始
同
二

月
二
日
棟
上
大
工
沙
弥
陀
仏
同
年
五
月
八
日
戊
申
寅
時
有
鎮
壇
阿
闍
梨
道
範

以
我
功
徳
力
大
師
加
持
力
及
以
法
界
力
願
我
成
吉
祥
今
此
一
伽
藍
奉
慈
氏
下
生
興
隆
諸

仏
法
利
益
諸
衆
生

 

大
勧
進
阿
闍
梨
道
範

建
長
元
年
五
月
廿
一
日
此
諸
国
流
人
赦
免
之
宣
下
有
之
同
六
月
八
日
件
院
宣
并
六
波
羅

下
知
状
及
長
者
御
房
御
書
状
来
着
仍
即
可
帰
洛
之
所
自
同
十
二
日
本
病
更
発
不
能
出
行一

経
四
十
余
日
付
小
減
臨
帰二
山
之
期
七
年
之
間
世
出
世
之
事
無
内
外
申
談
之
人
之
許
へ
申

遣
云

　
七
年
の
絶
え
怒
む
す
ひ
の
末
乃
露

　
お
な
し
者
ち
す
の
上
尓
阿
楚
は
ん

彼
返
報
云
七
ケ
年
之
　
候
一
生
中
之
大
幸
也
唯
願
世
々
ニ
欲
蒙
御
引
接
云
云

　
末
の
露
お
も
ひ
定
め
怒
身
尓
し
阿
連
徒
と
ふ
古
と
の
者
に
か
ゝ
ら
佐
ら
め
や

追
申
御
帰
山
之
後
ハ
毎
年
一
度
可
令
登
山
之
志
深
候

　
多
の
免
置
し
法
の
志
る
辺
の
灯
乃
重
而
照
す
峯
を
尋
ん

同
七
月
廿
二
三
日
之
比
癘
病
得
小
減
欲
帰
山
之
所
当
国
白
峯
寺
院
主
静
円
備
後
阿
闍
梨
当

年
宿
願
入
壇
所
望
事
近
々
被
歎
申
之
間
病
後
気
力
雖
不
可
堪
作
業
此
寺
国
中
清
浄
蘭
若

崇
徳
院
法
皇
御
霊
廟
也
此
阿
闍
梨
年
紀
六
十
六
練
行
慈
仁
之
器
也
仍
大
師
御
門
流
於
此

寺
永
代
流
伝
事
尤
可
為
興
法
利
人
方
便
之
故
同
七
月
廿
九
日
立
善
通
寺
到
彼
白
峯
路
五

里
八
月
四
日
壬
寅
房
宿
令
云
云
入
壇
伝
法
色
衆
十
人
云
云
同
六
日
彼
寺
本
堂
修
理
供
養
万
荼

羅
供
大
阿
闍
梨
勒
之

来
浄
飯
王
宮
生
処
塔
の
如
し
。
而
し
て
五
日
廻
の
星
霜
相
遷
る
の
間
、
唯
其
の
跡
を
遺

し
、
尚
礎
石
無
し
。
茲
に
お
い
て
行
蓮
上
人
、
去
る
寛
元
三
年
木
像
御
影
建
立
の
時
、

即
ち
寺
僧
と
共
に
評
議
し
て
、
此
の
御
誕
生
処
に
於
い
て
一
堂
を
建
立
し
、
之
を
安
置

す
べ
し
と
云
々
。

茲
に
因
り
て
、
或
い
は
自
力
を
励
ま
し
、
或
い
は
勧
進
を
唱
へ
て
、
今
年
建
長
元
年
正

月
十
日
を
以
て
手
斧
始
め
、
同
二
月
二
日
棟
上
す
。
大
工
沙
弥
陀
仏
。
同
年
五
月
八
日

戊
申
寅
時
、
鎮
壇
有
り
。
阿
闍
梨
道
範
。

　
我
が
功
徳
力
を
以
て

　
大
師
加
持
力

　
及
び
法
界
力
を
以
て

　
願
我
吉
祥
を
成
す

　

　
今
此
の
一
伽
藍

　
慈
氏
の
下
生
を
奉
り

　
諸
仏
法
を
興
隆
し

　
諸
衆
生
を
利
益
す

 

大
勧
進
阿
闍
梨
道
範

建
長
元
年
五
月
廿
一
日
、
此
の
諸
国
流
人
赦
免
の
宣
下
之
有
り
。
同
六
月
八
日
、
件
の

院
宣
并
六
波
羅
の
下
知
状
、
及
び
長
者
御
房
の
御
書
状
来
着
す
。
仍
て
即
ち
帰
洛
す
べ

き
の
所
、
同
十
二
日
よ
り
本
病
更
に
発
す
。
出
行
す
る
こ
と
能
ず
。
四
十
余
日
を
経
て

小
減
に
付
く
。
帰
山
の
期
に
臨
み
、
七
年
の
間
世
出
世
の
事
、
内
外
無
く
こ
れ
を
申
し

談
ず
人
の
許
へ
申
し
遣
は
し
て
云
ふ
、

　
32

七
年
の

　
絶
え
ぬ
む
す
び
の

　
末
の
露

　
お
な
じ
蓮
の

　
上
に
あ
そ
ば
ん

彼
の
返
報
に
云
う
。
七
ケ
年
の
祗
に
候
は
ば
、
一
生
中
の
大
幸
な
り
。
唯
願
は
く
ば
、

世
々
御
引
接
を
蒙
ら
ん
と
欲
す
と
云
々
、

　
33

末
の
露

　
お
も
ひ
定
め
ぬ

　
身
に
し
あ
れ
ど

　
問
ふ
こ
と
の
は
に

　
か
ゝ
ら
ざ
ら
め
や

追
ひ
て
申
す
に
は
、
御
帰
山
の
後
は
毎
年
一
度
登
山
せ
し
む
べ
き
の
志
深
く
候
。

　
34

頼
め
置
き
し

　
法
の
し
る
べ
の

　
灯
の

　
重
ね
て
照
ら
す

　
峯
を
尋
ね
ん

同
七
月
廿
二
三
日
の
比
、
癘
病
小
減
を
得
て
、
山
に
帰
ら
ん
と
欲
す
る
の
所
、
当
国
白

峯
寺
院
主
静
円
備
後
阿
闍
梨
当
年
宿
願
の
入
壇
所
望
の
事
、
近
々
歎
き
申
さ
る
の
間
、
病

後
の
気
力
作
業
に
堪
へ
る
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
此
の
寺
国
中
清
浄
の
蘭
若
、
崇
徳
院
法

皇
の
御
霊
廟
な
り
。
此
の
阿
闍
梨
、
年
紀
六
十
六
、
練
行
慈
仁
の
器
な
り
。
仍
て
大
師

御
門
流
の
此
の
寺
に
於
い
て
永
代
流
伝
の
事
、
尤
も
興
法
利
人
の
方
便
た
る
べ
し
の

故
、
同
七
月
廿
九
日
、
善
通
寺
を
立
ち
彼
の
白
峯
に
到
る
。
路
五
里
八
月
四
日
壬
寅
房
宿

令
云
々
入
壇
伝
法
す
。
色
衆
十
人
と
云
々
。
同
六
日
、
彼
の
寺
の
本
堂
修
理
供
養
万
荼

羅
供
、
大
阿
闍
梨
之
を
勤
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同
年
十
一
月
十
七
日
尾
背
寺
参
詣
此
寺
ハ
大
師
善
通
寺
建
立
之
時
杣
山
云
云
本
堂
三
間

四
面
本
仏
御
作
薬
師
三
間
御
影
堂
御
影
并
七
祖
又
天
台
大
師
影
有
之
同
十
八
日
還
向
依

路
次
参
詣
称
名
院
眇
松
林
中
有
九
品
庵
室
本
堂
五
間
彼
院
主
念
々
房
持
仏
堂
松
間
池
上

地
形
殊
勝
彼
院
主
他
行
之
間
追
送
之

　
九
の
草
の
庵
り
と
見
し
ほ
と
に
屋
か
て
蓮
の
台
な
り
け
里

　
九
乃
草
の
庵
り
に
と
め
を
き
し
古
々
ろ
い
ま
な
へ
海
の
西
ま
て

　
　
念
々
房
返

　
結
ひ
置
く
草
の
庵
の
か
ひ
阿
連
は
今
は
蓮
の
台
と
そ
き
く

　
九
の
草
の
庵
り
尓
と
ゝ
め
け
む
君
か
心
越
た
の
む
我
身
そ

称
名
院
へ
の
愚
状
を
三
品
房
の
許
へ
被
送
タ
リ
ケ
ル
其
返
状
ニ
云

善
通
寺
御
札
加
拝
見
令
返
上
候
彼
歴
覧
之
時
不
参
会
之
条
生
前
遺
恨
候
猶
々
御
光
臨
候

者
我
願
充
満
衆
望
亦
可
足
候
者
也
兼
又
二
首
御
詠
万
感
無
極
候
捧
五
首
之
腰
折
述
千
廻

之
心
緒
而
已

　
君
な
ら
て
誰
か
覚
ら
ん
草
の
庵
屋
が
て
蓮
の
台
成
と
は

　
九
品
の
蓮
の
露
に
屋
と
り
け
ん
月
の
光
り
を
見
怒
そ
か
な
し
き

　
と
ゝ
め
け
ん
心
の
底
越
志
る
へ
尓
て
此
山
里
尓
住
人
も
か
那

　
い
か
ゝ
し
て
君
か
御
法
の
灯
を
聞
き
御
山
の
庵
に
照
さ
ん

　
君
か
た
の
む
寺
の
昔
の
聖
り
こ
そ
此
山
里
に
住
家
志
め
け
連

当
寺
ハ
弘
法
大
師
御
建
立
旧
跡
云
云
便
宜
之
時
以
此
旨
可
令
洩
達
給
恐
惶
謹
言

　
　
十
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
上
品
判

十
一
月
十
八
日
参
詣
滝
寺
坂
十
六
丁
此
寺
東
向

高
山
有
滝
古
寺
礎
石
等
所
々
有
之
本
堂
五
間
本
仏
御
作
千
手
云
云

一
　
誕
生
院
縁
起
之
事

右
当
所
者
弘
法
大
師
御
誕
生
処
也
昔
ハ
定
有
精
舎
宛
モ
如
尺
迦
如

同
年
十
一
月
十
七
日
尾
背
寺
参
詣
す
。
此
の
寺
は
、
大
師
善
通
寺
御
建
立
の
時
の
杣
山

な
り
。
本
堂
は
三
間
四
面
、
本
仏
は
御
作
の
薬
師
な
り
。
三
間
の
御
影
堂
、
御
影
并
に

七
祖
又
天
台
大
師
の
影
之
在
り
。
同
十
八
日
還
向
す
。
路
次
に
依
り
、
称
名
院
に
参
詣

す
。
眇
﹇
々
た
る
﹈
松
林
の
中
に
、
九
品
庵
室
有
り
。
本
堂
五
間
、
彼
の
院
主
は
念
々

房
な
り
。
持
仏
堂
、
松
間
池
上
の
地
形
殊
勝
な
り
。
彼
の
院
主
は
他
行
之
間
、
追
て
之

を
送
る
。

　
23

九
の

　
草
の
庵
り
と

　
見
し
ほ
ど
に

　
や
が
て
蓮
の

　
台
と
な
り
け
り

　
24

九
の

　
草
の
庵
り
に

　
と
め
を
き
し

　
心
い
ざ
な
へ

　
海
の
西
ま
で

　
　

念
々
房
の
返
し

　
25

結
び
置
く

　
草
の
庵
の

　
か
ひ
あ
れ
ば

　
今
は
蓮
の

　
台
と
ぞ
聞
く

　
26

九
の

　
草
の
庵
り
に

　
と
ゞ
め
け
む

　
君
の
心
を

　
た
の
む
我
身
ぞ

称
名
院
へ
の
愚
状
を
三
品
房
の
許
へ
送
ら
れ
た
り
け
る
。
其
の
返
状
に
云
ふ
。

善
通
寺
御
札
、
拝
見
を
加
へ
返
上
せ
し
め
候
。
彼
の
歴
覧
の
時
、
不
参
会
の
条
、
生
前

の
遺
恨
に
候
。
猶
々
御
光
臨
候
は
ば
我
が
願
既
に
満
ち
、
衆
望
も
亦
足
る
べ
き
候
者
な

り
。
兼
て
又
二
首
の
御
詠
、
万
感
極
ま
り
無
く
候
。
五
首
の
腰
折
れ
を
捧
げ
、
千
廻
の

心
緒
を
述
べ
て
已
む
。

　
27

君
な
ら
で

　
誰
か
覚
ら
ん

　
草
の
庵

　
や
が
て
蓮
の

　
台
な
り
と
は

　
28

九
品
の

　
蓮
の
露
に

　
や
ど
り
け
ん

　
月
の
光
を

　
見
る
ぞ
か
な
し
き

　
29

と
ゞ
め
け
ん

　
心
の
底
を

　
し
る
べ
に
て

　
此
山
里
に

　
住
人
も
が
な

　
30

い
か
ゞ
し
て

　
君
が
御
法
の

　
灯
を

　
闇
き
み
山
の

　
庵
に
照
さ
ん

　
31

君
が
た
の
む

　
寺
の
昔
の

　
聖
り
こ
そ

　
此
山
里
に

　
住
家
し
め
け
れ

常
寺
ハ
弘
法
大
師
御
建
立
の
旧
跡
と
云
々
。
便
宜
の
時
、
此
の
旨
を
以
て
洩
達
せ
し
め

給
ふ
可
し
。
恐
惶
謹
言
。

　
　

十
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
品
判

十
一
月
十
八
日
、
滝
寺
に
参
詣
す
。
坂
十
六
丁
此
の
寺
東
向
高
山
に
滝
有
り
。
古
寺
の
礎

石
等
、
所
々
に
之
有
り
。
本
堂
五
間
、
本
仏
御
作
の
千
手
と
云
々
。

一
　

誕
生
院
縁
起
の
事

右
当
所
は
、
弘
法
大
師
御
誕
生
処
な
り
。
昔
は
定
め
て
精
舎
あ
り
。
あ
た
か
も
釈
迦
如
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宝
治
二
年
戌
申
四
月
之
比
依
高
野
二
品
親
王
仰
摸
当
寺
御
影
此
事
去
年
雖
被
下
御
使
当

国
無
浄二
行
仏
師
之一
由
依
申
上
今
年
被
下
仏
師
成一
祐
鏡
明
房
奉
摸
写
之
所
詣
仏
師
四
月
五

日
出
京
九
日
下
着
堀
江
津
同
十
一
日
当
寺
参
詣
同
十
三
日
作
紙
形
当
日
於
御
影
堂
ニ
仏

師
ニ
授
梵二
網
十
戒
其
後
始
紙
形
自
同
十
四
日
図一
絵
同
十
八
日
終
其
功
所
奉
摸
之
御
影
其

御
影
形
色
毫
釐
モ
無
違
本二
御
影
云一
云
同
十
八
日
依
寺
僧
評
議
今
此
仏
師
彼
押
本
御
影
之

裏
加
御
修
理
云
云
已
上
此
等
間
不
出
御
影
堂
仏
師
下
着
之
時
院
主
絹
一
疋

　
三
昧
各
浅
黄
一
切

給
之
凡
此
御
影
者
当
寺
之
古
老
相
伝
ニ
云
大
師
御
入
唐
ノ
時
為
御
母
儀
自一
摸
置
我
影
像
ヲ一

為
告
面
之
孝
御
ス
云
云

　
此
御
影
上
洛
事

承
元
三
年
隠
岐
院
御
時
在
佐
大
臣
殿
当
国
ニ
司
之
間
依
院
宣
被
奉
迎
寺
僧
再
三
日
上
古

不
奉
出
御
影
堂
之一
由
雖
令
言
上
子
細
数
度
依
被
仰
下
寺
僧
等
頂
戴
令
上
洛
御
拝
見
之
後

被
奉
摸
之
絵
師
御
下
向
之
時
生
野
ニ
六
丁
免
田
寄
進
云
云
嘉
禄
元
年
九
条
禅
定
殿
下
摂

録
御
時
奉
拝
之
又
摸
写
之
絵
師
七
郎
唐
人
御
下
向
之
時
免
田
三
丁
寄
進
云
云

同
年
六
月
二
日
御
上
洛
同
十
五
日
高
野
参
着
即
有
御
拝
見
御
歓
喜
云
云
同
十
八
日
御
報

書
云
云
御
影
無
為
奉
渡
事
返
々
悦
入
候
宿
善
開
発
数
及
落
涙
心
中
可
被
察
之
云
云
同
年

十
月
廿
七
日
伊
与
国
寒
川
ノ
地
頭
小
河
六
郎
祐
長
建
立二
一
堂
三
尊
供一
養
導
師
勤
之
彼
路
頭

ニ
比
女
ノ
八
幡
ト
云
所
ア
リ
讃
岐
ノ
内
其
所
ニ
大
楠
ノ
木
ノ
本
ヲ
半
出
ノ
阿
弥
陀
仏
ヲ
造
テ

堂
ヲ
ツ
ク
リ
覚
リ
其
木
ノ
末
ハ
大
ニ
サ
カ
ヘ
テ
カ
レ
ヌ

　
楠
の
木
も
本
の
さ
と
り
を
ひ
ら
き
つ
ゝ
仏
の
身
と
も
成
り
に
け
る
か
な

同
廿
八
日
舞
楽
同
廿
九
日
還
向
ノ
次
ニ
琴
曳
ト
云
宮
マ
ウ
ツ
讃
岐
内
此
宮
昔
ハ
八
幡
大

　

筑
紫
ヨ
リ
此
所
ニ
ヲ
チ
ツ
キ
テ
京
ノ
八
幡
ヘ
ハ
わ
た
ら
せ
給
其
御
舟
ノ
舶
ト
御
琴
ト
ヲ
宮
内

ニ
ツ
ク
リ
コ
メ
タ
リ
サ
テ
琴
曳
ト
云
山
ノ
様
京
ノ
ヤ
ハ
タ
ノ
山
ノ
形
也
三
面
ハ
海
也
殊
勝

地
形

　
松
風
尓
昔
の
志
ら
へ
か
よ
ひ
来
て
今
に
跡
阿
る
琴
曳
の
山

宝
治
二
年
戌
申
四
月
之
比
、
高
野
二
品
親
王
の
仰
せ
に
依
り
、
当
寺
の
御
影
を
摸
す
。

此
の
事
去
年
御
使
を
下
さ
る
と
雖
も
、
当
国
に
浄
行
仏
師
無
き
の
由
申
し
上
ぐ
る
に
依

り
、
今
年
仏
師
成
祐
鏡
明
房
を
下
さ
れ
、
之
を
摸
写
し
奉
る
。
所
詣
の
仏
師
、
四
月
五

日
出
京
し
、
九
日
堀
江
津
に
下
着
す
。
同
十
一
日
当
寺
に
参
詣
す
。
同
十
三
日
紙
形
を

作
る
。
当
日
御
影
堂
に
於
い
て
、
仏
師
に
梵
網
十
戒
を
授
く
。
其
の
後
紙
形
を
始
め
、

同
十
四
日
よ
り
図
絵
し
、
同
十
八
日
其
の
功
を
終
う
。
摸
し
奉
る
所
之
其
の
御
影
、
形

色
毫
釐
も
本
の
御
影
と
違
う
こ
と
な
し
と
云
々
。
同
十
八
日
寺
僧
評
議
に
依
り
、
今
此

の
仏
師
改
め
て
本
の
御
影
の
裏
を
押
し
、
御
修
理
を
加
ふ
と
云
々
。
已
上
此
等
の
間
、

御
影
堂
を
出
ず
。
仏
師
下
着
の
時
、
院
主
絹
一
疋
、
三
昧
各
浅
黄
一
切
之
を
給
す
。
凡

そ
此
の
御
影
は
、
当
寺
の
古
老
の
相
伝
に
云
く
、
大
師
御
入
唐
の
時
、
御
母
儀
の
た
め

自
ら
我
が
御
影
像
を
摸
し
置
き
、
告
面
の
孝
と
な
し
御
す
と
云
々
。

　
此
の
御
影
上
洛
の
事

承
元
三
年
隠
岐
院
の
御
時
、
在
佐
大
臣
殿
当
国
に
司
る
の
間
、
院
宣
に
依
り
て
迎
へ
奉

ら
る
。
寺
僧
再
三
に
曰
く
、
上
古
御
影
堂
を
出
奉
ら
ず
の
由
、
子
細
を
言
上
せ
し
む
と

雖
も
、
数
度
仰
せ
下
せ
ら
る
に
依
り
、
寺
僧
等
頂
戴
し
上
洛
せ
し
め
御
拝
見
の
後
、
之

を
摸
し
奉
ら
る
。
絵
師
御
下
向
の
時
、
生
野
に
六
丁
の
免
田
寄
進
す
と
云
々
。
嘉
禄
元

年
九
条
禅
定
殿
下
摂
録
の
御
時
、
之
を
拝
し
奉
り
、
又
摸
写
の
絵
師
七
郎
唐
人
御
下
向

の
時
、
免
田
三
丁
寄
進
す
と
云
々
。

同
年
六
月
二
日
御
上
洛
。
同
十
五
日
高
野
参
着
し
、
即
ち
御
拝
見
有
り
、
御
歓
喜
と

云
々
。
同
十
八
日
御
報
書
と
云
々
。
御
影
無
為
に
渡
り
奉
る
事
、
返
す
く
悦
び
入
り
候
。

宿
善
の
開
発
し
ば
し
ば
落
涙
に
及
び
、
心
中
之
を
察
せ
ら
る
べ
き
と
云
々
。
同
年
十
月
廿

七
日
、
伊
予
国
寒
川
の
地
頭
小
河
六
郎
祐
長
一
堂
を
建
立
す
。
三
尊
供
養
の
導
師
之
を
勤
む
。

彼
の
路
頭
に
比
女
の
八
幡
と
云
ふ
所
あ
り
。
讃
岐
の
内
。
其
の
所
に
大
楠
の
木
の
本
を
半

出
の
阿
弥
陀
仏
に
造
り
て
堂
を
造
り
覚
へ
り
。
其
の
木
の
末
は
大
い
に
栄
へ
て
枯
れ
ぬ
。

　
21

楠
の
木
も

　
本
の
悟
り
を

　
開
き
つ
ゝ

　
仏
の
身
と
も

　
成
り
に
け
る
か
な

同
廿
八
日
舞
楽
、
同
廿
九
日
還
向
の
次
に
琴
曳
と
云
ふ
宮
詣
づ
。
讃
岐
の
内
。
此
の
宮

は
昔
八
幡
大

　
筑
紫
よ
り
此
の
所
に
落
ち
着
き
て
、
京
の
八
幡
へ
ば
渡
ら
せ
給
ふ
。
其

の
舟
の
舶
と
御
琴
と
を
宮
内
に
作
り
こ
め
た
り
。
さ
て
琴
曳
と
云
ふ
山
の
様
は
、
京
の

八
幡
の
山
の
形
な
り
。
三
面
は
海
な
り
。
殊
勝
の
地
形
な
り
。

　
22

松
風
に

　
昔
の
し
ら
べ

　
か
よ
ひ
来
て

　
今
に
跡
あ
る

　
琴
曳
の
山
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野
ノ
大
門
ニ
テ
チ
カ
〳
〵
ト
見
ヘ
侍
レ
ハ
其
国
尓
て
も
南
山
ハ
サ
ハ
〳
〵
ト
見
侍
ラ
ム
浦

山
敷
こ
と
と
て

　
君
盤
な
越
見
て
や
な
く
さ
む
者
那
連
怒
る
高
野
の
山
の
峯
の
白
雲

サ
テ
モ
又
此
居
所
ハ
大
師
御
誕
生
の
座
跡
な
連
者
御
建
立
ノ
伽
藍
于
今
少
々
現
存
就
中

大
師
御
真
筆
の
御
影
常
ニ
拝
見
是
愁
之
中
の
喜
な
る
由
申
て

　
世
尓
出
て
見
徒
か
ら
と
む
る
影
よ
り
楚
入
尓
し
月
の
形
を
も
見
る

以
上
両
首
の
返
し
淡
路

　
高
野
山
峯
の
白
雲
跡
絶
て
む
那
し
幾
空
尓
雨
そ
古
本
る
ゝ

　
入
月
も
日
加
り
や
共
尓
な
ら
ふ
ら
ん
三
津
か
ら
と
め
し
影
耳
う
徒
り
て

寛
元
三
年
十
月
廿
一
日
出
雲
国
配
学
円
房
阿
闍
梨
法
性
延
テ
自
サ
リ
已
死
門
之
命
ヲ
誓

以
廿
一
日
為
閉
眼
之
期
ト
是一
大
師
引
接
炳
然
也
同
十
二
月
十
八
日
自
本
山
告
遣
之
聞
之

周
章
悶
乱
悲
泣
哀
慟
彼
阿
闍
梨
者
自
少
年
同
学
也
交
如
芝
蘭
眼
同
膠
漆
加
之
受
伝
法
灌

頂
於
先
師
法
眼
和
上
位
既
為
秘
密
血
脈
一
門
顕
密
因
縁
旁
以
深
離
別
哀
傷
豈
以
浅
乎
仍

自
同
十
九
日
始
行
阿
弥
陀
護
摩
五一
十
ケ
日
泣
資
彼二

　
其一
後
自
行
念
誦
等
之
時
為
廻
向
随

一
是
為
蒙
彼
還
来
引
接
也
彼
安
芸
無
常
此
出
雲
電
光
哀
傷
一
意

　
か
た
〳
〵
の
も
と
の
志
つ
く
ハ
ち
り
怒
な
り
い
津
か
我
身
の
末
の
白
露

同
年
十
二
月
十
六
日
高
野
浄

　
院
阿
闍
梨
尚
祚
覚
禅
房
去
十
一
月
廿
五
日
逝
去
之
由
同
朋

来
テ
告
未
聞レ
終ニ
其
詞
嗚
咽
悶
絶
彼
阿
闍
梨
者
花
王
法
水
稟
源
禅
林
教
風
伝
心
因
之
事
相

教
相
互
開
蒙
霧
世一
間
出
世
倶
無
内二
外
矣一

彼
賢
哲
者
愚
質
ニ
紀
之
法
弟
也
而
冥
途
前
後
泣

而
有
余二
凡
一
山
学
徒
滅
法
灯
失
恵
日
為
之
如
何
哉
筆
与
涙
相
和
記
之

　
高
野
山
流
連
し
水
も
か
れ
ぬ
な
り
草
木
は
い
か
ゝ
た
年
を
き
さ
ら
ん

野
の
大
門
に
て
近
々
と
見
え
侍
れ
ば
、
其
の
国
に
て
も
南
山
は
さ
は
さ
は
と
見
へ
侍
ら

む
。
羨
ま
し
き
こ
と
と
て
、

　
15

君
は
な
を

　
見
て
や
な
ぐ
さ
む

　
離
れ
ぬ
る

　
高
野
の
山
の

　
峯
の
白
雲

さ
て
も
又
、
此
の
居
所
は
大
師
御
誕
生
の
座
跡
な
れ
ば
、
御
建
立
の
伽
藍
今
に
お
い
て

少
々
現
存
し
、
就
中
大
師
御
真
筆
の
御
影
常
に
拝
見
す
。
是
愁
の
中
の
喜
び
な
る
由
申

し
て

　
16

世
に
出
て

　
自
ら
と
む
る

　
影
よ
り
そ

　
入
に
し
月
の

　
形
を
も
見
る

以
上
両
首
の
返
し
、
淡
路

　
17

高
野
山

　
峯
の
白
雲

　
跡
絶
へ
て

　
む
な
し
き
空
に

　
雨
ぞ
こ
ぼ
る
ゝ

　
18

入
月
も

　
ひ
か
り
や
共
に

　
な
ら
ふ
ら
ん

　
自
ら
と
め
し

　
影
に
う
つ
り
て

寛
元
三
年
十
月
廿
一
日
、
出
雲
国
に
配
す
る
学
円
房
阿
闍
梨
法
性
、
自
ら
さ
り
已
む
死

門
の
命
を
延
て
、
誓
ふ
て
廿
一
日
を
以
て
閉
眼
の
期
と
な
す
。
是
、
大
師
の
引
接
炳
然

な
り
。
同
十
二
月
十
八
日
、
本
山
よ
り
之
を
告
げ
遣
す
。
之
を
聞
き
周
章
悶
乱
し
、
悲

泣
哀
慟
す
。
彼
の
阿
闍
梨
は
、
少
年
よ
り
同
学
な
り
。
交
わ
り
て
芝
蘭
の
如
く
、
眼
膠

漆
に
同
じ
。
之
に
加
ふ
る
に
、
伝
法
灌
頂
を
先
師
法
眼
和
上
位
に
受
け
、
既
に
秘
密
の

血
脈
一
門
と
な
り
、
顕
密
の
因
縁
か
た
が
た
以
て
深
し
。
離
別
の
哀
傷
、
豈
以
て
浅
か

ら
ん
哉
。
仍
て
同
十
九
日
よ
り
、
阿
弥
陀
護
摩
を
始
行
す
る
こ
と
五
十
ケ
日
。
泣
い
て

彼
の
菩
提
を
資
す
。
其
の
後
、
自
ら
念
誦
等
を
行
ふ
の
時
、
廻
向
随
一
な
り
。
是
彼
の

還
来
引
接
を
蒙
る
た
め
な
り
。
彼
の
安
芸
無
常
、
此
の
出
雲
電
光
、
哀
傷
の
一
意

　
19

か
た
が
た
の

　
も
と
の
し
づ
く
は

　
散
り
ぬ
な
り

　
い
つ
か
我
身
の

　
末
の
白
露

同
年
十
二
月
十
六
日
、
高
野
山
浄
菩
提
院
の
阿
闍
梨
尚
祚
覚
禅
房
、
去
る
十
一
月
廿
五

日
逝
去
の
由
、
同
朋
来
り
て
告
ぐ
。
未
だ
終
わ
り
の
其
の
詞
を
聞
か
ず
、
嗚
咽
悶
絶

す
。
彼
の
阿
闍
梨
は
、
花
王
の
法
水
源
に
稟
し
、
禅
林
教
風
心
を
伝
ふ
。
之
に
因
り
事

相
教
へ
、
相
互
に
蒙
露
を
開
き
、
世
間
の
出
世
倶
に
内
外
に
無
し
矣
。
彼
の
賢
哲
は
、

愚
質
二
紀
の
法
弟
な
り
。
而
し
て
冥
途
前
後
す
る
こ
と
、
泣
き
て
余
り
有
り
。
凡
そ
一

山
の
学
徒
法
灯
を
滅
し
恵
日
を
失
ひ
、
之
を
為
さ
ん
と
す
る
こ
と
如
何
哉
。
筆
と
涙
と

相
和
し
て
之
を
記
す
。

　
20

高
野
山

　
流
れ
し
水
も

　
か
れ
ぬ
な
り

　
草
木
は
い
か
ゞ

　
た
ね
を
き
さ
ら
ん
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高
野
山
岩
の
む
ろ
戸
尓
澄
月
の
此
ふ
も
と
に
よ
り
出
け
る
か
さ
は

此
御
誕
生
所
者
西
方
ニ
五
岳
山
ト
云
テ
五
仏
之
高
山
ノ
有
ル
其
麓
也
同
日
午
刻
於
講
堂
ニ一

有
法
花
講
大
師
御
報
恩
ト
云
云
其
後
有
童
舞
云
云
其
日
及
晩
景
不
能
還
向
即
通
夜
御
影

堂
云
云
翌
日
宇
足
津
ニ
帰
寛
元
々
年
九
月
十
五
日
善
通
寺
ニ
移
住
ス
寺
僧
等
兼
而
大
師
御

誕
生
所
ノ
傍
ニ
庵
室
を
構
テ
給
ヘ
リ
同
月
廿
一
日
大
師
至
御二
行
道
所
ニ
世一
ニ
号
世
坂
ト
参一

詣
ス
其
路
嶮
岨
嵯
峨
老
骨
雖
攀
躋
只
人
ニ
タ
ス
ケ
ラ
レ
テ
登
至
る
此
行
道
ノ
路
ニ
ハ
于
今

草
不
生
清
浄
寂
寞
タ
リ
南
北
諸
国
皆
見
テ
眺
望
疲
眼
此
行
道
所
ハ
五
岳
ノ
中
岳
ノ
我
拝
師

山
ノ
西
ノ
岫
也
大
師
此
所
ニ
観
念
経
行
之
間
中
岳
青
巖
ノ
緑
松
ノ
上
尺
迦
如
来
乗
雲
来

臨
影
現
玉
フ
大
師
拝
玉
フ
之
故
云
我二
拝
師
山
ト
也一
此
行
道
所
ニ
数
刻
大
仏
頂
宝
篋
印
等
陁

羅
尼
ヲ
満
テ
眼
所
及
海
生
山
獣
等
ノ
益
生
ニ
ア
ツ
如
来
影
現
事
貴
ク
目
出
覚
ヘ
テ

　
王
し
の
山
徒
祢
に
す
無
な
る
夜
半
能
月
来
リ
て
照
春
峯
尓
そ
有
希
る

十
月
の
此
南
大
門
ニ
出
テ
南
方
名
山
等
眺
望
南
大
門
前
路
弘
三
丈
五
尺
長
八
町
左
右
ニ

卒
都
婆
多
立
テ
其
門
ノ
東
脇
ニ
古
大
松
ア
リ
寺
僧
云
昔
西
行
此
松
ノ
下
ニ
七
日
七
夜
籠
居

テ　
飛
さ
に
経
て
我
か
後
の
世
を
問
へ
よ
松
跡
忍
へ
き
人
も
な
き
身
そ

と
よ
免
る
に
よ
り
て
此
松
ヲ
ハ
西
行
カ
松
ト
申
也
ト
申
越
き
ゝ
て

　
ち
幾
り
置
て
西
へ
行
け
る
跡
尓
来
て
我
も
終
を
松
の
下
風

寛
元
二
年
甲
辰
正
月
之
頃
当
寺
ノ
童
舞
装
束
被
調
事
并
会
日
発
願
文
事
同
六
月
十
五
日

夜
多
度
郡
田
所
入
道
号
堀
池
入
道
随
仏
夢
想
ニ
云
御
誕
生
所
之
石
壇
ノ
南
ノ
辺
ニ
大
ナ
ル
蓮

花
生
タ
リ
茎
ノ
長
六
尺
大
衆
合
許
初
ハ
合
て
漸
開
其
色
香
花
甚
妙
也
諸
人
集
会
シ
テ
拝
見

之
随一
仏
作
奇二
特
之
想
問一
云
是
何
ナ
ル
蓮
花
ソ
如
是
大
ニ
妙
な
る
人
答
曰
是
ハ
高
野
上
人

御
房
ノ
蓮
花
云
云
合
掌
瞻
仰
シ
テ
夢
覚
畢
同
八
月
之
比
淡
路
国
ナ
ル
人
ノ
許
エ
修
行
者
ノ
便

ニ
文
ツ
カ
ワ
ス
状
ニ
此
離
山
三
年
ニ
ナ
リ
在
国
両
歳
ニ
ナ
ル
事
本
山
恋
慕
羇
旅
ノ
艱
難
定

同
心
也
抑
其
淡
路
島
ハ
高
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高
野
山

　
岩
の
む
ろ
戸
に

　
澄
む
月
の

　
此
ふ
も
と
よ
り

　
出
け
る
か
さ
は

此
の
御
誕
生
所
は
西
方
に
五
岳
山
と
云
ひ
て
、
五
仏
之
高
山
の
有
る
、
其
の
麓
な
り
。

同
日
午
刻
、
講
堂
に
於
い
て
法
花
講
有
り
。
大
師
の
御
報
恩
と
云
々
。
其
の
後
、
童
舞

有
り
と
云
々
。
其
の
日
、
晩
景
に
及
び
還
向
す
る
こ
と
能
は
ず
。
即
ち
、
御
影
堂
に
通

夜
す
と
云
々
。
翌
日
、
宇
足
津
に
帰
る
。
寛
元
元
年
九
月
十
五
日
、
善
通
寺
に
移
住

す
。
寺
僧
等
、
兼
て
大
師
御
誕
生
所
の
傍
に
庵
室
を
構
へ
て
給
へ
り
。
同
月
廿
一
日
、

大
師
の
御
行
道
所
に
至
る
。
世
に
世
坂
と
号
し
、
参
詣
す
。
其
の
路
、
嶮
岨
嵯
峨
と
し

て
、
老
骨
攀
躋
と
雖
も
只
人
に
助
け
ら
れ
て
登
り
至
る
。
此
の
行
道
の
路
に
は
、
今
に

草
生
え
ず
、
清
浄
寂
寞
た
り
。
南
北
の
諸
国
皆
見
へ
て
、
眺
望
眼
を
疲
れ
さ
す
。
此
の

行
道
所
は
、
五
岳
の
中
岳
の
我
拝
師
山
の
西
の
岫
な
り
。
大
師
此
の
所
に
観
念
経
行
の

間
、
中
岳
青
巖
の
緑
松
の
上
に
釈
迦
如
来
雲
に
乗
り
来
臨
影
現
し
玉
ふ
。
大
師
拝
み
玉

ふ
の
故
、
我
拝
師
山
と
云
ふ
也
。
此
の
行
道
所
に
数
刻
、
大
仏
頂
宝
篋
印
等
の
陀
羅
尼

を
、
満
眼
の
及
ぶ
所
海
生
山
獣
等
の
益
生
に
宛
つ
。
如
来
影
現
の
事
、
貴
く
目
出
に
覚

へ
て

　
12

鷲
の
山

　
常
に
住
む
な
る

　
夜
半
の
月

　
来
り
て
照
ら
す

　
峯
に
ぞ
有
け
る

十
月
の
比
、
南
大
門
に
出
て
南
方
の
名
山
等
眺
望
す
。
南
大
門
前
の
路
、
弘
さ
三
丈
五

尺
、
長
さ
八
町
、
左
右
に
卒
都
婆
多
く
立
ち
て
、
其
の
門
も
東
脇
に
古
大
松
あ
り
。
寺

僧
云
く
、
昔
西
行
此
の
松
の
下
に
七
日
七
夜
籠
り
居
て

　
13

ひ
さ
に
経
て

　
我
が
後
の
世
を

　
問
へ
よ
松

　
跡
忍
ぶ
べ
き

　
人
も
な
き
身
ぞ

と
よ
め
る
に
よ
り
て
、
此
の
松
を
は
西
行
が
松
と
申
す
也
と
申
す
を
聞
き
て

　
14

ち
ぎ
り
置
て

　
西
へ
行
き
け
る

　
跡
に
来
て

　
我
も
終
わ
り
を

　
松
の
下
風

寛
元
二
年
甲
辰
正
月
之
比
、
当
寺
の
童
舞
装
束
調
べ
ら
る
ゝ
事
、
并
に
会
の
日
の
発
願

文
の
事
、
同
六
月
十
五
日
の
夜
、
多
度
郡
田
所
入
道
堀
池
入
道
随
仏
と
号
す
夢
想
に
云
ふ
。

御
誕
生
所
の
石
壇
の
南
の
辺
に
、
大
な
る
蓮
花
生
じ
た
り
。
茎
の
長
さ
六
尺
、
大
き
さ

衆
合
許
。
初
め
は
合
て
漸
く
開
き
、
其
の
色
香
花
甚
だ
妙
な
る
。
諸
人
集
会
し
て
之
を

拝
見
す
。
随
仏
奇
特
の
想
を
作
り
、
問
う
て
云
ふ
。
是
何
な
る
蓮
花
ぞ
、
是
の
如
く
大

い
に
妙
な
る
。
人
、
答
へ
て
曰
く
、
是
は
高
野
上
人
御
房
の
蓮
花
な
り
と
云
々
。
合
掌

瞻
仰
し
て
夢
覚
め
畢
ぬ
。
同
八
月
之
比
、
淡
路
国
な
る
人
の
許
え
修
行
者
の
使
に
文
遣

わ
す
状
に
、
此
の
離
山
三
年
に
な
り
、
在
国
両
歳
に
な
る
事
、
本
山
恋
慕
、
羇
旅
の
艱

難
、
定
め
て
同
心
な
り
。
そ
も
そ
も
其
の
淡
路
島
は
高
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被
ルレ

預
ケ

十
五
日
在
家
五
六
丁
許
引
上
リ
テ
堂
舎
一
宇
僧
坊
少
々
有
所
ニ
移
シ
ス
エ
ラ
ル
此
処
地

形
殊
勝
望
東レ
孤
山
擎
テ
夜
月
ヲ
勤
月二
輪
観
之
思
ヲ
顧一
西レ
遠
島
含
夕
日
ヲ
催一
日二
想
観
之
心

ヲ
後一
ロ
ニ
ハ
松
山
聳
テ
海
中
ニ
至
る
前
ヘ
者
潮
満
ツ
時
砌
近
ク
指
シ
入
ル

　
佐
ひ
し
さ
を
い
か
て
多
え
末
し
松
の
風
浪
も
音
せ
ぬ
住
家
な
り
セ
ハ

サ
テ
常
尓
後
の
山
ニ
登
リ
テ
海
上
島
々
を
眺
望
シ
テ
為
海
中
鱗
類
ノ
作一
自二
性
能
加
持
之
法

ヲ
有一
時
ハ
浦
ニ
出
テ
向
ノ
山
々
ヲ
問
へ
ハ
備
前
ノ
小
島
備
中
備
後
迄
見
渡
る
小
石
尓
光
明

真
言
等
ヲ
書
テ
海
中
ニ
入
ル
宝
篋
印
陀
羅
尼
ヲ
誦
シ
テ
鱗
類
ノ
離
苦
海
ニ
廻
向
ス
或
時
山
ニ

登
テ
見
ワ
タ
シ
テ

　
う
た
つ
か
た
此
松
か
け
尓
風
立
テ
ハ
島
の
阿
那
た
も
一
ツ
白
浪

三
月
廿
一
日
善
通
寺
江
詣
テ
大
師
ノ
聖
跡
を
巡
礼
ス
金
堂
ハ
二
階
七
間
也
青
龍
寺
ノ
金

堂
を
被
タ
ル
摸
ト
テ
二
階
ニ
各
今
少
引
入
リ
テ
モ
コ
シ
ア
ル
カ
故
ニ
打
見
レ
ハ
四
階
大
伽

藍
也
是
ハ
大
師
御
建
立
于
今
現
在
セ
リ
御
作
丈
六
薬
師
三
尊
四
天
王
像
い
満
す
皆
埋
仏

也
後
ノ
壁
ニ
又
薬
師
三
尊
半
出
ニ
埋
作
ラ
レ
タ
リ
七
間
講
堂
ハ
破
壊
後
今
新
造
営
五
間
常

堂
御
作
釈
迦
ノ
像
イ
マ
ス
同
新
造
立
大
師
御
建
立
二
重
ノ
宝
塔
本
法
華
堂
ト
云
現
存
本
五
間
令

修
理
之
間
加
前
広
廂
一
間
云
云
於
此
内
奉
安レ
置二
御
筆
ノ
御
影
ヲ
此一
御
影
ハ
大
師
御
入
唐
之

時
自
図
之
奉
預
御
母
儀
云
云
同
等
身
像
也
大
方
ノ
様
ハ
如
普
通
ノ
御
影
ノ
但一
於
左
上
松
山

ノ
上
ニ
尺
迦
如
来
影
現
ノ
形
像
有
之
云
云
凡
ソ
此
善
通
寺
ハ
本
ハ
四
面
各
二
町
其
内
種
々

ノ
堂
舎
宝
塔
灌
頂
院
護
摩
堂
厳
重
羅
列
ス
今
ハ
皆
破
壊
纔
ニ
礎
石
斗
有
之
御
筆
之
額
二

枚
有
之
皆
善
通
之
寺
ト
ア
ソ
ハ
サ
レ
タ
リ
其
外
大
宝
楼
閣
陁
羅
尼
ト
ア
ソ
ハ
シ
タ
ル
額

二
枚
有
皆
破
壊
損
云
云
抑
善
通
之
寺
ハ
大
師
御
先
祖
俗
名
ヲ
即
為
寺
号
云
云
破
壊
之
間
大

師
修
造
建
立
ノ
時
不
被
改
本
号
欤
金
堂
ノ
西
ニ
有
一
直
路
一
町
七
丈
許
也
即
自
寺
中
参

御
誕
生
所
之
路
也
則
参
詣
シ
テ
拝
ス
レ
ハ
之
正
御
誕
生
所
ニ
者
石
ヲ
高
ク
広
畳
メ
リ
今
ハ
如

法
経
奉
納
之
七
重
石
塔
有
之
大一
樹
少
々
有
拝一
見
之
間
恋
慕
敬
催
涙
折
膽

預
け
ら
る
。

十
五
日
、
在
家
五
六
丁
許
引
上
り
て
、
堂
舎
一
宇
僧
坊
少
々
有
る
所
に
移
し
す
え
ら

る
。
此
の
処
の
地
形
殊
勝
な
り
。
東
に
望
む
に
孤
山
夜
月
を
擎
げ
て
月
輪
観
之
思
ひ
を

勧
め
、
西
を
顧
れ
ば
遠
島
夕
日
を
含
み
日
想
観
之
心
を
催
す
。
後
ろ
に
は
松
山
聳
へ
て

海
中
に
至
る
。
前
へ
は
潮
満
つ
時
、
砌
近
く
指
し
入
る
。

　
寂

９

し
さ
を

い
か
で
耐
え
ま
し

　
松
の
風

　
浪
も
音
せ
ぬ

　
住
家
な
り
せ
ば

さ
て
、
常
に
後
の
山
に
登
り
て
海
上
の
島
々
を
眺
望
し
て
、
海
中
の
鱗
類
の
た
め
自
性

能
く
加
持
之
法
を
作
す
。
有
る
時
は
、
浦
に
出
て
向
い
の
山
々
を
問
へ
ば
、
備
前
の
小

島
、
備
中
備
後
迄
見
え
渡
る
。
小
石
に
光
明
真
言
等
を
書
き
て
、
海
中
に
入
る
。
宝
篋

印
陀
羅
尼
を
誦
し
て
鱗
類
の
離
苦
海
に
廻
向
す
。
或
る
時
、
山
に
登
り
て
見
渡
し
て
、

　
10

う
た
づ
か
た

　
此
の
松
か
げ
に

　
風
立
て
ば

　
島
の
あ
な
た
も

　
一
つ
白
浪

三
月
廿
一
日
、
善
通
寺
え
詣
で
て
、
大
師
の
聖
跡
を
巡
礼
す
。
金
堂
は
二
階
七
間
也
。

青
龍
寺
の
金
堂
を
摸
さ
れ
た
る
と
て
、
二
階
に
各
今
少
し
引
き
入
り
て
裳
階
有
る
が
故

に
、
打
見
れ
ば
四
階
の
大
伽
藍
な
り
。
是
は
大
師
御
建
立
、
今
に
お
い
て
現
在
せ
り
。

御
作
の
丈
六
の
薬
師
三
尊
、
四
天
王
像
坐
す
。
皆
埋
仏
な
り
。
後
の
壁
に
又
、
薬
師
三

尊
半
出
に
埋
め
作
ら
れ
た
り
。

七
間
の
講
堂
は
破
壊
の
後
、
今
新
た
に
造
営
し
、
五
間
の
常
堂
御
作
釈
迦
の
像
坐
す
同
じ

く
新
た
に
造
立
す
。
大
師
御
建
立
の
二
重
の
宝
塔
本
は
法
花
堂
と
云
う
は
現
存
す
。
本
は

五
間
、
修
理
せ
し
む
る
之
間
、
前
の
広
廂
一
間
を
加
う
る
と
云
々
。
此
の
内
に
於
い

て
、
御
筆
の
御
影
を
安
置
し
奉
る
。
此
の
御
影
は
大
師
御
入
唐
之
時
、
自
ら
之
を
図
し

御
母
儀
に
預
け
奉
る
と
云
々
。
大
方
の
様
は
普
通
の
御
影
の
如
し
。
但
し
、
左
上
の
松

山
の
上
に
於
い
て
、
釈
迦
如
来
影
現
の
形
像
こ
れ
有
り
と
云
々
。
凡
そ
此
の
善
通
寺

は
、
本
は
四
面
各
二
町
。
其
の
内
に
種
々
の
堂
舎
、
宝
塔
、
灌
頂
院
、
護
摩
堂
厳
重
に

羅
列
す
。
今
は
皆
破
壊
し
て
、
纔
に
礎
石
ば
か
り
こ
れ
在
り
。
御
筆
の
額
二
枚
こ
れ
有

り
。
皆
善
通
之
寺
と
あ
そ
ば
さ
れ
た
り
。
其
の
外
、
大
宝
楼
閣
陀
羅
尼
と
あ
そ
ば
し
た

る
額
二
枚
こ
れ
有
り
。
皆
破
壊
損
と
云
々
。
抑
、
善
通
之
寺
は
大
師
の
御
先
祖
の
俗
名

を
、
即
ち
寺
号
と
な
す
と
云
々
。
破
壊
の
間
、
大
師
修
造
建
立
の
時
、
本
号
を
改
め
ら

れ
ず
歟
。
金
堂
の
西
に
一
直
路
有
り
。
一
町
七
丈
許
な
り
。
即
ち
、
寺
中
よ
り
御
誕
生

所
に
参
る
の
路
な
り
。
則
ち
参
詣
し
て
こ
れ
を
拝
す
れ
ば
、
正
し
く
御
誕
生
所
に
は
石

を
高
く
広
く
畳
め
り
。
今
は
如
法
経
こ
れ
を
納
め
奉
る
七
重
の
石
塔
こ
れ
有
り
。
大
樹

少
々
有
り
。
拝
見
の
間
、
恋
慕
﹇
恭
﹈
敬
、
涙
を
催
し
膽
を
折
る
。
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四
日
石
屋
ヲ
立
テ
乗
船
滝
ノ
口
ニ
イ
タ
リ
テ
ヲ
ル
海
路
七
里
海
路
の
様
西
ハ
淡
路
島
湊

行
奇
巖
滑
石
宛
如
見
山
水
ヲ
東一
ハ
千
里
青
山
メ
モ
遙
ニ
遠
シ
其
ノ
中
ニ
眺
望
ノ
末
ニ
ア
タ

リ
テ
幽
ニ
高
野
山
見
ゆ
山
門
寺
中
ノ
事
な
ん
と
思
屋
ら
連
て
阿
王
れ
尓
覚
へ
て
舟
中
ノ

人
々
ニ
阿
寿
よ
り
ハ
高
野
の
見
ゆ
る
所
ハ
有
ル
間
敷
歟
と
問
ヘ
ハ
淡
路
の
山
の
中
に
入

候
な
は
高
野
の
み
由
る
所
ハ
今
ハ
よ
も
候
ワ
シ
と
い
ふ
越
き
ゝ
て

　
者
那
連
く
る
高
野
の
山
の
か
す
ミ
を
も
け
ふ
斗
や
ハ
な
か
め
く
ら
さ
ん

同
日
舩
を
下
て
陸
地
三
里
行
て
淡
路
八
木
国
府
ニ
至
テ
中
一
日
ヲ
経
テ
石
屋
ノ
宿
ま
て
ハ

淡
路
配
国
人
同
道
同
宿
之
間
互
世
出
世
之
事
等
相
談
シ
な
く
さ
無
事
阿
り
件
人
ハ
滝
ノ

口
ニ
と
ゝ
ま
り
ヌ
此
八
木
ノ
宿
よ
り
ハ
只
同
朋
一
両
輩
斗
也
羇
旅
ノ
思
ま
こ
と
尓
心
本

そ
し

　
佐
ら
ぬ
た
尓
祢
覚
お
ほ
か
る
草
枕
ま
と
ろ
む
夢
を
ふ
く
嵐
哉

六
日
国
府
を
立
三
里
行
て
フ
ク
ラ
ノ
ト
マ
リ
ニ
至
る
風
阿
し
く
し
て
三
ケ
日
逗
留
西
風

者
け
し
く
時
々
雪
婦
々
幾
て
す
さ
満
し
く
物
阿
王
れ
な
り

　
お
き
つ
風
ふ
く
羅
の
い
そ
に
日
数
経
て
な
ら
王
ぬ
浪
尓
ぬ
ら
し
袖
か
那

　
行
佐
幾
を
我
か
古
郷
に
阿
ら
な
く
尓
爰
越
旅
と
ハ
何
い
そ
く
ら
ん

十
日
フ
ク
ラ
ヲ
立
て
阿
波
の
戸
を
王
た
り
て
佐
伊
田
ニ
ヲ
ル
海
路
三
里
余
島
々
入
江

〳
〵
の
有
様
悦
目
養
意
舟一
ヲ
ヲ
リ
テ
阿
波
国
ノ
大
津
賀
ニ
至
る
路
間
九
里
余

十
二
日
サ
ヌ
キ
ノ
国
府
ニ
至
る
路
間
六
里
庁
ノ
沙
汰
ト
シ
テ
有
　
候
次
日
六
里
伝
馬

十
三
日
国
府
ヲ
立
讃
岐
ノ
守
護
所
長
雄
二
郎
左
衛
門
ノ
許
ニ
至
ル
路
間
二
里
次
朝
淡
路
ノ

使
者
帰
る
淡
路
ニ
と
ゝ
満
る
人
ノ
も
と
へ
其
国
よ
り
以
来
多
ノ
山
海
ヲ
渡
テ
流
浪
之
事
并

老
後
流
刑
之
事
返
ス
モ
不
斗
之
由
ナ
ム
ト
申
テ

　
天
か
し
た
何
す
ミ
曽
免
の
袖
那
な
ら
ん
老
の
波
尓
も
流
連
ぬ
る
哉

十
四
日
守
護
所
之
許
よ
り
鵜
足
津
ノ
橘
藤
左
衛
門
高
能
ト
云
御
家
人
之
許
へ

四
日
、
石
屋
を
立
ち
て
船
に
乗
り
、
滝
ノ
口
に
至
り
て
下
る
。
海
路
七
里
。
海
路
の

様
、
西
は
淡
路
島
、
湊
を
行
け
ば
奇
巖
滑
石
宛
か
も
山
水
見
る
が
如
し
。
東
は
千
里
の

青
山
目
も
遙
に
遠
し
。
其
の
中
に
眺
望
の
末
に
あ
た
り
て
、
幽
か
に
高
野
山
見
ゆ
。
山

門
寺
中
の
事
な
ん
ど
思
い
や
ら
れ
て
あ
は
れ
に
覚
へ
て
、
舟
中
の
人
々
に
明
日
よ
り
は

高
野
の
見
ゆ
る
所
は
有
る
間
敷
歟
と
問
へ
は
、
淡
路
の
山
の
中
に
入
り
候
な
ば
、
高
野

の
見
ゆ
る
所
は
今
は
よ
も
候
わ
じ
と
い
ふ
を
聞
て

　
離

４

れ
く
る

高
野
の
山
の

　
か
す
み
を
も

　
今
日
ば
か
り
や
は

　
眺
め
暮
ら
さ
ん

同
日
、
舩
を
下
て
陸
地
三
里
行
き
て
、
淡
路
の
八
木
の
国
府
に
至
り
て
、
中
一
日
を
経

て
、
石
屋
の
宿
ま
で
は
淡
路
配
国
の
人
同
道
す
。
同
宿
之
間
、
互
に
世
出
世
之
事
等
相

談
し
な
ぐ
さ
む
事
あ
り
。
件
の
人
は
滝
ノ
口
に
と
ゞ
ま
り
ぬ
。
此
の
八
木
の
宿
よ
り

は
、
只
同
朋
一
両
輩
斗
也
。
羇
旅
の
思
ひ
ま
こ
と
に
心
ほ
そ
し
。

　
さ

５

ら
ぬ
だ
に

　
ね
覚
お
ほ
か
る

　
草
枕

　
ま
ど
ろ
む
夢
を

　
ふ
く
嵐
哉

六
日
、
国
府
を
立
ち
て
三
里
行
て
、
福
良
の
泊
に
至
る
。
風
悪
し
く
し
て
三
ケ
日
逗
留

す
。
西
風
は
げ
し
く
時
々
雪
ふ
ゞ
き
て
、
す
さ
ま
じ
く
物
あ
は
れ
な
り
。

　
お

６

き
つ
風

　
福
良
が
磯
に

　
日
数
経
て

　
な
ら
わ
ぬ
浪
に

　
ぬ
る
ゝ
袖
か
な

　
行

７

さ
き
を

我
が
古
郷
に

　
あ
ら
な
く
に

　
爰
を
旅
と
は

　
何
い
そ
ぐ
ら
ん

十
日
、
福
良
を
立
ち
て
阿
波
の
戸
を
渡
り
て
、
佐
伊
田
に
下
る
。
海
路
三
里
余
。
島
々

入
江
く
の
有
様
、
目
を
悦
し
て
意
を
養
ふ
。
舟
を
下
り
て
阿
波
国
の
﹇
坂
東
郡
大
寺
に

宿
す
。
十
一
日
、
大
寺
を
立
て
大
坂
越
し
て
、
讃
岐
阿
波
の
中
の
山
な
る
讃
岐
﹈
大
津

賀
に
至
る
。
路
の
間
九
里
余
。

十
二
日
、
讃
岐
の
国
府
に
至
る
。
路
の
間
六
里
。
庁
の
沙
汰
と
し
て

　
候
有
り
。
次
の

日
、
六
里
伝
馬
。

十
三
日
、
国
府
を
立
ち
て
、
讃
岐
の
守
護
所
長
雄
二
郎
左
衛
門
の
許
に
至
る
。
路
間
二

里
。
次
の
朝
、
淡
路
の
使
者
帰
る
に
、
淡
路
に
と
ゞ
ま
る
人
の
も
と
へ
、
其
の
国
よ
り

以
来
多
く
山
海
を
渡
り
て
流
浪
之
事
、
并
に
老
後
の
流
刑
之
事
、
返
す
﹇
〳
〵
﹈
も
斗

ら
ず
之
由
な
む
と
申
し
て
、

　
天

８

が
下

　
何
墨
染
め
の

　
袖
な
ら
ん

　
老
の
波
に
も

　
流
れ
ぬ
る
哉

十
四
日
、
守
護
所
之
許
よ
り
、
鵜
足
津
の
橘
藤
左
衛
門
高
能
と
云
ふ
御
家
人
之
許
へ
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『
南
海
流
浪
記
』
翻
刻
・
書
き
下
し

南
海
流
浪
記

仁
治
三
年
壬
寅
七
月
十
三
日
本
寺
ノ
訴
訟
経
年
月
而
不
達
末
院
凶
悪
忘
本
末
而
興
盛
之

間
本
寺
ノ
衆
徒
企
発
向
欲
治
罰
セ
ン
ト
彼
凶
党
之一
所
天
火
自
然
ニ
出
順
風
欻
尓
ニ
起
テ
一

院
須
臾
ニ
成
灰
燼
ト
畢一
同
月
ノ
末

　
公
家
被
召
当
寺
ノ
検
校
ヲ一

即
チ
八
月
ノ
始
企
上二
洛
ヲ一

被
召
其二
悪
行
ノ
張
本
ヲ
之一
間
注
進二
彼
ノ
骨
張
十
人
ノ
交
名
ヲ一

之
間
注
進
此
十
人
就
長二
者一
悉

被
召
上
畢
同
年
十
月
ノ
末
任
伝二
法
院
注
進
ノ
交
名
ニ
本一
寺
ノ
宿
老
等
廿
六
人
召
符
被
下

之
十
一
月
十
八
日
参
六
波
羅
之
所
即
各
被
預二
武
士
ニ
了一
同
下
旬
日
々
ニ
有
両
方
ノ
対
問

伝
法
院
巧
出
亀
毛
ノ
条
々
ヲ
構一
申
詐
偽
ノ
非
論
雖
然
空
花
濫
訴
故
一
々
無
実
之
旨
顕
畢

如
対
没
者
不
可
及
罪
科
ニ
之一
由
令
謳
歌
之
所
仁
治
四
年
正
月
之
此
三
十
余
人
悉
可
処
配

流
之
由
令
風
聞
爰
宿
老
等
都
テ
迷
子
細
忽
亡
東
西
以
一
両
ノ
悪
行
只
被
押
懸
宿
老
者
不

可
及
一
言
問
答
ニ
就
両
方
ノ
理
非
若
被
糺
明
者
不
可
処
一
刑
罪
科
是
只
所
詮
当
彼二
ノ
一

院
磨
滅
ノ
時
ノ
運
ニ一
感
此二
宿
老
等
ノ
宿
悪
之
業
ヲ一
歟
唯
察
因
果
ノ
理
勿一
生レ
怨二
恨
ノ
思
矣一

同

四
年
正
月
廿
五
日
各
被
預
配二
流
国
武
士
畢一
道
範
流
讃二
岐
守
ノ
護
所
不一
在二
京
付一
テ
淡
路
守

護
所
牧
野
四
郎
左
衛
門
尉
可
令
下
国
之
由
有
其二
沙
汰
即一
正
月
卅
日
出
都
宿
久
我
ニ
二一
月

一
日
乗
船
宿
神
崎
橋
下
過一
淀一
ノ
渡
之
時
遥
花
洛
ノ
方
ヲ
瞻
望
シ
テ

　
都
を
は
霞
乃
よ
そ
に
か
へ
り
見
て
い
徒
ち
行
ら
む
淀
の
河
波

同
二
日
神
崎
ヲ
立
筒
井
ニ
至
ル
路
ノ
間
五
里
小
屋
福
原
ヲ
過
ク
同
三
日
筒
井
ヲ
立
石
屋
ノ

渡
ヲ
渡
リ
テ
宿
石
屋
ニ
路一
間
六
里
余
播
磨
ノ
ス
マ
タ
ル
ミ
ヲ
ユ
ク
ス
マ
ノ
浦
気
色
誠
ニ
月

名
所
ト
見
て
り
東
南
気
霽
出
山
之
清
光
可
望
西
北
海
遠
シ
テ
入
浪
之
暁
月
可
見

　
流
行
く
身
に
し
阿
ら
寿
ハ
す
満
の
浦
と
満
り
て
夜
半
の
月
盤
見
亭
ま
し

同
日
夕
方
巡
見二
ス
ル
ニ
石
屋
并
絵
島
ヲ
青一
巖
之
形
緑
松
之
体
碧
潭
之
色
晩
嵐
之
声
其
感

興
忘
愁
緒
ヲ
畢一
即
絵
島
の
明
神
ニ
詣
シ
テ
法
施
法
楽

　
見
る
者
か
り
い
か
ゝ
か
た
ら
む
絵
島
か
た
む
へ
し
越
神
盤
爰
に
す
み
け
る

南
海
流
浪
記

仁
治
三
年
壬
寅
七
月
十
三
日
、
本
寺
の
訴
訟
年
月
を
経
て
達
せ
ず
。
末
院
の
凶
悪
、
本

末
を
忘
れ
て
興
隆
之
間
、
本
寺
の
衆
徒
発
向
を
企
て
、
彼
の
凶
党
を
治
罰
せ
ん
と
欲

す
る
之
所
、
天
火
自
然
に
出
て
順
風
欵
事
に
起
て
一
院
須
臾
に
灰
燼
と
成
り
畢
ぬ
。
同

月
の
末
、
公
家
当
寺
の
検
校
を
召
さ
れ
、
即
ち
八
月
の
始
め
上
洛
を
企
て
る
。﹇
即
ち
﹈

其
の
悪
行
の
張
本
を
召
さ
れ
る
之
間
、
彼
の
骨
張
十
人
の
交
名
を
注
進
す
。（
之
間
注

進
）
此
の
十
人
、
長
者
に
就
き
、
悉
く
召
し
上
げ
ら
れ
畢
ぬ
。
同
年
十
月
の
末
、
伝
法

院
注
進
の
交
名
に
仕
て
、
本
寺
の
宿
老
廿
六
人
の
召
符
、
之
を
下
さ
る
。
十
一
月
十
八

日
、
六
波
羅
に
参
る
之
所
、
即
ち
各
武
士
に
預
け
ら
れ
畢
ぬ
。
同
下
旬
、
日
々
に
両
方

の
対
問
有
り
。
伝
法
院
巧
み
に
亀
毛
の
条
々
を
出
し
、
詐
偽
の
非
論
を
構
申
す
。
然
る

と
雖
も
空
花
の
濫
訴
の
故
、
一
々
無
実
之
旨
顕
れ
畢
ぬ
。
対
決
の
如
く
な
ら
ば
、
罪
科

に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
之
由
、
謳
歌
せ
し
む
之
所
、
仁
治
四
年
正
月
之
此
、
三
十
余
人
悉
く

配
流
に
処
す
べ
之
由
、
風
聞
せ
し
む
。
爰
に
宿
老
等
、
都
て
子
細
に
迷
い
、
忽
ち
東
西

を
亡
く
す
。
一
両
の
悪
行
を
以
て
、
只
宿
老
に
押
懸
け
ら
れ
、
一
言
の
問
答
に
及
ぶ
べ

か
ら
ず
。
両
方
の
理
非
に
就
て
若
し
糺
明
に
非
ず
ん
ば
、
一
刑
の
罪
科
に
処
す
べ
か
ら

ず
。
是
れ
只
、
所
詮
彼
の
一
院
磨
滅
の
時
の
運
に
当
り
て
、
此
の
宿
老
等
の
宿
悪
之
業

を
感
ず
る
歟
。
唯
、
因
果
の
理
を
察
し
怨
恨
の
思
い
を
生
ず
る
勿
れ
。
同
四
年
正
月
廿

五
日
、
各
配
流
の
国
の
武
士
に
預
け
ら
れ
畢
ぬ
。
道
範
は
讃
岐
守
護
所
に
流
。
京
に
在

ら
ざ
る
に
付
て
、
淡
路
の
守
護
所
牧
野
四
郎
左
衛
門
殿
、
下
国
せ
し
む
べ
き
之
由
、
其

の
沙
汰
有
り
。
即
ち
正
月
卅
日
、
都
を
出
て
久
我
に
宿
す
。
二
月
一
日
、
船
に
乗
り
神

崎
橋
下
に
宿
す
。
淀
の
渡
を
過
る
之
時
、
遙
に
花
洛
の
方
を
瞻
望
し
て
、

　
都

１

を
ば

　
霞
の
よ
そ
に

　
か
へ
り
見
て

　
い
づ
ち
行
ら
む

　
淀
の
河
波

同
二
日
、
神
崎
を
立
ち
て
筒
井
に
至
る
。
路
の
間
五
里
。
小
屋
福
原
を
過
ぐ
。
同
三
日
、

筒
井
を
立
ち
て
、
石
屋
の
渡
を
渡
り
て
石
屋
に
宿
す
。
路
の
間
六
里
余
。
播
磨
の
須
磨
、

垂
水
を
ゆ
く
。
須
磨
の
浦
の
気
色
、
誠
に
月
の
名
所
と
見
た
り
。
東
南
の
気
霽
れ
て
、

山
之
清
光
望
む
べ
し
。
西
北
の
海
遠
く
し
て
、
浪
に
入
る
之
暁
、
月
見
る
べ
し
。

　
流

２

れ
行
く

身
に
し
あ
ら
ず
は

　
須
磨
の
浦

　
泊
ま
り
て
夜
半
の

　
月
は
見
て
ま
し

同
日
夕
方
、
石
屋
并
に
絵
島
を
巡
見
す
る
に
、
青
巖
之
形
緑
松
之
体
、
碧
潭
之
色
晩
嵐

之
声
、
其
の
感
興
愁
緒
を
忘
れ
畢
ぬ
。
即
ち
絵
島
の
明
神
に
詣
し
て
、
法
施
法
楽
す
。

　
見

３

る
ば
か
り

　
い
か
ゞ
か
た
ら
む

　
絵
島
か
た

　
む
べ
し
を
神
は

　
爰
に
す
み
け
る
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寺
か
ら
比
女
八
幡
宮
を
経
て
伊
予
寒
川
に
到
着
し
て
お
り
、
こ
れ
も
古
代
南
海
道
と
同

様
な
経
路
が
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
国
府
か
ら
守
護
所
（
宇
多
津
）
ま
で
、
あ
る
い
は
伊
予
寒
川
か
ら
琴
弾
八
幡

宮
ま
で
は
、
古
代
南
海
道
よ
り
も
海
側
の
平
野
部
を
進
ん
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
宇

多
津
も
観
音
寺
も
こ
の
頃
か
ら
興
隆
し
た
中
核
的
な
港
町
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
繋
ぐ
海

側
の
道
が
次
第
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
７

。

　
さ
ら
に
、
善
通
寺
か
ら
尾
背
寺
に
参
詣
し
、
帰
途
、「
路
次
に
よ
り
」
称
名
院
（
仲

多
度
郡
琴
平
町
西
山
）・
滝
寺（
善
通
寺
市
大
麻
町
大
麻
神
社
背
後
の
山
中
）に
立
ち
寄
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
県
道
二
〇
八
号
↓
四
号
↓
二
〇
二
号
（
す
な
わ
ち
、
金
毘

羅
街
道
多
度
津
道
か
ら
阿
波
街
道
）
と
い
う
コ
ー
ス
に
近
い
経
路
が
想
定
さ
れ
る
。

　
な
お
、
道
範
が
見
た
南
大
門
前
の
道
（
弘
さ
三
丈
五
尺
、
長
さ
八
町
）
は
、
東
西
方

向
に
延
び
る
古
代
南
海
道
が
踏
襲
さ
れ
た
道
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、「
左
右
に
卒
塔

婆
多
く
立
ち
て
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
南
大
門
か
ら
真
っ
直
ぐ
南
に
延
び

る
参
詣
道
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
尾
背
寺
か
ら
の
帰
途
は
、
こ
の

道
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
中
世
の
讃
岐
国
府
】

　
一
二
四
三
年
二
月
一
二
日
に
讃
岐
国
府
に
到
着
す
る
と
、「
庁
の
沙
汰
」
が
あ
っ
た

た
め
、
道
範
は
伺
候
（
祗
候
）
し
て
い
る
。

　「
庁
の
沙
汰
」
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
時
期
に
は

国
府
に
留
守
所
が
置
か
れ
、
様
々
な
実
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
善
通
寺
や
祗
園
社

の
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
。
留
守
所
の
事
実
上
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
「
大
介
」
を
見
る
と
、

一
三
世
紀
代
に
は
源
・
三
条
・
藤
原
・
惟
宗
姓
と
い
っ
た
中
・
下
級
貴
族
が
名
を
連
ね

る
。
ま
た
、
や
や
遡
る
時
期
で
あ
る
が
、
崇
徳
上
皇
の
讃
岐
配
流
に
あ
た
り
「
守
護
」

（
監
視
）
は
、「
一
向
に
讃
岐
国
司
の
沙
汰
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
大
介

と
そ
れ
を
支
え
る
在
庁
官
人
（
綾
・
凡
・
佐
伯
・
紀
・
橘
・
藤
原
姓
）
た
ち
が
、
実
質

的
に
留
守
所
を
機
能
さ
せ
て
い
た
と
捉
え
る
の
が
妥
当
な
解
釈
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
に
讃
岐
国
府
跡
の
発
掘
調
査
成
果
を
見
る
と
、
一
二
〜

一
三
世
紀
が
建
物
関
連
遺
構
の
分
布
範
囲
が
広
が
り
、
建
物
群
が
内
部
に
耕
地
を
介
在

さ
せ
な
い
よ
う
な
高
い
密
集
度
を
も
ち
、
継
続
期
間
が
長
く
、
井
戸
を
各
敷
地
に
伴
う

こ
と
、
さ
ら
に
燭
台
形
土
器
な
ど
灯
火
具
が
普
及
し
、
輸
入
磁
器
が
多
用
さ
れ
る
食
器

構
成
を
も
つ
こ
と
な
ど
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
８

。
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
同
時
期
の

一
般
集
落
と
は
異
な
る
傾
向
で
あ
り
、
全
国
的
に
実
態
不
明
の
感
が
あ
る
留
守
所
の
構

成
に
つ
い
て
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
事
例
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
意
味
で
、
国
府
に
お
け
る
一
二
〜
一
三
世
紀
の
建
物
群
構
成
が
、
古
代
と
は
全

く
異
な
り
「
屋
敷
」
の
集
合
体
と
し
て
現
れ
る
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
平
家
物
語
』
に
見
え
る
平
氏
か
ら
離
反
し
て
源
氏
方
に
つ
い
た
四
国
の
武
士
は
、「
讃

岐
阿
波
の
在
庁
ど
も
」
を
主
体
と
し
て
お
り
、
彼
ら
が
仕
事
を
行
っ
た
場
に
古
代
的
な

意
味
で
の
官
衙
ら
し
さ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
同
時
期
の
鎌
倉
な
ど
と
も
共
通
す
る

現
象
と
も
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
ま
だ
あ
る
（
例
え
ば
真
言
宗
系
寺
院
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
、
そ
こ
に
お
け
る
道
範
の
位
置
付
け
な
ど
）
が
、
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
大
き
な
課

題
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
研
鑽
を
期
し
た
い
。

　
本
稿
は
、
一
・
三
を
主
に
佐
藤
が
、
二
を
主
に
高
橋
・
安
藤
が
執
筆
し
た
。
ま
た
、

洲
崎
寺
本
の
翻
刻
は
高
橋
が
、
書
き
下
し
は
安
藤
が
行
っ
た
。
史
料
の
検
討
と
紹
介
に

あ
た
っ
て
は
、
洲
崎
寺
住
職
の
御
城
俊
宏
氏
の
多
大
な
る
ご
協
力
を
得
た
こ
と
を
明
記

し
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
検
討
の
過
程
で
、
渋
谷
啓
一
氏
・
上
野
進
氏
・

武
田
耕
道
氏
に
は
、
様
々
な
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

 

７
　

た
だ
し
国
府
か
ら
宇
多
津
へ
の
道
が
、
近
世
の
丸
亀
街
道
に
近
い
ル
ー
ト
（
国
府―

八
十
場―

福
江―

下

川
津―

長
縄
手―

宇
多
津
）
を
取
る
の
か
、
額
坂
を
越
え
た
南
海
道
か
ら
北
に
分
岐
す
る
ル
ー
ト
（
東
坂
本

―

川
津―

長
縄
手―

宇
多
津
）
を
取
る
の
か
は
、
解
釈
が
分
か
れ
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
前
者
を

想
定
す
る
。

 

８
　

本
紀
要
佐
藤
原
稿
56
〜
58
参
照
。
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阿
波
大
寺
↓
大
津
賀

　
　
　
　（

記
載
）
九
里

　
　（

実
際
）
一
一
里

　
　
　

大
津
賀
↓
讃
岐
国
府

　
　
　
　（

記
載
）
六
里

　
　（

実
際
）
五
里

　
　
　

讃
岐
国
府
↓
守
護
所

　
　
　
　（

記
載
）
二
里

　
　（

実
際
）
二
里
半

　
ａ
説
で
は
、
阿
讃
国
境
の
大
坂
越
を
含
む
里
程
が
実
際
よ
り
も
長
く
感
じ
た
以
外

は
、
実
際
よ
り
も
短
く
感
じ
て
い
る
点
で
、
前
掲
し
た
復
路
の
距
離
感
と
一
致
す
る
。

こ
れ
に
対
し
ｂ
説
で
は
、
大
津
賀
か
ら
讃
岐
国
府
ま
で
の
里
程
を
実
際
よ
り
も
長
く
感

じ
、
阿
讃
国
境
は
著
し
く
短
距
離
に
感
じ
た
こ
と
に
な
る
。

　
現
在
の
自
動
車
道
で
さ
え
も
、
大
坂
越
は
難
所
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
当
時
は
尾
根
伝

い
を
主
体
と
し
た
急
峻
な
山
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
峠
越
え
で
実
際

の
距
離
よ
り
も
著
し
く
短
く
感
じ
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ｂ
説
よ

り
も
ａ
説
の
方
が
道
範
の
距
離
感
に
近
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
大
津
賀
＝
富
田
茶
臼
山
古
墳
」
説
が
成
立
す
る
か
否
か
は

別
に
し
て
、
田
面
峠
の
西
側
付
近
に
大
津
賀
が
あ
っ
た
と
す
る
見
方
に
妥
当
性
を
与
え

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
、『
南
海
流
浪
記
』
で
道
範
が
「
大
寺
を
立
て
大
坂
越
し
て
、
讃
岐
阿
波

�

�

�

�

の
中
の
山
な
る

�

�

�

�

�

�

讃
岐
大
津
賀
に
至
る
」（
傍
点
筆
者
）
と
記
す
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

田
中
健
二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
中
山
」
と
は
固
有
地
名
と
見
る
よ
り
も
、「
国
境

地
帯
の
山
間
部
を
指
し
て
い
る
」
と
捉
え
た
方
が
よ
い
。
そ
こ
で
、
田
面
峠
西
側
の
大

津
賀
が
「
讃
岐
阿
波
の
中
の
山
」
と
感
じ
る
よ
う
な
ル
ー
ト
と
し
て
、
南
海
道
で
は
な

く
引
田
か
ら
小
海
峠
を
越
え
、
福
栄
を
経
由
し
て
星
越
峠
を
越
え
て
水
主
経
由
で
田
面

に
至
る
経
路
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
当
時
、
水
主
周
辺
は
讃
岐
に
お
け
る
熊
野
信
仰
の
拠
点
と
し
て
隆
盛
し
つ
つ
あ
り
、

真
言
宗
系
の
寺
院
が
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、

道
範
が
水
主
経
由
で
大
津
賀
ま
で
到
達
し
た
蓋
然
性
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
中
世
の
道
】

　
大
坂
越
か
ら
大
津
賀
ま
で
の
往
路
（
水
主
経
由
の
可
能
性
）
を
別
に
す
る
と
、
道
範

の
行
程
は
、
ほ
ぼ
南
海
道
沿
い
に
進
ん
だ
と
見
て
大
過
な
か
ろ
う
。

　
阿
讃
国
境
か
ら
国
府
ま
で
、
道
範
の
宿
泊
し
た
場
所
を
往
復
路
で
見
る
と
、
東
か
ら

引
田
（
復
路
）・
大
津
賀
（
往
路
）・
白
山
（
復
路
）・
国
府
（
往
路
）
と
な
る
。
こ
れ

ら
か
ら
は
、
古
代
の
南
海
道
に
沿
う
よ
う
な
交
通
路
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
う

ち
引
田
・
大
津
賀
・
国
府
（
甲
智
）
は
、
古
代
の
駅
家
に
近
接
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と

考
え
ら
れ
、
駅
家
の
後
身
で
な
い
と
し
て
も
宿
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
善
通
寺
滞
在
中
に
伊
予
寒
川
の
地
頭
に
招
か
れ
た
時
は
、
善
通

写真６　「讃岐阿波の中山」としての水主の景観
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七
年
の
間
、
固
く
結
ば
れ
て
親
し
く
交
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
互
い
に
い
ず
れ
は
死

ぬ
身
で
す
。
死
後
は
極
楽
の
同
じ
蓮
の
葉
の
上
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

　
一
二
四
九
年
（
建
長
元
）
六
月
、
待
ち
わ
び
た
赦
免
状
が
善
通
寺
に
届
け
ら
れ
た
。

病
の
癒
え
る
の
を
待
っ
て
高
野
山
に
帰
る
こ
と
と
な
っ
た
道
範
は
、
足
か
け
七
年
近
く

の
讃
岐
滞
在
中
の
知
人
に
別
れ
の
手
紙
を
送
っ
た
。
そ
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
流
人
で

あ
っ
た
道
範
に
と
っ
て
、
別
れ
を
惜
し
ん
で
く
れ
る
友
が
で
き
た
こ
と
は
、
大
い
な
る

慰
め
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
配
流
中
と
は
い
え
、
学
問
や
修
業
を
怠
ら
ず
、
ま
た

高
齢
に
も
関
わ
ら
ず
各
地
を
巡
礼
し
、
善
通
寺
誕
生
院
の
建
立
な
ど
に
尽
力
し
て
、
讃

岐
国
内
外
の
人
々
か
ら
敬
愛
さ
れ
た
道
範
の
人
と
な
り
が
推
察
さ
れ
る
。

　
帰
路
に
際
し
て
も
、
病
後
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
懇
望
さ
れ
て
、
白
峯
寺
本
堂
の
修

理
供
養
を
行
っ
て
い
る
。

三
．
道
範
の
歩
い
た
讃
岐

【
里
程
表
示
と
大
津
賀
】

　
道
範
が
讃
岐
ま
で
た
ど
っ
た
経
路
を
大
局
的
に
見
る
と
、
京
都
か
ら
摂
津
の
垂
水
ま

で
は
山
陽
道
、
淡
路
国
府
か
ら
讃
岐
国
府
ま
で
は
南
海
道
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
と
見
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
阿
讃
国
境
か
ら
讃
岐
国
府
ま
で
の
道
範
の
経
路
を
検
討
す
る
。

　
阿
波
の
大
寺
（
金
泉
寺
、
徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
大
寺
）
に
宿
し
た
道
範
一
行
は
、

大
坂
越
を
経
て
「
讃
岐
阿
波
の
中
の
山
な
る
讃
岐
大
津
賀
に
至
る
」
と
記
さ
れ
る
。
こ

の
「
大
津
賀
」
に
つ
い
て
は
、
讃
岐
東
部
で
の
遺
称
地
に
欠
け
る
が
、
田
中
健
二
氏
に

よ
り
「
大
塚
」
と
解
釈
さ
れ
、
距
離
を
も
踏
ま
え
て
富
田
茶
臼
山
古
墳
（
さ
ぬ
き
市
富

田
中
）
と
す
る
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
６

。
富
田
茶
臼
山
古
墳
は
、
古
代
の
想
定
南
海

道
か
ら
は
四
町
ほ
ど
南
側
に
所
在
し
て
お
り
、
さ
ほ
ど
南
海
道
に
近
接
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
た
、
付
近
を
「
大
塚
」
と
呼
称
し
た
と
す
る
史
料
も
存
在
し
な
い
た
め
、

な
お
検
討
が
必
要
と
考
え
る
が
、
現
段
階
と
し
て
は
一
考
に
値
す
る
仮
説
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
南
海
流
浪
記
』
に
は
、
道
範
の
移
動
距
離
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。「
路

の
間
六
里
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
里
程
に
つ
い
て
は
、
①
道
範

自
身
が
何
ら
か
の
情
報
（
移
動
時
間
や
沿
線
の
目
印
な
ど
）
に
も
と
づ
い
て
推
測
し
た

か
、
②
同
道
し
た
淡
路
守
護
所
の
使
者
な
ど
か
ら
の
伝
聞
に
よ
る
も
の
、
の
可
能
性
が

あ
る
。
い
ず
れ
な
の
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
例
え
ば
同
時
期
の
『
東
関

紀
行
』
や
年
代
は
下
る
が
『
道
ゆ
き
ぶ
り
』（
今
川
貞
世
）
な
ど
に
距
離
の
記
載
が
見

ら
れ
な
い
の
に
比
し
て
、
著
し
く
特
徴
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
時
代
は
全
く
異
な
る
が
、

『
曽
良
随
行
日
記
』（
一
七
世
紀
末
）
や
『
日
本
紀
行
』（
イ
ザ
ベ
ラ
・
Ｌ
・
バ
ー
ド
、

一
八
八
〇
年
）
な
ど
に
共
通
し
て
、
路
程
に
対
す
る
道
範
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
里
程
が
実
際
の
距
離
と
一
定
の
傾
向
で
対
応
す
る
と
す
れ

ば
、
大
津
賀
の
位
置
を
推
測
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
南
海
道
沿
線
に
お
け
る
「
大
塚
」
地
名
（
木
田
郡
三
木
町
池
戸
）
を
仮
説

の
比
較
対
照
と
し
て
（
富
田
茶
臼
山
古
墳
説
を
ａ
説
、
池
戸
大
塚
説
を
ｂ
説
と
す
る
）、

里
程
の
問
題
を
検
討
し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
道
範
の
高
野
山
へ
の
帰
路
（
善
通
寺
↓
白
峯
寺
↓
白
山
↓
引
田
）
か
ら
見
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　

善
通
寺
↓
白
峯
寺

　
　
　
　（

記
載
）
五
里

　
　（

実
際
）
六
里

　
　
　

白
峯
寺
↓
白
山

　
　
　
　
　（

記
載
）
六
里

　
　（

実
際
）
六
里
半

　
　
　

白
山
↓
引
田

　
　
　
　
　
　（

記
載
）
六
里

　
　（

実
際
）
六
里
半

　
実
際
の
距
離
は
、
現
在
の
地
図
デ
ー
タ
か
ら
の
計
測
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
道
範

の
経
路
が
確
定
で
き
な
い
た
め
に
誤
差
を
見
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ

で
い
え
る
こ
と
は
、
道
範
も
し
く
は
当
時
一
般
の
距
離
感
が
、
実
際
よ
り
も
短
め
に
示

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
阿
波
大
寺
か
ら
讃
岐
国
府
ま
で
の
里
程
を
ａ
・
ｂ

両
説
に
即
し
て
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　《
ａ
説
》

　
　
　

阿
波
大
寺
↓
大
津
賀

　
　
　
　（

記
載
）
九
里

　
　（

実
際
）
八
里

　
　
　

大
津
賀
↓
讃
岐
国
府

　
　
　
　（

記
載
）
六
里

　
　（

実
際
）
八
里

　
　
　

讃
岐
国
府
↓
守
護
所

　
　
　
　（

記
載
）
二
里

　
　（

実
際
）
二
里
半

　《
ｂ
説
》

 

６
　

註
１
田
中
文
献
。
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師
を
勤
め
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
旅
の
途
中
、「
比
女
の
八
幡
」
に
参
拝
し
た
。
そ
こ

に
は
大
楠
が
あ
り
、
根
本
に
半
出
の
阿
弥
陀
像
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
堂
で
覆
わ
れ
て
い

た
。
あ
た
か
も
木
そ
の
も
の
が
仏
と
な
っ
た
ご
と
く
の
荘
厳
さ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　「
比
女
の
八
幡
」
は
、
現
在
の
豊
浜
八
幡
神
社
（
観
音
寺
市
豊
浜
町
）
で
あ
る
。
今

も
大
楠
や
老
松
の
社
叢
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
香
川
県
保
存
木
に
指
定
さ
れ
た
大
楠
も
あ

る
。
な
お
、
生
木
に
仏
を
彫
り
出
す
こ
と
は
、
全
国
各
地
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
お

り
、
こ
と
さ
ら
に
讃
岐
の
西
部
に
限
っ
た
特
徴
で
は
な
い
４

が
、
現
在
で
も
観
音
寺
市

周
辺
で
は
そ
う
し
た
仏
像
が
見
ら
れ
、
中
姫
の
生
木
地
蔵
（
観
音
寺
市
大
野
原
町
）
は

樹
齢
一
二
〇
〇
年
と
推
定
さ
れ
る
大
楠
の
洞
に
地
蔵
が
彫
ら
れ
て
い
る
５

。

　
本
歌
で
は
な
い
が
、『
新
続
古
今
和
歌
集
』
８
６
５
番
、
前
大
納
言
為
定
（
一
二
九
三

〜
一
三
六
〇
年
）
の
「
い
ま
ぞ
し
る

　
枝
を
つ
ら
ぬ
る

　
木
の
本
に

　
さ
と
り
ひ
ら
け

し
　

親
の
心
は
」
が
参
考
に
な
ろ
う
。

【
和
歌
22
】

　
松
風
に

　
昔
の
し
ら
べ

　
通
い
来
て

　
今
に
跡
あ
る

　
琴
ひ
き
の
山

　
琴
の
音
と
峰
の
松
籟
が
吹
き
通
っ
て
、
昔
の
治
世
安
楽
の
御
代
の
調
べ
を
奏
で
て
い

る
こ
と
だ
。
琴
弾
の
山
は
。

　
伊
予
か
ら
の
帰
途
、
道
範
は
琴
弾
八
幡
宮
（
観
音
寺
市
八
幡
町
）
に
立
ち
寄
っ
た
。

そ
こ
の
由
緒
と
し
て
、
八
幡
神
が
筑
紫
か
ら
こ
の
場
所
へ
と
着
い
た
後
に
、
京
都
の
男

山
（
石
清
水
八
幡
宮
）
へ
と
渡
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
道
範
は
聞
い
た
。
男
山
に
似
た
琴

弾
山
の
山
容
で
あ
る
こ
と
や
、
三
面
を
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
道
範
を
し

て
、「
殊
勝
の
地
形
な
り
」
と
の
思
い
を
深
く
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
歌
で
は
な
い
が
、『
拾
遺
和
歌
集
』
４
５
１
番
、
斎
宮
女
御
（
９
４
９
〜
９
８
６

年
）
に
よ
る
「
琴
の
音
に

　
峰
の
松
風

　
か
よ
ふ
ら
し

　
い
づ
れ
の
お
よ
り

　
調
べ
そ

め
け
ん
」
が
参
考
に
な
ろ
う
。

【
和
歌
32
】

　
七
年
の

　
絶
え
ぬ
む
す
び
の

　
末
の
露

　
お
な
じ
蓮
の

　
上
に
あ
そ
ば
ん

写真５　琴弾八幡宮と琴弾山

 

４
　

武
田
耕
道
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

５
　

近
世
末
期
に
森
安
利
左
衛
門
が
彫
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
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へ
」
と
対
比
し
て
鑑
賞
す
る
の
も
面
白
い
。

【
和
歌
14
】

　
ち
ぎ
り
置
き
て

　
西
へ
行
き
け
る

　
跡
に
来
て

　
我
も
終
わ
り
を

　
松
の
下
風

　
縁
あ
っ
て
、
西
行
の
訪
ね
た
跡
に
来
た
私
で
あ
る
。
松
よ
、
西
行
同
様
、
私
の
後
生

も
ど
う
か
弔
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

　
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
年
、
保
元
元
）
か
ら
八
年
後
の
一
一
六
四
年
（
長
寛
二
）、
崇

徳
上
皇
は
配
流
先
の
讃
岐
で
死
去
し
た
。
三
年
後
の
一
一
六
七
年
（
仁
安
二
年
、
同
三
年

説
も
あ
り
）、
西
行
は
讃
岐
を
訪
れ
、
白
峯
の
上
皇
墓
所
に
参
拝
、
さ
ら
に
弘
法
大
師
ゆ

か
り
の
山
に
草
庵
を
結
ん
だ
。
そ
の
時
の
連
作
七
首
が
『
山
家
集
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
の
一
首
が
『
南
海
流
浪
記
』（
13
）
に
も
収
載
さ
れ
た
、「
庵
の
前
に
松
の
立
て
り

け
る
を
見
て

　
ひ
さ
に
経
て

　
我
が
後
の
世
を

　
問
へ
よ
松

　
跡
忍
ぶ
べ
き

　
人
も
な

き
身
ぞ
」
で
あ
る
。
荒
涼
た
る
白
峯
の
上
皇
墓
所
に
、
松
の
孤
影
を
重
ね
て
、「
松
よ
、

私
の
後
生
を
弔
っ
て
く
れ
、
私
に
は
跡
を
偲
ん
で
く
れ
る
人
も
い
な
い
の
だ
か
ら
」
と
詠

嘆
し
て
い
る
。
そ
の
西
行
の
心
境
に
、
道
範
は
自
ら
の
孤
独
を
重
ね
た
の
だ
ろ
う
。

　「
大
師
の
お
は
し
ま
し
け
る
御
辺
り
の
山
」（『
山
家
集
』）
に
結
ん
だ
と
い
う
西
行
の

庵
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
行
の
讃
岐
巡
礼
か
ら
約
八
〇
年

後
、
善
通
寺
に
お
い
て
、
南
大
門
の
東
脇
に
は
ま
さ
に
古
い
大
松
が
存
在
し
、
西
行
が

「
七
日
七
夜
籠
居
し
た
」
庵
ゆ
か
り
の
「
西
行
が
松
」
で
あ
る
と
の
伝
説
が
語
ら
れ
て

い
た
と
い
う
の
は
、
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
な
西
行
伝
説
は
、
西
行
の
名
声
ゆ
え
に
、

鎌
倉
時
代
以
来
全
国
に
流
布
し
た
の
で
あ
る
。

【
和
歌
21
】

　
楠
の
木
も

　
本
の
さ
と
り
を

　
ひ
ら
き
つ
ゝ

　
仏
の
身
と
も

　
成
り
に
け
る
か
な

　
無
量
の
寿
命
、
無
量
の
光
を
放
ち
、
一
切
を
見
通
す
阿
弥
陀
仏
を
楠
の
幹
に
彫
り
込

む
こ
と
に
よ
り
、
木
で
は
あ
る
が
悟
り
を
開
い
て
仏
と
成
り
、
先
の
梢
ま
で
緑
と
な
っ

て
大
い
に
栄
え
枯
れ
る
こ
と
が
な
い
。
私
も
そ
う
あ
り
た
い
も
の
だ
。

　
流
人
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
道
範
は
各
地
の
寺
社
な
ど
を
よ
く
訪
ね
巡
っ
て
い

る
。
一
二
四
九
年
（
宝
治
三
）
一
〇
月
に
は
、
遠
く
伊
予
国
ま
で
出
か
け
た
。
道
範
が

高
野
山
を
代
表
す
る
学
匠
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
伊
予
国
寒
川
（
愛
媛
県
四
国
中
央
市

寒
川
町
）
の
地
頭
・
小
河
祐
長
の
求
め
で
、
新
た
に
建
立
し
た
堂
の
三
尊
像
供
養
の
導

写真４　生木地蔵（観音寺市大野原町）
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考
え
ら
れ
る
が
、「
宇
多
津
の
潟
」
と
読
む
方
が
適
当
と
考
え
る
。
宇
多
津
の
町
は
、
青
ノ

山
北
麓
と
そ
こ
か
ら
東
に
延
び
る
砂
堆
上
に
立
地
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
大
束
川

河
口
部
に
潟
（
ラ
グ
ー
ン
）
が
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
丸
山
山
頂
か
ら
潟
越
し
に
眺

め
た
島
々
（
備
前
児
島
や
塩
飽
本
島
）
の
風
景
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
丸
山

北
麓
の
斜
面
に
あ
る
寺
院
に
は
、
約
一
五
〇
年
後
に
足
利
義
満
や
今
川
貞
世（
了
俊
）な
ど
、

室
町
幕
府
の
中
心
人
物
が
訪
れ
、
讃
岐
守
護
細
川
頼
之
の
歓
待
を
受
け
て
い
る
。

　「
此
の
松
か
げ
」
は
、
恐
ら
く
砂
堆
や
海
岸
沿
い
に
延
び
る
松
林
の
こ
と
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
。
今
川
貞
世
は
「
磯
ぎ
は
に
続
き
て
、
古
り
た
る
松
が
え
な
ど
む
ろ
の
木
に

な
ら
び
た
り
」
と
記
し
て
い
る
（『
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
』）。「
風
立
て
ば
」
以
下
は
、

容
易
に
読
め
る
。

　
宇
多
津
か
ら
の
眺
望
の
素
晴
ら
し
さ
に
こ
と
よ
せ
て
、「
こ
ち
ら
で
風
が
吹
け
ば
、

あ
ち
ら
に
波
風
が
立
つ
」
状
況
を
、
一
連
の
騒
動
か
ら
配
流
と
な
っ
た
我
が
身
に
当
て

は
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

【
和
歌
11
】

　
高
野
山

　
岩
の
む
ろ
戸
に

　
澄
月
の

　
こ
の
ふ
も
と
よ
り

　
出
け
る
か
さ
は

　
高
野
山
で
見
る
あ
の
煌
々
し
く
輝
く
月
は
、
大
師
誕
生
所
の
こ
の
麓
か
ら
出
た
月

だ
っ
た
の
か
。
あ
ま
ね
く
照
ら
し
、
人
々
を
癒
や
す
救
い
の
月
は
。

　
善
通
寺
に
参
詣
し
、
空
海
の
誕
生
所
を
拝
見
し
て
「
恋
慕
恭
敬
、
涙
を
催
し
膽
を

折
」
っ
て
の
詠
歌
で
あ
る
。
宇
多
津
で
詠
ん
だ
二
首
（
９･

10
）
が
侘
し
さ
を
湛
え
て

い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
の
歌
は
「
澄
月
」
の
よ
う
な
安
ら
い
だ
感
情
で
満
た
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
何
と
い
っ
て
も
自
ら
が
身
を
置
い
て
い
た
高
野
山

の
開
祖
・
空
海
の
誕
生
地
に
立
っ
た
深
い
感
慨
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
己
の
信

仰
の
ル
ー
ツ
を
見
出
し
た
よ
う
な
心
持
ち
で
あ
ろ
う
か
。
前
後
で
行
わ
れ
る
善
通
寺
の

様
子
の
描
写
も
精
彩
で
あ
る
。
あ
ま
り
の
感
激
に
日
も
暮
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
宇
多
津

に
戻
る
こ
と
が
で
き
ず
、
御
影
堂
で
一
夜
を
明
か
し
た
道
範
は
、
善
通
寺
の
僧
侶
た
ち

の
厚
意
に
し
た
が
い
、
半
年
後
に
居
所
を
誕
生
所
の
傍
ら
の
庵
へ
と
移
す
。
こ
こ
か
ら

地
元
の
僧
侶
た
ち
と
の
交
友
が
始
ま
る
。

　『
新
古
今
和
歌
集
』
８
３
５
番
、
清
輔
朝
臣
（
一
一
〇
四
〜
一
一
七
七
年
）
の
「
た

か
の
山

　
そ
の
あ
か
つ
き
を

　
契
り
き
て

　
こ
こ
に
も
同
じ

　
月
や
す
む
ら
ん
」
が
、

本
歌
で
は
な
い
が
、
道
範
の
脳
裏
に
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
与
謝
野
晶
子
の
詠
ん

だ
「
讃
岐
路
は

　
浄
土
め
き
た
り

　
秋
の
日
の

　
五
岳
の
お
く
に

　
お
つ
る
こ
と
さ

写真３　現在の善通寺御影堂
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　『
新
古
今
和
歌
集
』８
７
６
番
、
先
中
納
言
匡
房（
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
年
）の「
都

を
ば

　
秋
と
と
も
に
ぞ

　
立
そ
め
し

　
淀
の
河
霧

　
い
く
夜
へ
だ
て
つ
」
を
本
歌
取
り

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
匡
房
の
歌
も
、『
後
拾
遺
集
』
９
番
、
能
因
法
師
（
九
八
八

〜
一
〇
五
〇
？
）
の
「
都
を
ば

　
霞
と
と
も
に

　
立
ち
し
か
ど

　
秋
風
ぞ
吹
く

　
白
河

の
関
」
の
本
歌
取
り
で
あ
る
。

【
和
歌
９
】

　
寂
し
さ
を

　
い
か
で
耐
え
ま
し

　
松
の
風

　
浪
も
音
せ
ぬ

　
住
家
な
り
せ
ば

　
ひ
と
り
住
む
寂
し
さ
を
、
ど
う
や
っ
て
耐
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
松
風
も
浪
の

音
さ
え
聞
こ
え
な
い
住
家
な
の
だ
か
ら
。

　
讃
岐
守
護
所
に
入
っ
た
翌
日
、
道
範
は
守
護
所
か
ら
宇
多
津
の
御
家
人
・
橘
藤
左
衛

門
高
能
に
身
柄
を
預
け
ら
れ
た
。
居
所
は
、
宇
多
津
の
背
後
に
位
置
す
る
青
ノ
山
（
標

高
二
二
四
・
〇
ｍ
）
を
少
し
上
が
っ
た
所
に
あ
る
小
堂
で
あ
っ
た
。
当
時
の
宇
多
津
は

讃
岐
随
一
の
港
町
で
あ
り
、
か
つ
直
近
に
守
護
所
が
所
在
す
る
場
所
と
し
て
繁
栄
し
て

い
た
。
居
所
か
ら
は
、
東
方
の
「
孤
山
」（
聖
通
寺
山
、
標
高
一
一
八
・
二
ｍ
）、
西
方

に
「
遠
島
」（
本
島
・
広
島
な
ど
の
塩
飽
諸
島
）
が
見
え
、
眺
望
は
す
ば
ら
し
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
流
人
の
道
範
に
と
っ
て
は
、
侘
し
い
仮
寓
で
あ
っ
た
よ
う

だ
。
宇
多
津
に
は
約
七
ヶ
月
間
の
滞
在
で
、
同
年
九
月
に
は
弘
法
大
師
空
海
ゆ
か
り
の

善
通
寺
に
移
住
し
て
い
る
。

　
宇
多
津
で
の
居
所
は
、「
在
家
五
六
町
許
引
上
り
て
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
現

在
の
円
通
寺
周
辺
の
高
台
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
当
時
は
、
寺
の
あ
る
青
ノ
山
北
麓
ま
で

入
江
が
深
く
入
り
込
ん
で
い
た
。
高
台
に
立
つ
寺
々
の
境
内
か
ら
は
、
今
も
宇
多
津
の

町
と
瀬
戸
内
海
の
島
々
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。

【
和
歌
10
】

　
う
た
づ
か
た

　
此
の
松
か
げ
に

　
風
立
て
ば

　
島
の
あ
な
た
も

　
一
つ
白
浪

　
眼
下
に
は
宇
多
津
の
潟
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
茂
っ
て
い
る
松
林
の
間
に
風
が
吹

け
ば
、
遙
に
見
渡
せ
る
島
々
の
彼
方
に
も
白
波
が
一
つ
く
ら
い
は
立
と
う
と
い
う
も
の
だ
。

　
道
範
は
、
宇
多
津
の
「
山
に
登
り
て
見
渡
し
て
」、
こ
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
道
範
の

登
っ
た
山
と
は
、
青
ノ
山
山
頂
で
は
な
く
、
円
通
寺
の
現
境
内
や
旧
境
内
の
あ
っ
た
と
伝

え
る
三
ツ
岩
、
さ
ら
に
安
国
寺
（
長
興
寺
）
が
あ
っ
た
斜
面
地
の
裏
山
に
あ
た
る
丸
山
（
青

ノ
山
東
麓
の
支
丘
）
で
あ
ろ
う
。「
う
た
づ
か
た

�

�

」
は
、「
宇
多
津
の
側
」
と
い
う
意
味
も

写真２　丸山から宇多津を眺める（左背後は塩飽本島）

（5）
－ 172 －



な
る
こ
と
が
分
る
。
そ
の
印
象

と
し
て
は
、
金
剛
三
昧
院
本
の

方
が
書
体
・
紙
質
と
も
に
中
世

的
な
要
素
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

で
あ
り
３

、
伝
来
の
状
況
か
ら

し
て
も
金
剛
三
昧
院
本
が
良
学

房
英
義
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

書
写
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら

れ
よ
う
。
お
そ
ら
く
洲
崎
寺
本

は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
金
剛

三
昧
院
本
を
写
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
洲
崎
寺
本
に
は
、
書

写
に
あ
た
っ
て
の
欠
落
部
分

（
阿
波
大
寺
か
ら
讃
岐
大
津
賀

に
至
る
件
）
が
あ
る
た
め
、
こ

う
し
た
箇
所
に
留
意
し
た
書
誌

学
的
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
洲
崎
寺
は
、
源
平
合
戦
の
際
に
境
内
を
焼
失
し
た
後
に
紀
伊
国
に
移
転

し
、
松
生
院
蘆
辺
寺
と
し
て
再
興
さ
れ
て
い
た
が
、
八
栗
寺
の
願
い
に
よ
り
一
六
九
九

（
元
禄
一
二
）
に
再
興
さ
れ
た
と
い
う
（『
讃
岐
国
名
勝
図
会
』）。
紀
伊
の
蘆
辺
寺
は
、

浅
野
家
や
紀
州
徳
川
家
の
庇
護
を
受
け
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
史
的
背
景
に
洲

崎
寺
本
の
伝
来
を
重
ね
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

二
．
道
範
の
心
象
世
界―

和
歌
を
鑑
賞
す
る―

【
概
観
】

　
中
世
の
他
の
紀
行
と
同
じ
く
、『
南
海
流
浪
記
』
の
構
成
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
が
、
三
四
首
の
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
道
範
が
詠
ん
だ
の
は

二
四
首
。
残
り
一
〇
首
の
内
訳
は
、
西
行
（
一
首
）、「
淡
路
に
と
ゞ
ま
る
人
」（
二
首
）、

称
名
院
主
念
々
房
（
二
首
）、
善
通
寺
の
三
品
房
（
五
首
）
で
あ
る
。

　
西
行
の
和
歌
（
13
）
は
、
善
通
寺
南
大
門
前
に
あ
っ
た
老
大
松
の
下
で
籠
居
し
た

西
行
の
心
情
に
思
い
を
馳
せ
る
「
装
置
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
淡
路
に
と
ゞ
ま
る
人
」
と
は
、
京
都
か
ら
淡
路
の
岩
屋
ま
で
同
道
し
て
同
国
へ
と
配

流
さ
れ
た
高
野
山
の
僧
で
あ
り
、
讃
岐
に
到
着
し
て
か
ら
二
度
、
和
歌
を
贈
っ
て
い
る

（
８
：
仁
治
四
年
二
月
一
四
日
、
15･

16
：
寛
元
二
年
八
月
）。
そ
の
う
ち
後
者
の
二
首

に
対
す
る
返
し
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
17･

18
）。
念
々
房
・
三
品
房
は
、
道
範
が
親
し

く
交
友
し
た
地
元
の
僧
侶
で
あ
り
、
こ
の
時
の
配
所
（
善
通
寺
）
を
中
心
に
し
た
真
言

系
宗
団
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
道
範
の
和
歌
は
、
作
品
と
し
て
の
完
成
度
は
さ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、

本
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
自
ら
の
体
験
や
所
感
を
表
現
し
た
と
い
う
点
で
、『
南
海
流
浪
記
』

を
読
み
解
く
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
と
い
え
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
道
範
の
和
歌

の
評
釈
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
試
み
た
。

【
和
歌
１
】

　
都
を
ば

　
霞
の
よ
そ
に

　
か
へ
り
見
て

　
い
づ
ち
行
ら
ん

　
淀
の
川
波

　
霞
の
は
る
か
遠
方
に
あ
る
都
（
京
都
）
を
ふ
り
返
り
、
仰
ぎ
見
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら

先
い
ず
こ
へ
向
か
う
の
だ
ろ
う
。
淀
の
川
波
そ
の
ま
ま
に
心
は
波
立
ち
、
暗
澹
と
し
て

深
く
沈
潜
し
、
不
安
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
。

　
遠
国
配
流
の
処
断
を
受
け
た
身
の
深
い
悲
哀
が
、
読
者
の
心
に
ひ
た
ひ
た
と
打
ち
寄
せ

て
く
る
歌
で
あ
る
。
道
範
の
享
年
に
つ
い
て
は
二
説
（
七
四
歳
・
六
八
歳
）
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
讃
岐
配
流
の
時
の
年
齢
は
当
時
と
し
て
は
老
境
と
い
っ
て
よ
く
、
道
範
自

身
も
「
老
後
の
流
刑
」
と
表
現
し
て
お
り
、
生
き
て
再
び
高
野
山
の
地
を
踏
む
こ
と
が
き

る
か
と
い
う
不
安
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
仁
治
四
年
正
月
に
始
ま
っ
た
旅
は
、

都
を
出
発
し
久
我
（
京
都
市
伏
見
区
）
に
宿
泊
し
、
二
月
一
日
に
乗
船
し
て
淀
の
渡
を
過

ぎ
る
時
、「
遙
に
花
洛
の
方
」
を
望
み
、
そ
の
心
情
を
歌
に
託
し
た
の
で
あ
る
。

写真１　『南海流浪記』洲崎寺本　見返し

 

３
　

上
野
進
氏
（
香
川
県
文
化
振
興
課
）
よ
り
御
教
示
を
得
た
。

（4）
－ 173 －



表１　道範の行動内容一覧

年月日 本文の記載内容 和歌
年 月 日 宿泊・滞在場所 移動区間 移動距離 行動内容 番号 作者 歌の内容

仁治４

1 25 京都 六波羅 － － 道範に讃岐配流の沙汰が下る
1 30 山城 久我 京－久我 － 都を出て久我に宿す
2 1

摂津
神崎 久我－神崎 － 淀の渡から船に乗り神崎橋下に宿す 1 道範 都をば　霞のよそに　かへり見て　いづち行らむ　淀の河波

2 2 筒井 神崎－筒井 ５里（陸） 神崎を立ちて筒井に至る

2 3

淡路

石屋（岩屋）
筒井－石屋 ６里余（陸）小屋福原を過ぎ、須磨・垂水を経て石屋の渡から石屋へ 2 道範 流れ行く　身にしあらずは　須磨の浦　泊まりて夜半の　月は見

てまし

絵島 － 夕方、石屋并絵島を巡見し、絵島明神を参詣し、法施法楽す 3 道範 見るばかり　いかゞかたらむ　絵島かた　むべしを神は　爰にす
みける

2 4 八木宿（国
府）

石屋－滝ノ口 ７里（海） 石屋を立ち船に乗り、滝ノ口に至りて下りる 4 道範 離れくる　高野の山の　かすみをも　今日ばかりやは　眺め暮ら
さん

滝ノ口－国府 ３里（陸） 船を下り、淡路の八木の国府に至る 5 道範 さらぬだに　ね覚おほかる　草枕　まどろむ夢を　ふく嵐哉

2 6 福良の泊 国府－福良泊 ３里（陸） 国府を立ち、福良の泊に至る。風悪しく３日間逗留する
6 道範 おきつ風　福良が磯に　日数経て　ならわぬ浪に　ぬるゝ袖かな
7 道範 行さきを　我が古郷に　あらなくに　爰を旅とは　何いそぐらん

2 10 阿波 大寺
福良－佐伊田 ３里余（海）福良を立ち阿波の戸を渡り、佐伊田に下る
佐伊田－大寺 － 舟を下りて大寺に宿す

2 11

讃岐

大津賀 大寺－大津賀 ９里余（陸）大寺を立ち大坂越して、大津賀に至る
2 12 讃岐国府 大津賀－国府 ６里（陸） 庁の沙汰として祇候あり
2 13 守護所 国府－守護所 ２里（陸） 国府を立ち、守護所に至る。淡路の知人へ歌を贈る 8 道範 天が下　何墨染めの　袖ならん　老の波にも　流れぬる哉
2 14

鵜足津

守護所－鵜足津 － 守護所から御家人橘高能のもとへ預けられる

2 15 － － 在家５・６丁引き上がり、堂舎１宇僧坊少々ある所に移され
る 9 道範 寂しさを　いかで耐えまし　松の風　浪も音せぬ　住家なりせば

2～3 － － －
後の山に登り海上の島々を眺望し、加持法を行う
浦に出て鱗類の回向を施す
山に登って見渡して歌を詠む 10 道範 うたづかた　此の松かげに　風立てば　島のあなたも　一つ白浪

3 21 善通寺 鵜足津－善通寺 － 善通寺に参詣し、法華講・童舞を見聞し、御影堂で通夜 11 道範 高野山　岩のむろ戸に　澄む月の　此ふもとより　出けるかさは
3 22 鵜足津 善通寺－鵜足津 － 鵜足津に帰る

寛元１

9 15 善通寺 鵜足津－善通寺 － 善通寺に移住し、誕生所の傍らの庵に住まう
9 21 行道所 善通寺－行道所 － 弘法大師の行道所を参詣 12 道範 鷲の山　常に住むなる　夜半の月　来りて照らす　峯にぞ有ける

10 －

善通寺

－ － 南大門から南方の名山を眺望し、西行の古大松を観ずる
13 西行 ひさに経て　我が後の世を　問へよ松　跡忍ぶべき　人もなき身

ぞ
14 道範 ちぎり置て　西へ行きける　跡に来て　我も終わりを　松の下風

寛元２

1 － － － 童舞装束、発願文のこと
6 15 － － 田所入道の夢想のこと

8 － － － 淡路の知人への文を修験者に託す

15 道範 君はなを　見てやなぐさむ　離れぬる　高野の山の　峯の白雲
16 道範 世に出て　自らとむる　影よりそ　入にし月の　形をも見る
17（淡路）高野山　峯の白雲　跡絶へて　むなしき空に　雨ぞこぼるゝ
18（淡路）入月も　ひかりや共に　ならふらん　自らとめし　影にうつりて

寛元３

12 16 － － 高野山浄菩提院の阿闍梨尚祚死去の報を受け、嗚咽悶絶す 20 道範 高野山　流れし水も　かれぬなり　草木はいかゞ　たねをきさら
ん

12 18 － － 高野山から阿闍梨法性死去の報を受け、悲泣哀慟する

12 19 － － 阿弥陀護摩を始め、法性の菩提を弔い、50日に及ぶ 19 道範 かたがたの　もとのしづくは　散ぬなり　いつか我身の　末の白
露

宝治２

4 － － － 京から仏師を招き模写した善通寺御影を高野山に送る（～6
月）

10 27
伊予 寒川

善通寺－寒川 － 寒川の地頭の建立した一堂の三尊供養の導師を勤める。途
中、比女の八幡に立ち寄る 21 道範 楠の木も　本の悟りを　開きつゝ　仏の身とも　成りにけるかな

10 28 － － 舞楽を見る
10 29

讃岐

琴曳の宮 寒川－琴曳 － 還向の途中で琴曳きの宮に参詣する 22 道範 松風に　昔のしらべ　かよひ来て　今に跡ある　琴曳の山
11 17 尾背寺 善通寺－尾背寺 － 尾背寺に参詣する

11 18
称名院 尾背寺－称名院 － 善通寺に戻る途中、称名院に参詣し、不在の念々房に歌を贈

り、後日返しをもらう

23 道範 九の　草の庵と　見しほどに　やがて蓮の　台となりけり
24 道範 九の　草の庵に　とめをきし　心いざなへ　海の西まで
25 念々房 結び置く　草の庵の　かひあれば　今は蓮の　台とぞ聞く
26 念々房 九の　草の庵に　とゞめけむ　君の心を　たのむ我身ぞ

滝寺 称名院－滝寺 － 滝寺に参詣する

12 14 － － － 称名院三品房に書状を送り、返状をもらう

27 三品院 君ならで　誰か覚らん　草の庵　やがて蓮の　台なりとは
28 三品院 九品の　蓮の露に　やどりけん　月の光を　見るぞかなしき
29 三品院 とゞめけん　心の底を　しるべにて　此山里に　住人もがな
30 三品院 いかゞして　君が御法の　灯を　闇きみ山の　庵に照さん
31 三品院 君がたのむ　寺の昔の　聖りこそ　此山里に　住家しめけれ

建長１

5 8

善通寺

－ － 誕生院の鎮壇を行う
6 8 － － 諸国流人赦免の院宣旨・六波羅下知状・長者書状を受け取る
6 12 － － 病を得て、40数日を経る

7 － － － 帰山に際して、知人に歌を贈り、返状をもらう

32 道範 七年の　絶えぬむすびの　末の露　おなじ蓮の　上にあそばん

33（知人）末の露　おもひ定めぬ　身にしあれど　問ふことのはに　かゝら
ざらめや

34（知人）頼め置きし　法のしるべの　灯の　重ねて照らす　峯を尋ねん

7 22、
23 － － 病が小康となり、白峯寺より入壇伝法の依頼を受ける

7 29
白峯寺

善通寺－白峯寺 ５里（陸） 白峯寺に至る
8 4 － － 入壇伝法する
8 6 － － 本堂修理供養・曼荼羅供を勤める
8 7 白山 白峯寺－白山 ６里（陸） 白峯を立ちて白山に至る
8 8 引田 白山－引田 ６里（陸） 白山を立ちて引田に至る

8 9
阿波 紀津 引田－紀津 ６里（陸） 引田を立ちて阿波の大坂を越へ紀津に至る

淡路
福良 紀津－福良 ４里（海） 即日酉、始めて船に乗り牟野口を渡り福良に付く
賀集 福良－賀集 １里（陸） 子の時許り、淡路国賀集に至る

8 14
由良 賀集－由良 ７里（陸） 賀集を立ちて由良に至る

紀伊

大谷 由良－大谷 ３里（海）、
11里（陸） 由良渡戸を立ちて、大谷に至る

8 16 麻生津 大谷－麻生津 11里（陸） 大谷を立ちて麻生津に至る
8 17

高野山
麻生津－高野山 ５里（陸） 山に登る

8 21 － － 奥院に参詣
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さ
れ
て
い
る
１

。

【
諸
本
の
存
在
】

　『
南
海
流
浪
記
』
に
は
、
写
本
と
版
本
が
複
数
存
在
し
て
い
る
。
年
紀
が
判
明
し
て

い
る
写
本
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
①
一
五
九
七
年
（
慶
長
二
）
に
良
学
房

英
義
に
よ
る
写
本
。
高
野
山
金
剛
三
昧
院
本
と
洲
崎
寺
本
が
あ
る
。
②
一
七
六
六
年

（
明
和
三
）、
滋
野
井
公
麗
に
よ
る
写
本
（
大
東
急
記
念
文
庫
本
）。
③
一
八
三
一
年
（
天

保
二
）、
祐
徳
に
よ
る
写
本
（
祐
徳
本
）。

　
版
本
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
④
一
八
五
一
年
（
嘉
永
四
）、
道
猷
の
校
訂
に

よ
る
版
本
（
嘉
永
四
年
本
）、
⑤
一
八
五
二
年
（
嘉
永
五
）
の
版
本
（
嘉
永
五
年
本
）。

【
洲
崎
寺
本
の
成
立
】

　
現
在
、
洲
崎
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
南
海
流
浪
記
』（
洲
崎
寺
本
）
に
は
、
伝
来

に
つ
い
て
の
情
報
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
見
返
し
部
分
に
以
下
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

　
　
　

慶
長
二
年
丁
酉
卯
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

英
義
良
学
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

智
荘
厳
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
寺
改
印

　
こ
の
記
載
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
一
五
九
七
年
（
慶
長
二
）
四
月
五
日
に
良
学
房
英
義

が
書
写
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
金
剛
三
昧
院
本
も
同
日
同
人
の
書

写
と
さ
れ
て
お
り
、
良
学
房
英
義
か
ら
智
荘
厳
院
を
経
て
金
剛
三
昧
院
に
渡
っ
た
と
す

る
伝
来
が
知
ら
れ
て
い
る
２

。

　
金
剛
三
昧
院
本
に
つ
い
て
は
実
見
し
て
い
な
い
た
め
、
洲
崎
寺
本
と
の
異
同
に
つ
い

て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、『
特
別
展

　
空
海
誕
生
の
地

　
善
通
寺
』
に
掲
載
写
真
（
二
頁
分
）
を
比
較
す
る
と
、
明
ら
か
に
書
体
と
紙
質
が
異

▲

▲

▲

白峰寺白峰寺

大寺大寺
引田引田

白山白山

国府国府

大津賀
　=大塚
大津賀
　=大塚

松本駅家
　（下り松廃寺）
松本駅家
　（下り松廃寺）

大津賀
　＝富田茶臼山古墳
大津賀
　＝富田茶臼山古墳

引田駅家引田駅家

郡頭駅家郡頭駅家

甲智駅家甲智駅家

三谷駅家三谷駅家

0 5ｋｍ

▲ 復路
・・・南海道の駅家推定地

往路立ち寄り先・・・
復路

『南海流浪記』記載の道範の往復経路・・・ 往路

図１　道範の旅程

 

１
　

以
上
の
記
述
は
、『
国
史
大
辞
典
』（
福
田
秀
一
執
筆
）、
田
中
健
二
２
０
１
１
「
鎌
倉
時
代
の
流
人
の
日

記
『
南
海
流
浪
記
』
に
見
る
讃
岐
の
姿
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
一
五
号
を
参
考
に
し
た
。

２
　

渋
谷
啓
一
２
０
０
６
「
南
海
流
浪
記
」『
特
別
展

　
空
海
誕
生
の
地

　
善
通
寺
』
香
川
県
歴
史
博
物
館
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史
料
紹
介

　『
南
海
流
浪
記
』
洲
崎
寺
本

高
橋
德
・
安
藤
み
ど
り
・
佐
藤
竜
馬

は
じ
め
に

　
讃
岐
国
府
跡
探
索
事
業
で
は
、
国
庁
跡
の
位
置
の
特
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
讃
岐
国
府

の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
松
山
津
や
南
海
道
に
つ
い
て
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
自
主
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
で
紹
介
す
る
『
南
海
流
浪
記
』
は
、

①
「
サ
ヌ
キ
ノ
国
府
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
、
鎌
倉
時
代
の
讃
岐
国
府
に
つ
い
て
記
し

た
数
少
な
い
史
料
で
あ
る
こ
と
、
②
著
者
で
あ
る
道
範
の
讃
岐
下
向
の
経
路
が
南
海
道

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
か
ら
、
当
事
業
に
と
っ
て
も
資
す
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
史
料
で
あ
る
と
考
え
、
高
橋
・
安
藤
が
内
容
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
『
南
海
流
浪
記
』
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
近
世
の
写
本
・
版
本
が
複
数

あ
り
、
こ
れ
ら
を
翻
刻
・
校
訂
し
た
活
字
本
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
史
料

紹
介
す
る
こ
と
は
屋
上
屋
を
架
す
の
感
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
洲
崎
寺
（
高
松
市

牟
礼
町
）
所
蔵
の
写
本
（
以
下
、
洲
崎
寺
本
と
す
る
）
が
戦
前
の
『
香
川
叢
書
』
で
は

校
訂
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
重
要
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
洲
崎
寺
本
そ
の
も
の
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
『
南
海
流
浪
記
』
は
、
讃
岐
の
中
世
の
様
子
を
具
体
的
に
伝
え

る
史
料
と
し
て
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、
多
く
は
部
分
的
な
内
容
の
紹
介
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
史
料
の
文
字
を
追
う
記
述
的
な
検
討
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
背
景
を
含

め
た
分
析
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
豊
か
な
資
料
性
を
帯
び
る
も
の
と
考

え
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
認
識
に
立
ち
、
以
下
で
は
ま
ず
、
洲
崎
寺
本
な
ら
び
に
諸
本
か
ら
読

み
取
れ
る
事
象
を
挙
げ
て
解
題
に
代
え
、
そ
の
後
に
洲
崎
寺
本
の
翻
刻
と
書
き
下
し
を

掲
げ
る
も
の
と
し
た
い
。

一
．『
南
海
流
浪
記
』
洲
崎
寺
本
に
つ
い
て

【『
南
海
流
浪
記
』
の
内
容
】

　『
南
海
流
浪
記
』
は
、
高
野
山
正
智
院
の
阿
闍
梨
・
道
範
（
？
〜
一
二
五
二
年
、
建

長
四
）
が
記
し
た
紀
行
で
あ
る
。

　
一
二
四
二
年
（
仁
治
三
）
に
高
野
山
と
そ
の
末
寺
で
あ
る
伝
法
院
（
後
の
根
来
寺
、

本
文
冒
頭
で
「
末
院
」「
彼
の
凶
党
」
と
見
え
る
）
と
の
争
い
が
、
伝
法
院
の
焼
亡
を

も
た
ら
し
、
六
波
羅
探
題
の
裁
定
を
受
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
六
波
羅
の
裁
定

は
、
高
野
山
側
の
非
を
認
め
、
関
係
者
三
〇
数
名
の
配
流
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、

道
範
は
讃
岐
へ
の
配
流
と
さ
れ
た
。
一
二
四
三
年
（
仁
治
四
）
一
月
三
〇
日
、
淡
路
守

護
所
の
牧
野
四
郎
左
衛
門
に
護
送
さ
れ
て
都
を
出
た
道
範
は
、
二
月
一
三
日
に
讃
岐
守

護
所
に
到
着
し
、
以
後
、
宇
多
津
・
善
通
寺
と
居
所
を
変
え
、
一
一
四
九
年
（
建
長
元
）

に
赦
免
さ
れ
て
高
野
山
へ
戻
る
ま
で
の
様
々
な
体
験
や
見
聞
を
記
し
た
。

　
道
範
の
文
章
は
、
漢
文
と
和
漢
混
淆
文
が
併
用
さ
れ
て
お
り
、
同
時
期
の
公
家
の
手

に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
『
東
関
紀
行
』
が
仮
名
文
で
記
さ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
な
、

学
僧
ら
し
い
表
記
形
式
と
い
え
る
。

　
巻
末
に
は
、
①
一
二
五
八
年
（
正
嘉
二
）
一
〇
月
に
「
後
の
た
め
」
に
道
範
の
文
を

写
し
た
こ
と
、
②
写
し
た
内
容
以
外
に
も
多
く
の
文
章
（
記
録
）
が
あ
っ
た
が
、
省
略

し
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
。
道
範
の
死
去
か
ら
六
年
後
に
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
「
披
見
、
念
仏
を
唱
へ
ら
る
べ
き
者
な
り
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道

範
の
七
回
忌
を
契
機
に
写
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
道
範
が
記
し
た
原
本
が
あ
り
、
そ
の
内

容
を
後
人
（
お
そ
ら
く
高
野
山
の
学
僧
な
ど
の
関
係
者
）
が
取
捨
選
択
・
編
集
し
て
成

立
し
た
の
が
『
南
海
流
浪
記
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
善
通
寺
に
関
す
る
記

載
（
伽
藍
や
周
辺
の
景
観
、
弘
法
大
師
御
影
の
こ
と
、
誕
生
院
の
こ
と
な
ど
）
が
多

く
、
ま
た
周
辺
の
真
言
系
寺
院
に
赴
い
た
こ
と
（
伊
予
国
寒
川
地
頭
建
立
寺
院
の
供
養

導
師
、
尾
背
寺
へ
の
参
詣
、
白
峯
寺
で
の
入
壇
伝
法
な
ど
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
讃
岐
滞
在
時
の
道
範
の
業
績
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
取
捨
選
択
の
基
準
が
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
な
お
末
尾
に
は
、
一
二
七
七
年
（
建
治
三
）
二
月
一
八
日
に
も
写
さ
れ
た
こ
と
が
記
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